
第８回出雲地区合併協議会提出

協議第3 8 号 財産及び債務の取扱いについて ･･･ ｐ 1 ～ 4

協議第3 9 号 公共的団体等の取扱いについて ･･･ ｐ 5 ～ 1 2

協議第4 0 号
各種事務事業（儀式・表彰関係）の取扱いについて
（第１小委員会付託）

･･･ ｐ 1 3 ～ 1 8

協議第4 1 号
各種事務事業（防災関係）の取扱いについて（第１
小委員会付託）

･･･ ｐ 1 9 ～ 3 8

協議第4 2 号 国民健康保健事業の取扱い（その１）について ･･･ ｐ 3 9 ～ 5 4

協議第4 3 号
各種事務事業（保育関係）の取扱いについて（第２
小委員会付託） ･･･ ｐ 5 5 ～ 6 6

協議第4 4 号
各種事務事業（学校教育関係その２）の取扱いにつ
いて（第２小委員会付託）

･･･ ｐ 6 7 ～ 7 8

協議第4 5 号
各種事務事業（学校教育関係その３）の取扱いにつ
いて（第２小委員会付託）

･･･ ｐ 7 9 ～ 8 0

協議第4 6 号
各種事務事業（観光商工関係その２）の取扱いにつ
いて（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 8 1 ～ 9 2

協議第4 7 号
各種事務事業（公営住宅関係）の取扱いについて
（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 9 3 ～ 1 5 4

協議第4 8 号
各種事務事業（上下水道関係その１）の取扱いにつ
いて（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 1 5 5 ～ 1 6 8

協議第4 9 号
各種事務事業（上下水道関係その２）の取扱いにつ
いて（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 1 6 9 ～ 1 8 6

協議第5 0 号
各種事務事業（上下水道関係その３）の取扱いにつ
いて（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 1 8 7 ～ 1 8 8

協議第5 1 号
各種事務事業（上下水道関係その４）の取扱いにつ
いて（第３小委員会付託）

･･･ ｐ 1 8 9 ～ 1 9 4
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3
8

計
1
,9
4
5
,6
1
5

45
7,
73

8
7
,9
0
3
,3
8
2

4
,0
1
5

34
7,
00

0
35

2,
97

5
47

0,
57

8
1
1
,4
8
1
,3
0
3

2
2

1
6

29
5

1
8
2

6
1

2
9

6
6

普
通

会
計

0
0

0
0

0
1
,1

0
0
,0

0
0

0
1
,1

0
0
,0

0
0

普
通

会
計

以
外

0
0

0
0

0
0

0
0

計
0

0
0

0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0
1
,1
0
0
,0
0
0

0
0

0
0

0
18

9
0

6
普

通
会

計
6
,4

9
0
,6

8
6

3
,8

8
6
,0

1
9

2
,6

8
2
,0

5
2

1
,0

3
7
,5

6
2

4
,9

3
1
,5

4
6

8
4
9
,9

5
2

2
,1

5
7
,1

5
7

2
2
,0

3
4
,9

7
4

普
通

会
計

以
外

1
,2

4
4
,0

7
9

1
9
7
,4

6
8

5
9
2
,0

7
8

2
5
5
,8

6
4

2
9
0
,9

8
4

2
5
9
,5

9
8

1
6
5
,6

6
0

3
,0

0
5
,7

3
1

計
7
,7
3
4
,7
6
5

4
,0
8
3
,4
8
7

3
,2
7
4
,1
3
0

1
,2
9
3
,4
2
6

5
,2
2
2
,5
3
0

1
,1
0
9
,5
5
0

2
,3
2
2
,8
1
7

2
5
,0
4
0
,7
0
5

普
通

会
計

7
4

13
4

10
0

22
7

1
,1

7
0

14
6

13
5

12
7

普
通

会
計

以
外

1
4

7
2
2

5
6

6
9

4
5

1
0

1
7

計
8
9

14
1

12
2

28
3

1
,2
3
9

19
1

14
5

14
4

記
　

載
　

事
　

項
備

考

地 方 債

地
方

債
H

1
4
年

度
末

残
高 1
人

当
た

り
現

在
高

（
千

円
/
人

）

普
通

交
付

税
算

入
額

1
人

当
た

り
算

入
額

（
千

円
/
人

）

差
引

実
質

負
担

額

1
人

当
た

り
負

担
額

（
千

円
/
人

）

債 務 負 担

債
務

負
担

行
為

H
1
5以

降
の

支
出

予
定

額
※

付
属

資
料

①

１
人

当
た

り
支

出
予

定
額

（
千

円
/
人

）

※
付

属
資

料
②

1
人

当
た

り
現

在
高

（
千

円
/
人

）

債 務 保 証

債
務

保
証

又
は

損
失

補
償

額
※

付
属

資
料

①

1
人

当
た

り
補

償
額

（
千

円
/
人

）

財
政

専
門

部
会

財
政

分
科

会
　

Ｎ
ｏ

．
２

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

基 金

基
金

H
1
4年

度
末

残
高

調
整

の
方

針
２

市
５

町
の

所
有

す
る

財
産

、
公

の
施

設
及

び
債

務
は

、
す

べ
て

新
市

に
引

き
継

ぐ
も

の
と

す
る

。

現
　

　
　

況

協
議

項
目

財
産

及
び

債
務

の
取

扱
い

に
つ

い
て
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附
属

資
料

①
　

債
務

負
担

、
債

務
保

証
の

内
訳

普
通

会
計

（
単

位
：
千

円
）

出
雲

市
平

田
市

斐
川

町
佐

田
町

多
伎

町
湖

陵
町

大
社

町
合

計
H

1
2国

調
人

口
H

1
2
国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
8
7
,3

3
0

2
9
,0

0
6

2
6
,8

1
6

4
,5

7
6

4
,2

1
5

5
,8

1
3

1
6
,0

2
0

1
7
3
,7

7
6

１
．

物
件

の
購

入
等

に
係

る
も

の
72

3,
00

0
3
0
,9
9
6

0
0

27
1,
70

0
5
,3
0
0

0
1
,0
3
0
,9
9
6

（１
）土

地
の

購
入

に
係

る
も

の
7
2
3
,0

0
0

1
,3

0
0

7
2
4
,3

0
0

（２
）建

造
物

の
購

入
に

係
る

も
の

0
（３

）そ
の

他
の

物
件

の
購

入
に

係
る

も
の

3
0
,9

9
6

3
0
,9

9
6

（４
）製

造
･工

事
の

請
負

に
係

る
も

の
2
7
1
,7

0
0

4
,0

0
0

2
7
5
,7

0
0

２
．

債
務

保
証

又
は

損
失

補
償

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

1
,1
0
0
,0
0
0

0
1
,1
0
0
,0
0
0

（１
）地

方
三

公
社

に
係

る
も

の
1
,1

0
0
,0

0
0

1
,1

0
0
,0

0
0

（２
）そ

の
他

に
係

る
も

の
0

３
．

そ
の

他
1
,1
8
8
,6
1
5

42
6,
74

2
7
,8
8
8
,6
5
0

4
,0
1
5

7
5
,3
0
0

34
7,
67

5
45

0,
77

2
1
0
,3
8
1
,7
6
9

（１
）利

子
補

給
等

に
係

る
も

の
2
1
6
,3

5
9

5
2
,9

9
3

7
,8

8
8
,6

5
0

0
52

7
8
,5

6
0

1
4
4
,2

0
0

8
,3

1
1
,2

8
9

　
ア

農
林

水
産

関
係

に
係

る
も

の
2
,4

6
4

2
0
,8

1
8

7
,8

3
4
,0

7
5

52
7

8
,5

6
0

8
4
,7

0
3

7
,9

5
1
,1

4
7

　
イ

商
工

関
係

に
係

る
も

の
0

　
ウ

住
宅

関
係

に
係

る
も

の
0

　
エ

そ
の

他
2
1
3
,8

9
5

3
2
,1

7
5

5
4
,5

7
5

5
9
,4

9
7

3
6
0
,1

4
2

（２
）そ

の
他

に
係

る
も

の
9
7
2
,2

5
6

3
7
3
,7

4
9

4
,0

1
5

7
4
,7

7
3

3
3
9
,1

1
5

3
0
6
,5

7
2

2
,0

7
0
,4

8
0

合
　

計
1
,9
1
1
,6
1
5

45
7,
73

8
7
,8
8
8
,6
5
0

4
,0
1
5

34
7,
00

0
1
,4
5
2
,9
7
5

45
0,
77

2
1
2
,5
1
2
,7
6
5

人
口

１
人

当
た

り
の

債
務

負
担

額
2
2

1
6

29
4

1
8
2

25
0

2
8

7
2

※
平

成
1
4
年

度
地

方
財

政
状

況
調

査
に

よ
る

。

普
通

会
計

以
外

の
会

計
（
単

位
：
千

円
）

出
雲

市
平

田
市

斐
川

町
佐

田
町

多
伎

町
湖

陵
町

大
社

町
合

計
H

1
2国

調
人

口
H

1
2
国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
H

1
2国

調
人

口
8
7
,3

3
0

2
9
,0

0
6

2
6
,8

1
6

4
,5

7
6

4
,2

1
5

5
,8

1
3

1
6
,0

2
0

1
7
3
,7

7
6

１
．

物
件

の
購

入
等

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
（１

）土
地

の
購

入
に

係
る

も
の

0
0

0
0

0
0

0
0

（２
）建

造
物

の
購

入
に

係
る

も
の

0
0

0
0

0
0

0
0

（３
）そ

の
他

の
物

件
の

購
入

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
（４

）製
造

･工
事

の
請

負
に

係
る

も
の

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

債
務

保
証

又
は

損
失

補
償

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
（１

）地
方

三
公

社
に

係
る

も
の

0
0

0
0

0
0

0
0

（２
）そ

の
他

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
３

．
そ

の
他

3
4
,0
0
0

0
1
4
,7
3
2

0
0

0
1
9
,8
0
6

6
8
,5
3
8

（１
）利

子
補

給
等

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
1
0
,9

4
9

1
0
,9

4
9

　
ア

農
林

水
産

関
係

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
　

イ
商

工
関

係
に

係
る

も
の

0
0

0
0

0
0

0
0

　
ウ

住
宅

関
係

に
係

る
も

の
0

0
0

0
0

0
0

0
　

エ
そ

の
他

0
0

0
0

0
0

1
0
,9

4
9

1
0
,9

4
9

（２
）そ

の
他

に
係

る
も

の
3
4
,0

0
0

0
1
4
,7

3
2

0
0

0
8
,8

5
7

5
7
,5

8
9

合
　

計
3
4
,0
0
0

0
1
4
,7
3
2

0
0

0
1
9
,8
0
6

6
8
,5
3
8

人
口

１
人

当
た

り
の

債
務

負
担

額
0

0
1

0
0

0
1

0
※

平
成

1
5
年

度
特

別
会

計
・
企

業
会

計
予

算
書

に
よ

る
。

区
　

　
　

分

区
　

　
　

分
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附
属

資
料

②
　

基
金

の
内

訳
（単

位
：
千

円
）

出
雲

市
平

田
市

斐
川

町
佐

田
町

多
伎

町
湖

陵
町

大
社

町
合

計
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
H

12
国

調
人

口
87

,3
30

29
,0

06
26

,8
16

4
,5

7
6

4
,2

1
5

5
,8

1
3

16
,0

20
17

3,
77

6
1,

05
5,

08
1

1,
28

4,
69

4
72

5,
27

0
41

8,
49

5
24

6,
16

5
27

5,
01

6
40

5,
86

4
4,

41
0,

58
5

59
1,

06
5

1,
17

5,
96

9
16

0,
34

2
18

9,
48

4
1,

26
2,

24
9

71
,1

57
89

8,
84

0
4,

34
9,

10
6

１
．
庁

舎
等

の
建

設
48

0,
21

2
56

4,
48

4
1,

04
4,

69
6

２
．
国

際
化

の
推

進
22

0,
00

0
63

,4
02

28
3,

40
2

３
．
地

域
基

盤
整

備
の

推
進

4
,1

1
9

22
1,

33
7

10
7,

93
3

2,
30

7,
34

8
50

,5
40

27
6,

41
5

2,
96

7,
69

2
４

．
社

会
福

祉
の

充
実

48
1,

80
8

32
6,

23
2

11
1,

21
0

49
1,

14
4

10
3,

00
0

14
3,

54
6

1,
65

6,
94

0
５

．
保

健
医

療
の

充
実

0
６

．
環

境
保

全
対

策
の

推
進

14
5,

38
8

8
,3

1
9

1
,0

0
0

10
,8

05
16

5,
51

2
７

．
産

業
の

振
興

38
6,

02
7

19
,6

53
83

,7
82

15
6,

66
1

64
6,

12
3

８
．
教

育
・文

化
・
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

87
4,

41
8

82
,2

53
34

6,
20

9
20

,0
00

1,
32

2,
88

0
９

．
そ

の
他

1,
45

6,
37

1
1
,0

4
5

86
,5

08
27

,3
89

13
8,

45
8

54
,2

10
24

3,
19

5
2,

00
7,

17
6

計
3,

56
4,

01
2

90
2,

18
0

1,
21

9,
53

8
32

9,
93

4
2,

96
7,

40
8

29
1,

53
2

81
9,

81
7

10
,0

94
,4

21
１

．
土

地
開

発
基

金
（土

地
）

1,
03

6,
87

9
34

1,
56

8
48

2,
49

4
15

,6
90

38
,0

86
7
,9

3
6

1,
92

2,
65

3
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
現

金
・
預

金
）

17
6,

07
0

18
1,

60
8

92
,4

08
55

,8
90

36
1,

07
1

36
,9

75
19

,7
00

92
3,

72
2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
貸

付
金

）
67

,5
79

72
,9

63
11

9,
21

3
25

9,
75

5
２

．
そ

の
他

2
,0

0
0

43
,7

59
6
,0

0
0

17
,9

73
5
,0

0
0

74
,7

32
0

計
1,

28
0,

52
8

52
3,

17
6

57
6,

90
2

99
,6

49
45

5,
72

4
21

2,
24

7
32

,6
36

3,
18

0,
86

2
国

民
健

康
保

険
32

5,
28

5
13

4,
57

5
28

1,
88

7
18

0,
96

8
10

1,
62

9
10

2,
82

5
78

,1
80

1,
20

5,
34

9
介

護
保

険
0

62
,7

26
58

,9
50

39
,1

39
16

0,
81

5
水

道
88

7,
92

6
42

,1
15

93
0,

04
1

下
水

道
1
6
7

20
4,

98
9

32
,7

81
13

5,
13

8
67

,0
63

30
,8

25
47

0,
96

3
サ

イ
ク

リ
ン

グ
・タ

ー
ミ

ナ
ル

30
,8

68
30

,8
68

簡
易

水
道

46
,2

52
54

,2
17

89
,7

10
16

,8
71

20
7,

05
0

国
民

宿
舎

6
4
5

6
4
5

計
1,

24
4,

07
9

19
7,

46
8

59
2,

07
8

25
5,

86
4

29
0,

98
4

25
9,

59
8

16
5,

66
0

3,
00

5,
73

1
7,

73
4,

76
5

4,
08

3,
48

7
3,

27
4,

13
0

1,
29

3,
42

6
5,

22
2,

53
0

1,
10

9,
55

0
2,

32
2,

81
7

25
,0

40
,7

05
89

1
4
1

1
2
2

2
8
3

1
,2

3
9

1
9
1

1
4
5

1
4
4

※
平

成
14

年
度

地
方

財
政

状
況

調
査

に
よ

る
。

な
お

、
普

通
会

計
外

基
金

に
つ

い
て

は
、

平
成

14
年

度
特

別
会

計
・企

業
会

計
決

算
書

に
よ

る
。

区
　

　
　
分

財
政

調
整

基
金

減
債

基
金

そ の 他 特 定 目 的 基 金 定 額 運 用 基 金 普 通 会 計 外 基 金

合
　

　
計

人
口

1人
当

た
り

（
千

円
/人

）
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
１

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

  部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

出
雲

市
消

費
者

問
題

研
究

協
議

会
 

平
田

市
消

費
者

問
題

研
究

会
 

斐
川

町
消

費
者

問
題

研
究

会
 

佐
田

町
消

費
者

問
題

研
究

会
 

多
伎

町
消

費
者

問
題

研
究

会
 

湖
陵

町
消

費
者

問
題

研
究

協
議

会
 

大
社

町
消

費
者

問
題

協
議

会
 

出
雲

国
際

交
流

協
会

 

出
雲

地
区

日
中

友
好

協
会
 

出
雲

地
区

日
韓

親
善

協
会
 

出
雲

国
際

交
流

ク
ラ

ブ
 

出
雲

女
性

文
化

交
流

会
 

平
田

市
国

際
姉

妹
都

市
交

流
協

会
 

島
根

モ
ン

ゴ
ル

友
好

協
会

 
－
 

佐
田

町
国

際
交

流
協

会
 

多
伎

町
フ

ィ
ン

ラ
ン

ド
協
会

 
－

 
大

社
町

国
際

交
流

協
会

 

－
 

(財
)平

田
市

国
際

地
域

交
流

セ
ン

タ
ー
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

ひ
ら

た
ネ

ッ
ト

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

 
－
 

－
 

－
 

湖
陵

町
ま

ち
づ

く
り
女
性

の
会
 

w
it
h
た

い
し

ゃ
推

進
懇

話
会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
社

町
有

線
放

送
電

話
協

会
 

出
雲

市
自

治
協

会
連

絡
協

議
会
 

平
田

市
自

治
会

連
合

会
 

－
 

自
治

会
長

会
 

－
 

湖
陵

町
区

長
会

 
大

社
町

町
内

会
長

会
連

合
会

 

各
地

区
自

治
協

会
（

１
６
地
区

）
 

各
地

区
自

治
・
協
会
（
1
1

地
区

） 
－
 

－
 

－
 

各
区

（
1
0

区
）

 
各

地
区

会
（
5
地
区

）
 

各
自

治
会

（
1
4
7
0
自

治
会
）

 
各

自
治

町
内

会
（
3
5
1
自

治
会

） 
各

自
治

会
（

2
8
7
自

治
会
）
 

各
自

治
会

（
5
5
自

治
会

）
 

各
自

治
会

（
2
9

自
治

会
）
 

各
自

治
会

（
8
3

自
治

会
）

 
各

自
治

会
（
1
5
5

自
治

会
）
 

出
雲

市
交

通
安

全
対

策
協

議
会
 

平
田

市
交

通
対

策
協

議
会
 

斐
川

町
交

通
安

全
対

策
協

議
会
 

佐
田

町
交

通
安

全
対

策
協

議
会
 

多
伎

町
交

通
対

策
協

議
会
 

湖
陵

町
交

通
安

全
対

策
協

議
会
 

大
社

町
交

通
安

全
対

策
協

議
会
 

出
雲

簸
川

交
通

安
全

協
会
 

平
田

市
交

通
安

全
協

会
 

出
雲

簸
川

交
通

安
全

協
会

 
出

雲
簸

川
交

通
安

全
協

会
 

出
雲

簸
川

交
通

安
全

協
会

多
伎

支
部

 
出

雲
簸

川
交

通
安

全
協

会
 

出
雲

簸
川

交
通

安
全

協
会
 

出
雲

市
交

通
安

全
母

の
会
 

平
田

市
交

通
安

全
母

の
会
 

－
 

－
 

－
 

湖
陵

町
交

通
安

全
母

の
会
 

大
社

町
交

通
安

全
母

の
会
 

出
雲

地
区

安
全

運
転

管
理

者
協

会
 

平
田

地
区

安
全

運
転

管
理

者
協

会
 

出
雲

地
区

安
全

運
転

管
理

者
協

会
 

－
 

－
 

－
 

大
社

地
区

安
全

運
転

管
理

者
協

会
 

総
務

企
画

 

出
雲

ケ
ー

ブ
ル

ビ
ジ

ョ
ン

（
株
）
 

ひ
ら

た
Ｃ

Ａ
Ｔ

Ｖ
（

株
）
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

財
政

 
出

雲
市

土
地

開
発

公
社

 
平

田
市

土
地

開
発

公
社

 
斐

川
町

土
地

開
発

公
社

 
佐

田
町

土
地

開
発

公
社

 
多

伎
町

土
地

開
発

公
社

 
湖

陵
町

土
地

開
発

公
社

 
－

 

出
雲

市
土

木
委

員
会

 
平

田
市

土
木

委
員

連
絡

協
議

会
 

斐
川

町
土

木
委

員
会

 
－
 

－
 

－
 

遥
堪

地
区

土
木

委
員

会
 

（
荒

木
地

区
は
一
部

）
 

建
設

 

上
下

水
道

 
－

 
（

財
）
平

田
市

都
市

公
社
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
消

防
団

 
平

田
市

消
防

団
 

斐
川

町
消

防
団

 
佐

田
町

消
防

団
 

多
伎

町
消

防
団

 
湖

陵
町

消
防

団
 

大
社

町
消

防
団

 
消

防
防

災
 

－
 

平
田

市
水

難
救

難
所

 
－
 

－
 

多
伎

町
水

難
救

難
所

 
－

 
島

根
県

水
難

救
済

会
大

社
救

難
所
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
２

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

 部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

【
第
３
セ

ク
タ

ー
】

 

出
雲

タ
ー

ミ
ナ

ル
(株

) 

(株
)フ

ロ
ン

テ
ィ

ア
い

ず
も
 

(株
)出

雲
総

合
卸

売
市

場
 

【
第
３

セ
ク

タ
ー

】
 

（
財
）
平
田
市
地
域
経
済
振
興
セ
ン
タ
ー
 

【
第
３

セ
ク

タ
ー

】
 

出
雲

空
港

タ
ー

ミ
ナ

ル
ビ

ル
(株

) 

湯
の

川
フ

ァ
ー

ム
 

道
の

駅
湯

の
川
 

出
雲

空
港

カ
ン

ト
リ

ー
ク

ラ
ブ

 

斐
川

町
農

業
公

社
 

【
第
３

セ
ク

タ
ー

】
 

 
(株

)す
ば

る
企
画

 

（
有

）
エ

コ
プ

ラ
ン

ト
佐
田

 

【
第

３
セ

ク
タ

ー
】
 

 
(株

)多
伎

振
興

 

多
伎

町
海

洋
観

光
開

発
㈱

 

【
第

３
セ

ク
タ

ー
】
 

 
(株

)カ
リ

ス
湖
陵

 

－
 

－
 

－
 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
ビジ

ネス
サポ

ート
ひか

わ
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
観

光
協

会
 

平
田

市
観

光
協

会
 

斐
川

町
観

光
協

会
 

佐
田

町
観

光
協

会
 

多
伎

町
観

光
協

会
 

湖
陵

町
観

光
協

会
 

大
社

観
光

協
会

 

出
雲

商
工

会
議

所
 

平
田

商
工

会
議

所
 

斐
川

町
商

工
会

 
佐

田
町

商
工

会
 

多
伎

町
商

工
会

 
湖

陵
町

商
工

会
 

大
社

商
工

会
 

（
社

）
出

雲
青

年
会

議
所
 

（
社
）
平

田
青

年
会

議
所
 

－
 

－
 

－
 

－
 

（
社

）
出

雲
大

社
青

年
会

議
所
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
商

業
協

同
組

合
 

－
 

湖
陵

町
商

工
業

協
同

組
合
 

大
社

町
商

業
協

同
組

合
 

ｱ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
ｼ
ｮ
ｯ
ﾌ
ﾟ
い
ず
も

運
営

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

平
田

市
漁

業
協

同
組

合
 

－
 

－
 

多
伎

町
漁

業
協

同
組

合
 

湖
陵

町
漁

業
協

同
組

合
 

大
社

町
漁

業
協

同
組

合
 

－
 

宍
道

湖
漁

業
共

同
組

合
 

宍
道

湖
漁

業
共

同
組

合
 

－
 

－
 

－
 

－
 

神
西

湖
漁

業
共

同
組

合
 

－
 

－
 

－
 

－
 

神
西

湖
漁

業
共

同
組

合
 

－
 

神
戸

川
漁

業
協

同
組

合
 

－
 

－
 

神
戸

川
漁

業
協

同
組

合
 

－
 

－
 

－
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

斐
川

町
農

業
協

同
組

合
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

い
ず

も
農

業
協

同
組

合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合

 
出

雲
広

域
農

業
共

済
組

合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合
 

出
雲

広
域

農
業

共
済

組
合
 

出
雲

市
土

地
改

良
区

 

平
田

市
中

央
土

地
改

良
区
 

平
田

市
斐

伊
川

以
北

土
地

改
良

区
 

平
田

市
布

崎
土

地
改

良
区
 

平
田

市
東

部
土

地
改

良
区
 

平
田

市
伊

野
土

地
改

良
区
 

斐
川

町
土

地
改

良
区

 
－
 

－
 

湖
陵

町
土

地
改

良
区

 
大

社
町

土
地

改
良

区
 

－
 

平
田

市
地

域
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
 

－
 

佐
田

町
地

域
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
認

定
農

業
者

協
議

会
 

－
 

－
 

佐
田

町
農

業
士

会
 

－
 

－
 

－
 

産
業

 

出
雲
市
地
区
農
地
地
す
べ
り
対
策
協
議
会
 

平
田
市
地
区
農
地
地
す
べ
り
対
策
協
議
会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
３

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

 部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

出
雲

地
区

森
林

組
合

 
出

雲
地

区
森

林
組

合
 

出
雲

地
区

森
林

組
合

 
出

雲
地

区
森

林
組

合
 

出
雲

地
区

森
林

組
合

 
出

雲
地

区
森

林
組

合
 

出
雲

地
区

森
林

組
合

 

－
 

斐
伊

川
用

水
対

策
委

員
会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
農

産
販

売
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

レ
デ

ィ
ー

ス
Ｆ

ｉ
ｇ
 

－
 

－
 

猟
友

会
 

出
雲

・
斐

川
支

部
 

平
田

市
猟

友
会

 
猟

友
会
 
出
雲

・
斐

川
支

部
 

佐
田

町
猟

友
会

 
多

伎
町
・
湖

陵
町

猟
友

会
 

多
伎

町
・

湖
陵

町
猟

友
会

 
大

社
町

猟
友

会
 

産
業

 

出
雲

市
有

害
鳥

獣
駆

除
班
 

有
害

鳥
獣

駆
除

班
 

－
 

佐
田

町
有

害
鳥

獣
駆

除
班

 
多

伎
町

有
害

鳥
獣

駆
除

班
 

－
 

－
 

出
雲

市
学

校
保

健
会

 
平

田
市

学
校

保
健

会
 

斐
川

町
学

校
保

健
会

 
佐

田
町

学
校

保
健

会
 

多
伎

町
学

校
保

健
会

 
－

 
大

社
町

学
校

保
健

会
 

出
雲

市
中

学
校

体
育

連
盟
 

平
田

市
中

学
校

体
育

連
盟
 

簸
川

郡
中

学
校

体
育

連
盟

 
簸

川
郡

中
学

校
体

育
連

盟
 

簸
川

郡
中

学
校

体
育

連
盟

 
簸

川
郡

中
学

校
体

育
連

盟
 

簸
川

郡
中

学
校

体
育

連
盟
 

出
雲

市
小

学
校

体
育

連
盟
 

平
田

市
小

学
校

体
育

連
盟
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
社

町
小

学
校

体
育

連
盟
 

出
雲

市
学

校
医

会
 

平
田

市
学

校
医

会
 

斐
川

町
学

校
医

会
 

－
 

－
 

－
 

大
社

町
学

校
医

会
 

各
小

中
学

校
Ｐ
T
A
 

各
小

中
学

校
Ｐ

Ｔ
Ａ
 

各
小

中
学

校
Ｐ
T
A
 

各
小

中
学

校
Ｐ

Ｔ
Ａ
 

各
幼

小
中

学
校

Ｐ
Ｔ

Ａ
 

各
小

中
学

校
Ｐ

Ｔ
Ａ

 
各

小
中

学
校

Ｐ
Ｔ

Ａ
 

出
雲

市
Ｐ

Ｔ
Ａ
連

合
会
 

平
田

市
Ｐ

Ｔ
Ａ
連

合
会

 
斐

川
町
Ｐ

Ｔ
Ａ
連

合
会

 
佐

田
町
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
 

多
伎

町
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
 

－
 

大
社

町
Ｐ

Ｔ
Ａ
連

合
会

 

出
雲

市
学

校
歯

科
医

師
会
 

－
 

斐
川

町
学

校
歯

科
医

師
会

 
－
 

－
 

－
 

大
社

町
学

校
歯

科
医

師
会
 

出
雲

市
学

校
薬

剤
師

会
 

－
 

斐
川

町
学

校
薬

剤
師

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
学

校
給

食
会

 
平

田
市

学
校

給
食

会
 

斐
川

町
学

校
給

食
会

 
佐

田
町

学
校

給
食

会
 

多
伎

町
学

校
給

食
運

営
委

員
会
 

湖
陵

町
学

校
給

食
会

 
大

社
町

学
校

給
食

会
 

出
雲

市
教

育
研

究
会

 

出
雲

市
幼

稚
園

教
育

研
究

会
 

平
田

市
学

校
教

育
研

究
会
 

－
 

佐
田

町
学

校
教

育
研

究
会

 
多

伎
町

教
育

研
究

会
 

湖
陵

町
教

育
研

究
会

 
大

社
町

教
育

研
究

会
 

出
雲

市
ｺミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

運
営

協
議

会
 

平
田

市
公

民
館

連
絡

協
議

会
 

斐
川

町
公

民
館

協
議

会
 

地
区

公
民

館
運

営
協

議
会

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
生

涯
学

習
推

進
協

議
会
 

－
 

－
 

大
社

町
生

涯
学

習
推

進
協

議
会
 

各
地

区
ｺミ

ュ
ニ

テ
ィ

セ
ン

タ
ー

運
営

委
員

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

地
区

青
少

年
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
青

少
年

健
全

育
成

市
民

会
議

 
青

少
年

育
成

平
田

市
民

会
議

 
－
 

佐
田

町
青

少
年

健
全

育
成

協
議

会
 

多
伎
町
明
る
い
ま
ち
づ
く
り

推
進
協
議
会
 

湖
陵

町
青

少
年

健
全

育
成

推
進

委
員

会
 

大
社

町
青

少
年

健
全

育
成

町
民

会
議

 

－
 

－
 

－
 

－
 

多
伎

町
女

性
の
会

 
－

 
－

 

教
育

文
化

 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
婦

人
会

 
多

伎
町

婦
人

会
 

湖
陵

町
婦

人
会
 

大
社

町
連

合
婦

人
会
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
４

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

 

部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
青

年
団

 
多

伎
町

青
年

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

平
田

市
子

ど
も

会
連

合
会

 
－
 

佐
田

町
子

ど
も

会
連

合
会

 
幼

児
を

持
つ

家
族

の
実

践
学

習
会

 
湖

陵
町

子
ど
も

会
連

絡
協

議
会

 
－

 

図
書

情
報

セ
ン

タ
ー

協
議

会
 

平
田

市
図

書
館

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

図
書

館
協

議
会

 

出
雲

地
区

視
聴

覚
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
 

出
雲

地
区

視
聴

覚
ラ

イ
ブ

ラ
リ

ー
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
社

会
教

育
委

員
の
会

 
－
 

－
 

－
 

多
伎

町
社

会
教

育
委

員
の
会

 
社

会
教

育
委

員
の
会

 
大

社
町

社
会

教
育

委
員

の
会
 

(株
)出

雲
市

教
育

文
化

振
興

財
団

 
（

財
）

平
田

市
体

育
・

公
園

・
文

化
振

興
財

団
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

（
財
）
大

社
町

開
発

公
社
 

特
定

非
営

利
活

動
法

人
出

雲
ス

ポ
ー

ツ
振

興
２

１
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
体

育
協

会
 

平
田

市
体

育
協

会
 

斐
川

町
体

育
協

会
 

佐
田

町
体

育
協

会
 

多
伎

町
体

育
協

会
 

湖
陵

町
体

育
協

会
 

大
社

町
体

育
協
会

 

出
雲

市
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団
 

平
田

市
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団
 

斐
川

町
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団

 
佐

田
町

ス
ポ

ー
ツ

少
年

団
 

多
伎

町
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団
 

湖
陵

町
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団
 

大
社

町
ス

ポ
ー

ツ
少

年
団
 

出
雲

市
体

育
指

導
委

員
協

議
会
 

平
田

市
体

育
指

導
委

員
協

議
会
 

－
 

佐
田

町
体

育
指

導
員

協
議

会
 

－
 

湖
陵

町
体

育
指

導
委

員
会
 

大
社

町
体

育
指

導
委

員
会
 

－
 

平
田

市
文

化
協

会
 

－
 

佐
田

町
文

化
協

会
 

多
伎

町
文

化
協

会
 

－
 

－
 

出
雲

市
音

楽
芸

術
育

成
委

員
会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲

市
無

形
文

化
財

連
絡

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

斐
川

町
文

化
財

愛
護

協
会

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
文

化
財

調
査

員
会

 
多

伎
町

文
化

財
専

門
委

員
会

 
－

 
大

社
町

吉
兆

行
事

保
存

会
連

絡
協

議
会
 

教
育

文
化

 

出
雲

市
文

化
財

審
議

会
 

－
 

斐
川

町
文

化
財

保
護

審
議

会
 

－
 

－
 

湖
陵

町
文

化
財

保
護

審
議

会
 

大
社

町
文

化
財

保
護

審
議

会
 

【
第
３
セ

ク
タ

ー
】

 

 
(株

)出
雲

典
礼

 
－
 

－
 

－
 

【
第

３
セ

ク
タ

ー
】
 

（
株
）

多
伎

振
興

 
－

 
－

 

出
雲

市
美

化
推

進
員

連
絡

協
議

会
 

平
田

市
美

化
推

進
員

連
絡

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

大
社

町
美

化
推

進
委

員
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ
捨
て
禁
止
推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ
捨
て
禁
止
推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ
捨
て
禁
止

推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ
捨

て
禁
止
推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ

捨
て
禁
止
推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏

ポ
イ
捨
て
禁
止
推
進
協
議
会
 

出
雲
広
域
圏
ポ
イ
捨
て
禁
止
推
進
協
議
会
 

住
民

福
祉

 

－
 

－
 

－
 

－
 

霊
園

組
合

 

（
久
村
、
小
田
、
砂
原
、
口

田
儀
）
 

－
 

－
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
５

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

 部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

社
団

法
人

 
出

雲
医

師
会
 

社
団

法
人

 
出

雲
医

師
会
 

－
 

－
 

社
団

法
人

 
出

雲
医

師
会
 

－
 

社
団

法
人

 
出

雲
医

師
会
 

出
雲

歯
科

医
師

会
 

－
 

斐
川

町
歯

科
医

師
・
医

師
会
 

－
 

－
 

－
 

平
田

簸
川

支
部

歯
科

医
師

会
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
産

業
保

健
会

 
－
 

湖
陵

町
産

業
保

健
部

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

佐
田

町
食

生
活

改
善

推
進

協
議

会
 

多
伎

町
食

生
活

改
善

推
進

協
議

会
 

食
生

活
改

善
推

進
協

議
会
 

食
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
キ
ッ
チ
ン
大
社

」
 

（
社
）

出
雲

社
会

福
祉

協
議

会
 

（
社
）
平

田
市

社
会

福
祉

協
議

会
 

（
社
）
斐

川
町

社
会

福
祉

協
議

会
 

（
社
）
佐

田
町

社
会

福
祉

協
議

会
 

多
伎

町
社

会
福

祉
協

議
会
 

（
社

）
湖

陵
町

社
会

福
祉

協
議

会
 

（
社
）
大

社
町

社
会

福
祉

協
議

会
 

（
社
）
出
雲
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
 

（
社
）
平
田
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
 

（
社
）
斐
川
町
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
 

－
 

ゆ
う

あ
い

セ
ン

タ
ー

多
伎

 
湖

陵
町
は

つ
ら

つ
人

材
活

用
セ

ン
タ

ー
 

（
社
）
大
社
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
 

慶
人

会
連

合
会

 
平

田
市

老
人

ク
ラ

ブ
連

合
会
 

斐
川

町
老

人
ク

ラ
ブ
連

合
会
 

佐
田

町
高

齢
者

ク
ラ

ブ
 

多
伎

町
老

人
ク

ラ
ブ
連

合
会

 
湖

陵
町

高
齢

者
ク

ラ
ブ
連

合
会
 

大
社

町
老

人
ク

ラ
ブ

連
合

会
 

出
雲

市
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会
 

平
田

市
民

生
児

童
委

員
協

議
会
 

斐
川

町
民

生
委

員
児

童
委

員
協

議
会
 

佐
田

町
民

生
児

童
委

員
協

議
会
 

民
生

委
員

児
童

委
員

協
議

会
 

湖
陵

町
民

生
児

童
委

員
協

議
会
 

大
社

町
民

生
児

童
委

員
協

議
会
 

出
雲

市
母

子
会

連
合

会
 

平
田

市
母

子
会

 
斐

川
町

母
子

会
 

佐
田

町
母

子
会

 
多

伎
町

母
子

会
 

湖
陵

町
母

子
寡

婦
会

 
大

社
町

母
子

会
 

出
雲

市
身

体
障

害
者

福
祉

協
会
 

平
田

市
身

体
障

害
者

福
祉

協
会
 

斐
川

町
身

体
障

害
者

福
祉

協
会
 

佐
田

町
障

害
者

福
祉

協
会

 
多

伎
町

身
体

障
害

者
福

祉
協

会
 

湖
陵

町
身

体
障

害
者

福
祉

協
会
 

大
社

町
身

体
障

害
者

福
祉

協
会
 

出
雲

市
障

害
者

福
祉

連
絡

協
議

会
 

平
田

市
障

害
者

福
祉

連
絡

協
議

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

（
財
）
平

田
市

介
護

公
社
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

N
P
O

た
す

け
あ

い
平
田

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

多
伎

町
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
連

絡
協

議
会

 
－

 
大

社
町

介
護

者
あ

ゆ
み

の
会
 

－
 

訪
問

看
護

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

障
害

者
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

出
雲
市
心
身
障
害
児
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

N
P
O

療
育

セ
ン

タ
ー

 
－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

平
田

市
手

を
つ

な
ぐ

育
成

会
 

斐
川

町
手

を
つ

な
ぐ

育
成

会
 

佐
田

町
親

更
会

 
多

伎
町

手
を

つ
な

ぐ
育

成
会

 
－

 
－

 

－
 

－
 

斐
川

町
心

の
健
康

を
守
る

会
 

佐
田

町
手

を
つ

な
ぐ

親
の

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

共
同

作
業

所
「

ぽ
ん

ぽ
ん
船

」
 

－
 

共
同

作
業

所
な

か
よ

し
 

－
 

ひ
ら

た
さ

つ
き

家
族

会
 

－
 

は
げ

み
会
 

多
伎

町
ま

な
み
会

 
湖

陵
町

家
族

会
「
和
み

会
」

 
大

社
町

精
神

障
害

者
家

族
会

希
望

の
会
 

住
民

福
祉

 

出
雲

市
遺

族
会

 
平

田
市

遺
族

会
 

斐
川

町
遺

族
会

 
佐

田
町

遺
族

会
 

－
 

湖
陵

町
遺

族
会

 
－
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
６

 

協
議

項
目

 
公

共
的

団
体

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
公

共
的

団
体

等
 

調
整

の
方

針
 

１
．

各
市

町
共

通
の

団
体

に
つ

い
て

 

(1
) 

そ
れ

ぞ
れ

の
団

体
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

つ
つ

、
新

市
の

速
や

か
な

一
体

性
の

確
立

が
図

ら
れ

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

(2
) 

統
合

に
時

間
を

要
す

る
団

体
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

実
情

や
地

域
性

を
尊

重
し

な
が

ら
、

将
来

の
統

合
に

向
け

検
討

が
進

め
ら

れ
る

よ
う

調
整

に
努

め
る

。
 

(3
) 

国
・

県
の

指
導

等
に

基
づ

き
設

置
さ

れ
た

団
体

に
つ

い
て

は
、

関
係

機
関

の
助

言
・指

導
等

を
も

と
に

、
そ

の
あ

り
方

に
つ

い
て

協
議

し
て

い
く

も
の

と
す

る
。

 

２
．

各
市

町
独

自
の

団
体

に
つ

い
て

 

原
則

と
し

て
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

 部
会

名
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

－
 

平
田

断
酒

会
 

(社
)島

根
県

断
酒

新
生

会
斐

川
支

部
 

佐
田

断
酒

会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

斐
川

町
更

生
保

護
婦

人
会
 

佐
田

町
更

生
保

護
婦

人
会
 

－
 

－
 

大
社

町
更

生
保

護
婦

人
会
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

た
ん

ぽ
ぽ

の
会
 

住
民

福
祉

 

【
社

会
福

祉
法

人
】

 

静
和

会
、
 

恵
寿

会
、
親

和
会
、

 

古
平

田
和

光
会

、
 

島
根

県
社

会
福

祉
事

業
団

、
 

お
お

つ
か

福
祉

会
、

 

ひ
ま

わ
り

福
祉

会
、

 

こ
と

ぶ
き

福
祉

会
、

 

J
A

い
ず

も
福

祉
会
、

 

や
す

ら
ぎ

の
家
、
あ

す
な

ろ
会
、

 

出
雲

南
福

祉
会

、
 

聖
心

の
布

教
姉

妹
会

、
 

出
雲

乳
児

福
祉

会
、
 

た
ち

ば
な

保
育

園
、
 

お
お

つ
保

育
園
、
 

き
ん

ろ
う

保
育

園
、
 

え
ん

や
福

祉
会
、
小

山
福

祉
会

 

な
か

の
保

育
園
、
 

里
方

保
育

園
、

あ
す

な
ろ

会
、
 

浜
山

福
祉

会
、

荒
茅

福
祉

会
、
 

西
園

保
育

園
、

外
園

福
祉

会
、
 

神
門

福
祉

会
、

 

わ
た

り
は

し
保

育
園
、

 

京
真

会
 

【
社

会
福

祉
法

人
】
 

真
心

会
 

ほ
の

ぼ
の

会
 

J
A

い
ず

も
福

祉
会
 

【
社

会
福

祉
法

人
】
 

島
根

ラ
イ

ト
ハ

ウ
ス

 

恵
寿

会
 

喜
和

会
 

桑
友

 

荘
原

福
祉

会
 

出
東

福
祉

会
 

出
西

福
祉

会
 

－
 

【
社

会
福

祉
法

人
】
 

多
伎

の
郷
 

【
社

会
福

祉
法

人
】
 

壽
光

会
 

J
A

い
ず

も
福

祉
会
 

【
社

会
福

祉
法

人
】

 

き
づ

き
会

 

ま
ほ

ろ
ば

の
郷
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公 共 的 団 体 等 の 取 扱 い に つ い て  

○公共的団体等の定義 

公共的団体とは、農業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会等の産業経済団

体、、老人ホーム、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化事業団

体など公共的な活動を営むものは全て含まれ、公法人でも私法人でもよく、また、

法人でなくてもよい。 

（行政実例 昭和 24.1.13 昭和 34.12.16等） 

 

○公共的団体等に関する法律 

・市 町 村 の 合 併 の 特 例に 関 す る法 律 （昭和４０年法律第６号） 
（国、都道府県等の協力等） 
第１６条 
８ 合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合

併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努

めなければならない。 
 

【解説】合併市町村において、いつまでも合併関係市町村単位で各種の公共的団

体が存続することは、新市の一体性の確立の上から好ましくないので、

本規定が設けられている。 

・地 方 自 治 法 （昭和２２年法律第６７号） 
（公共的団体等の監督） 
第１５７条 普通地方公共団体の長は、普通地方公共団体の区域内の公共的団

体等の活動の総合調整を図るため、指揮監督することができる。 
２ 前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普

通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳

簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。 
 

【解説】「総合調整を図るため、これを指揮監督する」とは、これら公共的団体

相互間の総合調整を図るためばかりでなく、これら公共的団体の産業、

経済、文化、社会の各般にわたる事業活動をして当該普通地方公共団

体の行政との間に適切な調和と協力を保たしめるためにも公共的団体

を指揮監督することができるものと解される。 
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○先進市事例 

■篠山市 

公共的団体については新町の速やかな一体性を確保するため、それぞれの事情を尊

重しながら、そのあり方について調整に努めるものとする。 

(1) 各町共通の団体について 

ア 新町との一体性を保つため、できる限り合併時に統合できるよう調整に努め

る。 

イ 郡単位の上部組織を有する団体については、原則として、合併時に郡組織を

新町組織へ円滑に移行できるよう調整に努める。 

ウ 国、県等の指導等に基づき設置された団体については、関係機関の助言・指

導等をもとに、そのあり方について協議していくものとする。 

エ 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められる

よう調整に努める。 

(2) 各町独自の団体について 

原則として、現行のとおりとする。 

 
■西東京市 

公共的団体等は、新市の速やかな一体性を確立するため、それぞれの実情を尊重し

ながら統合整備に努めるとする。 

① 2 市に共通している団体で、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。 

② 2 市に共通している団体で、実情により合併時に統合できない団体は、合併後

速やかに統合するよう調整に努める。 

③ 2 市に共通している団体で、統合に時間を要する団体は、将来統合するよう調

整に努めるものとする。 

④ 2 市に独自の団体は、現行のとおりとする。 

 
■ひたちなか市 

公共的団体については、合併後の市の一体性の速やかな確立に資するため、各団体

の実情を尊重しながら統合整備に努めるとする。 

① 2 市に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努めるものとする。 

② 独自の目的を持った団体は、現行のとおりとする。 

③ 統合に時間を要する団体については、３年以内を目標として統合するよう調整

に努めるものとする。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
１

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
）の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
名

誉
市

民
制

度
 

調
整

の
方

針
 

名
誉

市
民

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お

、
現

在
の

各
市

町
の

名
誉

市
民

及
び

名
誉

町
民

は
、

新
市

に
お

い
て

も
名

誉
市

民
と

し
て

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【選
定

方
法

】 

出
雲

市
名

誉
市

民
選

考
審

議
会

の
審

議
を

経
、

市
議

会
の

同
意

を
得

て
選

定
 

 【受
賞

者
】 

昭
和

５
６
年

 
加

藤
 
辨

三
郎

 
（元

協
和

発
酵

会
長

 
故

人
） 

遠
藤

嘉
右

衛
門

 
（元

出
雲

信
用

組
合

会
長

 
故

人
） 

福
代

 
良

知
 
（元

島
根

県
議

会
議

員
 
故

人
） 

昭
和

６
１
年

 
森

山
 

金
一

 
（元

島
根

県
議

会
議

長
） 

布
野

 
信

忠
 
（元

出
雲

市
長

） 

平
成

４
年

 
成

相
 

善
十

 
（元

参
議

院
議

員
 

故
人

） 

直
良

 
光

洋
 
（元

出
雲

市
長

） 

平
成

８
年

 
福

間
 

秀
雄

 
（元

出
雲

商
工

会
議

所
会

頭
 

故
人

）

岸
 

 
明

正
 
（元

ＪＡ
い

ず
も

組
合

長
 

故
人

） 

 【顕
彰

】 

出
雲

市
名

誉
市

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
) 

市
が

行
う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
) 

死
亡

の
際

に
お

け
る

相
当

の
礼

を
も

っ
て

す
る

弔
慰

 

(3
) 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

待
遇

 

【選
定

方
法

】 

市
長

が
平

田
市

名
誉

市
民

選
考

審
議

会
の

審
議

を
経

、
市

議

会
の

同
意

を
得

て
決

定
 

 【受
賞

者
】 

木
佐

徳
之

助
 
(昭

和
４
２

年
７

月
１
２

日
) 

大
谷

 
彌

吉
 
(昭

和
４
２

年
７

月
１
２

日
) 

原
 

 
良

宗
 
(平

成
 

２
年

９
月

 
５

日
) 

       【顕
彰

】 

平
田

市
名

誉
市

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
) 

市
が

行
う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
) 

死
亡

の
際

に
お

け
る

相
当

の
礼

を
も

っ
て

す
る

弔
慰

 

(3
) 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

待
遇

 

【選
定

方
法

】 

斐
川

町
名

誉
町

民
選

考
審

議
会

の
審

議
を

経
て

、
町

議
会

の

同
意

得
て

選
定

す
る

。
 

 【受
賞

者
】 

植
田

元
確

（昭
和

60
年

11
月

３
日

受
賞

）故
人

 

（元
島

根
県

議
会

議
員

） 

吉
岡

豊
樹

（平
成

７
年

11
月

３
日

受
賞

）故
人

 

（元
斐

川
町

長
） 

      【顕
彰

】 

斐
川

町
名

誉
町

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
) 

町
が

行
う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
) 

死
亡

の
際

に
お

け
る

相
当

の
礼

を
も

っ
て

す
る

弔
慰

 

(3
) 

そ
の

他
町

長
が

必
要

と
認

め
る

待
遇

 

【選
定

方
法

】 

佐
田

町
名

誉
町

民
選

考
審

議
会

の
審

議
を

経
て

議
会

の
同

意

を
得

て
選

定
 

 【受
賞

者
】 

昭
和

５
６
年

 
加

藤
 

喬
 
（開

業
医

 
故

人
） 

平
成

１
３
年

 
石

崎
英

一
 

（開
業

医
、

元
村

議
会

議
長

） 

        【顕
彰

】 

佐
田

町
名

誉
町

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
）町

が
行

う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
）死

亡
の

際
に

お
け

る
相

当
の

礼
を

も
っ

て
す

る
弔

意
 

(3
）そ

の
他

町
長

が
必

要
と

認
め

る
待

遇
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
２

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
）の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
名

誉
市

民
制

度
 

調
整

の
方

針
 

名
誉

市
民

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

な
お

、
現

在
の

各
市

町
の

名
誉

市
民

及
び

名
誉

町
民

は
、

新
市

に
お

い
て

も
名

誉
市

民
と

し
て

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

【選
考

方
法

】 

町
長

が
多

伎
町

名
誉

町
民

選
考

審
議

会
の

審
議

を
経

て
、
町

議
会

の
同

意
を

得
て

選
定

 

 【受
賞

者
】２

名
 

平
成

３
年

 
藤

原
信

一
（元

多
伎

町
長

） 

田
中

 
實

（元
島

根
県

議
会

議
員

 
故

人
） 

        【顕
彰

】 

多
伎

町
名

誉
町

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
） 

町
が

行
う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
） 

死
亡

の
際

に
お

け
る

相
当

の
礼

を
も

っ
て

す
る

弔
意

 

(3
） 

そ
の

他
町

長
が

必
要

と
認

め
る

待
遇

 

【選
定

方
法

】 
 

町
長

が
湖

陵
町

名
誉

町
民

選
考

審
議

会
の

審
議

を
得

、
町

議

会
の

同
意

を
得

て
選

定
 

 【受
賞

者
】 

な
し

 

         【顕
彰

】 

湖
陵

町
名

誉
町

民
章

 

  【待
遇

】 

(1
) 

町
の

行
う
式

典
へ

の
招

待
 

(2
) 

死
亡

の
際

に
お

け
る

相
当

の
礼

を
も

っ
て

す
る

弔
慰

 

(3
) 

そ
の

他
町

長
が

必
要

と
認

め
る

待
遇

 

該
当

な
し

 
名

誉
市

民
制

度
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

お
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

な
お

、
現

在
の

各
市

町
の

名
誉

市
民

及
び

名

誉
町

民
は

、
新

市
に

お
い

て
も

名
誉

市
民

と
し

て

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
２

－
１

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
関

係
）

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 
協

議
細

目
 

栄
典

・
褒

章
 

調
整

の
方

針
 

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【表
彰

の
種

類
】 

(1
) 

功
労

表
彰

 

(2
) 

自
治

功
労

表
彰

 

(3
) 

特
別

功
労

表
彰

 

【表
彰

の
選

考
】 

(1
)・

(2
) 

市
長

が
決

定
 

(3
) 

 
 
市

長
が

市
議

会
の

同
意

を
得

て
決

定
 

【表
彰

の
基

準
】 

(1
) 

①
市

民
若

し
く

は
本

市
に

関
係

の
あ

る
個

人
又

は
団

体

で
、

産
業

、
土

木
、

厚
生

、
衛

生
、

公
安

等
本

市
の

公
共

の
福

祉
増

進
に

寄
与

し
、

そ
の

功
績

が
顕

著
で

あ
る

者
 

②
市

民
若

し
く

は
本

市
に

関
係

の
あ

る
個

人
又

は
団

体
で

、

教
育

、
芸

術
、

科
学

、
体

育
等

本
市

の
文

化
・
ス

ポ
ー

ツ

の
向

上
に

寄
与

し
、

そ
の

功
績

が
顕

著
で

あ
る

者
 

③
篤

行
者

で
あ

っ
て

、
他

の
模

範
と

な
る

者
 

④
前

各
号

に
定

め
る

者
の

ほ
か

、
表

彰
す

る
こ

と
が

適
当

と

認
め

ら
れ

る
者

 

(2
) 

①
４
年

以
上

市
長

の
職

に
あ

っ
た

者
 

②
１
０
年

以
上

市
議

会
議

員
の

職
に

あ
る

者
又

は
あ

っ
た

者
 

③
１
２

年
以

上
助

役
、
収

入
役

、
教

育
委

員
会

の
委

員
、
選

挙
管

理
委

員
、

監
査

委
員

(議
会

選
出

の
委

員
を

除

く
。

)、
公

平
委

員
会

の
委

員
、
農

業
委

員
会

の
委

員
、
固

定
資

産
評

価
員

又
は

固
定

資
産

評
価

審
査

委
員

会
の

委

員
の

職
に

あ
る

者
又

は
あ

っ
た

者
 

④
前

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

１
５
年

以
上

法
令

又

は
条

例
、

規
則

若
し

く
は

機
関

の
定

め
る

規
程

に
よ

り
設

け
ら

れ
た

委
員

及
び

委
員

会
等

の
構

成
員

の
職

に
あ

る

者
又

は
あ

っ
た

者
で

、
そ

の
功

績
が

顕
著

な
者

 

【表
彰

の
種

類
】 

(1
) 

特
別

功
労

表
彰

 

(2
) 

功
労

表
彰

 

(3
) 

善
行

表
彰

 

【表
彰

の
選

考
】 

(1
) 

 
 

市
議

会
の

議
決

を
経

て
選

定
 

(2
)・

(3
) 

市
長

が
選

定
 

【表
彰

の
基

準
】 

(1
)功

労
表

彰
者

で
あ

っ
て

そ
の

功
績

が
卓

越
す

る
も

の
 

(2
) 

①
市

議
会

議
員

で
あ

っ
て

１
５
年

以
上

、
各

種
委

員
で

あ
っ

て
２
０
年

以
上

又
は

市
議

会
議

員
及

び
各

種
委

員
を

通
じ

て
２
０

年
以

上
在

職
し

た
者

 

②
市

長
、

助
役

、
収

入
役

、
固

定
資

産
評

価
委

員
若

し
く

は

教
育

長
を

１
２

年
以

上
又

は
こ

れ
ら

の
職

を
通

じ
て

１
５

年

以
上

在
職

し
た

者
 

③
市

の
公

益
、

市
民

の
福

祉
増

進
の

た
め

特
に

功
労

が
顕

著
で

あ
る

者
 

④
①

及
び

②
に

掲
げ

る
者

で
そ

の
年

数
に

満
た

な
い

も
の

あ
っ

て
も

特
に

功
労

が
顕

著
で

あ
る

も
の

 

(3
) 

①
市

議
会

議
員

で
あ

っ
て

８
年

以
上

、
各

種
委

員
で

あ
っ

て
１
２
年

以
上

又
は

市
議

会
議

員
及

び
各

種
委

員
を

通
じ

て
１
２

年
以

上
在

職
し

た
者

 

②
特

別
職

で
あ

っ
て

８
年

以
上

在
職

し
た

者
 

③
団

体
又

は
個

人
で

あ
っ

て
多

年
に

わ
た

り
教

育
、

産
業

、

土
木

、
厚

生
、
衛

生
、

消
防

等
市

の
公

益
、

市
民

の
福

利

増
進

に
尽

力
し

、
若

し
く

は
そ

れ
ら

に
関

す
る

公
務

を
助

け
、
そ

の
功

績
が

顕
著

で
あ

る
者

 

【表
彰

の
種

類
】 

   【表
彰

の
選

考
】 

・町
長

が
行

う
 

・被
表

彰
者

が
町

長
で

あ
る

場
合

は
議

長
が

行
う
 

【表
彰

の
基

準
】 

（1
）町

行
政

上
、

そ
の

功
績

が
顕

著
で

あ
る

者
 

（2
）そ

の
善

行
又

は
篤

行
が

特
に

一
般

の
模

範
と

な
る

者
 

（3
）町

の
公

益
の

た
め

１
０

０
万

円
以

上
の

私
財

を
寄

付
し

た

個
人

又
は

団
体

 

（4
）町

議
会

議
員

で
あ

っ
て

１
０
年

以
上

、
各

種
委

員
で

あ
っ

て
２
０

年
以

上
又

は
町

議
会

議
員

及
び

各
種

委
員

を
通

じ

て
１
５
年

以
上

在
職

し
た

者
 

（5
）町

長
、

助
役

、
収

入
役

及
び

教
育

長
を

１
０
年

以
上

又
は

こ
れ

ら
の

職
を

通
じ

て
１
２

年
以

上
在

職
し

た
者

 

（6
）斐

川
町

職
員

定
数

条
例

で
定

め
る

職
員

で
あ

っ
て

２
５
年

以
上

在
職

し
そ

の
職

務
に

精
励

し
た

者
 

（7
）町

立
学

校
の

教
職

員
で

あ
っ

て
町

内
の

学
校

に
お

い
て

２
５

年
以

上
在

職
し

、
功

労
が

顕
著

で
あ

る
者

 

 

【表
彰

の
種

類
】 

   【表
彰

の
選

考
】 

・町
長

が
行

う
 

・被
表

彰
者

が
町

長
で

あ
る

場
合

は
議

長
が

行
う
 

【表
彰

の
基

準
】 

①
永

年
自

治
振

興
又

は
公

益
事

業
に

寄
与

し
、

そ
の

功
績

が

顕
著

で
あ

る
者

 

②
教

育
科

学
芸

術
な

ど
の

文
化

的
水

準
を

高
め

、
又

は
そ

の

遺
産

の
保

護
若

し
く

は
伝

承
に

功
績

の
あ

っ
た

者
 

③
そ

の
善

行
又

は
篤

行
が

特
に

一
般

の
模

範
と

な
る

者
 

④
他

の
行

政
庁

、
団

体
等

か
ら

表
彰

さ
れ

、
そ

の
事

績
が

町
の

面
目

を
著

し
く
高

揚
し

た
者

 

⑤
こ

の
町

の
公

益
の

た
め

３
０
万

円
以

上
の

金
品

を
寄

付
し

た

者
 

⑥
町

議
会

議
員

で
あ

っ
て

１
２

年
以

上
、
地

方
自

治
法

に
定

め

る
各

種
委

員
で

あ
っ

て
１
５

年
以

上
又

は
町

議
会

議
員

及
び

各
種

委
員

を
通

じ
て

１
５
年

以
上

在
職

し
た

者
 

⑦
町

長
、
助

役
、

収
入

役
及

び
教

育
長

を
12

年
以

上
又

は
こ

れ
ら

の
職

を
通

じ
て

１
５
年

以
上

在
職

し
た

者
 

⑧
佐

田
町

職
員

定
数

条
例

で
定

め
る

職
員

で
あ

っ
て

25
年

以

上
在

職
し

そ
の

職
務

に
精

励
し

た
者

 

⑨
町

立
学

校
の

教
員

で
あ

っ
て

町
内

の
学

校
に

お
い

て
20

年

以
上

在
職

し
、
功

労
が

顕
著

で
あ

る
者
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
２

－
２

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
関

係
）

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 
協

議
細

目
 

栄
典

・
褒

章
 

調
整

の
方

針
 

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

④
前

項
に

規
定

す
る

も
の

を
除

く
ほ

か
、

１
５
年

以
上

法
令

又

は
条

例
、

規
則

若
し

く
は

機
関

の
定

め
る

規
程

に
よ

り
設

け
ら

れ
た

委
員

及
び

委
員

会
等

の
構

成
員

の
職

に
あ

る

者
又

は
あ

っ
た

者
で

、
そ

の
功

績
が

顕
著

な
者

 

(3
) 

①
前

2
条

の
規

定
に

該
当

す
る

者
で

、
本

市
発

展
の

た
め

貢
献

し
た

功
績

が
、
特

に
卓

越
す

る
者

 

  【表
彰

の
時

期
】 

市
制

施
行

に
関

す
る

記
念

式
典

時
 

【受
賞

者
】 

(1
) 

功
労

表
彰

 
 

 
５
３
９
人

 

(2
) 

自
治

功
労

表
彰

 
 

 
２
１
６
人

 

(3
) 

特
別

功
労

表
彰

 
 
 

 
１
８
人

 

【感
謝

状
贈

呈
の

選
考

】 

各
部

長
等

が
内

申
書

を
作

成
し

、
総

務
部

長
に

提
出

。
 

総
務

部
長

は
、

庁
議

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

市
長

に
上

申
。
 

市
長

は
、
上

申
に

基
づ

き
被

贈
呈

者
を

決
定

。
 

【感
謝

状
贈

呈
の

基
準

】 

①
市

の
産

業
経

済
の

発
展

、
治

安
・交

通
安

全
の

推
進

等
に

寄
与

し
、

こ
の

功
績

が
顕

著
で

あ
る

も
の

 

②
市

の
福

祉
、

教
育

、
科

学
、

文
化

、
ス

ポ
ー

ツ
、

国
際

交
流

等
の

向
上

に
寄

与
し

、
そ

の
功

績
が

顕
著

で
あ

る
も

の
 

③
建

設
工

事
に

お
い

て
、

市
へ

の
貢

献
の

度
合

い
が

顕
著

で

あ
る

も
の

 

④
篤

行
者

で
あ

っ
て

、
他

の
模

範
と

な
る

も
の

 

⑤
公

益
の

た
め

多
額

の
私

財
を

寄
付

し
た

も
の

 

⑥
前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

特
に

市
長

が
認

め
た

も
の

 

④
団

体
又

は
個

人
で

あ
っ

て
芸

術
、

科
学

、
体

育
等

本
市

の
文

化
及

び
ス

ポ
ー

ツ
の

振
興

に
寄

与
し

、
そ

の
功

績
が

顕
著

で
あ

る
者

 

⑤
篤

行
者

で
あ

っ
て

他
の

模
範

と
な

る
も

の
 

⑥
②

に
規

定
す

る
者

で
そ

の
年

数
に

満
た

な
い

も
の

で
あ

っ

て
も

特
に

そ
の

功
績

が
顕

著
で

あ
る

も
の

 

⑦
前

各
号

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

市
に

関
し

特
に

そ
の

功

績
が

顕
著

で
あ

る
者

 

【表
彰

の
時

期
】 

 【受
賞

者
】 

(1
) 

特
別

功
労

表
彰

 
 

 
３
４

人
 

(2
) 

功
労

表
彰

 
 

 
１
１
９

人
 

(3
) 

善
行

表
彰

 
 

 
６
６
６

人
 

 

        【表
彰

の
時

期
】 

５
年

ご
と

に
行

う
周

年
記

念
式

典
時

及
び

随
時

 

【受
賞

者
】 

  

       【表
彰

の
時

期
】 

ス
サ

ノ
オ

の
里

ご
っ

と
こ

い
ま

つ
り
（佐

田
町

産
業

文
化

祭
）、

合

併
又

は
町

制
施

行
に

係
る

記
念

式
典

時
 

【受
賞

者
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
２

－
３

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
関

係
）

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 
協

議
細

目
 

栄
典

・
褒

章
 

調
整

の
方

針
 

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

【表
彰

の
種

類
】 

(1
）功

労
表

彰
 

(2
）自

治
功

労
表

彰
 

(3
）特

別
功

労
表

彰
 

【表
彰

の
選

考
】 

(1
)・

(2
) 

町
長

が
決

定
 

(3
）
 
 

 
町

長
が

多
伎

町
特

別
功

労
表

彰
審

議
会

の
審

議
を

経
て

決
定

 

【表
彰

の
基

準
】 

(1
) 

①
消

防
防

災
、
防

犯
、

交
通

安
全

等
に

功
労

の
あ

っ
た

者
 

②
納

税
思

想
の

普
及

に
功

労
の

あ
っ

た
者

 

③
産

業
振

興
に

功
労

の
あ

っ
た

者
 

④
教

育
、

文
化

、
ス

ポ
ー

ツ
の

向
上

に
功

労
の

あ
っ

た
者

 

⑤
福

祉
、

保
健

、
衛

生
事

業
等

の
充

実
に

功
労

の
あ

っ
た

者
 

⑥
土

木
建

築
事

業
に

功
労

の
あ

っ
た

者
 

⑦
篤

行
者

で
あ

っ
て

、
他

の
模

範
と

な
る

者
 

⑧
前

各
号

に
定

め
る

者
の

ほ
か

、
特

に
表

彰
す

る
こ

と
が

適

当
と

認
め

ら
れ

る
者

 

(2
) 

①
町

長
の

職
に

８
年

以
上

在
職

し
た

者
 

②
町

議
会

議
員

の
職

に
１
２
年

以
上

在
職

し
た

者
 

③
議

会
の

同
意

を
得

て
選

任
さ

れ
、

若
し

く
は

任
命

さ
れ

る

町
の

行
政

委
員

会
の

委
員

又
は

助
役

の
職

に
１

５
年

以

上
在

職
し

た
者

若
し

く
は

し
て

い
る

者
 

④
町

の
職

員
そ

の
他

こ
れ

に
準

ず
る

職
に

２
５
年

以
上

在
職

し
、
そ

の
職

務
に

精
励

し
た

者
又

は
し

て
い

る
者

 

(3
） 

①
前

２
条

の
規

定
に

該
当

す
る

者
で

そ
の

功
績

が
特

に
卓

越
す

る
者

 

【表
彰

の
種

類
】 

   【表
彰

の
選

考
】 

   【表
彰

の
基

準
】 

①
政

治
、
産

業
、

経
済

、
教

育
、

文
化

そ
の

他
公

共
の

事
業

に

貢
献

し
功

労
顕

著
で

あ
る

こ
と

 

②
本

町
職

員
で

満
２
０

年
以

上
勤

続
し

功
労

顕
著

で
あ

る
こ

と
 

③
本

町
職

員
で

勤
続

年
数

が
２

０
年

に
満

た
な

い
が

特
別

な

功
労

が
あ

る
者

 

④
こ

の
他

、
住

民
の

模
範

と
な

る
べ

き
行

為
が

あ
る

こ
と

 

           

【表
彰

の
種

類
】 

   【表
彰

の
選

考
】 

表
彰

審
査

委
員

会
に

諮
っ

て
町

長
が

決
定

。
 

  【表
彰

の
基

準
】 

①
行

政
上

特
に

功
績

顕
著

で
あ

る
と

認
め

た
者

 

②
他

の
行

政
庁

、
団

体
又

は
そ

の
他

か
ら

表
彰

さ
れ

て
、
そ

の

事
績

が
町

の
面

目
に

寄
与

す
る

も
の

と認
め

た
者

 

③
そ

の
善

行
又

は
徳

行
が

特
に

一
般

の
範

と
す

る
に

足
る

と
認

め
た

者
 

             

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定

め
る

も
の

と
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
２

－
４

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

儀
式

・
表

彰
関

係
）

の
取

扱
い

に
つ

い
て

 
協

議
細

目
 

栄
典

・
褒

章
 

調
整

の
方

針
 

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

【表
彰

の
時

期
】 

①
旧

村
合

併
又

は
町

制
施

行
に

係
る

記
念

式
典

時
 

②
必

要
に

応
じ

て
随

時
 

【受
賞

者
】 

(1
）功

労
表

彰
 

(2
）自

治
功

労
表

彰
 

(3
）特

別
功

労
表

彰
 

 

【表
彰

の
時

期
】 

  【受
賞

者
】 

 

【表
彰

の
時

期
】 

毎
年

 

 【受
賞

者
】 

 

表
彰

制
度

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

定

め
る

も
の

と
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

消
防

防
災

専
門

部
会

消
防

防
災

分
科

会
 

№
１

－
１

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

防
災

関
係

）
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
地

域
防

災
計

画
 

調
整

の
方

針
 

地
域

防
災

計
画

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

速
や

か
に

策
定

す
る

。
 

た
だ

し
、

災
害

時
の

対
応

に
支

障
を

き
た

さ
ぬ

よ
う

合
併

時
に

指
揮

命
令

系
統

な
ど

有
事

即
応

体
制

を
確

立
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

出
雲

市
地

域
防

災
計

画
 

（平
成

１
５

年
５

月
改

正
版

）
 

（
１

）
構

成
 

１
章

 
災

害
予

防
に

関
す

る
計

画
 

２
章

 
災

害
応

急
対

策
 

  出
雲

市
防

災
会

議
 

 
 

 
 

３
４

名
 

（
１

）
構

成
 

 
・

会
長

 
 

 
１

名
 

 
・

専
門

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

国
関

係
委

員
 

 
 

２
名

 

 
・

県
関

係
委

員
 

 
 

４
名

 

 
・

警
察

関
係

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

市
関

係
委

員
 

 
 

９
名

 

 
・

教
育

関
係

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

消
防

関
係

委
員

 
 

 
２

名
 

 
・

公
共

機
関

関
係

委
員

  
１

３
名

 

平
田

市
地

域
防

災
計

画
 

（
平

成
１

４
年

１
２

月
改

正
版

）
 

（１
）

構
成

 

１
編

 
総

則
 

２
編

 
地

震
災

害
対

策
編

 

３
編

 
風

水
害

対
策

編
 

 平
田

市
防

災
会

議
 

 
 

 
 

３
１

名
 

（１
）

構
成

 

 
・

会
長

 
 

 
１

名
 

 
・

国
関

係
委

員
 

 
 

２
名

 

 
・

県
関

係
委

員
 

 
 

４
名

 

 
・

警
察

関
係

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

市
関

係
委

員
 

 
１

０
名

 

 
・

教
育

関
係

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

消
防

関
係

委
員

 
 

 
２

名
 

 
・

公
共

機
関

関
係

委
員

  
１

０
名

 

斐
川

町
地

域
防

災
計

画
 

（
平

成
１

５
年

度
改

正
予

定
）

 

（
１

）構
成

 

１
部

 
総

則
 

２
部

 
災

害
予

防
計

画
 

３
部

 
災

害
対

応
計

画
 

 斐
川

町
防

災
会

議
 

 
 

 
 

４
２

名
 

（
１

）構
成

 

 
・会

長
 

 
 

１
名

 

 
・国

関
係

委
員

 
 

 
２

名
 

 
・県

関
係

委
員

 
 

 
２

名
 

 
・警

察
関

係
委

員
 

 
 

５
名

 

 
・町

関
係

委
員

 
 

１
３

名
 

 
・教

育
関

係
委

員
 

 
 

６
名

 

 
・消

防
関

係
委

員
 

 
 

５
名

 

 
・公

共
機

関
関

係
委

員
  

 
８

名
 

佐
田

町
地

域
防

災
計

画
 

（平
成

１
４

年
１

２
月

改
正

版
）

 

（
１

）
構

成
 

１
編

 
地

震
災

害
対

策
編

 

１
編

 
風

水
害

対
策

編
 

  佐
田

町
防

災
会

議
 

 
 

 
 

１
２

名
 

（
１

）
構

成
 

 
・

会
長

 
 

 
１

名
 

 
・

県
関

係
委

員
 

 
 

２
名

 

 
・

警
察

関
係

委
員

 
 

 
２

名
 

 
・

町
関

係
委

員
 

 
 

５
名

 

 
・

教
育

関
係

委
員

 
 

 
１

名
 

 
・

消
防

関
係

委
員

 
 

 
１

名
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

消
防

防
災

専
門

部
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地 域 防 災 計 画 に 関 す る 法 令  

 

災害対策基本法（昭和 3 6 年 1 1 月 1 5 日法律第2 2 3 号） 

（市町村地域防災計画） 

第４２条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村の市町

村長。以下この条において同じ。）は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地

域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、こ

れを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は

当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであってはならない。 

２ 市町村地域防災計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体そ

の他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱 

二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練

その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、

消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画 

三 当該市町村の地域にかかる災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物

資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画 

四 前各号に掲げるもののほか、当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必要と

認める事項 

３ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正しようとす

るときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。この場合において、都道府県

知事は、都道府県防災会議の意見をきかなければならない。 

４ 市町村防災会議は、第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、

その要旨を公表しなければならない。 

５ 第２１条の規定は、市町村長が第１項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正

する場合について準用する。 
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防 災 基 本 計 画 の 概 要  

 

○作成修正の経緯 

防災基本計画は、災害対策基本法に基づき、中央防災会議が作成する我が国の防災に関する基

本的な計画である。 

本計画は、昭和３８年に作成され、昭和４６年に一部修正された。 

その後、阪神・淡路大震災において大規模な被害が生じた経験・教訓を踏まえ、平成７年７月、

自然災害対策を中心とした修正を行うとともに、社会・産業の高度化、複雑化、多様化に伴い、

事故災害についても防災対策の充実強化を図るため、平成９年６月、事故災害対策を追加する修

正を行った。 

また、平成１２年５月には、平成１１年９月に発生した茨城県東海村ウラン加工施設における

臨界事故を踏まえた「原子力災害対策特別措置法」（平成１２年６月施行）に合わせ、原子力災

害対策編を修正するとともに、同年１２月には、中央省庁等改革に伴う所要の修正を行った。 

さらに、平成１４年４月には、近年の災害対策の進展に伴い計画の実効性を向上させるため、

風水害対策編、原子力災害対策編について修正を行った。 

・原子力災害対策編の修正（平成１２年５月） 

対象の拡充（従来の対象である原子力発電所及び再処理施設に加え、加工施設、貯蔵施設、廃

棄施設、運搬も対象として追加）。 

原子力災害対策特別措置法に関連する記述の追加等。 

モニタリング機能の強化等計画の実効性を高める具体的な記述の充実。 

・中央省庁等改革に伴う修正（平成１２年１２月） 

平成１３年１月の省庁再編と同時に、速やかに、新省庁が災害対策に取り組む体制を整えるた

めに、必要となる修正を行った。 

・風水害対策編、原子力災害対策編の修正（平成１４年４月） 

（１）風水害対策編について、洪水、土砂災害、高潮の核災害に関して、最近の水防法の改正、

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の制定及び各種提言等

を踏まえ、新たな対応体制を確立すべく修正を行った。 

（２）原子力災害対策編について、原子力艦の原子力災害対策の新規追加、及び緊急被ばく医療

に係る所要の修正を行った。 

 

 

○計画の特色 

（１）災害の種類別に体系構成 

災害の種類に応じて講じるべき対策が容易に参照できるような編構成としている。 

第１編 総則 

第２編 震災対策編 

第３編 風水害対策編 

第４編 火山災害対策編 

第５編 雪害対策編 

第６編 海上災害対策編 

第７編 航空災害対策編 

第８編 鉄道災害対策編 

第９編 道路災害対策編 

第 1 0 編 原子力災害対策編 

第 1 1 編 危険物等災害対策編 

第 1 2 編 大規模な火事災害対策編 
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第 1 3 編 林野火災対策編 

第 1 4 編 その他の災害に共通する対策編 

第 1 5 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項 

（２）対応の時間的順序を考慮して各編を構成 

各編は、災害予防・事前対策、災害応急対策、災害復旧・復興という順序で構成され、それ

らの内容も含め、原則として災害対策の時間的な順序に沿って記述している。 

また、災害復興についてもその進め方について示している。 

（３）できるだけ具体的に対策を記述 

基本計画としての性格を考えながら、できるだけ具体的に災害対策の内容を、「誰が」、「何

を」すべきかを明確にしている。 

（４）国、地方公共団体のみならず国民の防災活動も明示 

「自らの安全は自らが守る」のが防災の基本とし、家庭での水・食料の備蓄など予防・安全

対策や自主防災・ボランティア等の促進について定めている。 

（５）防災をめぐる社会構造の変化を踏まえた対応 

近年の都市化、高齢化、国際化、情報化等の進展に伴い、災害に対する脆弱性が高まってい

るとの認識のもと、これらの変化に十分に配慮して防災対策を推進することとしている。 

 

 

○計画の概要 

（１）震災対策などの自然災害対策の特色 

〔１〕情報収集 

・ヘリＴＶシステム等画像情報の収集・連絡 

航空機など多様な情報収集手段を整備・活用するとともに、ヘリＴＶシステム、監視カメラ

等による画像情報を利用し、早期に被害規模を把握する。 

・地理情報システム等による被害規模の早期把握 

災害対策を支援する地理情報システム（ＧＩＳ）の構築を図り、被害規模を早期に把握して

迅速な災害応急対策の実施に役立てる。 

〔２〕災害応急対策 

・広域的な応援体制 

各機関が平常時から相互応援の協定を締結しておき、災害時には速やかな応援体制整備や応

援要請を行う。 

また、警察や消防の広域的な緊急援助隊の整備を図る。 

・自衛隊の災害派遣 

都道府県と自衛隊は、平常時から連携体制を強化し、役割や連絡方法等をあらかじめ定めて

おく。災害時には、都道府県知事は必要があれば直ちに自衛隊に派遣要請する。また、補完

的・例外的に、災害の事態に照らし、特に緊急を要し派遣要請を待ついとまがない時などに

は自衛隊は部隊等を派遣できる。 

・非常災害対策本部等の現地対策本部の設置 

大規模な災害時は、災害応急対策の総合調整のため、国は直ちに非常災害対策本部又は緊急

災害対策本部を設置するが、現地対策本部員は発災後速やかに政府調査団とともに現地に入

り、そのまま常駐する。 

〔３〕緊急輸送 

・臨時ヘリポートの候補地指定と活用 

災害時の緊急輸送の確保のため、地方公共団体は、あらかじめ臨時ヘリポートの候補地を指

定し、通信機器等を必要に応じ、当該場所に備蓄するよう努め、災害時に臨時ヘリポートを

開設する。 
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〔４〕食料等の調達・供給 

・備蓄・調達体制の整備 

国・地方公共団体は、あらかじめ備蓄拠点を設けるなど備蓄・調達体制を整備するとともに、

災害時には非常災害対策本部等による総合調整を踏まえ、適切な供給確保を図る。 

〔５〕避難収容活動 

・避難場所の生活環境 

地方公共団体は、避難所となる公民館・学校等には、換気・照明等の設備の整備や井戸、仮

設トイレ、通信機器等の整備に努める。また、災害時には、応急仮設住宅の迅速な提供等に

より、避難場所の早期解消に努める。 

〔６〕自発的支援の受け入れ 

・海外からの支援の受け入れ 

海外からの支援については、あらかじめ支援機関についての情報蓄積を図るとともに、受け

入れの可能性のある分野について検討し、対応方針を定めておく。災害時には、非常災害対

策本部等は海外支援受け入れの可能性を検討して受け入れ計画を作成し、これに基づいて関

係省庁が受け入れる。 

・ボランティアの環境整備 

国、地方公共団体は、日本赤十字社、社会福祉協議会、ボランティア諸団体と連携し、活動

環境の整備を図り、平常時からボランティアの登録、研修、調整、活動拠点等について検討

する。また、災害時には、ボランティアの受け入れ体制を確保するよう努めるとともに、ボ

ランティアの技能が活かされるよう配慮し、必要に応じて活動拠点を提供する等、活動の支

援に努める。 

〔７〕その他 

・災害弱者 

高齢者、障害者、外国人等の災害弱者に対しては、防災知識の普及、災害時の情報提供、避

難誘導、救護・救済対策等の様々な面で配慮が必要であり、このため、平常時から地域にお

いて災害弱者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、平常時には、避難誘導はも

とより、高齢者、障害者の避難場所での健康管理、応急仮設住宅への優先的入居等に努める。 

・耐震性の確保 

土木構造物、各種施設の耐震性確保の基本的考え方として、i ）供用期間中に１～２度発生

する確率を持つ一般的な地震動に際しては機能に重大な支障が生じないこと、ii ）発生確率

は低いが直下型地震又は海溝型巨大地震による高レベルの地震動に際しても人命に重大な

影響を与えないこと、を基本目標として設計し、さらに施設の重要度によっては耐震性能に

余裕をもたせる。 

また、個々の耐震設計のほか、代替性の確保、多重化等により総合的に機能を確保すること

も対策に含める。 

一方、既存建築物の耐震診断、耐震補強を推進する施策を積極的に実施していく。 

（２）海上災害などの事故災害対策の特色 

〔１〕情報の収集連絡体制の整備 

迅速な情報の収集・連絡の重要性に鑑み、安全規制担当省庁（例：海上災害対策は運輸省）

を中心とした関係省庁等の情報収集連絡体制及び官邸への情報連絡など、事故発生時及びそ

の後の情報の収集・連絡経路等を具体的に規定 

〔２〕警戒本部の設置 

大規模な油流出事故災害については、事故の態様から、被害が発生する前の警戒段階から警

戒本部を設置して、政府の対応体制を構築 
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〔３〕非常災害対策本部等の設置 

ａ）非常災害対策本部の設置 

・大規模な被害が発生していると認められたときは、内閣総理大臣は直ちに非常災害対策本

部を設置。本部において災害応急対策の総合調整を実施 

・本部長：安全規制担当省庁の国務大臣 

・設置場所（本部及び事務局）：安全規制担当省庁内 

・非常災害対策本部の活動内容：災害応急対策に関する総合調整 

・現地対策本部の設置 ：内閣総理大臣への報告等 

ｂ）緊急災害対策本部の設置 

〔４〕災害応急活動 

・各省庁、関係機関等の実施する捜索、救助・救急、医療、消火、緊急輸送、避難収容、自

衛隊の災害派遣、関係者等への的確な情報伝達などの災害応急活動について、実施主体、実

施内容、相互連携等を規定 

・油流出に対する防除措置など危険物等の大量流出に対する応急対策（海 上災害対策、危

険物等災害対策 

（３）原子力災害対策編の特色 

（災害予防） 

〔１〕原子力事業者の全ての活動について、多重防護の考え方に立つことを明示し、安全規制

担当省庁は危機管理マニュアルを策定することを規定。 

〔２〕原子力事業者が事業所ごとに原子力防災組織を設置し、十分な数の防災要員を配置し、

原子力事業者防災業務計画を作成するとともに、必要な防災資機材を整備することを規定。 

〔３〕国による緊急事態応急対策拠点施設（オフサイトセンター）の指定と平常時の訓練に活

用する旨を規定 

〔４〕地方公共団体による緊急時モニタリング計画及び避難誘導計画の作成。 

〔５〕国、地方公共団体、原子力事業者等は、共同して、住民参加を考慮した総合防災訓練を

実施するとともに、防災業務関係者に対する研修を実施する旨を規定。 

（災害応急対策） 

〔１〕原子力事業者が、特定事象発見後、１５分以内を目処に、官邸、安全規制担当省庁等へ

通報する旨の規定と通報を受けた安全規制担当省庁等の取るべき措置に関する規定の明示。 

〔２〕内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言の発出と屋内対比又は避難の指示・勧告等緊急

事態応急対策の地方公共団体に対する指示についての規定の明示。 

〔３〕原子力災害対策本部と現地対策本部の設置に関する具体的な内容･手続きに関する規定の

明示 

〔４〕オフサイトセンターに原子力災害合同対策協議会を置く旨等を規定。 

〔５〕地方公共団体による避難場所の開設、屋内退避、避難等の緊急事態応急対策の実施に関

する既定の明示。 

〔６〕救助･救急、医療活動の実施に関する規定の明示。 

〔７〕一時滞在者や災害弱者等に配慮した周辺住民、国民等への的確な情報伝達活動を行うこ

とを規定。 

〔８〕核燃料物質等の運搬中の事故に対する応急対策の実施に関する規定の明示。 

（災害復旧） 

原子力緊急事態解除宣言等に関する規定とその後の周辺住民等に対する健康に関する相談体

制の整備、原子力災害に関する風評被害の影響の軽減のための措置、被災中小企業、農林漁

業斜塔に対する支援措置等に関する規定の明示。 
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出 雲 市 の 防 災 組 織 の 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出雲市災害対策本部】 

 

国 土 交 通 省 

出雲河川事務所 

出 雲 市 防 災 会 議  

出 雲 市 災 害 対 策 本 部 島根県出雲地区 
災 害 対 策 本 部 

陸 上 自 衛 隊 

出 雲 駐 屯 地 

地 方 行 政 機 関 

出 雲 警 察 署 

出 雲 市 外 ４ 町 
広 域 消 防 組 合 

出 雲 市 消 防 団 

郵 便 局 

Ｎ Ｔ Ｔ 

中 国 電 力 

県 立 中 央 病 院 

出 雲 ガ ス 

Ｊ Ｒ 西 日 本 

Ｊ Ａ い ず も 

出 雲 商 工 会 議 所 

出 雲 市 建 設 業 協 会 

島 根 医 科 大 学 

報道機関 

島 根 県 ト ラ ッ ク 協 会 簸 川 支 部 

そ の 他 関 係 機 関 各地区自主防災組織 

出雲総合ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

市     民 

広 報 車 

消 防 団 緊 急 
伝達システム 

(サイレン放送) 

エフエムい ずも 

Ｉ Ｃ Ｖ 

情 報 い ず も 

本
部
長
（
市
長
） 

副
本
部
長
（
助
役
） 

消(水)防部 

総 務 班 

情 報 広 報 班 

誘 導 班 

調 査 班 

車 両 ・ 物 品 班 

人 事 班 

衛 生 班 

医 療 救 護 班 

経 理 班 

避 難 所 運 営 班 

建 設 資 材 調 達 班 

道 路 河 川 班 

調 達 班 

輸 送 班 

農 林 班 

建 築 班 

消 防 団 

商 工 班 

市 民 学 習 班 

文 化 施 設 ・ 文 化 財 班 

ス ポ ー ツ 施 設 班 

観 光 施 設 班 

教 育 施 設 班 

水 道 班 

出 雲 市 外４ 町 広 域 消 防 組合 

下 水 道 班 

総 務 部 

調査経理部 

厚 生 部 

建 設 部 

産 業 部 

文 化 部 

教 育 部 

水 道 部 

現地災害対策本部 
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【 出 雲 市 】  

災 害 体 制 の 一 般 基 準 

 種別 時期 災害体制の決定 体制の内容 

〔注意体制〕 

出雲市に震度３程度の地震が発

生した場合 

総 務 課 長

（消防防災係） 

気象台が発表する震度を基準と

するので、テレビ、ラジオの地

震速報に注意し、各自が確認し、

自主的に参集する。 

本

部

設

置

前 

第 １ 次 

災 害 体 制 

[
準備体制

警戒体制] 

１ 大雨、洪水等気象予警報の発

令若しくは寡占が指定推移を超

える搭載外発生の危険がある場

合又は、軽微な災害が発生した場

合で必要と認めたとき 

２ 気象警報が発表された場合 

３ 出雲市に震度４程度の地震が

発生し、または津波注意報の発令

があったことにより災害発生の

危険がある場合又は、軽微な災害

が発生した場合で必要と認める

とき 

総務課長が関係課

長と協議し必要が

あると認めるとき

は、総務部長に報告

し、総務部長が決定

する。 

・総務課及び関係各課は、気象及

び災害情報、応急措置状況等につ

いて収集連絡を行う。 

・総務課長は、状況により関係課

長と協議の上関係課から増員配

置する。 

・第２次災害体制に関する課等に

おいては、第２次災害体制に対す

る準備を行う。 

・地区担当者は、直ちに出動でき

るよう職場又は自宅で待機し、総

務課長の指示を待つこと。 

 

第 ２ 次 

災 害 体 制 

〔警戒体制〕 

１ 気象予報の切り替え、あるい

は河川の水位が警戒水位を超え

る等、災害の危険が極めて増大し

た場合、又は災害が発生した場合

で必要と認めたとき 

２ 出雲市に震度５弱程度の地震

が発生し、又は津波警報の発令が

あったことにより災害の危険が

極めて増大した場合又は、災害が

発生した場合で必要と認めると

き 

総務部長が関係部

長と協議し必要が

あると認めるとき

は、市長に報告し、

市長が決定する。 

・災害体制動員計画表による人員

配置とするが、災害の状況情勢に

応じて適当な範囲内で適宜増減

するものとする。 

・関係各部においては、第３次災

害体制に対する準備を行うもの

とする。 

・地区担当者は、出動指示があっ

たときは、直ちに地区コミュニテ

ィセンター（又は地区対策本部）

に勤務し、情報収集津防災活動に

従事する。 

第 ３ 次 

災 害 体 制 

〔非常体制〕 

災害が拡大し第２次災害体制で

は対処できない場合 

市長（災害対策本部

長）が決定する。 

・職員全員配置 

・挙市的な災害対策配置 

・各部各班は全面的に防災活動を

行う。 

特 別 体 制 

市内に突発的に事故及び災害が

発生した場合で必要と認めると

き 

市長が決定する。 市長がその都度指示する。 

本

部

設

置

後 

現 地 災 害 

対 策 本 部 

の 設 置 

第２次体制、第３次体制もしく

は特別体制で必要と認めるとき 

市長が決定する。 市長がその都度指示する。 
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【 平   田   市 】          地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制 時期 災害体制の決定 体制の内容 

設
置
前 

震
災
第
一
体
制 

１．市及び市周辺に震度４程度の

地震があったことにより、軽微
な災害が発生し又は発生の危険

がある場合で必要と認めたとき 
２．気象庁が「島根県出雲石見区

津波注意」の津波注意報を発表

したとき 
３．その他必要と認めるとき 

自動配備 

 
 

 
 

 

助役が各課長と協議
して決定する 

１．動員については、別に定め

る震災第一体制による動員を
行う。 

２．業務については、情報収集
又は連絡活動を主として行

い、状況によっては第二次体

制に迅速に移行する。 

 

震
災
第
二
体
制 

１．市及び市周辺に震度５弱程度

の地震があったことにより、災
害が発生し又は発生の危険が極

めて増大した場合で必要と認め
たとき 

２．震災が拡大し、震災第一体制

では対処できないとき 
３．気象庁が「島根県出雲石見区

津波又は大津波」の津波警報を
発表したとき 

４．その他必要と認めるとき 

自動配備 

 
 

 
 

 

 
 

 
（市災害対策本部設置前） 

１．助役が各課長と
協議して決定する 

２．市長が指示した

とき 
（市災害対策本部設置後） 

１．市本部長（市長）
が指示したとき 

１．動員については、別に定め

る震災第二体制による動員を
行う。 

２．業務については、情報収集、
連絡活動、震災応急措置を講

ずるとともに、状況によって

は対策本部設置又は設置準備
を行う。 

設
置
後 

震
災
第
三
体
制 

１．市及び市周辺に震度６強以上

の地震があったとき 

２．上記震災第二体制では対処で
きないとき 

３．気象庁が「島根県出雲石見区
津波又は大津波」の警報を引き

続き発表し、必要と認めたとき 
４．その他必要と認めるとき 

自動配備 

 

 
 

 
 

 
市長が指示する 

１．動員については、別に定める

震災第三体制による動員を行

う。 
（全員参集） 

２．業務については、情報収集、
連絡活動、震災応急措置を講

ずるとともに、状況に応じて
要員不足の班への応援を行う

ものとする。 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 時期 決定 体制の内容 体制の内容 

（
準
備
態
勢
） 

第
一
災
害
体
制 

気象等の予報の発令あるいは河

川が通常水位を超える等災害発
生の危険があり、又は軽微な災

害が発生した場合で必要と認め
たとき 

市 長

が 決
定 す

る 

特に関係ある部課の少数

の人数で、情報収集及び連
絡活動等が円滑に行いう

る体制をとる 

１．本部連絡員配備 

２．情報の収集 
３．災害要望に必要な措置及び

指示 
４．庁内及び関係機関との連絡 

５．防災資機材の確保又は整備 
６．その他防災に必要なこと 

（
警
戒
体
制
） 

第
二
災
害
体
制 

１．気象等の予警報の更新ある
いは河川が警戒水位を超える

等災害発生の危険が極めて増
大した場合、又は災害が発生

した場合で必要と認めたとき 
２．対策本部が設置されたとき 

市 長
が 決

定 す
る 

災害応急対策に関係ある
部課の所要人員で、情報収

集及び連絡活動並びに応
急措置を実施し、状況によ

り第三災害体制に移行し
うる体制とする 

第一災害体制での処理事項のほ
か次の事項を処理する 

１．地区連絡係要員の派遣 
２．必要と認める災害対策 

 

（
非
常
体
制
） 

第
三
災
害
体
制 

市内に災害が発生し更に被害が

増大する場合で、対策本部が設
置されたとき 

市 長

が 決
定 す

る 

災害対策本部に関係ある

職員は全員防災業務に従
事する。対策本部に関係な

い職員も全員登庁又は在
庁し指示を待つ 

災害対策全般 

特
別
災
害
体
制 

市内が突発的な事故及び災害が
発生した場合で必要と認めたと

き 

市 長
が 決

定 す

る 

 その都度市長が指示する 

第8回協議会資料-28-



 

【斐   川   町 】          地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

体制 災害事象 主な対応 

Ａ  災 害 警 戒 本 部 体 制  

（配備基準：地震第１配備） 

本 部 長：助役 

副本部長：総務課長 
土木振興課長 

・本町で震度４の地震が発生したとき 

・その他助役が必要と認めるとき 

・情報の収集、伝達 

Ｂ  災 害 対 策 本 部 体 制  

（配備基準：地震第２配備） 

本 部 長：町長 

副本部長：助役 

・町域に震度５弱以上の地震を観測した
とき 

・その他町長が必要と認めるとき 

・情報の収集、伝達 
・避難 

・消火 
・救助、救急、捜索 

・二次災害防止 

・災害対策調整会議の開催 
・その他被害状況に対応した

活動 

 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

体制 災害事象 主な対応 

Ａ  災 害 警 戒本 部 体 制  

（配備基準：注意配備） 

責 任 者：総務課長 

副責任者：総務課長補佐 

・松江地方気象台が島根県東部予報区に気
象警報を発表したとき 

・その他総務課長が必要と認めるとき 

・情報の収集、伝達 

Ｂ  災 害 対 策 本 部 体 制  

（配備基準：警戒配備） 

本 部 長：総務課長 

副本部長：土木振興課長 

・気象警報が発表されている場合で、県総
合防災情報システム等の情報を勘案し、

被害が発生する恐れがあると総務課長が
認めたとき 

→ 雨量、水位、降水量予測、土砂山崩
れ警報情報等に注意 

・斐伊川洪水注意報が発表されたとき 

・斐伊川の大津、源光寺橋のどちらかで、
指定水位（大津 1 .9 m 、減光寺橋 2 .0 m ）

を超え、警戒水位に達すると予想される
とき 

・軽微な災害が発生し総務課長が必要と認
めたとき 

・情報の収集、伝達 
・警戒活動 

・避難 

Ｃ  災 害 対 策 本 部 体 制  

（配備基準：非常配備） 

本 部 長：町長 

副本部長：助役 

・気象警報が発表されている場合で、県総
合防災情報システム等の情報を勘案し、

甚大な被害が発生する恐れがあると町長

が認めたとき 
→ 雨量、水位、降水量予測、土砂山崩

れ警報情報等に注意 
・斐伊川洪水警報が発表されたとき 

・斐伊川の大津、源光寺橋のどちらかで、
警戒水位（大津 2 .5 m 、減光寺橋 2 .8 m ）

を超えると予想されるとき 

・台風の通過により本県が暴風域に入るこ
とが明らかで、かなりの被害が予想され

るとき 
・その他町長が必要と認めたとき 

・情報の収集、伝達 
・警戒活動 

・避難 

米 各避難所に職員配置 
 

・災害対策調整会議の開催 
・その他被害状況に対応し

た活動 
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【 佐   田   町 】          地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制 時期 体制の内容 配備体制 

警
戒
本
部
体
制 

第
一
次
体
制 

１．町域に震度４程度の地震が発生

した時 
２．町域に震度５弱の地震が発生し

た時 
３．その他必要と認める時 

速やかに災害・銃砲の収集活動がで

きる体制とする 
小規模の災害が発生した場合に対

処し、状況により速やかに第二次体
制に移行できる体制とする 

総務課（防災担当

者含む） 
 

総務課長が必要と
認める範囲 

第
二
次
体
制 

１．町域に震度５弱の地震が発生

し、相当な被害があり、または
予測される時 

２．町域に震度５強、６弱の地震が
発生した時 

３．震災第一体制で対処できない時 
４．その他必要と認める時 

第一次体制のほか、関係各部におい

て更に必要と認める人員を確保し、
いつでも第三次体制に移行できる

体制とする 

本部長 

副本部長 
部長 

 
本部長が必要と認

める範囲 

第
三
次
体
制 

１．町域に震度６強以上の地震が発

生した時 

２．第二次体制では対処できない時 
３．その他必要と認める時 

各部の全員をもって直ちに全活動

を行うことができる体制とする 

全員 対
策
本
部
体
制 

特
別
配
備 

被害の規模が大きく、町の対応能
力を超えている時、又は超えるこ

とが予想される時 

各部の全員をもって行う体制で、各
部に与えられた事務又は業務の内

容を超えて緊急度の高いものから

順次動員の再編成を行い、機動的に
対処できる体制とする 

全員 

 

 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制 時期 体制の内容 配備体制 

警
戒
本
部
体
制 

第
一
次
体
制 

１．気象等の予報の発令あるいは河川

が通常の水位を超える等災害発生
の危険がある場合 

２．軽微な災害が発生した場合で必要

と認めた時 
３．気象警報が発表された時 

４．その他必要と認める時 

速やかに災害・銃砲の収集活動

ができる体制とする 
小規模の災害が発生した場合に

対処し、状況により速やかに第

二次体制に移行できる体制とす
る 

総務課 

（防災担当者含
む） 

 

総務課長が必要と
認める範囲 

第
二
次
体
制 

１．気象等の警報の更新あるいは河川
が通常の水位を超える等により、相

当規模の災害が発生する恐れがあ

る場合 
２．相当規模の災害が発生し、その対

策又は被害の拡大防止のため、町長
が必要と認めた時 

３．第一次体制で対処できない時 
４．その他必要と認める時 

第一次体制のほか、関係各部に
おいて更に必要と認める人員を

確保し、いつでも第三次体制に

移行できる体制とする 

本部長 
副本部長 

部長 

 
本部長が必要と認

める範囲 

第
三
次
体
制 

１．大規模な災害が発生した時 
２．大規模な災害が発生することが予

想される場合 
３．第二次体制では対処できない時 

４．その他必要と認める時 

各部の全員をもって直ちに全活
動を行うことができる体制とす

る 

全員 
対
策
本
部
体
制 

特
別
配
備 

被害の規模が大きく、町の対応能力を

超えている時、又は超えることが予想
される時 

各部の全員をもって行う体制

で、各部に与えられた事務又は
業務の内容を超えて緊急度の高

いものから順次動員の再編成を
行い、機動的に対処できる体制

とする 

全員 
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【 多   伎   町 】         地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制に入る基準 震災体制の決定 動員 業務の内容 

注 意 体 制  

 

責任者 
 総務課長 

１．町内に震度３の地震

が発生した時 

自動配備 消防防災担当職員 １．津波及び災害等

についての情報
収集、注意喚起 

１．町内に震度４以上の
地震が発生した時 

２．本町沿岸に津波注意
報（津波注意）が発

表されたとき 

自動配備 

災 害 警 戒 本 部 体 制  

 
責任者 

総務課長 

副責任者 
建設課長 

 産業振興課長 

３．その他必要と認める

時 

総務課長が各課長

等と協議し、町長に
報告し、町長が決定

する。 

〔勤務時間外〕 
各課長等、予め当該

課長等が指名する職
員及びその他の自主

登庁職員。 

その他の職員は自
宅等において待機。 

〔平常勤務時〕 
各課長等及び当該課

長等が指名する職員。 

１．津波及び災害等
についての情報

収集 
２．災害予防に必要

な措置及び指示 

３．庁内及び関係諸
機関との連携 

４．災害対策本部体
制に対する準備 

５．危機地の避難勧
告 

 

１．町内に震度５弱又は

５強の地震が発生し
た時 

災害警戒本部会議

において協議し、町
長に報告し、町長が

決定する 

２．町内に震度６弱以上

の地震が発生した時 
３．本町沿岸に津波警報

（津波又は大津波）
が発表された時 

自動配備 
災 害 対 策 本 部 体 制  

 

責任者（本部長） 
町長 

副 責 任者 （ 副 本 部 長 ） 
助役 

４．その他必要と認める

時 

災害警戒本部会議

において協議し、
町長に報告し、町

長が決定する 

〔勤務時間外〕 

登庁可能な全職員（参
集不可能職員の確認） 

 
〔平常勤務時〕 

全長等及び原則とし
て一部の窓口等対応

職員を除く全職員。 

１．津波及び災害等

についての情報
収集 

２．災害応急対策と
して必要な措置

及び指示 
３．庁内及び関係諸

機関との連携 
４．危機地の避難勧

告・指示 

 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

体制 災害事象 主な対応 

Ａ  注 意 体 制  

（配備基準：注意配備） 

責 任 者：総務課長 

副責任者：総務課長補佐 
又は防災担当係長 

・松江地方気象台が島根県東部（又は西部）予報区に気象警
報を発表したとき 

ただし、高潮警報が発表された場合は、災害対策本部体

制とする。 
・その他総務課長が必要と認めるとき 

・情報の収集、
伝達 

Ｂ  災 害 警 戒 本 部 体 制  

（配備基準：警戒配備） 

本 部 長：総務課長 

副本部長：産業振興課長 
建設課長 

・上記の場合で被害が発生する恐れがあると総務課長が認め
たとき 

・連続雨量が 9 0 m m を超えたとき 
・田儀川（越堂橋）の水位が 2 .0 m に達したとき 

・軽微な被害が発生し総務課長が必要と認めたとき 

・情報の収集、
伝達 

・警戒活動 
・避難 

Ｃ  災 害 対 策 本 部 体 制  

（配備基準：非常配備） 

本 部 長：町長 

副本部長：助役 

・連続雨量が 1 3 0 m m を超えたとき 

・田儀川（越堂橋）の水位が 2 .5 m に達したとき 
・台風が本県を直撃することが明らかで、かなりの被害が予

想されるとき 
・台風の通過により本県が暴風域に入ることが明らかで、か

なりの被害が予想されるとき 
・松江地方気象台が島根県東部（又は西部）予報区に高潮警

報を発表したとき 

・大規模な被害が発生し、又は発生の恐れがあり町長が必要
と認められたとき 

・その他町長が必要と認めたとき 

・情報の収集、

伝達 
・警戒活動 

・避難 
・災害対策調

整会議の開
催 

・その他被害

状況に対応
した活動 
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【 湖   陵   町 】            地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制 時期 体制の内容 配備体制 

警
戒
本
部
体
制 

第
一
次
体
制 

１．町域に震度４程度の地震が発生

した時 
２．大阪管区気象台が「島根県出雲

石見」の津波注意報を発表した
時 

３．町域に震度５弱の地震が発生し

た時 
４．その他必要と認める時 

速やかに災害・銃砲の収集活動がで

きる体制とする 
小規模の災害が発生した場合に対

処し、状況により速やかに第二次体
制に移行できる体制とする 

総務課 

（防災担当者含む） 
 

総務課長が必要と
認める範囲 

第
二
次
体
制 

１．町域に震度５弱の地震が発生

し、相当な被害があり、または
予測される時 

２．町域に震度５強、６弱の地震が
発生した時 

３．大阪管区気象台が「島根県出雲

石見」の津波警報を発表した時 
４．震災第一体制で対処できない時 

５．その他必要と認める時 

第一次体制のほか、関係各部におい

て更に必要と認める人員を確保し、
いつでも第三次体制に移行できる

体制とする 

本部長 

副本部長 
班長 

 
本部長が必要と認

める範囲 

第
三
次
体
制 

１．町域に震度６強以上の地震が発

生した時 
２．大阪管区気象台が「島根県出雲

石見」の津波警報を発表した時
（継続して発表している時） 

３．第二次体制では対処できない時 
４．その他必要と認める時 

各部の全員をもって直ちに全活動

を行うことができる体制とする 

全員 
対
策
本
部
体
制 

特
別
配
備 

被害の規模が大きく、町の対応能
力を超えている時、又は超えるこ

とが予想される時 

各部の全員をもって行う体制で、各
部各班に与えられた事務又は業務

の内容を超えて緊急度の高いもの
から順次動員の再編成を行い、機動

的に対処できる体制とする 

全員 

 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 体制 時期 体制の内容 配備体制 

警
戒
本
部
体
制 

第
一
次
体
制 

１．気象等の予報の発令あるいは河川

が通常の水位を超える等災害発生
の危険がある場合 

２．軽微な災害が発生した場合で必要
と認めた時 

３．気象警報が発表された時 
４．その他必要と認める時 

速やかに災害・銃砲の収集活動がで

きる体制とする 
小規模の災害が発生した場合に対

処し、状況により速やかに第二次体
制に移行できる体制とする 

担当課 

（防災担当者含む） 
 

担当課長が必要と
認める範囲 

第
二
次
体
制 

１．気象等の警報の更新あるいは河川

が通常の水位を超える等により、

相当規模の災害が発生する恐れが
ある場合 

２．相当規模の災害が発生し、その対
策又は被害の拡大防止のため、町

長が必要と認めた時 
３．第一次体制で対処できない時 

４．その他必要と認める時 

第一次体制のほか、関係各部におい

て更に必要と認める人員を確保し、

いつでも第三次体制に移行できる
体制とする 

本部長 

副本部長 

班長 
 

本部長が必要と認
める範囲 

第
三
次
体
制 

１．大規模な災害が発生した時 

２．大規模な災害が発生することが
予想される場合 

３．第二次体制では対処できない時 
４．その他必要と認める時 

各部の全員をもって直ちに全活動

を行うことができる体制とする 

全員 

対
策
本
部
体
制 

特
別
配
備 

被害の規模が大きく、町の対応能力
を超えている時、又は超えることが

予想される時 

各部の全員をもって行う体制で、各
部各班に与えられた事務又は業務

の内容を超えて緊急度の高いもの
から順次動員の再編成を行い、機動

的に対処できる体制とする 

全員 
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【 大   社   町 】         地 震 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 種別 体制に入る時期 震災体制の決定 動員及び業務の内容 

設
置
前 

震

災
第
１
次

体
制 

１．町及び町周辺に震度４程度

の地震が観測されたとき 
２．大阪管区気象台が「島根県

出雲石見区津波」の津波注意
報を発表したとき 

３．その他必要と認めるとき 

自動配備 

 
 

 
 

総務課長が関係課長と協

議し、必要と認めるとき
は、助役に報告し、助役が

決定する 

１．動員については、別に定める震

災第１体制による動員を行う。 
２．業務については、情報収集又は

連絡活動を主として行い、状況に
よっては第２次体制に迅速に移行

する。 

 

震
災
第
２

次
体
制 

１．町及び町周辺に震度５弱、
５強の地震が観測されたとき 

２．震災が拡大し、震災第１体
制では対処できないとき 

３．大阪管区気象台が「島根県

出雲石見区津波」の津波警報
を発表したとき 

４．その他必要と認めるとき 

自動配備 
 

（町本部設置前） 
１．総務課長が関係課長と

協議し、必要と認めると

きは、助役に報告し、助
役が決定する 

２．町長が指示したとき 
（町本部設置後） 

１．町本部長（町長）が指
示したとき 

１．動員については、別に定める震
災第２体制による動員を行う。 

災害の状況情勢に応じて適当な範
囲内で適宜増減する。 

関係各課においては、防災活動に

従事するとともに情報収集班と相
互に情報連絡を行う 

２．業務については、情報収集、連
絡活動、震災応急措置を講ずると

ともに、状況によっては対策本部
設置又は設置準備を行う。 

設
置
後 

震
災

第
３
次
体

制 

１．町及び町周辺に震度６弱以
上の地震が観測されたとき 

２．上記震災第二体制では対処
できないとき 

３．大阪管区気象台が「島根県
出雲石見区津波」の警報（大

津波）が発表されたとき 

４．その他必要と認めるとき 

自動配備 
 

 
 

 
 

町本部長（町長）が指示す

る 

１．動員については、別に定める震
災第３体制による動員を行う。 

（全員参集） 
２．業務については、情報収集、連

絡活動、震災応急措置を講ずると
ともに、状況に応じて要員不足の

班への応援を行うものとする。 

風 水 害 等 災 害 配 備 体 制 基 準  

本部 時期 決定 体制の概要 処理事項 

（
準
備
態
勢
） 

第
１
次
風
水
害
体
制 

１．気象予報が発表され、
あるいは河川が通常水

位を超える等災害発生
の危険がある場合 

２．気象警報が発表され
た場合 

３．軽微な災害が発生し

た場合で必要と認めた
とき 

総務課長が関係
課長と協議し、必

要と認めるとき
は、助役に報告

し、助役が決定す
る 

１．気象及び災害情報等について、
収集連絡を行うとともに、総務課、

消防署及び関係各課は必要な措置
を講ずる 

２．第２次風水害体制に対する準備
を行う 

１．本部連絡員配備 
２．情報の収集 

３．災害要望に必要
な措置及び指示 

４．庁内及び関係機
関との連絡 

５．防災資機材の確

保又は整備 
６．その他防災に必

要なこと 

（
警
戒
体
制
） 

第
２
次
風
水
害
体
制 

１．気象等予報の切替、
あるいは河川の水位が

警戒水位を超える等災

害の危険が極めて増大
した場合 

２．災害が発生した場合
で必要と認めたとき 

１．助役が関係課
長と協議し、必

要と認めたとき

に、町長に報告
し、町長が決定

する 
２．町長が指示し

たとき 

１．関係各課においては、防災活動
に従事し、関係各課と相互に情報

連絡を行い、対策を協議し必要な

措置を講ずる。 
２．第３次風水害体制の準備を行う。 

３．派遣対策員は、出動指示があっ
たときは、直ちに情報収集等防災

活動に従事する。 

第１風水害体制で
の処理事項のほか

必要と認める災害

対策 
 

（
非
常
体
制
） 

第
３
次
風
水
害
体
制 

１．大規模な災害が発生

する恐れがあり、町長
が必要と認めた場合。 

２．災害の規模及び範囲
から特に対策を要する

と町長が認めた場合 

町長が決定する １．災害対策本部に関係ある職員は

防災業務に従事する。対策本部に
関係ない職員も全員登庁又は在庁

し指示を待つ 
２．町内における防災関係機関及び

その他の防災重要施設の管理者に
対し、町長が動員を要請する 

災害対策全般 

害
体
制

特
別
災 

町内が突発的な事故及

び災害が発生した場合
で必要と認めたとき 

町長が決定する 町長が決定する その都度町長が指

示する 
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取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
水

防
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
防

計
画

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

速
や

か
に

策
定

す
る

。
 

た
だ

し
、

災
害

時
の

対
応

に
支

障
を

き
た

さ
ぬ

よ
う

合
併

時
に

指
揮

命
令

系
統

な
ど

有
事

即
応

体
制

を
確

立
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

出
雲

市
水

防
計

画
 

（平
成

１
５

年
５

月
改

正
版

）
 

  出
雲

市
水

防
協

議
会

 
 

１
８

名
 

（
１

）
構

成
 

 
・

会
長

 
 

 
 

 
 

１
名

 

 
・

副
会

長
 

 
 

 
 

 
１

名
 

 
・

委
員

 
 

 
 

 
１

６
名

 

  

平
田

市
水

防
計

画
 

（
平

成
１

４
年

１
２

月
改

正
版

）
 

  平
田

市
水

防
会

議
 

 
・

平
田

市
防

災
会

議
と

兼
ね

る
 

  

斐
川

町
水

防
計

画
 

（
平

成
１

５
年

度
改

正
予

定
）

 

  斐
川

町
水

防
会

議
 

 
・斐

川
町

防
災

会
議

と
兼

ね
る

 

 

水
防

計
画

な
し

 

（
地

域
防

災
計

画
に

よ
り

対
応

）
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

消
防

防
災

専
門

部
会

消
防

防
災

分
科

会
 

№
２

－
２

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

防
災

関
係

）
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
水

防
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
防

計
画

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

速
や

か
に

策
定

す
る

。
 

た
だ

し
、

災
害

時
の

対
応

に
支

障
を

き
た

さ
ぬ

よ
う

合
併

時
に

指
揮

命
令

系
統

な
ど

有
事

即
応

体
制

を
確

立
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

水
防

計
画

な
し

 

（
地

域
防

災
計

画
に

よ
り

対
応

）
 

水
防

計
画

な
し

 

（地
域

防
災

計
画

に
よ

り
対

応
）

 

水
防

計
画

な
し

 

（
地

域
防

災
計

画
に

よ
り

対
応

）
 

水
防

計
画

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

速

や
か

に
策

定
す

る
。

 

た
だ

し
、

災
害

時
の

対
応

に
支

障
を

き
た

さ
ぬ

よ
う

合
併

時
に

指
揮

命
令

系
統

な
ど

有
事

即
応

体
制

を
確

立
す

る
。
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水 防 計 画 に 関 す る 法 令  

 

水防法（昭和 2 4 年 6 月 4 日法律第 1 9 3 号） 

（水防計画） 

第２５条  指定管理団体の水防管理者は、水防協議会を置く指定管理団体にあっては当該水防協

議会、水防協議会を置かず、かつ災害対策基本法第１６条第１項に規定する市町村防災会議をおく

市町村である指定管理団体にあっては当該市町村防災会議にはかって、都道府県の水防計画に応じ

た水防計画を定め、都道府県知事に協議しなければならない。 

（水防協議会） 

第２６条  指定管理団体の水防計画その他水防に監視重要な事項を調査審議させるため、指定管

理団体に水防協議会をおくことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、こ

れらに水防協議会を置くものとする。 

２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長１人及び委員２５人以内で組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもって充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水

防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命

じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防

事務組合にあっては条例で、水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

消
防

防
災

専
門

部
会

消
防

防
災

分
科

会
 

№
３

－
１

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

防
災

関
係

）
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
防

災
無

線
（有

線
を

含
む

）
 

調
整

の
方

針
 

防
災

無
線

（有
線

を
含

む
）

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

た
だ

し
、

新
市

に
お

い
て

防
災

無
線

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

無
線

 

移
動

系
無

線
 

基
地

局
：

１
基

（
市

役
所

）
 

周
波

数
：４

６
６

．
２

M
ｈ

ｚ 

陸
上

移
動

局
：

３
４

局
 

・市
役

所
内

 
 

 
６

台
 

・公
用

車
車

載
等

 
 

 
４

台
 

・ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｰ
ｾ

ﾝ
ﾀ

ｰ
 

 
 

８
台

 

・消
防

団
 

 
１

６
台

 

同
報

系
無

線
 

①
親

局
（

役
場

）
⇒

固
定

局
 

②
遠

隔
制

御
局

⇒
固

定
局

 

周
波

数
：４

６
６

．
２

M
ｈ

ｚ 

固
定

局
 

・屋
外

拡
声

子
局

 
 

１
６

局
（

各
公

民
館

）
 

※
遠

隔
制

御
局

－
出

雲
広

域
消

防
本

部
 

 

無
線

 

未
設

置
 

           

無
線

 

移
動

系
無

線
 

基
地

局
：

１
局

（
役

場
）

 

周
波

数
：

４
６

６
．

１
８

７
５

M
ｈ

ｚ
 

陸
上

移
動

局
：３

２
局

 

    同
報

系
無

線
 

≪
斐

川
町

防
災

行
政

無
線

１
５

年
度

整
備

予
定

≫
 

 ①
親

局
（

役
場

）⇒
中

継
局

（
仏

経
山

） 

②
遠

隔
制

御
局

⇒
中

継
局

（
仏

経
山

） 

中
継

局
⇒

固
定

局
 

固
定

局
 

・屋
外

拡
声

子
局

 
 

２
５

局
 

 

・戸
別

受
信

機
 

 
７

，
５

０
０

戸
(全

戸
) 

※
遠

隔
制

御
局

－
有

線
放

送
協

会
、

出
雲

広
域

消
防

本
部

 

 そ
の

他
 

無
線

Ｆ
Ａ

Ｘ
－

避
難

所
２

４
ヶ

所
に

設
置

 

 

無
線

 

移
動

系
無

線
 

基
地

局
：

１
局

（
役

場
） 

周
波

数
：４

６
６

．
２

５
M

ｈ
ｚ

 

陸
上

移
動

局
：

７
局

 
 

・公
用

車
車

載
 

 
 

３
台

 

・ハ
ン

デ
ィ

タ
イ

プ
 

 
 

４
台

 

  同
報

系
無

線
 

親
局

(役
場

)⇒
中

継
局

（
黒

山
） 

周
波

数
：６

３
．

６
８

M
ｈ

ｚ 

中
継

局
⇒

固
定

局
 

周
波

数
：４

０
７

．
２

５
M

ｈ
ｚ

 

固
定

局
 

・屋
外

拡
声

子
局

 
 

８
局

 
 

・戸
別

受
信

機
 

 
１

，
２

５
０

戸
（

全
戸

）
 

有
線

 

な
し

 

有
線

 

有
線

放
送

電
話

に
よ

り
対

応
 

（同
報

系
）

 

有
線

 

有
線

放
送

電
話

に
よ

り
対

応
 

（
同

報
系

）
 

有
線

 

な
し

 

 

第8回協議会資料-37-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

消
防

防
災

専
門

部
会

消
防

防
災

分
科

会
 

№
３

－
２

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

防
災

関
係

）
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
防

災
無

線
（有

線
を

含
む

）
 

調
整

の
方

針
 

防
災

無
線

（有
線

を
含

む
）

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

た
だ

し
、

新
市

に
お

い
て

防
災

無
線

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

つ
い

て
検

討
す

る
。

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

無
線

 

移
動

系
無

線
 

基
地

局
（

役
場

）
⇔

赤
谷

中
継

局
(口

田
儀

) 

周
波

数
：６

０
．

７
４

M
ｈ

ｚ 

赤
谷

中
継

局
⇔

陸
上

移
動

局
 

周
波

数
：４

６
６

．
２

７
５

M
ｈ

ｚ
 

陸
上

移
動

局
：

３
０

局
 

・公
用

車
車

載
 

 
１

１
台

 

・携
帯

タ
イ

プ
 

 
１

９
台

 

 同
報

系
無

線
 

親
局

（
役

場
）

⇒
赤

谷
中

継
局

(口
田

儀
) 

周
波

数
：５

７
．

６
６

５
M

ｈ
ｚ

 

赤
谷

中
継

局
⇒

固
定

局
 

周
波

数
：６

９
．

４
０

５
M

ｈ
ｚ

 

固
定

局
 

・屋
外

拡
声

子
局

 
 

１
２

局
 

 

・戸
別

受
信

機
 

 
１

，
３

９
０

戸
(全

戸
) 

 

無
線

 

移
動

系
無

線
〔

地
域

防
災

無
線

〕
 

基
地

局
：１

局
（役

場
）

 

周
波

数
：

８
０

０
M

ｈ
ｚ～

９
０

０
M

ｈ
ｚ

 

陸
上

移
動

局
：

３
４

局
 

・
ハ

ン
デ

ィ
タ

イ
プ

 
 

３
４

台
 

    同
報

系
無

線
 

①
親

局
（役

場
）

⇒
固

定
局

 

②
遠

隔
制

御
局

⇒
固

定
局

 

周
波

数
：

６
９

．
７

６
５

M
ｈ

ｚ 

固
定

局
 

・
屋

外
拡

声
子

局
 

 
１

２
局

 

・
戸

別
受

信
機

 
 

１
，

７
５

０
戸

(全
戸

) 

※
遠

隔
制

御
局

－
出

雲
広

域
消

防
本

部
、

役
場

宿
直

室
 

 

無
線

 

未
設

置
 

         

有
線

 

な
し

 

有
線

 

な
し

 

有
線

 

有
線

放
送

電
話

に
よ

り
対

応
 

（
同

報
系

）
 

防
災

無
線

（
有

線
を

含
む

）
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

た
だ

し
、

新
市

に
お

い
て

防
災

無
線

シ
ス

テ
ム

の
構

築
に

つ
い

て
検

討
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
健

康
・医

療
分

科
会

 
１

―
１

 

協
議

項
目

 
国

民
健

康
保

険
事

業
の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
国

民
健

康
保

険
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

１
．

賦
課

形
態

（国
民

健
康

保
険

料
又

は
国

民
健

康
保

険
税

の
状

況
） 

保
険

料
と

し
て

取
扱

う
市

町
：平

田
市

、
斐

川
町

、
湖

陵
町

 
保

険
税

と
し

て
取

扱
う

市
町

：出
雲

市
、

多
伎

町
、

佐
田

町
、

大
社

町
 

 ２
 

国
民

健
康

保
険

料
（税

） 
（保

険
料

（税
）は

平
成

１
４

年
度

状
況

、
そ

の
他

は
平

成
１

５
年

度
状

況
） 

区
  

  
  

  
 

分
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

所
得

割
額

 
課

税
所

得
に

対
し

て
 

５
．

５
％

 
５

．
３

％
 

４
．

５
９％

 
５

．
５

１％
 

５
．

３
９％

 
６

．
６

９％
 

５
．

２
％

 

資
産

割
額

 
当

該
年

度
の

固
定

資
産

税
 

２
２．

７
％

 
１

１．
８

％
 

２
１．

０
８％

 
３

３．
５

４％
 

３
４．

５
３％

 
４

６．
７

３％
 

２
９．

８
％

 

均
 等

 割
 

被
保

険
者

１
人

当
た

り
 

３
０,

６
０

０円
 

２
３,

８
０

０円
 

２
８,

８
０

０円
 

２
２,

３
０

０円
 

２
４,

５
７

０円
 

２
７,

８
７

３円
 

２
８,

８
０

０円
 

医 療 分 

平
 等

 割
 

１
世

帯
当

た
り

 
２

５,
５

０
０円

 
２

１,
７

０
０円

 
２

６,
０

７
６円

 
１

９,
１

０
０円

 
２

０,
３

２
０円

 
２

４,
５

５
６円

 
２

４,
０

０
０円

 

所
得

割
額

 
課

税
所

得
に

対
し

て
 

０
．

７
％

 
０

．
７

６％
 

０
．

５
７％

 
０

．
６

７％
 

０
．

６
８％

 
０

．
８

３％
 

０
．

６
８％

 

資
産

割
額

 
当

該
年

度
の

固
定

資
産

税
 

４
．

４
％

 
２

．
４

４％
 

３
．

９
７％

 
６

．
８

４％
 

７
．

９
６％

 
８

．
８

３％
 

６
．

０
８％

 

均
 等

 割
 

被
保

険
者

１
人

当
た

り
 

６
,８

０
０円

 
５

,９
０

０円
 

６
,２

０
４円

 
５

,６
０

０円
 

５
,６

５
０円

 
６

,２
８

０円
 

５
,９

０
０円

 

保 険 料 （ 税 ） 

介 護 分 

平
 等

 割
 

１
世

帯
当

た
り

 
３

,９
０

０円
 

３
,７

０
０円

 
３

,７
５

６円
 

３
,３

０
０円

 
３

,４
１

０円
 

３
,６

３
３円

 
４

,９
０

０円
 

医
療

分
 

最
高

限
度

額
 

５
３

０
,０

０
０円

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

同
左

 
限

 度
 額

 
介

護
分

 
最

高
限

度
額

 
８

０,
０

０
０円

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

同
左

 

本
 

算
 

定
 

の
 

時
 

期
 

本
算

定
７

月
 

本
算

定
７

月
 

本
算

定
８

月
 

本
算

定
９

月
 

本
算

定
８

月
 

本
算

定
７

月
 

本
算

定
８

月
 

第
 

１
期

 
 

７
/１

６～
 

７
/３

１ 
  

 
５

月
末

日
 

  
 

４
月

末
日

 
 

４
/１

～
 

４
/３

０ 
 

４
/１

～
 

４
/３

０ 
 

７
/１

５～
 

７
/３

１ 
 

４
/１

６～
 

４
/３

０ 

第
 

２
期

 
 

８
/１

６～
 

８
/３

１ 
  

 
６

月
末

日
 

  
 

５
月

末
日

 
 

７
/１

～
 

７
/３

１ 
 

８
/１

～
 

８
/３

１ 
 

８
/１

５～
 

８
/３

１ 
 

６
/１

６～
 

６
/３

０ 

第
 

３
期

 
 

９
/１

６～
 

９
/３

０ 
  

 
７

月
末

日
 

  
 

６
月

末
日

 
 

９
/１

～
 

９
/３

０ 
 

９
/１

～
 

９
/３

０ 
 

９
/１

５～
 

９
/３

０ 
 

８
/１

６～
 

８
/３

１ 

第
 

４
期

 
１

０/
１

６
～

１
０/

３
１ 

  
 

８
月

末
日

 
  

 
７

月
末

日
 

１
１/

１
～

１
１/

３
０ 

１
１/

１
～

１
１/

３
０ 

１
０/

１
５～

１
０/

３
１ 

１
０/

１
６～

１
０/

３
１ 

第
 

５
期

 
１

１/
１

６
～

１
１/

３
０ 

  
 

９
月

末
日

 
  

 
８

月
末

日
 

 
１

/１
～

 
１

/３
１ 

 
１

/１
～

 
１

/３
１ 

１
１/

１
５～

１
１/

３
０ 

１
１/

１
６～

１
１/

３
０ 

第
 

６
期

 
１

２/
１

６
～

１
２/

２
７ 

  
１

０月
末

日
 

  
 

９
月

末
日

 
 

３
/１

～
 

３
/３

１ 
 

３
/１

～
 

３
/３

１ 
１

２/
１

５～
１

２/
３

０ 
１

２/
１

６～
１

２/
３

１ 

第
 

７
期

 
 

１
/１

６～
 

１
/３

１ 
  

１
１月

末
日

 
  

１
０月

末
日

 
 

 
 

１
/１

５～
 

１
/３

１ 
 

２
/１

６～
 

２
/２

８ 

第
 

８
期

 
 

３
/１

６～
 

３
/３

１ 
  

１
２月

末
日

 
  

１
１月

末
日

 
 

 
 

２
/１

５～
 

２
/末

 
 

３
/１

６～
 

３
/３

１ 

第
 

９
期

 
 

  
 

１
月

末
日

 
  

１
２月

末
日

 
 

 
 

３
/１

５～
 

３
/３

１ 
 

第
１

０期
 

 
  

 
２

月
末

日
 

  
 

１
月

末
日

 
 

 
 

 

第
１

１期
 

 
  

 
３

月
末

日
 

  
 

２
月

末
日

 
 

 
 

 

納
  

  
 

期
 

第
１

２期
 

 
 

  
 

３
月

末
日

 
 

 
 

 
 

１
 

賦
課

形
態

 
賦

課
形

態
に

つ
い

て
は

、保
険

料
と

す
る

。 
  ２

 
国

民
健

康
保

険
料

 
国

民
健

康
保

険
料

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す

る
。

 
 （１

）賦
課

方
式

は
、

現
行

の
と

お
り

４
方

式
と

す
る

。
 

 （２
）保

険
料

率
に

つ
い

て
は

、
次

の
事

項
を

基
本

に
調

整
す

る
。

  

医
療

分
に

つ
い

て
は

、
  

  
  

  
 

 
   

  
 

２
案

併
記

（別
紙

１
参

照
） 

  
介

護
分

に
つ

い
て

は
、

制
度

の
趣

旨
、

又
地

域
実

情
に

大
き

な
差

異
が

な
い

こ
と

か
ら

、
平

成
１

６
年

度
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
平

成
１

７年
度

か
ら

新
市

保
険

料
率

を
設

定
し

、
均

一
賦

課
と

す
る

。
 

 （３
）限

度
額

は
、

現
行

の
と

お
り

と
す

る。
 

 （４
）本

算
定

の
時

期
は

、
出

雲
市

、
平

田
市

、
湖

陵
町

の
例

に
よ

り
調

整
す

る
。

 
 （５

）納
付

回
数

、
納

期
は

、
湖

陵
町

の
例

に
よ

り
調

整
す

る
。

な
お

仮
算

定
は

行
わ

な
い

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
健

康
・医

療
分

科
会

 
１

―
２

 

協
議

項
目

 
国

民
健

康
保

険
事

業
の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
国

民
健

康
保

険
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

 

区
  

  
  

  
 

分
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

均
等

割
７

０％
減

額
 

前
年

度
総

所
得

が
、市

（町
）民

税
の

基
礎

控
除

額
（３

３万
円

）を
超

え
な

い
世

帯
 

平
等

割
７

０％
減

額
 

均
等

割
５

０％
減

額
 

前
年

度
総

所
得

が
、

｛基
礎

控
除

額
（３

３万
円

）
＋

（２
４万

５
千

円
 

世
帯

主
を

除
く被

保
険

者
数

）｝
を

超
え

な
い

世
帯

 
平

等
割

５
０％

減
額

 

均
等

割
２

０％
減

額
 

保 険 料( 税) の 軽 減 

前
年

度
総

所
得

が
、

｛基
礎

控
除

額
（３

３万
円

）
＋

（３
５万

円
 

世
帯

の
被

保
険

者
数

）｝
を

超
え

な
い

世
帯

 
平

等
割

２
０％

減
額

 

同
左

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

同
左

 
同

左
 

 ３
 

任
意

給
付

（出
産

育
児

一
時

金
、

葬
祭

費
） 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
（平

成
１

４年
度

給
付

状
況

） 

区
  

  
  

分
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

件
  

  
 数

 
１

１
９ 

２
７ 

２
４ 

１
 

４
 

８
 

１
２ 

１
件

当
た

り
支

給
額

 
３

０
０千

円
 

３
０

０千
円

 
３

０
０

千
円

 
３

０
０千

円
 

３
０

０千
円

 
３

０
０

千
円

 
３

０
０千

円
 

出
産

育
児

一
時

金
 

給
  

付
  

額
 

３
５,

７
０

０千
円

 
８

,１
０

０千
円

 
７

,２
０

０千
円

 
３

０
０千

円
 

１
,２

０
０千

円
 

２
,４

０
０

千
円

 
３

,６
０

０千
円

 

件
 

  
  

数
 

４
６

９ 
１

８
８ 

１
０

９
 

３
２ 

３
７ 

４
０ 

１
３

０ 

１
件

当
た

り
支

給
額

 
２

０千
円

 
３

０千
円

 
３

０
千

円
 

２
５

千
円

（３
０千

円
） 

２
０千

円
 

１
５千

円
 

３
０千

円
 

葬
 

  
祭

  
 

費
 

給
  

付
  

額
 

９
,３

８
０千

円
 

５
,６

４
０千

円
 

３
,２

７
０千

円
 

８
０

０千
円

 
７

４
０千

円
 

６
０

０
千

円
 

３
,９

０
０千

円
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

※
（ 

）は
Ｈ

１
５年

度
 

 ４
 

国
民

健
康

保
険

運
営

協
議

会
 

区
  

  
  

 
分

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 
多

伎
町

 
湖

陵
町

 
大

社
町

 

委
 

員
 

定
 

数
 

１
５人

 
９

人
 

９
人

 
９

人
 

９
人

 
９

人
 

１
５人

 

被
保

険
者

を
代

表
す

る
委

員
 

４
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

５
人

 

国
民

健
康

保
険

医
又

は
薬

剤
師

を
代

表
す

る
委

員
 

４
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

５
人

 

公
益

を
代

表
す

る
委

員
 

４
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

３
人

 
３

人
 

５
人

 

委 員 構 成 

被
用

者
保

険
等

保
険

者
を

代
表

す
る

委
員

 
３

人
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

―
 

  

所
 

得
 

割
 

36
.9

5%
 

45
% 

40
% 

40
% 

40
% 

40
% 

38
.8

2%
 

応
 能

 割
 

資
 

産
 

割
 

49
.7

4%
 

12
.7

9%
 

50
% 

5%
 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

49
.3

6%
 

10
.5

4%
 

均
 

等
 

割
 

35
.2

3%
 

35
% 

35
% 

35
% 

35
% 

35
% 

35
.2

2%
 

医 療 分 

応
 益

 割
 

平
 

等
 

割
 

50
.2

6%
 

15
.0

3%
 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
.6

4%
 

15
.4

2%
 

所
 

得
 

割
 

37
.8

5%
 

45
% 

40
% 

40
% 

40
% 

40
% 

38
.3

6%
 

応
 能

 割
 

資
 

産
 

割
 

49
.2

8%
 

11
.4

3%
 

50
% 

5%
 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

50
% 

10
% 

51
.1

7%
 

12
.8

1%
 

均
 

等
 

割
 

35
.5

5%
 

35
% 

35
% 

35
% 

35
% 

35
% 

30
.2

5%
 

賦
課

割
合

 

介 護 分 

応
 益

 割
 

平
 

等
 

割
 

50
.7

2%
 

15
.1

7%
 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

50
% 

15
% 

48
.8

3%
 

18
.5

8%
 

 （６
）賦

課
割

合
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
、

応
能

と
応

益
の

割
合

を
可

能
な

限
り

５
０

対
５

０
に

近
づ

け
る

よ
う

平
準

化
す

る
。

 
 （７

）保
険

料
の

軽
減

に
つ

い
て

は
、

賦
課

割
合

に
対

し
て

軽
減

割
合

が
決

ま
る

こ
と

か
ら

、
賦

課
割

合
と

と
も

に
現

行
の

ま
ま

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 
         ３

 
任

意
給

付
（出

産
育

児
一

時
金

、
葬

祭
費

） 

出
産

育
児

一
時

金
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

葬
祭

費
は

、
平

田
市

、
斐

川
町

、
佐

田
町

及
び

大

社
町

の
例

に
よ

り
合

併
時

に
統

一
す

る
。

 
     ４

 
国

民
健

康
保

険
運

営
協

議
会

 
合

併
時

に
統

一
す

る
。

 
委

員
構

成
に

つ
い

て
は

、
出

雲
市

の
例

に
よ

り
統

一
す

る
。

 
委

員
定

数
、

選
任

方
法

等
は

合
併

ま
で

に
調

整
す

る
。

 

 

第8回協議会資料-40-



 資 料 １ （国 保 賦 課 形 態 ） 

国 民 健 康 保 険 の 税 と 料  

 
１ 二 方 式 （「税 」と「料 」）存 在 の 経 緯  

昭和１３年   国保制度創設 
※当初は任意の国保組合、非営利社団法人による医療保険方式 

  ↓ 
昭和２３年   国保法全面改正（新国保法誕生） 

※市町村公営、強制加入制度に改正 
  ↓ 
昭和２６年   地方税法の改正、「国民健康保険税」創設 

※税の義務観念による徴収成績の向上が期待 
↓ 

現  在    「税」方式採用市町村 → ９０．３２％（平成１３年度末現在） 
 
合併協議会の構成市町においては、「税」方式が４市町（出雲市・佐田町・多伎町・大社町）

であり、「料」方式が３市町（平田市・斐川町・湖陵町）。 
 
 

２ 「税 」と「料 」の 比 較  
（１）「税」と「料」の相違点（主なものの抜粋：詳細別資料 1） 

 税 料 

根 拠 法 地方税法 国民健康保険法 

賦 課 権 の 期 間 制 限 ３年 ２年 

徴 収 権 等 消 滅 時 効 ５年 ２年 

徴 収 権 の 優 先 順 位 国税と同順位 国税及び地方税に次ぐ 

徴 収 実 績 （徴 収 率 ） ※徴収率の比較は、別資料２のとおり 

 
 （２）いずれかの方式を採用した場合の課題・問題点等 

 課題・問題点等 

税方式採用 
（料→税） 

ア 住民の理解が必要 
    →強制的徴収観念による抵抗大。税の必然性の明確化 
イ 「賦課徴収」と「給付」の二元管理 
    →意思決定の二分化。保険者機能の分断化 

料方式採用 
（税→料） 

ア 徴収率低下等への懸念。 
    →徴収実績等では大差なし。問題なしか。 
イ 組織体制の懸念 
    →意思決定の一本化、保険者機能の強化推進が可能 
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 資 料 ２ （国 保 賦 課 形 態 ） 

保 険 税 と 保 険 料 の 相 違 点  

区 分 保険税 保険料 

根 拠 法 地方税法 国民健康保険法 

課 税 団 体 

（ 保 険 者 ） 

市町村、特別区 

（地法第７０３条の４①） 

市町村、特別区、国民健康保険組合 

（国保法第３条） 

標 準 課 税 （賦 課 ）総 額 
地方税法に規定 

（地法第７０３条の４②） 

国保法施行令に規定 

（国保令第２９条の５①） 

課 税 限 度 額 
５３万円以内 

（地法第７０３条の４⑰） 

５３万円以内 

（国保令第２９条の５①②） 

税 （ 料 ） 率 

条例で規定（税準則第３条～第５条の２） 

税率の決定、変更の場合も都道府県知事へ

の協議は不要。 

市町村長が告示（料準則第１８条③） 

税率の決定、変更の場合は都道府県知事へ

の協議が必要（国保法第１２条） 

低所得者に対 す る軽 減 
地方税法及び地方税法施行令に算定根拠を

示す（地法第７０３条の５、地令第５６条の８９） 

国保法施行令に規定 

（国保令第２９条の５③） 

徴 収 の 方 法 地方税法の規定による（地法第７０６条） 地方自治法の規定による（地治法第２３１条） 

徴 収 の 特 例 

（仮 徴 収 制 度 等 ） 

地方税法の規定により条例で定める（地法第

７０６条の２、７０６条の３、税準則第９条の２、

第９条の３） 

国民健康保険法の規定により条例で定める

（国保法第８１条） 

徴 収 手 続 

地方税法の規定による（地法第７０６条） 地方自治法、地方自治法施行令及び条例の

規定による（自治法２３１条、自治令第１５４

条、料準則第２３条） 

課 税 （賦 課 ）権 の 

期 間 制 限 
３年（地法第１７条の５） ２年（国保第１１０条） 

徴 収 権 及 び 還 付 請 求 

権 の 消 滅 時 効 
５年（地法第１８条、第１８条の３） 同上 

徴 収 権 の 優 先 順 位 
国税及び他の地方税と同順位であり、他の全

ての債権又は公課に優先する（地法第１４条） 

先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐ

（自治法第２３１条の３③） 

不 服 申 立 て 
課税団体に対する異議申立て（地法第１９条） 国保審査会に対する審査請求（国保法第９１

条） 

要 約 

○  保 険 料 の賦 課 権 及 び 還 付 請 求 権 は 、２年 を経

過 したとき時 効 により消 滅 するが 、保 険 税 の課 税

権 の期 間 制 限 は 、原 則 として法 定 納 期 限 の翌 日

か ら起 算 して３年 、還 付 請 求 権 は そ の 請 求 を す る

ことができる日から５年 を経 過 したときに時 効により

消 滅す る 

○ 保 険 料の 滞 納 処 分は 、地 方 自 治 法の 規 定に よ

る の で、徴 収 金の 先 取 特 権の 順 位 は国 税 及 び 地

方 税に 次 ぐものとされているが 、保 険 税 に あ っ て

は、国 税 及 び 他 の地 方 税 と同 順 位 であり、他 の全

ての債 権 又は 公 課に優 先 することとなる 

○  保 険 税では、所 得 割 額の算 定 方 法として３方 式

が定 められているが 、保 険 料で は 、５方 式 （３方 式

の他 に市 町 村 民 税 方 式 、住 民 税 方 式）認 め ら れ て

い る。 

 

○  保 険 税 の 徴 収 は 、 徴 税 吏 員 に 限 ら れ て い る が 、

保 険 料 の 徴 収 は 、 会 計 職 員 が 行 う の で 、 吏 員 以 外

の 者 （雇 用 、 嘱 託 等 ）で も 徴 収 事 務 を 行 う こ と が で

き る 。  
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資 料 ３ （国 保 賦 課 形 態 ） 

２市 ５町 徴 収 率 比 較  

平成１３年度決算ベース 

（単位：％） 

税方式採用 料方式採用 
年度 

出雲市 多伎町 佐田町 大社町 １市３町 平田市 斐川町 湖陵町 １市２町 
２市５町 

１３ 95.51 99.85 99.64 98.02 96.24 96.97 98.31 97.12 97.62 96.70 

１２ 45.60 4.123 65.41 29.58 22.82 41.75 26.02 

１１ 12.43 25.13 39.22 6.77 25.82 13.31 31.21 

１０ 11.77 ― ― 1.58 5.30 8.43 69.26 

９ 8.53 ― ― 1.76 23.34 6.94 10.67 

８ 5.16 10.01 ― 12.41 

滞繰分 

― 13.97 ― 

滞繰分 

 

 

市 町 村 合 併 に 伴 う賦 課 方 式 の 調 整 状 況 （平 成 １１年 以 降 ） 

 

      合併調整後              合併前の状況 

合併期日 

 

《参考》 「税」「料」各方式採用保険者数の推移 

 

区 分 平成９年度  増減  平成１３年度 

税方式の採用 2,942団体 ９０．４７％  △１３  2,929 団体 ９０．３２％ 

料方式の採用 310 団体 ９．５３％  ＋４  314 団体 ９．６８％ 

合 計 3,252団体   △９  3,243 団体  

13.01.01 新 潟 市 新 潟 市 黒 崎 町   

13.01.21 西 東 京 市 田 無 市 保 谷 市   税方式 

15.04.01 呉 市  呉 市 下 浦 刈 町  料方式 

15.04.01 新 居 浜 市 新 居 浜 市 別 子 村  

16.04.01 静 岡 市 

 

静 岡 市 清 水 市  

 

 

11.04.01 篠 山 市 篠 山 町 西 紀 町  丹 南 町 今 田 町  

13.04.01 潮 来 市 潮 来 市 牛 堀 町   

13.05.01 さいたま市  大 宮 市 浦 和 市  与 野 市  

13.11.15 大 船 渡 市 大 船 渡 市 三 陸 町   

14.04.01 さぬき市 津 田 町 大 川 町  志 度 町 寒 川 町 長 尾 町  

14.04.01 久 米 島 市 仲 里 村 具 志 川 村 

14.11.01 つくば 市 つくば 市  茎 崎 町  

 

15.02.03 福 山 市 福 山 市 内 海 町  新 市 町  

15.03.01 南 部 町 南 部 町 富 沢 町   

15.03.01 廿 日 市 市 廿 日 市 市 佐 伯 市  吉 和 村 

15.04.01 加 美 町 中 新 田 町 小 野 田 町 宮 崎 町 

 

15.04.01 神 流 町 万 場 町 中 里 町   

15.04.01 南 アルプス市  八 田 町 白 根 町  芦 安 村 若 草 町 櫛 形 町 甲 西 町 

15.04.01 山 県 市 高 富 町 伊 自 良 村 美 山 町 

15.04.01 大 崎 上 島 町  大 崎 町 東 野 町  木 江 町 

15.04.01 東 か が わ市  引 田 町 白 鳥 町  大 内 町 

 

15.04.01 宗 像 市 宗 像 市 玄 海 町   

15.04.01 あさぎり町  

 

上 村 町 免 田 町  岡 原 村 須 恵 村 深 田 村  
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資 料 ４ （国 保 賦 課 形 態 ） 
 

「税」 と 「料」 の比較        徴収率等大差なし 
 

国保のあり方           本則は「保険料」 
 

「料」方式への移行         全国的な流れ 
 
  ※ H 1 1 .７月                           ※ H 1 1 年 以 降 の 市 町 村 合 併 で は 、枠 内 に  

「国 民 健 康 保 険 税 の 保 険 料 移 行 に                「税 」「料 」双 方 の 方 式 が 混 在 す る場 合 の  
関 す る検 討 会 」報 告                         全 て が 「料 」方 式 に 移 行 ＜ 別 資 料 ２参 照 ＞  

  

新新市市ににおおけけるる国国保保ののあありり方方   

 
・医療保険である国保の本来の姿 
・意思決定の一本化による統一的事業運営 

                            ↓ 
                       保険者機能の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※組織体制の概念図 

給  付 
                                                統 一 的 事 業 運 営  

賦  課            徴  収 
給付と賦課の連携 
賦課と徴収の連携 
徴収と給付の連携 

治療・給付 
賦課・納付 
滞納・督促 

 
 

住     民 

 

介護保険 
も含める。 
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国 民 健 康 保 険 料 率 について 

健康・医療分科会 
１．基 本 理 念  

 
 国民健康保険制度は、我が国の国民皆保険を支える地域保険として「相互扶助・助

け合い」の理念に基づき被保険者から負担を求め、現実に事故が発生した場合に 
それを原資として医療給付を行なう社会保障制度である。 
 国保財政の主たる財源である“保険料”は、その基本理念に照らせば、当然に一 
人ひとりが能力に応じて等しく負担すべきものである。 
 
２．調 整 案 の 比 較 検 証  

 
 本分科会（国保WG）では、合併後の新市国民健康保険のあるべき姿、すなわち 
「将来にわたって健全で安定した保険運営」を基底に、保険料率について議論を重ね、

協議の過程で次の４つの案を導き出した。 

 
１ ）  第一義的に、国保制度の理念から言えば、新市で必要となる額全てについて、

新市被保険者に同じ料率で負担を求めるべきであり、これが本来の姿である。 
＜ 基 本 案＞  

しかしながら、現実的には、平成１４年度決算ベースで比較して各市町間の１人当

たり保険料には格差があり、新市として均一賦課での試算を行なった場合、保険料の

上がる市町、下がる市町と地域事情によってまちまちであった。 

 
 このため、国保WG では、 
２ ）  平等な負担を原則としつつも、激変緩和措置を講じ保険料率を低く抑え、それ

によって生ずる財源不足を基金で賄う案も想定した。     ＜ 財 政 調 整 案＞  

 
また、合併の段階においては、特例として不均一賦課を採ることが認められ、先進

事例にはこの特例を採用している例が見受けられる。保険料の場合、平成１４年８月

２日改正の国民健康保険法附則第１１項の規程により、激変緩和のため不均一賦課を

採ることが認められている。 
国保 WG では、不均一賦課の検討案として、新市保険料率で試算し、保険料が上が

る市町について、 
３ ）  旧市町の率を、そのまま据え置く案              ＜ 据 置 案＞  

 
４ ）  これらを包括し、低く設定した均一の率で賦課する案を考えた。＜ ２ 分 割 案 ＞  
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 国保 WG としては、調整案として導いたこれら 4 案について、新市国民健康保険の

あるべき理想像を基本に、地域の特性も考慮に入れ、あらゆる視点から１０数回に及

ぶ議論を重ねたが、結果として一定の結論を導くことができなかった。 
 
 
３．国 民 健 康 保 険 料 賦 課 ４方 式 の 比 較 検 証 結 果  ・・・ 別 添 資 料  

 

 ※ 注 意 事 項  

① 比較検証資料の基礎となった数値は、平成１４年度決算数値等から求めたもので

あり、合併時における数値とは異なる。 
② 料率の設定にあたっては、各市町が保有する所得、資産等個々のデータを集約し、

限度額超過額、軽減額等を見込んで試算しなければ正確な数値が求められないが、

システムが統合されていない現段階においては、これを行なうのは不可能なため、

今回は、H１４決算等から算定された新市必要額を H１４賦課期日時点の総所得、

資産額等で単純に割って求めた。 
③ 以上のことから、比較検証資料の調定額等は、実際の数値として考えることはで

きないが、新市国保の方向性（傾向）を示すものと位置づけ、これを基に比較検証

を行なった。 

 
４．まとめ  

 
 いずれの調整案を採用するにせよ、基本的には新市国民健康保険が、新しい保険者

として「将来にわたり、健全で安定的に運営できる」ことが大前提であり、ひいては

被保険者にとっても最善の姿であると考える。 
 先に掲げたように、いずれの調整案においても、それぞれ一長一短が見受けられ、

また地域実情もあって本分科会（国保 WG）において調整方針を特定することができ

なかった。 
 しかしながら、この調整にあたっては① 合 併の 意 義 や 社 会 保 障の 基 本 理 念 、 ② 住 民

意 識、 ③ 限 り あ る 財 源や コ ス ト の 面 等を含めて総合的に比較衡量し、判断することが

合併後の新市国民健康保険の安定運営の確保につながるものと考える。 
 なお、この段階では、賦課方式の調整の論議を行なったが、社会保障の理念に立っ

て言えば、衡平な負担の相対として給付の公平性も確保されなければならない。 
 給付に関しては、国保の枠にとどまらず、「福祉」「保健」「医療」と連携した広い視

点にたち、現状分析を行ないながら一体的な施策を講ずる必要があると考える。 
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※ 1 4 年 度 　 料 （ 税 ） 率 適 用 【単位：％】

保 　 険 　 者 所 　 得 　 割

出　雲　市 5 .5 0 %

平　田　市 5 .3 0 %

斐　川　町 4 .5 9 %

佐　田　町 5 .5 1 %

多　伎　町 5 .3 9 %

湖　陵　町 6 .6 9 %

大　社　町 5 .2 0 %

【単位：％】

保 　 険 　 者 資 　 産 　 割

出　雲　市 2 2 .70%

平　田　市 1 1 .80%

斐　川　町 2 1 .08%

佐　田　町 3 3 .54%

多　伎　町 3 4 .53%

湖　陵　町 4 6 .73%

大　社　町 2 9 .80%

【単位：円】

保 　 険 　 者 均 　 等 　 割

出　雲　市 3 0 ,600

平　田　市 2 3 ,800

斐　川　町 2 8 ,800

佐　田　町 2 2 ,300

多　伎　町 2 4 ,570

湖　陵　町 2 7 ,873

大　社　町 2 8 ,800

【単位：円】

保 　 険 　 者 平 　 等 　 割

出　雲　市 2 5 ,500

平　田　市 2 1 ,700

斐　川　町 2 6 ,076

佐　田　町 1 9 ,100

多　伎　町 2 0 ,320

湖　陵　町 2 4 ,556

大　社　町 2 4 ,000

資料Ａ－１

２市１郡　国民健康保険料（税）率　比較グラフ　（一般医療分）

5 .5 0 %
5 .3 0 %

4 .5 9 %

5 .5 1 % 5 .3 9 %

6 .6 9 %

5 .2 0 %

3 .0 %

3 .5 %

4 .0 %

4 .5 %

5 .0 %

5 .5 %

6 .0 %

6 .5 %

7 .0 %

出　雲　市 平　田　市 斐　川　町 佐　田　町 多　伎　町 湖　陵　町 大　社　町

所 　 得 　 割

2 2 .7 0 %

1 1 .8 %

2 1 .0 8 %

3 3 .5 4 %
3 4 .5 3 %

4 6 .7 3 %

2 9 .8 0 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

3 5 %

4 0 %

4 5 %

5 0 %

出　雲　市 平　田　市 斐　川　町 佐　田　町 多　伎　町 湖　陵　町 大　社　町

資 　 産 　 割

3 0 ,6 0 0

2 3 ,8 0 0

2 8 ,8 0 0

2 2 ,3 0 0
2 4 ,5 7 0

2 7 ,8 7 3 2 8 ,8 0 0

0

5 ,0 0 0

1 0 ,000

1 5 ,000

2 0 ,000

2 5 ,000

3 0 ,000

3 5 ,000

4 0 ,000

出　雲　市 平　田　市 斐　川　町 佐　田　町 多　伎　町 湖　陵　町 大　社　町

均 　 等 　 割

2 5 ,5 0 0

2 1 ,7 0 0

2 6 ,0 7 6

1 9 ,1 0 0 2 0 ,3 2 0

2 4 ,5 5 6 2 4 ,0 0 0

0

5 ,0 0 0

1 0 ,000

1 5 ,000

2 0 ,000

2 5 ,000

3 0 ,000

3 5 ,000

4 0 ,000

出　雲　市 平　田　市 斐　川　町 佐　田　町 多　伎　町 湖　陵　町 大　社　町

平 　 等 　 割
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【単位：円】

保 　 険 　 者 1 4 年 度 実 績 基 本 案

出　雲　市 7 9 , 2 2 3 8 1 , 6 3 0

平　田　市 6 5 , 8 2 3 7 1 , 9 4 7

斐　川　町 7 3 , 1 4 7 7 8 , 6 5 4

佐　田　町 5 5 , 4 4 2 6 1 , 3 2 4

多　伎　町 6 0 , 1 7 5 6 3 , 5 0 0

湖　陵　町 7 0 , 4 5 2 6 4 , 9 1 4

大　社　町 7 0 , 7 4 5 6 9 , 8 6 4

7 6 , 6 4 7

所得割 資産割 均等割 平等割
5.51% 33.54% 22,300 19,100

★年間保険料額（低所得者世帯／７割軽減）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ａさん 50,000 30,000 6,690 5,730
Ｂさん 0 0 6,690
Ｃさん 0 0 6,690

計 50,000 30,000 20,070 5,730

★年間保険料額（中間層世帯）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ｄさん 2,500,000 150,000 22,300 19,100
Ｅさん 500,000 0 22,300

計 3,000,000 150,000 44,600 19,100

★年間保険料額（高所得世帯）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ｆさん 5,500,000 300,000 22,300 19,100
Ｇさん 1,000,000 0 22,300

計 6,500,000 300,000 44,600 19,100

所得割 資産割 均等割 平等割
4.209% 19.70% 26,827 22,974

★年間保険料額（低所得者世帯／７割軽減）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ａさん 50,000 30,000 8,048 6,892
Ｂさん 0 0 8,048
Ｃさん 0 0 8,048

計 50,000 30,000 24,144 6,892

★年間保険料額（中間層世帯）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ｄさん 2,500,000 150,000 26,827 22,974
Ｅさん 500,000 0 26,827

計 3,000,000 150,000 53,654 22,974

★年間保険料額（高所得世帯）
課税所得 固定資産税 所得割額 資産割額 均等割額 平等割額 保険料/世帯

Ｆさん 5,500,000 300,000 26,827 22,974
Ｇさん 1,000,000 0 26,827

計 6,500,000 300,000 53,654 22,974

165,300 50,310 279,300

        資料Ｂ

世帯別モデル試算表（年間保険料額／佐田町）

2,755 10,062 38,600

１ ４ 年 度 （ 実 績 ）

39,000

358,150 100,620

均 一 賦 課 （ 基 本 案 ）

2,105 5,910

新市全体

２市１郡　一人当り年間保険料（税）　比較グラフ　（一般医療分）

資料Ａ－２

409,300

126,270

522,400

59,100273,585

29,550 232,400
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出　雲　市 平　田　市 斐　川　町 佐　田　町 多　伎　町 湖　陵　町 大　社　町

１４年度

基本案

全 体 7 6 , 6 4 7円
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４
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４
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緩
和

で
き

る
。

 

●
原

則
と

し
て

、
補

填
財

源
は

基
金

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

率
の

設
定

、
財

政
調

整
期

間
の

両
面

に
お

い
て

制
約

さ
れ

る
。

 
（

※
率

の
設

定
如

何
で

は
、
基

金
に

不
足

を
生

じ
る

危
険

が
あ

る
。
）

 

      据
置

案
 

            （
ﾊﾟ

ﾀｰ
ﾝ
３

）
 

新
市

保
険

料
を

基
準

に
 

①
旧

市
町

保
険

料
よ

り
負

担
が

下
が

る
場

合
は

新
市

保
険

料
率

で
均

一
負

担
 

②
旧

市
町

保
険

料
よ

り
負

担
増

と
な

る
場

合
は

旧
市

町
の

個
々

の
保

険
料

率
で

据
え

置
き

 

あ
り

 
あ

り
 

要
 

①
地

域
の

実
情

に
沿

っ
て

い
る

た
め

、
負

担

増
感

は
な

し
。

 
 ②

同
一

市
内

で
負

担

が
異

な
る

不
公

平
感

 
 ③

住
所

異
動

時
に

率

が
変

動
す

る
不

信
感

 
 ④

料
率

統
一

時
点

で

の
負

担
激

増
感

 

○
異

動
に

伴
う

料
率

変
動

 
 

①
電

算
シ

ス
テ

ム
の

煩
雑

化
 

②
料

率
計

算
等

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

再
構

築
 

③
「

資
格

・
賦

課
」

の

両
面

管
理

 
④

維
持

管
理

経
費

の

増
 

⑤
特

殊
処

理
に

対
応

す
る

関
係

機
関

経
費

の
増

 
⑥

料
率

統
一

時
に

お

け
る

電
算

シ
ス

テ
ム

の
調

整
 

○
新

市
料

率
に

よ
り

保
険

料
が

減
少

す
る

旧
市

町
で

は
負

担
が

減
少

し
、
増

額
と

な
る

旧
市

町
住

民
は

当
面

は
合

併
前

の
地

域
に

準
じ

た
負

担
と

な
り

激
変

緩
和

が
図

れ
る

。
 

●
同

一
市

内
で

、
旧

市
町

ご
と

に
料

率
が

異
な

る
た

め
住

民
の

不
公

平
感

を
招

く
。

 
●

旧
市

町
間

で
の

異
動

の
都

度
、
料

率
が

変
動

す
る

。
 

●
旧

市
町

間
の

電
算

シ
ス

テ
ム

の
整

合

性
を

図
る

必
要

が
あ

り
、
異

動
等

に
伴

う

料
率

計
算

等
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
再

構
築

も

必
要

と
な

る
ほ

か
、
相

当
額

の
維

持
管

理

経
費

を
要

す
る

。
 

●
「

資
格

得
喪

・
賦

課
」
に

関
し

新
市

全

体
・

旧
市

町
単

位
の

両
面

管
理

が
必

要
。

 
●

電
算

シ
ス

テ
ム

上
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

煩
雑

で
あ

り
、
管

理
面

で
の

リ
ス

ク
が

大

き
い

。
 

●
国

保
連

、
支

払
基

金
等

関
係

機
関

の
対

応
が

前
提

と
な

り
、
応

分
の

経
費

が
予

想

さ
れ

る
。

 
●

財
源

足
り

う
る

基
金

の
保

有
が

前
提

で
あ

り
、
保

有
状

況
に

よ
り

調
整

期
間

に

制
約

が
あ

る
。

 
●

料
率

統
一

時
点

に
、
よ

り
大

幅
な

負
担

 
増

が
予

想
さ

れ
る

。
 

不
均

一
賦

課
 

  ２
分

割
案

 
   （

ﾊﾟ
ﾀｰ

ﾝ
４

）
 

新
市

保
険

料
を

基
準

に
、

旧
市

町
保

険
料

よ
り

負
担

増
と

な
る

場
合

、
負

担
減

と
な

る
場

合
に

大
別

し
た

２
本

立
て

の
料

率
を

設
定

 
（

※
負

担
減

の
場

合
、

新

市
料

率
を

適
用

。
）

 

あ
り

 
あ

り
 

要
 

◎
あ

る
程

度
地

域
の

実
情

に
沿

っ
た

負
担

感
と

な
る

が
、

同
時

に

地
域

に
応

じ
た

不
公

平
感

も
生

じ
る

。
 

◎
据

置
案

②
③

④
に

同
じ

 

○
程

度
の

差
は

あ
る

が
、

据
置

案
に

同
じ

 
○

新
市

料
率

に
よ

り
負

担
増

と
な

る
旧

市
町

住

民
の

負
担

感
を

緩
和

で
き

る
。

 
●

程
度

の
差

は
あ

る
が

、
基

本
的

に
据

置

案
に

準
ず

る
。

 
●

低
い

料
率

設
定

と
な

る
旧

市
町

間
に

お
い

て
も

負
担

の
不

公
平

感
が

残
る

。
 

●
財

政
調

整
案

と
同

様
、
補

填
財

源
で

あ

る
基

金
の

問
題

か
ら

、
率

・
調

整
期

間
 

等
に

制
約

が
あ

る
。
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（
単

位
：円

）

H
１

７
年

度
H

１
８

年
度

H
１

９
年

度
H
２

０
年

度
H

２
１

年
度

歳
入

合
計

5,
64

6,
28

7,
23

2
5,

71
5,

83
5,

82
6

5,
78

7,
47

0,
87

8
5,

86
1,

25
4,

98
1

5,
93

7,
25

2,
60

8

歳
出

合
計

9,
16

5,
14

2,
76

4
9,

30
4,

23
9,

95
2

9,
44

7,
51

0,
05

6
9,

59
5,

07
8,

26
3

9,
74

7,
07

3,
51

6

必
要

額
3,

51
8,

85
5,

53
2

3,
58

8,
40

4,
12

6
3,

66
0,

03
9,

17
8

3,
73

3,
82

3,
28

2
3,

80
9,

82
0,

90
8

調
定

額
3,

45
0,

53
6,

30
7

3,
45

0,
53

6,
30

7
3,

45
0,

53
6,

30
7

3,
45

0,
53

6,
30

7
3,

45
0,

53
6,

30
7

不
足

額
68

,3
19

,2
25

13
7,

86
7,

81
9

20
9,

50
2,

87
1

28
3,

28
6,

97
5

35
9,

28
4,

60
1

財
調

不
足

額
３

年
間

41
5,

68
9,

91
5

５
年

間
1,

05
8,

26
1,

49
1

　
　

＜
試

算
根

拠
＞

１
．
歳

出
○

　
医

療
費

の
伸

び
を

設
定

　
　

出
雲

市
の

伸
び

率
　

３
．
５

％
　
（
出

雲
市

が
全

体
の

約
１

/２
）

 ※
　

各
市

町
ば

ら
つ

き
は

あ
る

が
、

人
口

規
模

で
見

た
場

合
他

市
町

分
は

踏
襲

さ
れ

る
と

考
え

３
％

で
設

定
。

２
．
歳

入
○

　
医

療
費

の
増

加
分

の
５

０
％

相
当

が
歳

入
増

。
（療

養
給

付
費

負
担

金
４

０
％

、
普

調
１

０
％

）

３
．

保
険

料
（調

定
額

）
○

　
１

５
年

度
の

調
定

額
（佐

田
町

の
み

１
４

年
度

調
定

実
績

）～
景

気
低

迷
の

社
会

情
勢

か
ら

横
ば

い
と

設
定

　
　

※
　
据

置
案

に
お

い
て

は
、

幾
分

不
足

額
は

増
え

る
見

込
。

財
調

不
足

額
給

付
費

等
の

５
％

相
当

基
金

必
要

額
被

保
険

者
１

人
当

１
）　

財
調

３
年

間
の

場
合

41
5,

68
9,

91
5

43
7,

73
1,

41
7

85
3,

42
1,

33
2

17
,7

39

２
）　

財
調

５
年

間
の

場
合

1,
05

8,
26

1,
49

1
44

4,
89

4,
92

2
1,

50
3,

15
6,

41
3

31
,2

44

国
民

健
康

保
険

（
一

般
医

療
分

）
基

金
不

足
額
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国
民

健
康

保
険

基
金

調
整

試
算

※
　
財
源
不
足
額
を
一
般
被
保
険
者
あ
た
り
で
換
算
し
た
場
合
、
各
市
町
基
金
持
出
し
額
を
試
算

２
０
０
３
・
６
・
１
１
現
在

持
出
し
額
(円

)
残
額
（
円
）

持
出
し
額
（
円
）

残
額
（
円
）

出
雲
市

32
5,
28
5,
17
1

23
,4
35

13
,8
80

41
5,
70
3,
87
0

-9
0,
41
8,
69
9

73
2,
19
1,
61
0

-4
06
,9
06
,4
39

平
田
市

17
6,
32
3,
16
0

8,
19
6

21
,5
13

14
5,
38
5,
48
8

30
,9
37
,6
72

25
6,
07
1,
79
1

-7
9,
74
8,
63
1

斐
川
町

28
1,
95
9,
13
0

7,
02
9

40
,1
13

12
4,
68
4,
55
3

15
7,
27
4,
57
7

21
9,
61
0,
61
8

62
,3
48
,5
12

佐
田
町

18
0,
96
8,
00
0

1,
26
1

14
3,
51
1

22
,3
68
,3
63

15
8,
59
9,
63
7

39
,3
98
,0
64

14
1,
56
9,
93
6

多
伎
町

10
1,
62
9,
10
8

1,
32
1

76
,9
33

23
,4
32
,6
78

78
,1
96
,4
30

41
,2
72
,6
74

60
,3
56
,4
34

湖
陵
町

95
,5
49
,5
86

1,
83
5

52
,0
70

32
,5
50
,3
14

62
,9
99
,2
72

57
,3
31
,8
37

38
,2
17
,7
49

大
社
町

10
8,
18
0,
00
0

5,
03
4

21
,4
89

89
,2
96
,0
65

18
,8
83
,9
35

15
7,
27
9,
81
9

-4
9,
09
9,
81
9

合
　
計

1,
26
9,
89
4,
15
5

48
,1
11

85
3,
42
1,
33
1

41
6,
47
2,
82
4

1,
50
3,
15
6,
41
3

-2
33
,2
62
,2
58

持
出
し
額
(円

)
残
額
（
円
）

持
出
し
額
（
円
）

残
額
（
円
）

48
7,
10
2,
74
1

-1
61
,8
17
,5
70

32
5,
28
5,
17
1

0

17
0,
35
6,
05
2

5,
96
7,
10
8

11
3,
76
0,
48
0

62
,5
62
,6
80

14
6,
09
9,
64
5

13
5,
85
9,
48
5

97
,5
62
,5
20

18
4,
39
6,
61
0

26
,2
10
,2
22

15
4,
75
7,
77
8

17
,5
02
,6
80

16
3,
46
5,
32
0

27
,4
57
,3
38

74
,1
71
,7
70

18
,3
35
,4
80

83
,2
93
,6
28

38
,1
40
,9
66

57
,4
08
,6
20

25
,4
69
,8
00

70
,0
79
,7
86

10
4,
63
3,
03
6

3,
54
6,
96
4

69
,8
71
,9
20

38
,3
08
,0
80

1,
00
0,
00
0,
00
0

26
9,
89
4,
15
5

66
7,
78
8,
05
1

60
2,
10
6,
10
4

85
3,
42
1千

円
持
寄
る
場
合

1,
50
3,
15
6千

円
持
寄
る
場
合

１
０
億
円
持
寄
る
場
合

出
雲
市
が
０
円
と
な
る
場
合

市
町
名

基
金
保
有
額

（
円
）

Ｈ
１
４
一
般

被
保
険
者
数

（
人
）

一
人
あ
た

り
保
有
額

（
円
）
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
1

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（保

育
関

係
 そ

の
１

） 
協

議
細

目
 

保
育

所
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

出
雲

市
立

中
央

保
育

所
 

 
９

０
名

 

   〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
２

１
箇

所
（定

員
１

,７
５

０
名

） 

  【開
所

時
間

】 

 
平

日
 

７
：４

５
～

１
８

：０
０
 

 
土

曜
 

７
：４

５
～

１
２

：３
０
 

   

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

 
平

田
市

立
第

１
保

育
所

 
１

２
５
名

 

 
平

田
市

立
第

２
保

育
所

 
１

６
０
名

 

  〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
３

箇
所

（定
員

１
６

５
名

） 

  【開
所

時
間

】 

 
平

日
 

７
：
３

０
～

１
８

：３
０
 

 
土

曜
 

７
：
３

０
～

１
８

：０
０
 

   

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

 
東

部
保

育
所

  
  

  
  ９

０
名

 

 
直

江
保

育
所

  
  

 １
２

０
名

 

 
伊

波
野

保
育

所
  

 １
２

０
名

 

 〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
３

箇
所

（定
員

３
０

０
名

） 

  【開
所

時
間

】
 

 
平

日
 

７
：
３

０
～

１
８

：３
０
 

 
土

曜
 

７
：
３

０
～

１
８

：３
０
 

  

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

 
東

保
育

所
  

  
 ５

０
名

 

 
西

保
育

所
  

  
 ６

０
名

 

 
窪

田
保

育
所

  
 ９

０
名

 

 〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
な

 し
 

  【開
所

時
間

】
 

 
平

日
 

７
：
３

０
～

１
８

：３
０
 

 
土

曜
 

７
：
３

０
～

１
２

：３
０
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
2

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（保

育
関

係
 そ

の
１

） 
協

議
細

目
 

保
育

所
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

該
当

な
し

 

 〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
１

箇
所

（
定

員
６

０
名

） 

  【開
所

時
間

】（
民

間
保

育
所

） 

 
平

日
 

８
：３

０
～

１
８

：３
０
 

 
土

曜
 

８
：３

０
～

１
２

：３
０
 

  

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

該
当

な
し

 

 〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
１

箇
所

（定
員

９
０
名

） 

  【開
所

時
間

】（
民

間
保

育
所

） 

 
平

日
 

７
：
１

５
～

１
８

：０
０
 

 
土

曜
 

７
：
１

５
～

１
８

：０
０
 

  

１
 

保
育

所
施

設
 

【公
立

施
設

及
び

定
員

】 

 
大

社
保

育
園

 
 
６

０
名

 

 〈参
考

〉民
間

設
置

認
可

保
育

所
数

 
１

箇
所

（定
員

１
３

５
名

） 

  【開
所

時
間

】
 

 
公

立
 

平
日

 
７

：３
０

～
１

８
：０

０
 

 
 

 
 

 
土

曜
 
７

：３
０

～
１

２
：０

０
 

  

１
 

保
育

所
施

設
 

 
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

 
公

立
保

育
所

の
あ

り
方

に
つ

い
て

、
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
3

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（保

育
関

係
 そ

の
１

） 
協

議
細

目
 

保
育

所
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

２
 

保
育

料
 

【平
成

１
５

年
度

保
育

料
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（単
位

：
円

） 
階

層
 

区
分

 
３
歳

未
満

 
３
歳

以
上

 
１
 

生
活

保
護

 
0 

0 

２
 

市
民

税
非

課
税

 
8,
50

0 
5,
50

0 
３
 

市
民

税
課

税
（均

等
割

） 
16

,2
00

 
11

,2
00

 
４
 

市
民

税
課

税
（所

得
割

） 
18

,0
00

 
13

,0
00

 

５
 

所
得

税
20

,0
00

円
未

満
 

22
,8
00

 
17

,8
00

 
６
 

所
得

税
64

,0
00

円
未

満
 

29
,5
00

 
24

,5
00

 
７
 

所
得

税
12

0,
00

0
円

未
満

 
39

,5
00

 
31

,5
00

 

８
 

所
得

税
16

0,
00

0
円

未
満

 
44

,0
00

 
33

,5
00

 
９
 

所
得

税
40

8,
00

0
円

未
満

 
47

,0
00

 
34

,5
00

 
１
０

 所
得

税
40

8,
00

0
円

以
上

 
49

,5
00

 
36

,5
00

 

 【複
数

入
所

軽
減

】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 
最

も
年

齢
の

高
い

児
童

  
  

  
 全

額
 

 
 

 
２

番
目

に
年

齢
が

高
い

児
童

  
 

半
額

 
 

 
 
そ

れ
以

外
の

児
童

  
  

  
  

  
 １

/１
０

の
額

 
(2

)所
得

税
額

６
４

,０
０

０
円

以
上

の
場

合
 

 
 

 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 全

額
 

 
 

 
２

番
目

に
年

齢
が

低
い

児
童

  
 

半
額

 
 

 
 
そ

れ
以

外
の

児
童

  
  

  
  

  
 １

/１
０

の
額

 
 【母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

２
、

３
階

層
の

世
帯

で
次

の
項

目
に

該
当

す
る

世
帯

 
(1

)母
子

家
庭

及
び

父
子

家
庭

 
(2

)在
宅

障
害

児
（者

）の
い

る
世

帯
 

 
 

①
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
②

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
③

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
対

象
児

、
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
 

(3
)そ

の
他

の
世

帯
 

 
 

生
活

保
護

法
に

定
め

る
要

保
護

者
等

で
市

長
が

認
め

た
世

帯
 

階
層

 
３

歳
未

満
 

３
歳

以
上

 
２

’ 
5
,5

0
0

円
 

4
,0

0
0

円
 

３
’ 

15
,2

00
円

 
10

,2
00

円
 

４
’ 

17
,0

00
円

 
12

,0
00

円
 

 

２
 

保
育

料
 

【
平

成
１

５
年

度
保

育
料

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

階
層

 
区

分
 

３
歳

未
満

 
３
歳

以
上

 
A
 

生
活

保
護

 
0 

0 

B
 

市
民

税
非

課
税

 
0 

6,
00

0 
Ｃ

１
 市

民
税

課
税

（均
等

割
） 

2,
00

0 
13

,0
00

 
Ｃ

２
 市

民
税

課
税

（所
得

割
） 

4,
00

0 
16

,0
00

 

Ｄ
１
 所

得
税

15
,0
00

円
未

満
 

7,
00

0 
20

,0
00

 
Ｄ

２
 所

得
税

40
,0
00

円
未

満
 

10
,0
00

 
23

,0
00

 
Ｄ

３
 所

得
税

90
,0
00

円
未

満
 

15
,0
00

 
28

,0
00

 

Ｄ
４
 所

得
税

14
0,
00

0
円

未
満

 
21

,0
00

 
33

,0
00

 
Ｄ

５
 所

得
税

20
0,
00

0
円

未
満

 
28

,0
00

 
38

,0
00

 
Ｄ

６
 所

得
税

37
0,
00

0
円

未
満

 
35

,0
00

 
38

,0
00

 

Ｄ
７
 所

得
税

37
0,
00

0
円

以
上

 
38

,0
00

 
38

,0
00

 
 【
複

数
入

所
軽

減
】
 

２
人

以
上

入
所

の
場

合
 

 
最

も
年

齢
の

高
い

児
童

  
  

  
 全

  
額

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
高

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 無
  

料
 

 
 

【
母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

B
、
C

1
、
C

2
階

層
の

世
帯

で
次

の
項

目
に

該
当

す
る

世
帯

 
(1

)母
子

家
庭

及
び

父
子

家
庭

 
(2

)在
宅

障
害

児
（者

）の
い

る
世

帯
 

 
 

①
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
②

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
③

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
対

象
児

、
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
 

(3
)そ

の
他

の
世

帯
 

 
 

生
活

保
護

法
に

定
め

る
要

保
護

者
等

で
市

長
が

認
め

た
世

帯
 

階
層

 
３

歳
未

満
 

３
歳

以
上

 
Ｂ

’ 
0

円
 

0
円

 
Ｃ

１
’ 

0
円

 
6
,0

0
0

円
 

Ｃ
２

’ 
3
,0

0
0

円
 

13
,0

00
円

 
 【
そ

の
他

の
軽

減
措

置
】 

３
歳

未
満

児
の

徴
収

金
額

（
月

額
）は

、
少

子
化

社
会

集
中

３
ヵ

年
対

策
（平

成
１

２
～

１
５

年
度

ま
で

）と
し

て
一

律
15

,0
00

円
減

額
（
そ

れ
に

満
た

な
い

場
合

は
そ

の
額

）し
た

額
と

す
る

。
 

２
 

保
育

料
 

【
平

成
１

５
年

度
保

育
料

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

階
層

 
区

分
 

３
歳

未
満

 
３

歳
 

４
歳

以
上

 
１
 

生
活

保
護

 
0 

0 
0 

２
 

市
民

税
非

課
税

 
8,
40

0 
6,
00

0 
6,
00

0 
３
 

市
民

税
課

税
 

14
,7
00

 
11

,5
50

 
11

,5
50

 
４
 

所
得

税
64

,0
00

円
未

満
 

21
,0
00

 
15

,7
50

 
15

,7
50

 

５
 

所
得

税
16

0,
00

0
円

未
満

 
25

,2
00

 
19

,9
50

 
19

,9
50

 
６
 

所
得

税
40

8,
00

0
円

未
満

 
42

,0
00

 
36

,7
50

 
32

,6
00

 
７
 

所
得

税
40

8,
00

0
円

以
上

 
44

,1
00

 
38

,8
20

 
32

,6
00

 

 【
複

数
入

所
軽

減
】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
  

  
  

 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
高

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
(2

)所
得

税
額

６
４

,０
０

０
円

以
上

の
場

合
 

 
 

 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
低

い
児

童
  

 
半

 
 

額
 

 
 

 
そ

れ
以

外
の

児
童

  
  

  
  

  
 
１

/１
０

の
額

 
 【
母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

２
、

３
階

層
の

世
帯

で
次

の
項

目
に

該
当

す
る

世
帯

 
(1

)母
子

家
庭

及
び

父
子

家
庭

 
(2

)在
宅

障
害

児
（者

）の
い

る
世

帯
 

 
 

①
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
②

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
③

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
対

象
児

、
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
 

(3
)そ

の
他

の
世

帯
 

 
 

生
活

保
護

法
に

定
め

る
要

保
護

者
等

で
町

長
が

認
め

た
世

帯
 

階
層

 
３

歳
未

満
 

３
歳

児
 

４
歳

以
上

 
２

’
 

0
円

 
0

円
 

0
円

 

３
’
 

13
,7

00
円

 
10

,5
50

円
 

10
,5

50
円

 
 

２
 

保
育

料
 

【
平

成
１

５
年

度
保

育
料

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

階
層

 
区

分
 

３
歳

未
満

 
３

歳
 

４
歳

以
上

 
A 

生
活

保
護

 
0 

0 
0 

Ｂ
 

市
民

税
非

課
税

 
8,
00

0 
6,
00

0 
6,
00

0 
Ｃ

１
 
市

民
税

課
税

（均
等

割
） 

17
,0
00

 
14

,0
00

 
14

,0
00

 
Ｃ

２
 
市

民
税

課
税

（所
得

割
） 

21
,0
00

 
18

,0
00

 
18

,0
00

 
Ｄ

１
 所

得
税

15
,0
00

円
未

満
 

22
,0
00

 
19

,0
00

 
19

,0
00

 
Ｄ

２
 所

得
税

30
,0
00

円
未

満
 

24
,0
00

 
21

,0
00

 
21

,0
00

 
Ｄ

３
 所

得
税

45
,0
00

円
未

満
 

26
,0
00

 
23

,0
00

 
23

,0
00

 
Ｄ

４
 所

得
税

64
,0
00

円
未

満
 

28
,0
00

 
25

,0
00

 
25

,0
00

 
Ｄ

５
 所

得
税

80
,0
00

円
未

満
 

30
,0
00

 
27

,0
00

 
27

,0
00

 
Ｄ

６
 所

得
税

10
0,
00

0
円

未
満

 
32

,0
00

 
29

,0
00

 
29

,0
00

 
Ｄ

７
 所

得
税

12
0,
00

0
円

未
満

 
35

,0
00

 
32

,0
00

 
29

,5
00

 
Ｄ

８
 所

得
税

14
0,
00

0
円

未
満

 
37

,0
00

 
34

,0
00

 
30

,0
00

 
Ｄ

９
 所

得
税

16
0,
00

0
円

未
満

 
40

,0
00

 
37

,0
00

 
30

,5
00

 
Ｄ

10
 所

得
税

20
0,
00

0
円

未
満

 
41

,0
00

 
37

,5
00

 
31

,0
00

 
Ｄ

11
 所

得
税

25
0,
00

0
円

未
満

 
42

,0
00

 
38

,0
00

 
31

,5
00

 
Ｄ

12
 所

得
税

30
0,
00

0
円

未
満

 
43

,0
00

 
38

,5
00

 
32

,0
00

 
Ｄ

13
 所

得
税

35
0,
00

0
円

未
満

 
44

,0
00

 
39

,0
00

 
32

,5
00

 
Ｄ

14
 所

得
税

40
8,
00

0
円

未
満

 
45

,0
00

 
39

,5
00

 
33

,0
00

 
Ｄ

15
 所

得
税

47
0,
00

0
円

未
満

 
46

,0
00

 
40

,0
00

 
33

,5
00

 
Ｄ

16
 所

得
税

57
0,
00

0
円

未
満

 
47

,0
00

 
40

,5
00

 
34

,0
00

 
Ｄ

17
 所

得
税

67
0,
00

0
円

未
満

 
48

,0
00

 
41

,0
00

 
34

,5
00

 
Ｄ

18
 所

得
税

67
0,
00

0
円

以
上

 
49

,0
00

 
41

,5
00

 
35

,0
00

 
 【
複

数
入

所
軽

減
】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
  

  
  

 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
高

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
(2

)所
得

税
額

６
４

,０
０

０
円

以
上

の
場

合
 

 
 

 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
低

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
 【
母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

B
、

C
1、

C
2

階
層

の
世

帯
で

次
の

項
目

に
該

当
す

る
世

帯
 

(1
)母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
 

(2
)在

宅
障

害
児

（者
）の

い
る

世
帯

 
 

 
①

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

②
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

③
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

の
障

害
基

礎
年

金
等

の
受

給
者

 
(3

)そ
の

他
の

世
帯

 
 

 
生

活
保

護
法

に
定

め
る

要
保

護
者

等
で

町
長

が
認

め
た

世
帯

 
階

層
 

３
歳

未
満

 
３
歳

 
４

歳
以

上
 

B
’ 

7
,0

0
0

円
 

5
,0

0
0

円
 

5
,0

0
0

円
 

C
１

’ 
16

,0
00

円
 

13
,0

00
円

 
13

,0
00

円
 

C
２

’ 
20

,0
00

円
 

17
,0

00
円

 
17

,0
00

円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
4

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（保

育
関

係
 そ

の
１

） 
協

議
細

目
 

保
育

所
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

２
 

保
育

料
 

【平
成

１
５

年
度

保
育

料
】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（単
位

：
円

） 
階

層
 

区
分

 
３

歳
未

満
 

３
歳

 
４

歳
以

上
 

１
 

生
活

保
護

 
0 

0 
0 

２
 

市
民

税
非

課
税

 
8,
00

0 
6,
00

0 
6,
00

0 
３
 

市
民

税
課

税
（均

等
割

） 
17

,0
00

 
14

,0
00

 
14

,0
00

 
４
 

市
民

税
課

税
（所

得
割

） 
19

,5
00

 
16

,5
00

 
16

,5
00

 

５
 

所
得

税
17

,0
00

円
未

満
 

24
,0
00

 
21

,0
00

 
21

,0
00

 
６
 

所
得

税
80

,0
00

円
未

満
 

30
,0
00

 
27

,0
00

 
27

,0
00

 

７
 

所
得

税
14

0,
00

0
円

未
満

 
37

,0
00

 
30

,0
00

 
30

,0
00

 
８
 

所
得

税
20

0,
00

0
円

未
満

 
42

,0
00

 
32

,0
00

 
32

,0
00

 
９
 

所
得

税
51

0,
00

0
円

未
満

 
47

,0
00

 
34

,0
00

 
34

,0
00

 
１
０

 所
得

税
51

0,
00

0
円

以
上

 
51

,0
00

 
36

,0
00

 
36

,0
00

 
 【複

数
入

所
軽

減
】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 
最

も
年

齢
の

高
い

児
童

  
  

  
 全

額
 

 
 

 
２

番
目

に
年

齢
が

高
い

児
童

  
 

半
額

 
 

 
 
そ

れ
以

外
の

児
童

  
  

  
  

  
 無

料
 

(2
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
以

上
の

場
合

 
 

 
 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 全

額
 

 
 

 
２

番
目

に
年

齢
が

低
い

児
童

  
 

半
額

 
 

 
 
そ

れ
以

外
の

児
童

  
  

  
  

  
 無

料
 

 【母
子

家
庭

等
の

軽
減

】 
２

、
３

、
４

階
層

の
世

帯
で

次
の

項
目

に
該

当
す

る
世

帯
 

(1
)母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
 

(2
)在

宅
障

害
児

（者
）の

い
る

世
帯

 
 

 
①

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

②
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

③
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

の
障

害
基

礎
年

金
等

の
受

給
者

 
(3

)そ
の

他
の

世
帯

 
 

 
生

活
保

護
法

に
定

め
る

要
保

護
者

等
で

町
長

が
認

め
た

世
帯

 
階

層
 

３
歳

未
満

 
３

歳
以

上
 

２
’ 

5
,5

0
0

円
 

4
,0

0
0

円
 

３
’ 

15
,2

00
円

 
10

,2
00

円
 

４
’ 

17
,0

00
円

 
12

,0
00

円
 

 【そ
の

他
の

軽
減

措
置

】 
同

一
世

帯
に

中
学

生
以

下
の

児
童

が
い

る
世

帯
で

、
中

学
生

以
下

の
児

童
の

う
ち

年
齢

の
高

い
児

童
か

ら
数

え
て

３
番

目
以

降
の

児
童

が
入

所
す

る
場

合
 

・所
得

税
非

課
税

の
世

帯
 

 
 

 
 

 
 

 
１

/
２
 

・所
得

税
14

0,
00

0
円

未
満

の
世

帯
 

 
７

/
１

０
 

・所
得

税
14

0,
00

0
円

以
上

の
世

帯
 

 
９

/
１

０
 

 
 

た
だ

し
、

半
額

・
無

料
の

適
用

者
を

除
く

。
 

２
 

保
育

料
 

【
平

成
１

５
年

度
保

育
料

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

階
層

 
区

分
 

３
歳

未
満

 
３

歳
 

４
歳

以
上

 
A
 

生
活

保
護

 
0 

0 
0 

Ｂ
 

市
民

税
非

課
税

 
9,
00

0 
6,
00

0 
6,
00

0 
Ｃ

１
 市

民
税

課
税

（均
等

割
） 

16
,5
00

 
13

,5
00

 
13

,5
00

 
Ｃ

２
 市

民
税

課
税

（所
得

割
） 

19
,5
00

 
16

,5
00

 
16

,5
00

 
Ｄ

１
 所

得
税

5,
00

0
円

未
満

 
21

,0
00

 
18

,0
00

 
18

,0
00

 
Ｄ

２
 所

得
税

10
,0
00

円
未

満
 

22
,5
00

 
19

,5
00

 
19

,5
00

 
Ｄ

３
 所

得
税

23
,0
00

円
未

満
 

24
,0
00

 
21

,0
00

 
21

,0
00

 
Ｄ

４
 所

得
税

36
,0
00

円
未

満
 

26
,0
00

 
23

,0
00

 
23

,0
00

 
Ｄ

５
 所

得
税

50
,0
00

円
未

満
 

28
,0
00

 
25

,0
00

 
25

,0
00

 
Ｄ

６
 所

得
税

64
,0
00

円
未

満
 

30
,0
00

 
27

,0
00

 
27

,0
00

 
Ｄ

７
 所

得
税

80
,0
00

円
未

満
 

32
,0
00

 
29

,0
00

 
28

,0
00

 
Ｄ

８
 所

得
税

96
,0
00

円
未

満
 

34
,5
00

 
31

,5
00

 
29

,0
00

 
Ｄ

９
 所

得
税

11
2,
00

0
円

未
満

 
37

,0
00

 
34

,0
00

 
30

,0
00

 
Ｄ

10
 所

得
税

12
8,
00

0
円

未
満

 
39

,5
00

 
36

,5
00

 
31

,0
00

 
Ｄ

11
 所

得
税

14
4,
00

0
円

未
満

 
42

,0
00

 
39

,0
00

 
32

,0
00

 
Ｄ

12
 所

得
税

16
0,
00

0
円

未
満

 
44

,5
00

 
41

,5
00

 
33

,0
00

 
Ｄ

13
 所

得
税

24
0,
00

0
円

未
満

 
46

,0
00

 
42

,0
00

 
34

,0
00

 
Ｄ

14
 所

得
税

32
0,
00

0
円

未
満

 
47

,5
00

 
42

,5
00

 
35

,0
00

 
Ｄ

15
 所

得
税

40
8,
00

0
円

未
満

 
49

,0
00

 
43

,0
00

 
36

,0
00

 
Ｄ

16
 所

得
税

40
8,
00

0
円

以
上

 
51

,0
00

 
44

,0
00

 
37

,5
00

 
 【
複

数
入

所
軽

減
】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
  

  
  

 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
高

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
(2

)所
得

税
額

６
４

,０
０

０
円

以
上

の
場

合
 

 
 

 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
低

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
 【
母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

B
、
C

1
、
C

2
階

層
の

世
帯

で
次

の
項

目
に

該
当

す
る

世
帯

 
(1

)母
子

家
庭

及
び

父
子

家
庭

 
(2

)在
宅

障
害

児
（者

）の
い

る
世

帯
 

 
 

①
身

体
障

害
者

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
②

療
育

手
帳

の
交

付
を

受
け

た
者

 
 

 
③

特
別

児
童

扶
養

手
当

の
支

給
対

象
児

、
国

民
年

金
の

障
害

基
礎

年
金

等
の

受
給

者
 

(3
)そ

の
他

の
世

帯
 

 
 

生
活

保
護

法
に

定
め

る
要

保
護

者
等

で
町

長
が

認
め

た
世

帯
 

階
層

 
３

歳
未

満
 

３
歳

 
４

歳
以

上
 

B
’ 

0
円

 
0

円
 

0
円

 
C

１
’ 

1
5
,5

00
円

 
12

,5
00

円
 

12
,5

00
円

 
C

２
’ 

18
,5

00
円

 
15

,5
00

円
 

15
,5

00
円

 
 

２
 

保
育

料
 

【
平

成
１

５
年

度
保

育
料

】 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（単

位
：
円

）
 

階
層

 
区

分
 

３
歳

未
満

 
３

歳
 

４
歳

以
上

 
A 

生
活

保
護

 
0 

0 
0 

Ｂ
 

市
民

税
非

課
税

 
9,
00

0 
6,
00

0 
6,
00

0 
Ｃ

１
 市

民
税

課
税

（均
等

割
） 

17
,5
00

 
14

,5
00

 
14

,5
00

 
Ｃ

２
 市

民
税

課
税

（所
得

割
） 

21
,5
00

 
18

,5
00

 
18

,5
00

 
Ｄ

１
 所

得
税

8,
00

0
円

未
満

 
24

,0
00

 
21

,0
00

 
21

,0
00

 
Ｄ

２
 所

得
税

24
,0
00

円
未

満
 

27
,0
00

 
24

,0
00

 
24

,0
00

 
Ｄ

３
 所

得
税

40
,0
00

円
未

満
 

30
,0
00

 
27

,0
00

 
26

,0
00

 
Ｄ

４
 所

得
税

53
,0
00

円
未

満
 

33
,0
00

 
30

,0
00

 
27

,5
00

 
Ｄ

５
 所

得
税

64
,0
00

円
未

満
 

36
,0
00

 
33

,0
00

 
28

,0
00

 
Ｄ

６
 所

得
税

80
,0
00

円
未

満
 

39
,0
00

 
34

,0
00

 
28

,5
00

 
Ｄ

７
 所

得
税

10
0,
00

0
円

未
満

 
41

,0
00

 
35

,0
00

 
29

,0
00

 
Ｄ

８
 所

得
税

12
0,
00

0
円

未
満

 
43

,0
00

 
35

,5
00

 
29

,5
00

 
Ｄ

９
 所

得
税

14
0,
00

0
円

未
満

 
45

,0
00

 
36

,0
00

 
30

,0
00

 
Ｄ

10
 所

得
税

16
0,
00

0
円

未
満

 
47

,0
00

 
36

,5
00

 
30

,5
00

 
Ｄ

11
 所

得
税

22
5,
00

0
円

未
満

 
48

,0
00

 
37

,0
00

 
31

,0
00

 
Ｄ

12
 所

得
税

28
5,
00

0
円

未
満

 
49

,0
00

 
37

,0
00

 
31

,0
00

 
Ｄ

13
 所

得
税

34
5,
00

0
円

未
満

 
50

,0
00

 
37

,5
00

 
31

,5
00

 
Ｄ

14
 所

得
税

40
8,
00

0
円

未
満

 
51

,0
00

 
37

,5
00

 
31

,5
00

 
Ｄ

15
 所

得
税

56
0,
00

0
円

未
満

 
52

,0
00

 
38

,0
00

 
32

,0
00

 
Ｄ

16
 所

得
税

56
0,
00

0
円

以
上

 
53

,0
00

 
38

,0
00

 
32

,0
00

 
 【
複

数
入

所
軽

減
】
 

(1
)所

得
税

額
６

４
,０

０
０

円
未

満
の

場
合

 
 

 
 

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
  

  
  

 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
高

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
(2

)所
得

税
額

６
４

,０
０

０
円

以
上

の
場

合
 

 
 

 
最

も
年

齢
の

低
い

児
童

  
  

  
 
全

  
額

 
 

 
 

２
番

目
に

年
齢

が
低

い
児

童
  

 
半

  
額

 
 

 
 

そ
れ

以
外

の
児

童
  

  
  

  
  

 
１

/１
０

の
額

 
 【
母

子
家

庭
等

の
軽

減
】 

B
、

C
1、

C
2

階
層

の
世

帯
で

次
の

項
目

に
該

当
す

る
世

帯
 

(1
)母

子
家

庭
及

び
父

子
家

庭
 

(2
)在

宅
障

害
児

（者
）の

い
る

世
帯

 
 

 
①

身
体

障
害

者
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

②
療

育
手

帳
の

交
付

を
受

け
た

者
 

 
 

③
特

別
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

対
象

児
、

国
民

年
金

の
障

害
基

礎
年

金
等

の
受

給
者

 
(3

)そ
の

他
の

世
帯

 
 

 
生

活
保

護
法

に
定

め
る

要
保

護
者

等
で

町
長

が
認

め
た

世
帯

 
階

層
 

３
歳

未
満

 
３
歳

 
４

歳
以

上
 

B
’ 

0
円

 
0

円
 

0
円

 
C

１
’ 

16
,5

00
円

 
13

,5
00

円
 

13
,5

00
円

 
C

２
’ 

20
,5

00
円

 
17

,5
00

円
 

17
,5

00
円

 
 

２
 

保
育

料
 

保
育

料
に

つ
い

て
は

、
合

併
年

度
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
翌

年
度

か
ら

別
表

に
定

め
る

保
育

料
徴

収
金

額
表

の
と

お
り

と
す

る
。

 

な
お

、
経

済
的

負
担

感
の

大
き

い
多

子
世

帯
の

保
育

料
に

つ
い

て

は
、

次
の

と
お

り
軽

減
を

図
る

こ
と

と
す

る
。
 

〈同
一

世
帯

か
ら

２
人

以
上

が
同

時
に

入
所

し
て

い
る

場
合

〉 

ア
 

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
は

全
額

と
す

る
。
 

イ
 

ア
以

外
で

最
も

年
齢

の
高

い
児

童
は

１
／

２
免

除
と

す
る

。
 

ウ
 

上
記

以
外

の
児

童
は

全
額

免
除

と
す

る
。
 

〈第
３

子
以

降
の

児
童

が
入

所
し

て
い

る
場

合
〉 

 
第

３
子

以
降

の
児

童
の

保
育

料
は

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

ア
 

保
育

料
徴

収
金

額
表

の
階

層
区

分
で

第
２

階
層

か
ら

第
７

階

層
に

属
す

る
場

合
に

は
保

育
料

を
２

／
３

免
除

と
す

る
。
 

イ
 

保
育

料
徴

収
金

額
表

の
階

層
区

分
で

第
８

階
層

か
ら

第
１

４

階
層

に
属

す
る

場
合

に
は

保
育

料
を

１
／

２
免

除
と

す
る

。
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別表　（案）　・・・ 試案２の場合

（単位：円）

階層 ３歳未満児 ３歳以上児

第１ 0 0

市町村民税非課税世帯 第２ 8,000 5,500

市町村民税課税世帯
（均等割のみ）

第３ 16,000 11,000

市町村民税課税世帯
（所得割あり）

第４ 18,000 13,000

15,000円未満 第５ 21,000 17,000

15,000円以上30,000円未満 第６ 23,000 18,000

30,000円以上64,000円未満 第７ 26,000 20,000

64,000円以上80,000円未満 第８ 28,000 22,000

80,000円以上120,000円未満 第９ 31,000 25,000

120,000円以上160,000円未満 第１０ 34,000 28,000

160,000円以上200,000円未満 第１１ 39,000 31,000

200,000円以上300,000円未満 第１２ 45,000 34,000

300,000円以上408,000円未満 第１３ 47,000 36,000

408,000円以上 第１４ 49,000 38,000

0 0

15,000 10,000

17,000 12,000

全額 同左

半額 同左

無料 同左

その他 半額 同左

保　育　料　徴　収　金　額　表

前年度市町村民税の額の
区分が右の区分に該当す
る世帯（第１階層及び第５
～１４階層を除く）

第１階層を除き前年分の所
得税課税世帯であって、そ
の所得税の額の区分が右
の区分に該当する世帯

生活保護世帯

階　　層　　区　　分

第２階層

第３階層
母子世帯、在宅障害児の
いる世帯

ウ　上記以外の児童

同一世帯から２人以上の入
所がある場合

第３子以降の児童

第４階層

ア　最も年齢の高い児童

イ　ア以外で最も年齢の高い児童
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 資料 １  
合併時保育料について 

 

 保育所保育料については、２市５町それぞれに違いがあり、保育料表の構成、金額の調

整及び少子化対策として行なっている特別な措置についても新市でどのように対応するの

か検討を行った。 

 また、県において、少子化対策の一環として第 3 子以降 3 歳未満児の軽減化事業が本年

10 月から制度化されることも踏まえ検討を行った。 

 その結果、現行の軽減状況に大きな開きがあり、どの程度まで軽減するのか、政策的判

断が大きいため複数案にまとめた。 

 

[ 保 育 料 構 成 の 要 素 に つ い て ]  

① 年齢区分 

ア．３歳未満・３歳以上     出雲市・平田市 

イ．３歳未満・３歳・４歳以上  斐川町・佐田町・多伎町・湖陵町・大社町 

⇒ 国 基 準 に 合 わ せ る （３歳 未 満 ・３歳 以 上 ） 

  

② 階層区分 ⇒国は統合化の方向 

ア．７階層（国階層と同じ）      斐川町 

イ．10 階層              出雲市・多伎町 

ウ．11 階層              平田市 

エ．20 階層以上            佐田町・湖陵町・大社町 

 

市民税課税の区分 

 ア．区分なし            斐川町 

イ．均等割のみ・所得割あり     斐川町以外 

 

  階層間差（３歳未満児童の場合、所得税課税世帯） 

 最大間差 最小間差 

出雲市 10,000円 2,500円 

平田市 7,000円 3,000円 

斐川町 16,800円 2,100円 

佐田町 3,000円 1,000円 

多伎町 7,000円 4,000円 

湖陵町 2,500円 1,500円 

大社町 3,000円 1,000円 

 

⇒ 現 行 の 保 育 料 表 で は 階 層 区 分 間 の 差 が 大 き い と こ ろ も あ り、階 層 区 分 を 多 く す る 

     1 4 階 層 で 試 算 す る  
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③ 兄弟軽減の方法 

ア．国基準と同様           出雲市・斐川町・佐田町・湖陵町・大社町 

イ．国基準と同様だが３人目は無料   多伎町 

ウ．年齢の低い方を軽減        平田市 

    （２人目：半額、３人目：無料） 

 

  ⇒ わ か りや す い 保 育 料 と す る た め 平 田 市 方 式 を 採 用 す る （年 齢 の 低 い 方 を 軽 減 、３人 目 以 降

は 無 料 → ３人 同 時 入 所 の 人 数 は 少 な い ） 

  県 の 第 3 子 以 降 軽 減 化 事 業 が 導 入 し や す い  

  

④ 特別措置 

ア．平田市 

３歳未満児の徴収金額は、少子化対策集中３ｹ年対策（H12 から H14,ただし H15

まで延長）として 15,000 円減額（それに満たない場合は、その額） 

⇒ 新 市 保 育 料 体 系 全 体 の 中 で 検 討 す る  

イ．多伎町 

同一世帯に中学生以下の児童が３人いる世帯で、中学生以下の児童のうち年齢の

高い児童から数えて３番目以降の児童が入所する場合 

・所得税非課税世帯    １/2 

・所得税 140,000 円未満  7/10 

・所得税 140,000 円以上  9/10 

ただし、半額・無料適用者を除く 

⇒ 第 ３子 以 降 軽 減 策 の 中 で 検 討 す る 

 

⑤ 第 3 子以降の保育料軽減化について 

県 6 月補正計上予定 

問題点：多子軽減の場合、保育料の逆転現象が生じる ⇒平田市方式により解消可能 

 

⇒ 県 制 度 を 取 り入 れ る こ と を 前 提 に 、更 に 第 ３子 以 降 は 年 齢 に 関 係 な くす べ て 無 料 若 しくは 半

額 軽 減 と す る案 を 検 討 す る  

（こ れ ま で 、各 市 町 が 行 っ て い た 少 子 化 対 策 の 意 思 を 受 け 継 ぎ 、思 い 切 っ た 少 子 化 対 策 を 行

な う） 
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資料  ２ 

 　

３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児 ３歳未満児 ３歳以上児

1 0 0 1 生活保護 0 0 0 0

2 9,000 6,000 2 市町村民税非課税 8,000 5,500 8,000 5,500

3 19,500 16,500 3 市町村民税課税（均等割） 15,000 11,000 16,000 11,000

3 19,500 16,500 4 市町村民税課税（所得割） 18,000 13,000 18,000 13,000

4 30,000 27,000 5 所得税15,000円未満 21,000 16,000 21,000 17,000

4 30,000 27,000 6 所得税30,000円未満 25,000 20,000 23,000 18,000

4 30,000 27,000 7 所得税64,000円未満 28,000 25,000 26,000 20,000

5 44,500 41,500 8 所得税80,000円未満 30,000 27,000 28,000 22,000

5 44,500 41,500 9 所得税120,000円未満 34,000 31,000 31,000 25,000

5 44,500 41,500 10 所得税160,000円未満 37,000 34,000 34,000 28,000

6 61,000 58,000 11 所得税200,000円未満 41,000 35,000 39,000 31,000

6 61,000 58,000 12 所得税300,000円未満 43,000 36,000 45,000 34,000

6 61,000 58,000 13 所得税408,000円未満 45,000 37,000 47,000 36,000

7 80,000 77,000 14 所得税408,000円以上 47,000 39,000 49,000 38,000

２‘ 0 0 ２‘ ２階層のうち母子家庭等 0 0 0 0

３‘ 18,500 15,500 ３‘ ３階層のうち母子家庭等 14,000 10,000 15,000 10,000

３‘ 18,500 15,500 ４‘ ４階層のうち母子家庭等 17,000 12,000 17,000 12,000

【多子世帯への保育料軽減】

① 同時入所の場合

　１番年齢の高い児童は　全額

　２番目に年齢の高い児童は　１／２免除

　３番目以降は　全額免除

② 第３子以降の保育料

　試案 １ ：　無 料

　試案 ２ ：　A案    1 / 2 免 除
　　　　　　 　B案    第２～７階層は2 / 3 免 除 、第８～１４階層は1 / 2 免 除

合 併 時 保 育 料 表  案

試案 １ 試案 ２国徴収基準
階層 定　　　　義

前回提示した保育料（案） 新規提案の保育料（案）
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階層 定義
３歳児
未満

３歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
４歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
４歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
４歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
４歳児
以上

階層 定義
３歳児
未満

３歳児
４歳児
以上

階層 定　　　　義
３歳

未満児
３歳

以上児
階層 定　　　　義

３歳
未満児

３歳
以上児

1 生活保護 0 0 1 生活保護 0 0 Ａ 生活保護 0 0 1 生活保護 0 0 0 Ａ 生活保護 0 0 0 1 生活保護 0 0 0 Ａ 生活保護 0 0 0 Ａ 生活保護 0 0 0 1 生活保護 0 0 1 生活保護 0 0

2
市町村民税
非課税 9,000 6,000 2

市町村民税
非課税 8,500 5,500 Ｂ

市町村民税
非課税 0 6,000 2

市町村民税
非課税 8,400 6,000 6,000 Ｂ

市町村民税
非課税 8,000 6,000 6,000 2

市町村民税
非課税 8,000 6,000 6,000 Ｂ

市町村民税
非課税 9,000 6,000 6,000 Ｂ

市町村民税
非課税 9,000 6,000 6,000 2

市町村民税
非課税 8,000 5,500 2

市町村民税
非課税 8,000 5,500

3 市町村民税
課税 19,500 16,500 3 市町村民税

課税（均等割） 16,200 11,200 Ｃ１ 市町村民税
課税（均等割） 2,000 13,000 3 市町村民税

課税 14,700 11,550 11,550 Ｃ１ 市町村民税
課税（均等割） 17,000 14,000 14,000 3 市町村民税

課税（均等割） 17,000 14,000 14,000 Ｃ１ 市町村民税
課税（均等割） 16,500 13,500 13,500 Ｃ１ 市町村民税

課税（均等割） 17,500 14,500 14,500 3 市町村民税
課税（均等割） 15,000 11,000 3 市町村民税

課税（均等割） 16,000 11,000

4
市町村民税
課税（所得割） 18,000 13,000 Ｃ２

市町村民税
課税（所得割） 4,000 16,000 Ｃ２

市町村民税
課税（所得割） 21,000 18,000 18,000 4

市町村民税
課税（所得割） 19,500 16,500 16,500 Ｃ２

市町村民税
課税（所得割） 19,500 16,500 16,500 Ｃ２

市町村民税
課税（所得割） 21,500 18,500 18,500 4

市町村民税
課税（所得割） 18,000 13,000 4

市町村民税
課税（所得割） 18,000 13,000

Ｄ１ 5000円未満 21,000 18,000 18,000 Ｄ１ 8000円未満 24,000 21,000 21,000

Ｄ１ 15000円未満 7,000 20,000 Ｄ１ 15000円未満 22,000 19,000 19,000 5 17000円未満 24,000 21,000 21,000 Ｄ２ 10000円未満 22,500 19,500 19,500 5 15,000円未満 21,000 16,000 5 15,000円未満 21,000 17,000

5 20000円未満 22,800 17,800 Ｄ３ 23000円未満 24,000 21,000 21,000 Ｄ２ 24000円未満 27,000 24,000 24,000

Ｄ２ 40000円未満 10,000 23,000 Ｄ２ 30000円未満 24,000 21,000 21,000 Ｄ４ 36000円未満 26,000 23,000 23,000 Ｄ３ 40000円未満 30,000 27,000 26,000 6 30,000円未満 25,000 20,000 6 30,000円未満 23,000 18,000

Ｄ３ 45000円未満 26,000 23,000 23,000 Ｄ５ 50000円未満 28,000 25,000 25,000 Ｄ４ 53000円未満 33,000 30,000 27,500

4 64000円未満 30,000 27,000 6 64000円未満 29,500 24,500 4 64000円未満 21,000 15,750 15,750 Ｄ４ 64000円未満 28,000 25,000 25,000 Ｄ６ 64000 .円未満 30,000 27,000 27,000 Ｄ５ 64000円未満 36,000 33,000 28,000 7 64,000円未満 28,000 25,000 7 64,000円未満 26,000 20,000

Ｄ５ 80000円未満 30,000 27,000 27,000 6 80000円未満 30,000 27,000 27,000 Ｄ７ 80000円未満 32,000 29,000 28,000 Ｄ６ 80000円未満 39,000 34,000 28,500 8 80,000円未満 30,000 27,000 8 80,000円未満 28,000 22,000

Ｄ３ 90000円未満 15,000 28,000 Ｄ８ 96000円未満 34,500 31,500 29,000

Ｄ６ 100000円未満 32,000 29,000 29,000 Ｄ９ 112000円未満 37,000 34,000 30,000 Ｄ７ 100000円未満 41,000 35,000 29,000

7 120000円未満 39,500 31,500 Ｄ７ 120000円未満 35,000 32,000 29,500 Ｄ１０128000円未満 39,500 36,500 31,000 Ｄ８ 120000円未満 43,000 35,500 29,500 9 120 ,000円未満 34,000 31,000 9 120,000円未満 31,000 25,000

Ｄ４ 140000円未満 21,000 33,000 Ｄ８ 140000円未満 37,000 34,000 30,000 7 140000円未満 37,000 34,000 30,000 Ｄ１１144000円未満 42,000 39,000 32,000 Ｄ９ 140000円未満 45,000 36,000 30,000

5 160000円未満 44,500 41,500 8 160000円未満 44,000 33,500 5 160000円未満 25,200 19,950 19,950 Ｄ９ 160000円未満 40,000 37,000 30,500 Ｄ１２160000円未満 44,500 41,500 33,000 Ｄ１０160000円未満 47,000 36,500 30,500 10 160 ,000円未満 37,000 34,000 10 160,000円未満 34,000 28,000

Ｄ５ 200000円未満 28,000 38,000 Ｄ１０200000円未満 41,000 37,500 31,000 8 200000円未満 42,000 38,000 32,000 11 200 ,000円未満 41,000 35,000 11 200,000円未満 39,000 31,000

Ｄ１１250000円未満 42,000 38,000 31,500 Ｄ１３240000円未満 46,000 42,000 34,000 Ｄ１１225000円未満 48,000 37,000 31,000

Ｄ１２300000円未満 43,000 38,500 32,000 Ｄ１２285000円未満 49,000 37,000 31,000 12 300 ,000円未満 43,000 36,000 12 300,000円未満 45,000 34,000

Ｄ６ 370000円未満 35,000 38,000 Ｄ１３350000円未満 44,000 39,000 32,500 Ｄ１４320000円未満 47,500 42,500 35,000 Ｄ１３345000円未満 50,000 37,500 31,500         

6 408000円未満 61,000 58,000 9 408000円未満 47,000 34,500 6 408000円未満 42,000 36,750 32,600 Ｄ１４408000円未満 45,000 39,500 33,000 Ｄ１５408000円未満 49,000 43,000 36,000 Ｄ１４408000円未満 51,000 37,500 31,500 13 408 ,000円未満 45,000 37,000 13 408,000円未満 47,000 36,000

7 408000円以上 80,000 77,000 10 408000円以上 49,500 36,500 Ｄ７ 370000円以上 38,000 38,000 7 408000円以上 44,100 38,820 32,600 Ｄ１５470000円未満 46,000 40,000 33,500 9 510000円未満 47,000 41,000 34,000 Ｄ１６408000円以上 51,000 44,000 37,500 14 408 ,000円以上 47,000 39,000 14 408,000円以上 49,000 38,000

Ｄ１６570000円未満 47,000 40,500 34,000 10 510000円以上 51,000 44,000 36,000 Ｄ１５560000円未満 52,000 38,000 32,000

Ｄ１７670000円未満 48,000 41,000 34,500 Ｄ１６560000円以上 53,000 38,000 32,000

Ｄ１８670000円以上 49,000 41,500 35,000

  

2' 0 0 2' 5,500 4,000 B 0 0 2` 0 0 0 B̀ 7,000 5,000 5,000 ２’ 0 0 0 B̀ 0 0 0 B̀ 0 0 0 ２‘
２階層のうち
母子家庭等

0 0 ２‘
２階層のうち
母子家庭等

0 0

3' 18,500 15,500 3' 15,200 10,200 C1 0 6,000 3` 13,700 10,550 10,550 C1` 16,000 13,000 13,000 ３’ 16,000 13,000 13,000 C1` 15,500 12500 12500 C1` 16,500 13,500 13,500 ３‘
３階層のうち
母子家庭等

14,000 10,000 ３‘
３階層のうち
母子家庭等

15,000 10,000

3' 18,500 15,500 4' 17,000 12,000 C2 3,000 13,000 3` 13,700 10,550 10,550 C2` 20,000 17,000 17,000 ４’ 18,500 15,500 15,500 C2` 18,500 15500 15500 C2` 20,500 17,500 17,500 ４‘
４階層のうち
母子家庭等

17,000 12,000 ４‘
４階層のうち
母子家庭等

17,000 12,000

２市 ５町 保 育 料 表 との 比 較 一 覧

試 案  ２斐 川 町 佐 田 町 湖 陵 町 試 案  １

２人以上入所の場合
　年齢の最も高い児童　全額
　２番目に低い児童　　　半額
　それ以外 　　　　　　　　無料

複数
入所
の軽
減

２ 人 以 上 入 所 の 場 合
　 年 齢 の 最 も 高 い 児 童 　 全 額
　 ２ 番 目 に 低 い 児 童 　 　 　 半 額
　 そ れ 以 外 　  　 　 　 　 　 　 　 無 料

３歳未満児の徴収金額（月額）は、少子化社
会集中3カ年対策（平成１２年度～１５年度ま
で）として15,000円減額（それに満たない場
合は、その額）したものである。

※ 第 3 子 以 降 保 育 料 を す べ て の 年
齢 に つ い て 1 / 2 軽 減 ・ 2 / 3 軽 減

※ 第 3 子 以 降 保 育 料 を す べ て の 年
齢 に つ い て 無 料 化

国 の 基 準 出 雲 市 平 田 市

所得税額64,000円以上の場合
　最も年齢の低い児童　　　 全額
　2番目に年齢が低い児童　半額
　それ以外の児童　　　　   　無料

複数
入所
の軽
減

所得税額64,000円未満の場合
　最も年齢の高い児童　　 　全額
　2番目に年齢が高い児童　半額
　それ以外の児童　　　　　 　無料

所得税額64,000円未満の場合
　最も年齢の高い児童　　　全額
　2番目に年齢が高い児童　半額
　それ以外の児童　　　　　1/10

所得税額64,000円以上の場合
　最も年齢の低い児童　　　全額
　2番目に年齢が低い児童　半額
　それ以外の児童　　　　　1/10

多 伎 町

所得税額64,000円未満の場合
　最も年齢の高い児童　　　全額
　2番目に年齢が高い児童　半額
　それ以外の児童　　　　　1/10

同一世帯に中学生以下の児童がいる世帯で、中学生
以下の児童のうち年齢の高い児童から数えて3番目以
降の児童が入所する場合
・所得税非課税世帯　　　　　１/2
・所得税140,000円未満　　　7/10
・所得税140,000円以上　　　9/10
ただし、半額・無料の適用者を除く

複数
入所
の軽
減

複数
入所
の軽
減

２ 人 以 上 入 所 の 場 合
　 年 齢 の 最 も 高 い 児 童 　 全 額
　 ２ 番 目 に 低 い 児 童 　 　 　 半 額
　 そ れ 以 外 　 　 　 　 　 　 　 　  無 料

所得税額64,000円以上の場合
　最も年齢の低い児童　　　全額
　2番目に年齢が低い児童　半額
　それ以外の児童　　　　　1/10

複数
入所
の軽
減

出雲市と同様

複数
入所
の軽
減

複数
入所
の軽
減

出雲市と同様

資料　４

複数
入所
の軽
減

出雲市と同様

複数
入所
の軽
減

大 社 町

複数
入所
の軽
減

出雲市と同様
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出
 

雲
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区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
出

雲
科

学
館

で
は

平
成

１
４

年
９

月
か

ら
市

内
小

中
学

生
を

午
前

２
ク

ラ
ス

、
午

後
２

ク
ラ

ス
ず

つ
バ

ス
で

送
迎

し
、

学
習

指
導

要
領

に
沿

い
な

が
ら

も
発

展
的

、
独

創
的

な
活

動
案

（カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

）に
基

づ
く

理
科

学
習

を
実

施
し

て
い

る
。

 
１

回
の

学
習

時
間

は
３

単
位

時
間

で
、

１
時

間
目

は
サ

イ
エ

ン
ス

ホ
ー

ル

で
そ

の
単

元
に

つ
い

て
興

味
・関

心
が

湧
い

て
く

る
よ

う、
大

掛
か

り
な

実
験

装
置

や
高

度
な

機
器

を
使

っ
た

面
白

い
サ

イ
エ

ン
ス

シ
ョ

ー
的

な
参

加
型

の
実

験
を

行
い

、
２

時
間

目
、

３
時

間
目

は
そ

れ
ぞ

れ
実

験
・実

習
室

へ

移
動

し
、

自
ら

が
実

験
・実

習
を

と
お

し
て

科
学

に
つ

い
て

驚
き

や
感

動
を

体
験

す
る

。
 

科
学

館
で

の
理

科
学

習
に

参
加

し
た

児
童

・生
徒

お
よ

び
引

率
教

員
の

ア
ン

ケ
ー

トに
お

い
て

も
ほ

と
ん

ど
の

者
が

「よ
か

っ
た

、
効

果
的

だ
っ

た
」と

し
て

い
る

。
 

 平
成

１
５年

度
の

学
年

ご
と

の
予

定
回

数
は

次
の

と
お

り
。

 
 

小
３

  
 

－
 

１
回

 
 

小
４

～
小

６
－

各
２

回
 

 
中

１
、

中
２

－
各

３
回

 
 

中
３

  
 

－
 

１
回

 
 ２

 
そ

の
他

の
施

設
利

用
学

習
 

  
該

当
な

し
 

 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                   ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 
・湖

遊
館

の
ス

ケ
ー

ト
リ

ン
クを

利
用

し
た

体
育

や
ク

ラ
ブ

活
動

を
実

施
。

 
・宍

道
湖

自
然

館
ゴ

ビ
ウ

ス
や

宍
道

湖
ｸﾞ

ﾘｰ
ﾝﾊ

ﾟｰ
ｸを

利
用

し
た

環
境

学

習
を

実
施

。
 

・県
立

青
少

年
の

家
「サ

ン
レ

イ
ク

」を
利

用
し

た
学

習
等

を
実

施
。

 
（い

ず
れ

も
教

育
用

バ
ス

を
利

用
し

て
行

っ
て

い
る

。
） 

 た
だ

し
、

こ
れ

ら
の

施
設

を
利

用
し

た
学

習
に

つ
い

て
は

、
あ

く
ま

で
も

そ
れ

ぞ
れ

の
学

校
の

考
え

方
で

利
用

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り、

教
育

委
員

会
と

し
て

全
部

の
学

校
に

利
用

す
る

よ
う

指
導

等
を

す
る

考
え

は
な

い
。

 
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                   ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 
  

該
当

な
し

 
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                   ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 
  

該
当

な
し
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№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                       ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 

  
該

当
な

し
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                       ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 

  
該

当
な

し
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
該

当
な

し
 

                       ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 

各
学

校
が

浜
遊

自
然

館
（湊

原
体

験
学

習
セ

ン
タ

ー
）を

総
合

学
習

な
ど

に
利

用
し

て
い

る
。

 
 

学
校

と
地

域
が

連
携

協
力

し
た

奉
仕

活
動

体
験

活
動

推
進

事
業

を
実

施
す

る
予

定
で

、
そ

の
支

援
セ

ン
タ

ー
に

「浜
遊

自
然

館
」を

考
え

て
い

る
。

 
 

１
 

小
中

学
校

理
科

学
習

事
業

 
小

中
学

校
理

科
学

習
事

業
に

お
け

る
出

雲
科

学
館

の
施

設
学

習

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

合
併

後
、

新
市

の
教

育
振

興
に

係
る

事
業

計
画

を
定

め
る

中
で

調
整

す
る

。
 

                     ２
 

そ
の

他
の

施
設

利
用

学
習

 

 
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
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方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 

様
々

な
教

育
課

題
を

抱
え

て
い

る
学

校
教

育
に

お
い

て
、

特
色

あ
る

学
校

作
り

の
推

進
、

一
人

一
人

を
大

切
に

し
た

き
め

細
か

な
生

徒
指

導
の

充
実

の
支

援
、

教
職

員
と

地
域

社
会

と
の

連
絡

調
整

や
意

見
調

整
を

行
う

な
ど

、
自

由
に

機
能

で
き

る
ス

ク
ー

ル
ヘ

ル
パ

ー
を

配
置

し
、

教
職

員
を

サ
ポ

ー
ト。

 
（趣

旨
） 

・各
学

校
の

自
由

な
発

想
に

立
っ

た
ス

ク
ー

ル
ヘ

ル
パ

ー
の

効
果

的

な
活

用
に

よ
り

「地
域

に
開

か
れ

た
」

「一
人

一
人

を
大

切
に

す
る

」
「楽

し
く、

特
色

あ
る

」学
校

づ
く

り
実

現
を

め
ざ

す
。

 
 

・学
校

、
家

庭
、

地
域

社
会

と
の

連
携

の
推

進
支

援
 

・運
動

部
、

文
化

部
の

部
活

動
支

援
 

・不
登

校
児

童
生

徒
対

応
等

に
か

か
わ

る
生

徒
保

護
者

の
教

育
相

談
支

援
 

・児
童

生
徒

の
個

別
学

習
支

援
 

・美
化

、
図

書
館

活
動

等
の

諸
教

育
活

動
支

援
 

 
小

学
校

に
は

１
～

４
名

、
中

学
校

に
は

４
～

５
名

（計
小

学
校

２
５

名
、

中
学

校
３

３
名

）の
ス

ク
ー

ル
ル

パ
ー

を
配

置
し

て
い

る
。

 
 

 
 

勤
務

時
間

 

  
４

時
間

 
１

７（
0r

１
９

）日
 

１
２ヶ

月
 

 
謝

金
 

  
１

回
（４

時
間

） 
３

０
０

０円
 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 ○

部
活

動
指

導
、

学
校

へ
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
 

 
部

活
動

指
導

、
パ

ソ
コ

ン
指

導
に

お
い

て
、

社
会

人
講

師
の

派
遣

を
行

う
と

と
も

に
、

地
域

の
方

に
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

し
て

、
作

業
等

を
し

て
い

た
だ

い
て

い
る

。
 

１
．

ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

ー
派

遣
事

業
 

 
部

活
動

指
導

：卓
球

、
剣

道
，

Ｐ
Ｃ

等
 

年
間

２
０

０
０時

間
程

度
 

 
謝

礼
等

は
下

記
の

通
り

。 

２
．

地
域

教
育

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

事
業

 
 

地
域

の
方

々
に

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
し

て
、

学
校

の
花

壇
の

植
え

替
え

、
校

舎
修

繕
、

パ
ソ

コ
ン

指
導

、
行

事
や

ク
ラ

ブ
活

動
の

補
助

を
し

て
い

た
だ

く
。 ・謝

礼
等

は
な

く、
茶

菓
子

と
原

材
料

費
の

み
。

 
・事

業
費

６
６

８千
円

 

 ○
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
児

童
等

へ
の

特
別

支
援

 
１

．
ス

ク
ー

ル
サ

ポ
ー

タ
ー

派
遣

事
業

 

 
特

別
な

支
援

が
必

要
な

学
校

へ
教

員
資

格
を

有
す

る
者

を
非

常
勤

講
師

と
し

て
派

遣
す

る
。

 
・Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
、

Ｌ
Ｄ

、情
緒

障
害

等
の

児
童

生
徒

に
対

す
る

個
別

支
援

が

中
心

。
必

要
と

判
断

し
た

学
校

に
対

し
て

派
遣

す
る

。
 

・平
成

１
０年

度
か

ら
実

施
 

・１
日

５
時

間
以

内
、

年
間

６
０

０
０時

間
程

度
。

 

・時
間

給
１

，
２

２
０円

、
社

保
な

し
。

 
・１

４年
度

 
小

学
校

６
校

、
中

学
校

１
校

へ
９

人
派

遣
。

 
・１

５年
度

 
７

校
８

人
を

予
定

し
て

い
る

。
 

・事
業

費
約

７
５

０
万

円
の

う
ち

、
学

校
教

育
に

お
け

る
社

会
人

活
用

事
業

補
助

金
（１

４
年

度
４

０
０万

円
）を

受
け

て
い

る
。

（緊
急

雇
用

対
策

事
業

） 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 ・社

会
人

活
用

事
業

を
利

用
し

、
小

中
学

校
６

校
へ

各
校

１
名

の
生

活
支

 

援
員

を
配

置
。

活
用

の
内

容
は

各
学

校
で

異
な

る
。 

 ・社
会

人
の

活
用

事
業

は
平

成
１

６
年

ま
で

の
事

業
で

あ
り

最
終

的
に

自
 

治
体

独
自

で
財

源
措

置
を

必
要

と
し

て
い

る
。

 
・本

町
と

し
て

は
、

次
の

２
本

立
て

の
支

援
活

動
を

希
望

。
 

 ①
現

在
出

雲
市

が
行

っ
て

い
る

「有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

」の
考

え
に

基
づ

 
く

多
機

能
に

活
用

で
き

る
学

校
支

援
員

・
・

・無
資

格
者

、
勤

務
形

態
謝

金
等

は
出

雲
市

と
同

じ
考

え
 

②
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ等
特

別
な

支
援

が
必

要
な

児
童

生
徒

に
対

す
る

生
活

支
援

員
・・

・有
資

格
者

と
す

る
。

 
 

勤
務

形
態

・・
・５

時
間

以
内

／
１

日
、

７
０

０
時

間
／

年
 

 
謝

金
・・

・１
２

２
０円

／
１

時
間

 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 ○

 ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

ー
の

配
置

 

１
．

＜
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ児
童

等
へ

の
特

別
支

援
＞

 
 

特
別

な
支

援
が

必
要

な
学

校
へ

、
非

常
勤

講
師

を
配

置
。

 
・平

成
15

年
度

か
ら

実
施

 

・教
員

資
格

の
あ

る
場

合
 

日
給

7,
60

0
円

、
社

保
な

し
。 

・教
員

資
格

の
な

い
場

合
 

日
給

6,
00

0
円

、
社

保
な

し
。

 
・１

５年
度

 
小

学
校

2
校

で
1

人
ず

つ
配

置
 

週
に

2～
3

日
程

度

勤
務

 
 ２

.＜
外

国
人

児
童

･生
徒

の
支

援
＞

 

 
中

国
か

ら
来

日
し

､佐
田

町
で

学
ぶ

児
童

･生
徒

を
支

援
す

る
た

め
､通

 
訳

を
配

置
。

 
・平

成
13

年
度

か
ら

実
施

 

・
日

給
は

、
県

費
負

担
講

師
に

準
じ

て
積

算
。

現
在

の
人

は
日

給
9,

00
0 

円
、

社
保

あ
り

。
 

・須
佐

小
学

校
を

拠
点

と
し

､佐
田

中
学

校
も

訪
問

し
て

い
る

。
 

・事
業

費
約

23
2

万
円

を
、

学
校

教
育

に
お

け
る

社
会

人
活

用
事

業
補

助
金

（緊
急

雇
用

対
策

事
業

）で
実

施
。

  
 

 ○
 佐

田
町

学
習

支
援

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

バ
ン

ク
（生

涯
学

習
係

） 
＜

学
校

へ
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
＞

 
 

パ
ソ

コ
ン

指
導

､陶
芸

や
読

み
聞

か
せ

な
ど

､様
々

な
分

野
で

特
技

の
あ

る
方

を
登

録
し

､学
校

の
必

要
に

応
じ

、
授

業
の

講
師

と
な

っ
た

り
サ

ポ
ー

ト
を

し
て

い
た

だ
く。

 
・謝

礼
等

は
な

く、
１

回
１

,0
00

円
の

費
用

弁
償

。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 

多
伎

中
学

校
に

「心
の

教
室

相
談

員
」を

1
名

配
置

し
て

い
る

 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

制
度

は
無

し
。

そ
れ

に
類

似
し

た
下

記
の

よ
う

な
事

業
あ

り
。

 
 〇

湖
陵

町
教

育
サ

ポ
ー

ト
事

業
 

 
湖

陵
小

学
校

低
学

年
に

ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

ー
を

２
名

を
配

置
。

 
 

〔内
容

〕・
集

団
生

活
適

用
へ

の
支

援
 

  
  

 
・学

習
活

動
へ

の
支

援
 

 
  

  
 

・心
の

問
題

を
持

つ
子

ど
も

へ
の

支
援

 
  

  
 

・情
報

教
育

の
推

進
に

係
る

支
援

 

  
年

間
 

1
人

70
0

時
間

（1
日

4
時

間
35

週
） 

  
予

算
 

1,
84

1
千

円
（賃

金
） 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 ・大

社
中

学
校

の
「心

の
教

室
」で

相
談

員
を

２
人

配
置

。
 

・大
社

小
学

校
の

通
級

指
導

教
室

で
指

導
助

手
を

１
人

配
置

。
 

・各
学

校
に

町
正

規
職

員
の

施
設

業
務

員
又

は
施

設
技

師
を

１
人

配
置

。
 

・上
記

以
外

の
ヘ

ル
パ

ー
は

配
置

し
て

い
な

い
。

 

３
 

ス
ク

ー
ル

ヘ
ル

パ
ー

事
業

 
 

学
校

現
場

に
お

け
る

さ
ま

ざ
ま

な
教

育
課

題
に

つ
い

て
、

各
学

校
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

て
児

童
生

徒
等

へ
の

教
育

的
支

援
が

必
要

で
あ

る
。

 
 

新
市

に
お

い
て

は
、

出
雲

市
に

お
け

る
ス

ク
ー

ル
ヘ

ル
パ

ー
事

業
を

も

と
に

、
次

の
よ

う
な

教
育

支
援

を
行

っ
て

い
く必

要
が

あ
り

、
合

併
時

に
新

た
に

制
度

化
す

る
。

 
 ①

 
地

域
の

人
材

活
用

に
よ

る
教

育
支

援
 

  
「個

に
応

じ
た

教
育

」
、

「開
か

れ
た

学
校

づ
く

り
」

、
「地

域
に

根
ざ

し
た

特
色

あ
る

学
校

づ
く

り
」の

観
点

か
ら

、
低

学
年

に
お

け
る

担
任

補
助

の

支
援

、
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ活
用

、
部

活
動

、
学

校
図

書
館

経
営

等
へ

の
支

援
が

必
要

な
学

校
に

対
し

て
、

地
域

の
人

材
を

活
用

し
た

ヘ
ル

パ
ー

支
援

。
 

②
 

特
別

な
支

援
が

必
要

な
児

童
生

徒
へ

の
支

援
 

  
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
や

Ｌ
Ｄ

傾
向

の
あ

る
児

童
生

徒
や

不
登

校
傾

向
の

児
童

生
 

徒
等

が
在

籍
す

る
学

校
に

あ
っ

て
は

、
個

別
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

に
よ

る
学

習
支

援
や

個
別

の
援

助
を

行
う

ヘ
ル

パ
ー

支
援

。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

３
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 

児
童

生
徒

の
臨

床
心

理
に

関
し

て
高

度
に

専
門

的
に

知
識

・経
験

を

有
す

る
ス

ク
ー

ル
カ

ン
セ

ラ
ー

を
中

学
校

全
校

に
配

置
し

、
校

区
の

小
学

校
に

も
活

動
を

広
げ

る
こ

と
に

よ
り

、
小

・中
学

校
に

お
け

る
教

育
相

談
機

能
の

一
層

の
充

実
を

図
る

。
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 ＜

県
直

接
事

業
＞

 

・平
田

中
学

校
を

拠
点

校
に

平
田

小
・国

富
小

・久
多

美
小

を
対

象
校

と
 

し
て

実
施

中
。

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

は
２

名
。

 
・光

中
と

佐
香

中
は

、
１

５
年

度
か

ら
斐

川
西

中
と

東
中

の
対

象
校

と
し

 

て
実

施
中

。
 

 ＜
県

委
託

事
業

＞
 

・旭
丘

中
は

、
心

の
教

室
相

談
員

を
配

置
。

 
・事

業
費

３
１

６千
円

 
 ＜

県
補

助
事

業
＞

 
・他

の
小

学
校

に
つ

い
て

は
、

希
望

す
る

場
合

は
、

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

「燦
々

」
の

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
対

応
す

る
。

 

※
情

緒
障

害
児

発
達

支
援

事
業

に
詳

細
を

記
載

 
 ＜

市
単

独
事

業
＞

 

・平
田

小
は

、
月

８
時

間
を

市
費

で
上

乗
せ

し
て

実
施

。
 

・３
５

０
０円

／
時

又
は

５
５

０
０円

／
時

 
・３

８
７千

円
／

年
 

※
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ
や

Ｌ
Ｄ

の
児

童
・生

徒
の

発
生

率
は

毎
年

増
加

し
て

お
り、

保
護

者
へ

の
対

応
、

教
職

員
へ

の
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

も
含

め
、

県
の

直
接

事
業

の
み

（２
名

）で
は

と
う

て
い

現
状

に
対

応
で

き
な

い
た

め
、

市
独

自
で

も
実

施
し

て
い

る
が

、
そ

れ
で

も
不

足
し

て
い

る
。

 
市

が
実

施
す

る
場

合
で

の
補

助
制

度
を

お
願

い
し

た
い

。
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 ・斐

川
東

中
・西

中
を

拠
点

校
と

し
て

平
成

１
５年

度
か

ら
配

置
 

・ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

は
各

校
２

名
づ

つ
、

重
複

の
関

係
で

実
質

３
 

名
が

担
当

 
 ・斐

川
東

中
学

校
（拠

点
校

） 
  

対
象

校
：荘

原
小

学
校

、
出

東
小

学
校

、
平

田
市

立
佐

香
中

学
校

 
・斐

川
西

中
学

校
（拠

点
校

） 

  
対

象
校

：西
野

小
学

校
、

中
部

小
学

校
、

平
田

市
立

光
中

学
校

 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 佐

田
中

学
校

に
「心

の
教

室
相

談
員

」を
１

名
設

置
し

て
い

る
。 
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 多

伎
中

学
校

に
「心

の
教

室
相

談
員

」を
１

名
設

置
し

て
い

る
。

 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 ・平

成
１

５年
度

か
ら

県
の

事
業

を
受

け
、

湖
陵

中
学

校
に

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

１
名

を
配

置
。派

遣
校

は
湖

陵
小

学
校

。
 

 
児

童
・生

徒
・教

職
員

及
び

保
護

者
に

対
し

、
教

育
相

談
の

充
実

を
図

る
。

 
 〔課

 
題

〕 

・週
１

日
の

勤
務

の
た

め
、

相
談

時
間

等
に

制
限

が
あ

り
、

心
の

教
室

相
談

員
の

よ
う

な
支

援
が

で
き

る
シ

ス
テ

ム
を

考
え

る
必

要
が

あ
る

。
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 ・大

社
中

学
校

で
「心

の
教

室
事

業
」を

行
っ

て
お

り、
相

談
員

を
２

人
配

置
し

て
い

る
。

 
謝

金
 

半
日

＝
４

，
０

０
０

円
 

勤
務

 
年

間
＝

１
３

０
回

（週
約

３
日

） 
相

談
員

 
２

名
 

事
業

名
 

【心
の

教
室

相
談

員
】活

用
調

査
研

究
委

託
事

業
（県

） 

 ・大
社

小
学

校
の

通
級

指
導

教
室

で
も

対
応

し
て

い
る

。
指

導
助

手
を

１
 

人
配

置
し

て
い

る
。

 

 
通

級
指

導
教

室
指

導
助

手
 

 
謝

金
 

半
日

＝
４

，
０

０
０円

 
 

勤
務

 
年

間
＝

１
５

０日
 

週
３

回
の

内
週

１
回

は
１

日
勤

務
 

４
 

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

配
置

事
業

 
 

直
接

的
に

は
県

事
業

で
あ

る
が

、
高

度
で

専
門

的
な

知
識

・経
験

を
有

す
る

職
で

絶
対

数
が

少
な

く
人

材
確

保
が

困
難

な
う

え
に

、
報

酬
単

価
が

高
く予

算
上

の
問

題
な

ど
か

ら
、

各
学

校
で

の
相

談
時

間
に

は
限

り
が

あ
る

の
が

現
状

で
あ

る
。

 
し

か
し

な
が

ら
、

主
に

心
の

問
題

を
抱

え
た

児
童

生
徒

や
保

護
者

、
教

職
員

の
た

め
の

教
育

相
談

機
能

の
充

実
は

ぜ
ひ

と
も

必
要

で
あ

る
こ

と

か
ら

、
県

配
置

の
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
の

補
完

的
な

役
割

を
担

う
相

談
員

の
配

置
に

つ
い

て
、

合
併

時
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

４
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 
国

際
化

の
進

展
に

対
応

し
、

小
学

校
か

ら
英

会
話

を
中

心
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
の

育
成

や
英

語
文

化
に

慣
れ

親
し

む
活

動
を

推
進

す
る

た
め

、
海

外
生

活
経

験
者

等
を

英
語

指
導

協
力

員
に

委
嘱

し
、

全
小

学
校

に
派

遣
す

る
。 

 
英

語
協

力
指

導
員

 
２

０
名

。
全

学
級

年
間

６
回

程
度

。
 

  
英

語
を

母
語

と
す

る
外

国
人

の
英

語
指

導
員

２
名

を
教

育
委

員
会

に

配
置

。
指

導
員

は
週

１
５時

間
程

度
、

中
学

校
を

巡
回

指
導

。
随

時
、

幼
稚

園
、

小
学

校
に

お
い

て
も

英
語

指
導

を
行

う
。

 
平

成
１

５年
８

月
か

ら
小

学
校

専
属

AL
T

 
１

名
増

 

     

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 ・Ａ
Ｌ

Ｔ１
名

採
用

 

・現
在

の
Ａ

Ｌ
Ｔ 

ア
メ

リ
カ

ハ
ワ

イ
州

出
身

 
 

２
０

０
１年

８
月

来
日

、
２

０
０

３年
７

月
帰

国
予

定
 

・月
額

報
酬

３
０

０，
０

０
０

円
、住

居
手

当
あ

り
 

  
週

３
５時

間
勤

務
 

  
 

月
～

木
 

中
学

校
勤

務
 

  
 

金
午

前
 

教
育

総
務

課
勤

務
 

  
  

  
 

（小
学

校
訪

問
等

） 
 ・各

中
学

校
か

ら
は

、
派

遣
日

数
が

少
な

い
の

で
、

増
や

し
て

ほ
し

い
と

 

の
要

望
が

あ
る

。
 

     

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 ・英
語

指
導

助
手

招
致

事
業

を
活

用
 

  
英

語
力

の
向

上
を

図
る

た
め

に
配

置
 

  
Ａ

Ｌ
Ｔ１

名
を

招
致

し
町

内
２

中
学

校
へ

１
週

間
づ

つ
派

遣
 

・小
学

校
に

お
け

る
英

語
活

動
 

  
Ａ

Ｌ
Ｔお

よ
び

町
で

招
致

し
て

い
る

ラ
イ

デ
ン

大
学

学
生

に
よ

り
英

語
指

導
や

国
際

交
流

を
行

っ
て

い
る

学
校

も
あ

る
 

・平
成

１
５

年
９

月
か

ら
Ｊ

Ｅ
Ｔプ

ロ
グ

ラ
ム

に
替

え
て

業
者

か
ら

派
遣

の
Ａ

Ｌ

Ｔ
を

活
用

の
予

定
 

      

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 
中

学
校

へ
配

置
し

て
い

る
外

国
語

指
導

助
手

が
、

１
校

あ
た

り
隔

週
で

週
に

２
日

程
度

訪
問

し
て

い
る

。 
 〈内

容
〉 

 
英

語
力

の
向

上
や

、
国

際
理

解
促

進
を

図
る

た
め

中
学

校
に

外
国

人
英

語
指

導
助

手
１

名
を

配
置

し
て

い
る

。
ま

た
小

学
校

へ
も

訪
問

し
、

英
語

に
親

し
み

国
際

理
解

を
深

め
る

活
動

を
し

て
い

る
。 

 毎
月

第
１

・３
・５

週
  

全
日

  
  

 
佐

田
中

学
校

 
毎

月
第

 
２

・４
 

週
 

 月
･水

･金
 

須
佐

小
学

校
(月

の
P

M
は

B
O

E)
 

  
  

  
  

 
  

  
 火

･木
 

  
窪

田
小

学
校

 
 ・月

額
報

酬
30

0,
00

0
円

 

・町
営

住
宅

家
賃

（1
4,

00
0

円
）は

､本
人

負
担

。
住

居
手

当
な

し
 

・私
用

車
を

､リ
ー

ス
さ

せ
て

い
る

（月
額

21
,0

00
円

）。
公

務
使

用
料

と
し

て
､月

額
10

,0
00

円
を

本
人

に
支

給
し

て
い

る
。

 

・週
３

５時
間

勤
務

 
 

 

第8回協議会資料-73-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
8

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

４
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 英
語

力
の

向
上

や
国

際
理

解
促

進
を

図
る

た
め

中
学

校
に

外
国

人
外

国
語

指
導

助
手

を
１

名
配

置
し

て
い

る
。

併
せ

て
、

小
学

校
へ

の
英

会
話

ク
ラ

ブ
・総

合
的

学
習

へ
の

派
遣

、
幼

稚
園

へ
の

園
児

と
の

交
流

、

幼
児

の
学

習
会

の
参

加
を

し
て

い
る 

 
中

学
校

へ
配

置
し

て
い

る
外

国
語

指
導

助
手

が
１

校
あ

た
り

週
に

３
時

間
巡

回
し

て
い

る
。

 

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 

外
国

語
教

育
の

充
実

と
国

際
交

流
の

進
展

を
図

る
た

め
、

中
学

校
に

外
国

語
指

導
助

手
を

配
置

。
時

間
を

調
整

し
、

幼
稚

園
、

小
学

校
へ

も
派

遣
し

て
い

る
。

 

 A
LT

1
名

 
教

育
委

員
会

 第
1、

第
3

月
午

前
10

時
迄

、
午

後
2

時
～

4
時

 

小
学

校
  

  
毎

週
火

曜
 

中
学

校
  

  
月

・水
・木

・金
 

分
校

  
  

 
第

1、
第

3
月

午
後

1
時

か
ら

2
時

 

西
幼

稚
園

  
第

1
月

曜
日

午
前

10
時

か
ら

12
時

30
分

 
南

幼
稚

園
  

第
3

月
曜

日
午

前
10

時
か

ら
12

時
30

分
 

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 

Ｊ
Ｅ

Ｔプ
ロ

グ
ラ

ム
に

よ
り

大
社

中
学

校
に

１
名

Ａ
Ｌ

Ｔを
配

置
し

て
い

る
。

 基
本

的
に

は
、

大
社

中
学

校
で

英
語

指
導

を
行

っ
て

い
る

が
年

度
当

初
小

中
学

校
英

語
担

当
者

を
集

め
年

間
計

画
（学

校
間

調
整

）を
立

て
、

大
社

中
学

校
に

支
障

が
な

い
程

度
に

お
い

て
、

小
学

校
へ

も
指

導
に

行
く。

 

 ・毎
週

火
曜

日
の

午
前

中
は

、
原

則
教

育
委

員
会

勤
務

と
し

て
い

る
。

 
・報

酬
は

年
３

６
０万

円
。

宿
舎

（備
品

含
む

）を
無

償
で

提
供

し
て

い
る

。
 

（家
賃

は
町

負
担

） 
 

５
 

小
中

学
校

外
国

語
指

導
 

 

国
際

理
解

を
深

め
る

た
め

に
、

英
語

を
中

心
と

し
た

外
国

語
学

習
の

推
進

は
重

要
で

あ
り

、
小

学
校

の
段

階
か

ら
慣

れ
親

し
む

必
要

が
あ

る
。

 
Ｊ

Ｅ
Ｔプ

ロ
グ

ラ
ム

に
よ

る
Ａ

Ｌ
Ｔや

民
間

の
人

材
を

活
用

す
る

な
ど

、
各

市
町

で
そ

れ
ぞ

れ
内

容
は

異
な

っ
て

い
る

が
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 
た

だ
し

、
小

・中
学

校
へ

の
派

遣
日

数
に

つ
い

て
は

充
実

を
図

る
必

要

が
あ

り
、

新
市

に
お

い
て

調
整

す
る

。
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併
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議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

５
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 

様
々

な
理

由
に

よ
り

長
期

欠
席

し
て

い
る

児
童

生
徒

に
対

し
て

、
個

別
指

導
や

小
集

団
学

習
を

行
う

中
で

、
社

会
性

や
基

礎
学

力
を

身
に

さ
せ

、
原

籍
校

へ
登

校
し

よ
う

と
す

る
意

欲
を

喚
起

さ
せ

る
こ

と
を

目
的

に

設
置

。
 

 
＜

ス
タ

ッ
フ

＞
 

１
 

指
導

員
２

名
（嘱

託
） 

  
一

人
あ

た
り

 
  

・１
７

日
（１

３
６

時
間

）／
月

  
報

酬
１

６万
円

 
２

 
指

導
補

助
員

５
名

 

  
一

人
あ

た
り

 
  

・７
５

０
時

間
／

年
程

度
 

※
５

時
間

 
１

５
日

 
１

０ヶ
月

  
 

  
 

１
３

０
０円

／
時

間
 

 

  
  

  
  

 
※

昨
年

度
か

ら
学

校
給

食
を

実
施

。
 

※
相

談
事

業
は

、
同

じ
施

設
内

に
あ

る
青

少
年

指
導

セ
ン

タ
ー

が
実

施
。

 

         【不
登

校
対

策
】 

不
登

校
児

童
・生

徒
へ

の
対

応
の

一
層

の
充

実
を

図
る

た
め

、
教

育
委

員
会

に
不

登
校

対
策

指
導

員
を

配
置

し
、

直
接

家
庭

訪
問

を
す

る
な

ど
、

学
校

と
の

連
携

を
密

に
取

り
な

が
ら

、
該

当
児

童
生

徒
の

早
期

の
学

校
復

帰
を

支
援

す
る

。
 

 
平

成
１

５年
度

 
不

登
校

対
策

指
導

員
 

２
名

（嘱
託

）。
 

 
１

７日
／

月
 

 
 

１
２ヶ

月
  

報
酬

 
１

６万
円

 
 

  

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 

・市
立

｢光
人

塾
｣を

設
置

し
、

相
談

事
業

と
指

導
事

業
を

実
施

。 
・相

談
員

３
名

、
指

導
員

１
１

名
。

小
中

学
生

の
個

別
教

科
指

導
を

実
 

施
。

 

○
相

談
事

業
（実

績
：人

） 
 １

４年
度

  
  

１
３年

度
 

 
  

市
内

  
 

小
学

生
  

  
 ３

２
３

  
 

  
 

２
６

３ 
  

  
  

  
中

学
生

  
  

 
３

７
４

  
  

  
２

３
１ 

  
  

  
  

そ
の

他
  

  
  

１
６ 

  
  

  
５

４ 
  

市
外

  
 

小
学

生
  

  
  

２
２ 

  
  

  
３

６ 
  

  
  

  
中

学
生

  
  

  
６

８ 
  

  
  

８
９ 

  
  

  
  

そ
の

他
  

  
  

１
７ 

  
  

  
５

０ 
 ○

指
導

事
業

（実
績

：人
） 

 １
４年

度
  

  
１

３年
度

 

  
市

内
  

 
小

学
生

  
  

  
１

３（
４

） 
  

 
１

０（
５

） 
  

  
  

  
中

学
生

  
  

  
 

９
（７

） 
  

  
９

（５
） 

  
市

外
  

 
小

学
生

  
  

  
 

１
（０

） 
  

  
１

（０
） 

  
  

  
  

中
学

生
  

  
  

 
２

（０
） 

  
  

３
（２

） 
  

※
 

（ 
）内

は
、

学
校

復
帰

者
。

 
 ・指

導
員

は
、

時
間

給
１

，
２

２
０円

で
社

保
な

し
。

 
・相

談
員

及
び

指
導

室
長

は
、

月
額

報
酬

（１
５

万
円

程
度

）で
社

保
加

 
入

。
 

・指
導

事
業

の
う

ち
、

市
外

か
ら

の
通

塾
生

は
、

月
額

３
，

０
０

０
円

を
 

負
担

す
る

。
 

 【不
登

校
対

策
】 

・市
立

｢光
人

塾
｣と

各
学

校
と

が
連

携
し

て
、

相
談

指
導

に
当

た
る

。
 

・平
田

中
学

校
に

加
配

教
員

１
名

を
配

置
。

 

・月
１

０
日

以
上

の
欠

席
者

に
つ

い
て

、
教

育
総

務
課

で
報

告
を

受
け

、
そ

の
一

覧
表

を
光

人
塾

や
市

立
教

育
研

究
所

に
届

け
、

相
談

の
糸

口
と

し
て

い
る

。
 

  

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 

・平
成

１
５年

度
か

ら
適

応
指

導
教

室
「コ

ス
モ

ス
教

室
」の

予
定

 
                       【不

登
校

対
策

】 
コ

ス
モ

ス
相

談
室

（教
育

相
談

室
） 

学
校

外
で

相
談

・支
援

の
組

織
を

設
置

、
常

時
３

人
で

対
応

 

     

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 

 
設

置
な

し
 

                       【不
登

校
対

策
】 

佐
田

中
学

校
に

心
の

教
室

相
談

員
（1

名
）を

配
置
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

５
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 
 

設
置

な
し

 
    【不

登
校

対
策

】 
多

伎
中

学
校

に
「心

の
教

室
相

談
員

」を
１

名
設

置
し

て
い

る
。

 
        

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 
設

置
な

し
 

（該
当

者
が

あ
れ

ば
、

出
雲

市
の

適
応

指
導

教
室

等
に

入
級

を
お

願
い

し
て

い
る

。
） 

  【不
登

校
対

策
】 

・不
登

校
の

児
童

生
徒

等
に

つ
い

て
は

、
平

成
１

５
年

度
よ

り
配

置
さ

れ
た

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

に
よ

り
対

応
し

て
い

る
。

 

    

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 【適
応

指
導

教
室

】 
 

設
置

な
し

 
（該

当
者

が
あ

れ
ば

、
出

雲
市

の
適

応
指

導
教

室
、

又
は

平
田

市
の

光

人
塾

に
入

級
し

て
い

る
。

） 
  【不

登
校

対
策

】 
・大

社
中

学
校

で
「心

の
教

室
事

業
」を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
大

社
小

学
校

の
通

級
指

導
教

室
で

も
対

応
し

て
い

る
。

 

    

６
 

不
登

校
対

策
事

業
 

 
不

登
校

及
び

不
登

校
傾

向
の

あ
る

児
童

生
徒

に
対

す
る

相
談

、
指

導
等

の
支

援
を

行
う

「不
登

校
対

策
事

業
」と

し
て

合
併

時
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

６
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
 

本
事

業
に

お
い

て
は

特
別

な
教

育
的

な
支

援
を

必
要

と
す

る
児

童
生

徒
が

在
籍

し
て

い
る

学
校

（学
級

）に
対

し
て

、
専

門
的

な
知

識
や

経
験

を
も

つ
指

導
員

を
派

遣
し

、
以

下
の

具
体

的
な

支
援

を
行

う
。

 
 

・児
童

生
徒

へ
の

適
切

な
指

導
 

 
・教

職
員

や
保

護
者

へ
の

効
果

的
な

支
援

の
在

り
方

な
ど

に
つ

い
て

の
  

指
導

 
  

・Ａ
Ｄ

Ｈ
Ｄ

や
Ｌ

Ｄ
傾

向
の

あ
る

児
童

生
徒

に
対

す
る

支
援

の
在

り
方

  

に
関

す
る

調
査

・研
究

 
 指

導
員

 
１

名
（嘱

託
） 

１
７日

／
月

 
１

２ヶ
月

  
月

 
１

６万
円

 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
 ・自

閉
症

児
や

Ｌ
Ｄ

、
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ等
の

障
害

の
あ

る
子

ど
も

に
対

し
て

、
 

あ

ら
か

じ
め

委
託

し
て

い
る

医
療

機
関

か
ら

、
個

人
の

発
達

に
対

す
る

支
援

と
し

て
、

個
別

発
達

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

作
成

・指
導

や
教

職
員

に
対

す
る

医
療

・心
理

の
専

門
家

か
ら

の
指

導
助

言
（ス

ク
ー

ル
ア

ド
バ

イ
ザ

ー

事
業

）、
通

院
に

よ
る

療
育

指
導

な
ど

を
受

け
る

。
 

 ・高
額

医
療

の
た

め
、

助
成

が
な

い
と

保
護

者
負

担
が

大
き

い
た

め
。

 

 ・委
託

先
 

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
療

育
セ

ン
タ

ー
燦

々
。

 
・島

根
県

障
害

者
は

つ
ら

つ
生

活
支

援
事

業
補

助
金

の
対

象
事

業
。

 
１

３年
度

か
ら

実
施

。
 

 ①
発

達
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
作

成
と

指
導

 

  
１

回
 

５
，

１
０

０円
 

  
週

１
回

～
月

１
回

（保
護

者
同

伴
） 

  
１

４年
度

 
１

３
人

、３
３

５
回

実
施

 

②
ス

ク
ー

ル
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
事

業
 

  
１

回
 

１
０，

０
０

０
円

 
  

小
中

学
校

の
希

望
に

よ
る

 

  
１

４年
度

 
１

２
回

（小
学

校
５

校
） 

③
集

団
療

育
事

業
（実

費
） 

  
14

年
度

 ２
回

実
施

 

 ・１
４年

度
委

託
料

総
額

 
１

，
８

８
４

，３
７

６
円

 
・島

根
県

障
害

者
は

つ
ら

つ
生

活
支

援
事

業
補

助
金

 
８

０万
円

 

 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
  

該
当

な
し

 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
  

該
当

な
し
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

６
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
（学

校
教

育
関

係
 

そ
の

２）
 

協
議

細
目

 
学

校
教

育
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
  

該
当

な
し

 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
  

該
当

な
し

 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
 ・大

社
小

学
校

の
通

級
指

導
教

室
で

対
応

し
て

い
る

。
 

・心
身

障
害

児
地

域
小

規
模

療
育

活
動

事
業

で
た

ん
ぽ

ぽ
の

会
事

業
を

大
社

小
学

校
の

通
級

指
導

教
室

を
中

心
に

行
い

、
発

達
に

遅
れ

の
あ

る

子
ど

も
の

療
育

指
導

等
を

行
っ

て
い

る
。

 
（町

の
健

康
福

祉
課

か
ら

８
０万

円
の

委
託

料
支

出
） 

７
 

特
別

支
援

教
育

事
業

 
 

自
閉

症
や

Ｌ
Ｄ

、
Ａ

Ｄ
Ｈ

Ｄ傾
向

の
あ

る
児

童
生

徒
等

に
対

し
て

、
特

に
専

門
的

な
知

識
や

経
験

等
を

も
と

に
、

特
別

な
教

育
的

支
援

を
行

う
「特

別
支

援
教

育
事

業
」と

し
て

合
併

時
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。
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1

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
【学

校
教

育
関

係
 

そ
の

３】
 

協
議

細
目

 
学

校
給

食
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

  
出

雲
市

立
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
 

建
築

年
  

  
平

成
１

４年
 

調
理

能
力

  
１

１,
０

０
０

食
 

 

【直
営

・委
託

】 
  

 
１

セ
ン

タ
ー

直
営

 
【学

校
給

食
会

】 

  
 

出
雲

市
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・調
理

業
務

（ご
飯

、
パ

ン
） 

  
 

・配
送

業
務

 
 

【調
理

食
数

】 

  
 

小
学

校
 

１
４校

 
６

,０
４

９
食

 
  

 
中

学
校

  
６

校
 

３
,２

２
５食

 
  

 
幼

稚
園

 
１

６園
 

１
,１

１
５

食
 

  
  

 
  

  
  

計
  

  
  

１
０,

３
８

９食
 

  ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
３

６円
／

食
（う

ち
１

円
） 

 
【中

学
校

】 
  

２
８

７円
／

食
（う

ち
１

円
） 

 
【幼

稚
園

】 
  

２
５

８円
／

食
（う

ち
１

円
） 

 
 

  
※

 （
 

）は
食

材
費

以
外

の
経

費
（光

熱
水

費
等

） 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
平

田
市

立
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
 

建
築

年
  

 
昭

和
４

２
年

 
調

理
能

力
  

６
,０

０
０

食
 

 

【直
営

・委
託

】 
  

 
１

セ
ン

タ
ー

直
営

 
【学

校
給

食
会

】 

  
 

平
田

市
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・調
理

業
務

（ご
飯

、
パ

ン
） 

  
 

・配
送

業
務

 
 

【調
理

食
数

】 

  
 

小
学

校
 

１
３校

 
２

,０
１

０
食

 
  

 
中

学
校

  
４

校
 

１
,０

８
０

食
 

  
 

幼
稚

園
  

２
園

  
 ３

２
７食

 

   
  

 
計

  
  

  
  

 
３

,４
１

７食
 

  ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
６

４円
／

食
（う

ち
８

円
） 

 
【中

学
校

】 
  

３
２

０円
／

食
（う

ち
８

円
） 

 
【幼

稚
園

】 
  

２
３

２円
／

食
（う

ち
８

年
） 

   
※

 （
 

）は
食

材
費

以
外

の
経

費
（光

熱
水

費
等

） 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
斐

川
町

学
校

給
食

共
同

調
理

場
 

建
築

年
  

 
昭

和
５

６
年

 
調

理
能

力
  

３
,２

０
０

食
 

 

【直
営

・委
託

】 
  

 
１

共
同

調
理

場
 

直
営

 
【学

校
給

食
会

】 

  
 

斐
川

町
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・調
理

業
務

（パ
ン

） 

  
 

・配
送

業
務

 
 

【調
理

食
数

】 

  
 

小
学

校
 

４
校

 
１

,８
９

４
食

 
  

 
中

学
校

 
２

校
 

１
,０

０
３

食
 

  
 

幼
稚

園
 

４
園

  
 

２
８

７食
 

   
  

 
計

  
  

  
３

,１
８

４食
 

  ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
６

８円
／

食
（う

ち
８

円
） 

 
【中

学
校

】 
  

３
２

９円
／

食
（う

ち
８

円
） 

 
【幼

稚
園

】 
  

２
１

５円
／

食
（う

ち
５

円
） 

   
※

 （
 

）は
食

材
費

以
外

の
経

費
（光

熱
水

費
等

） 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
佐

田
町

立
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
 

建
築

年
  

 
平

成
３

年
 

調
理

能
力

  
１

,０
０

０
食

 
 

【直
営

・委
託

】 
  

 
１

セ
ン

タ
ー

委
託

（委
託

先
：学

校
給

食
会

） 
【学

校
給

食
会

】 

  
 

佐
田

町
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・配
送

業
務

 

  
【調

理
食

数
】 

  
 

小
学

校
 

２
校

 
２

６
６食

 
  

 
中

学
校

 
１

校
 

１
８

１食
 

    
  

 
計

  
  

 
４

４
７

食
 

  ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
３

０円
／

食
 

 
【中

学
校

】 
  

２
９

０円
／

食
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
2

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

教
育

・文
化

専
門

部
会

 
学

校
教

育
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
の

取
扱

い
【学

校
教

育
関

係
 

そ
の

３】
 

協
議

細
目

 
学

校
給

食
事

業
 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
多

伎
町

立
学

校
給

食
セ

ン
タ

ー
 

建
築

年
  

 
平

成
元

年
（平

成
９

年
増

改
築

） 
調

理
能

力
  

５
０

０
食

 

 
【直

営
・委

託
】 

  
 

１
セ

ン
タ

ー
直

営
 

【学
校

給
食

会
】 

  
 

多
伎

町
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・調
理

業
務

（ご
飯

） 
  

 
・配

送
業

務
 

 

【調
理

食
数

】 
  

 
小

学
校

 
２

校
 

２
５

５食
 

  
 

中
学

校
 

１
校

 
１

５
７食

 

  
 

幼
稚

園
 

３
園

  
５

２食
 

   
  

 
計

  
  

 
４

６
４

食
 

 ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
３

１円
／

食
 

 
【中

学
校

】 
  

２
８

３円
／

食
 

 
【幼

稚
園

】 
  

１
９

８円
／

食
 

  
 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
湖

陵
町

立
学

校
給

食
共

同
調

理
場

 
建

築
年

  
 

平
成

８
年

 
調

理
能

力
 

 ８
０

０食
 

 
【直

営
・委

託
】 

  
 

１
セ

ン
タ

ー
委

託
（委

託
先

：学
校

給
食

会
） 

【学
校

給
食

会
】 

  
 

湖
陵

町
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 

【調
理

食
数

】 
  

 
小

学
校

  
 

１
校

 
３

４
９食

 
  

 
中

学
校

  
 

１
校

 
１

９
２食

 

  
 

幼
稚

園
  

 
２

園
  

５
３食

 
   

  
 

計
  

  
  

  
５

９
４

食
 

 ２
 

給
食

費
 

 
【小

学
校

】 
  

２
３

３円
／

食
 

 
【中

学
校

】 
  

２
８

５円
／

食
 

 
【幼

稚
園

】 
  

２
０

４円
／

食
 

 
 

１
 

運
営

方
法

 
【施

設
】 

施
設

名
  

 
大

社
町

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

 
建

築
年

  
 

昭
和

４
４

年
 

調
理

能
力

  
３

,５
０

０
食

 

 
【直

営
・委

託
】 

  
 

１
セ

ン
タ

ー
委

託
（委

託
先

：学
校

給
食

会
） 

【学
校

給
食

会
】 

  
 

大
社

町
学

校
給

食
会

 
【業

務
委

託
】 

  
 

・調
理

業
務

（ご
飯

、
パ

ン
） 

  
 

・配
送

業
務

 
 

【調
理

食
数

】 
  

 
小

学
校

  
５

校
 

１
,０

１
８

食
 

  
 

中
学

校
  

１
校

  
 ５

４
２食

 

  
 

幼
稚

園
  

５
園

  
 １

８
１食

 
   

  
 

計
  

  
  

１
,７

４
１食

 
 ２

 
給

食
費

 
 

【小
学

校
】 

  
２

６
９円

／
食

（７
円

） 
 

【中
学

校
】 

  
３

３
１円

／
食

（７
円

） 

 
【幼

稚
園

】 
  

２
２

７円
／

食
（７

円
） 

   
※

 （
 

）は
食

材
費

以
外

の
経

費
（光

熱
水

費
等

） 

     

１
 

運
営

方
法

 
 

現
行

の
と

お
り

、
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

 
給

食
施

設
に

つ
い

て
は

、
施

設
・設

備
の

老
朽

化
、

安
全

衛
生

基
準

に
配

慮
し

、
新

市
に

お
い

て
、

統
廃

合
を

検
討

す
る

。
 

 
学

校
給

食
会

は
、

当
面

現
行

の
と

お
り

と
す

る
。

 

 
 

               ２
 

給
食

費
 

 
当

面
現

行
の

と
お

り
と

す
る。

た
だ

し
食

材
費

以
外

（光
熱

水
費

等
）の

経
費

は
新

市
の

予
算

で
対

応
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
協

会
の

取
扱

い
 

調
整

の
方

針
 

２市
５

町
の

観
光

協
会

に
つ

い
て

は
、

合
併

と
同

時
に

、
新

市
の

観
光

協
会

に
再

編
す

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

観
光

協
会

へ
の

運
営

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
と

同
時

に
新

し
い

基
準

を
設

け
、

一
元

化
す

る
よ

う調
整

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【出
雲

市
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

２
１

４名
 

・事
務

局
 

 
 

市
観

光
政

策
課

職
員

が
兼

務
 

 ・事
務

所
 

 
 

市
観

光
政

策
課

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
 

 
観

光
Ｐ

Ｒ
 

特
産

品
の

奨
励

･斡
旋

 
駅

観
光

案
内

所
業

務
 

 
 

駅
特

産
品

コ
ー

ナ
ー

の
運

営
（職

員
 

３
名

） 
 

 
一

の
谷

公
園

桜
ま

つ
り

 
 

 
立

久
恵

峡
ウ

オ
ッ

チ
ン

グ
 

   【観
光

協
会

へ
の

補
助

金
】（

平
成

１
４

年
度

実
績

） 
 

運
営

費
補

助
  

 
７

，
０

１
４千

円
 

  
 

（内
訳

） 
運

営
補

助
分

  
  

  
２

，
１

１
０千

円
 

  
  

  
  

 
特

産
品

コ
ー

ナ
ー

分
 

 
４

，
４

０
０千

円
 

  
  

  
  

 
ﾎﾞ

ﾗﾝ
ﾃｨ

ｱ
ｶﾞ

ｲﾄ
ﾞ分

 
 

 
 

 
５

０
０千

円
 

 
 

【平
田

市
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

２
５

名
 

・事
務

局
 

 
 

市
地

域
振

興
課

職
員

が
兼

務
 

 
 

臨
時

職
員

 
１

名
 

・事
務

所
 

 
 

平
田

市
一

式
飾

常
設

館
内

 
・主

な
業

務
・事

業
内

容
 

 
 

愛
宕

山
公

園
桜

ま
つ

り
 

 
 

河
下

布
勢

灘
海

水
浴

場
海

開
き

 
 

 
鰐

淵
寺

も
み

じ
祭

り
 

 
 

一
式

飾
り

保
存

会
事

務
局

 
 

河
下

盆
踊

り
保

存
会

事
務

局
 

 
 

弁
慶

祭
り

実
行

委
員

会
事

務
局

 
   【観

光
協

会
へ

の
補

助
金

】（
平

成
１

４
年

度
実

績
） 

 
運

営
費

補
助

  
 

５
，

６
０

０千
円

 
 

 

【斐
川

町
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

２
３

０名
 

・事
務

局
 

 
 

町
商

工
観

光
課

職
員

が
兼

務
 

 
 

臨
時

職
員

 
１

名
 

・事
務

所
 

 
 

町
商

工
観

光
課

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
四

季
の

プ
レ

ゼ
ン

ト 
「花

の
ま

ち
」交

流
促

進
事

業
 

広
域

観
光

ル
ー

ト
開

発
 

観
光

Ｐ
Ｒ

 
ミ

ス
ひ

か
わ

の
選

考
 

    【観
光

協
会

へ
の

補
助

金
】（

平
成

１
４

年
度

実
績

） 
 

運
営

費
補

助
  

 
３

，
０

０
０千

円
 

 
 

 

【佐
田

町
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

５
２

４名
 

・事
務

局
 

 
 

町
産

業
振

興
課

職
員

が
兼

務
 

・事
務

所
 

 
 

町
産

業
振

興
課

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
 

 
観

光
Ｐ

Ｒ
 

   
 

 
      【観

光
協

会
へ

の
補

助
金

】（
平

成
１

４
年

度
実

績
） 

 
運

営
費

補
助

  
 

８
０

０千
円

 
  

 
 

【関
係

条
例

等
】 

 
 

出
雲

市
補

助
金

等
交

付
規

則
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
協

会
の

取
扱

い
 

調
整

の
方

針
 

２市
５

町
の

観
光

協
会

に
つ

い
て

は
、

合
併

と
同

時
に

、
新

市
の

観
光

協
会

に
再

編
す

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。

 

観
光

協
会

へ
の

運
営

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
と

同
時

に
新

し
い

基
準

を
設

け
、

一
元

化
す

る
よ

う調
整

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

【多
伎

町
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

１
９

４名
 

・事
務

局
 

 
 

町
産

業
振

興
課

職
員

が
兼

務
 

 ・事
務

所
 

 
 

町
産

業
振

興
課

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
 

 
観

光
Ｐ

Ｒ
 

 
 

 
 

   【観
光

協
会

へ
の

補
助

金
】（

平
成

１
４

年
度

実
績

） 
 

運
営

費
補

助
  

 
１

，
０

０
０千

円
 

  
 

 

【湖
陵

町
観

光
協

会
】 

・会
員

 
 

８
０

名
 

・事
務

局
 

 
 

町
経

済
課

職
員

が
兼

務
 

 ・事
務

所
 

 
 

町
経

済
課

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
 

 
観

光
Ｐ

Ｒ
 

     【観
光

協
会

へ
の

補
助

金
】（

平
成

１
４

年
度

実
績

） 
 

運
営

費
補

助
  

 
４

５
０千

円
 

 
 

 

【大
社

観
光

協
会

】 
・会

員
 

 
１

６
０名

 
・事

務
局

 
 

 
協

会
職

員
 

３
名

 
 ・事

務
所

 
 

 
吉

兆
館

内
 

・主
な

業
務

・事
業

内
容

 
 

 
大

社
観

光
案

内
所

業
務

 
 

 
日

御
碕

観
光

案
内

所
業

務
 

 
 

吉
兆

館
観

光
情

報
業

務
 

  
 

 【観
光

協
会

へ
の

補
助

金
】（

平
成

１
４

年
度

実
績

） 
 

運
営

費
補

助
  

 
１

０
，

０
０

０千
円

 
 

（内
訳

） 
一

般
管

理
事

業
  

  
  

 
上

限
 

４
，４

０
０千

円
 

  
  

  
 

無
料

休
憩

諸
施

設
管

理
事

業
  

  
 

１
０

０千
円

 
  

  
  

 
観

光
誘

致
開

発
事

業
  

  
  

  
６，

４
０

０千
円

 
  

  
  

 
※

た
だ

し
、

予
算

の
範

囲
内

と
す

る
  

【関
係

条
例

】 
 

 
 

 
 

大
社

観
光

協
会

補
助

金
交

付
要

綱
 

１
つ

の
自

治
体

に
は

、１
つ

の
観

光
協

会
が

望
ま

し
い

。
 

 ２
市

５
町

の
観

光
協

会
に

つ
い

て
は

、
合

併
と

同
時

に
、新

市
の

観
光

協
会

に
再

編
す

る
よ

う
調

整
に

努
め

る
。 

観
光

協
会

へ
の

運
営

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
と

同
時

に
新

し
い

基
準

を
設

け
、

一
元

化
す

る
よ

う
調

整
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

【立
久

恵
峡

ユ
ー

ス
・ホ

ス
テ

ル
】 

１
．

名
称

 
 

 
 

 
立

久
恵

峡
ユ

ー
ス

･ホ
ス

テ
ル

 
２

．
位

置
 

 
 

 
 

出
雲

市
乙

立
町

立
久

恵
峡

 
３

．
施

設
概

要
 

 
宿

泊
室

５
室

、
集

会
室

、
食

堂
 

４
．

管
理

運
営

 
 

乙
立

町
自

治
協

会
内

管
理

組
合

に
委

託
 

５
．

使
用

料
 

区
 

 
分

 
単

 
 

位
 

金
額

 
一

般
 

１人
に

つ
き

１
泊

 
２，

２
０

０ 
宿

泊
料

 
中

学
生

以
下

 
１人

に
つ

き
１

泊
 

１，
８

０
０ 

集
会

室
使

用
料

 
（使

用
時

間
４

時
間

以
内

） 
１回

１
室

に
つ

き
 

４，
０

０
０ 

 
 

・宿
泊

料
に

つ
い

て
は

、
冷

暖
房

の
期

間
中

は
、

１
人

に
つ

き
２

０
０円

を
加

算
す

る
。

 
 

 
・ス

リ
ー

ピ
ン

グ
シ

ー
ツ

を
持

参
し

た
も

の
は

、
宿

泊
料

か
ら

２
０

０円
を

減
ず

る
。

 
 

 
・集

会
室

の
使

用
時

間
が

４
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

を
増

す
ご

と
に

１
，

０
０

０円
を

加
算

す
る

。 
 

 
・集

会
室

の
使

用
料

に
つ

い
て

は
、冷

暖
房

の
期

間
中

は
、

使
用

料
の

５
割

増
と

す
る

。 
 【立

久
恵

峡
わ

か
あ

ゆ
の

里
】 

１
．

名
称

 
 

 
 

 
立

久
恵

峡
わ

か
あ

ゆ
の

里
 

２
．

位
置

 
 

 
 

 
出

雲
市

乙
立

町
５

２
６

３番
地

１
４ 

３
．

施
設

 
 

 
 

 
オ

ー
ト

キ
ャ

ン
プ

サ
イ

ト、
キ

ャ
ン

プ
サ

イ
ト、

ミ
ニ

ロ
グ

ハ
ウ

ス
、

グ
ラ

ウ
ン

ド
ゴ

ル
フ場

 
４

．
管

理
運

営
 

 
乙

立
町

自
治

協
会

内
管

理
組

合
に

委
託

 
５

．
使

用
料

 
施

設
等

の
名

称
 

単
 

 
位

 
利

用
料

金
の

範
囲

 
オ

ー
ト

キ
ャ

ン
プ

サ
イ

ト 
１

区
画

・１
泊

に
つ

き
 

２
，０

０
０円

か
ら

４，
０

０
０円

ま
で

 
キ

ャ
ン

プ
サ

イ
ト 

１
区

画
・１

泊
に

つ
き

１
人

 
２

０
０円

か
ら

４
０

０円
ま

で
 

宿
泊

・１
泊

に
つ

き
 

４
，０

０
０円

か
ら

７，
５

０
０円

ま
で

 
ミ

ニ
ロ

グ
ハ

ウ
ス

和
室

(４
.５

畳
) 

（台
所

・便
所

・風
呂

付
） 

休
憩

・２
時

間
に

つ
き

 
１

，５
０

０円
か

ら
２，

５
０

０円
ま

で
 

ミ
ニ

ロ
グ

ハ
ウ

ス
（和

室
６

畳
） 

宿
泊

・１
泊

に
つ

き
 

３
，５

０
０円

か
ら

６，
５

０
０円

ま
で

 
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ場
 

１
日

・１
人

 
２

０
０円

か
ら

４
０

０円
ま

で
 

 
 

・宿
泊

料
に

つ
い

て
は

、
冷

暖
房

の
期

間
中

は
、

１
人

に
つ

き
２

０
０円

を
加

算
す

る
。

 
 

 
・ス

リ
ー

ピ
ン

グ
シ

ー
ツ

を
持

参
し

た
も

の
は

、
宿

泊
料

か
ら

２
０

０円
を

減
ず

る
。

 
 

 
・集

会
室

の
使

用
時

間
が

４
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

を
増

す
ご

と
に

１
，

０
０

０円
を

加
算

す
る

。 

【出
雲

市
サ

イ
ク

リ
ン

グ
タ

ー
ミ

ナ
ル

】 
１

．名
称

  
 

出
雲

市
サ

イ
ク

リ
ン

グ
タ

ー
ミ

ナ
ル

 
２

．位
置

 
 

 
出

雲
市

塩
冶

有
原

町
２

丁
目

１
０

番
地

 
３

．施
設

概
要

 
 

 
宿

泊
室

（和
室

１
０室

、
洋

室
４

室
）、

 
 

研
修

室
、小

会
議

室
、

食
堂

、レ
ン

タ
サ

イ
ク

ル
 

４
．職

員
体

制
（施

設
直

接
管

理
員

） 
 

 
管

理
業

務
１

名
、

清
掃

業
務

３
名

、
夜

間
業

務
３

名
 

５
．施

設
使

用
料

 
 

①
宿

泊
料

 
利

用
区

分
 

和
室

 
洋

室
 

一
般

 
２

，
８

０
０ 

２
，

７
０

０ 
中

学
生

 
２

，
３

０
０ 

２
，

２
０

０ 
小

学
生

 
２

，
１

０
０ 

２
，

０
０

０ 
 

 
・宿

泊
の

た
め

の
利

用
時

間
は

、
午

後
４

時
か

ら
翌

日
の

午
前

１
０

時
ま

で
と

し
ま

す
。

 
 

 
・冷

暖
房

の
期

間
中

は
、

１
人

に
つ

き
２

０
０円

を
加

算
し

ま
す

。 
 

②
休

憩
料

金
 

利
用

区
分

 
使

用
料

（１
回

１
室

に
つ

き
） 

４時
間

以
内

 
１

，
２

３
０ 

 
 

・休
憩

の
た

め
の

利
用

時
間

は
、午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
と

し
ま

す
。 

 
 

・４
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

を
増

す
ご

と
に

２
５

０
円

を
加

算
し

ま
す

。 
・冷

暖
房

の
期

間
中

は
、

使
用

料
の

５
割

増
し

と
し

ま
す

。
 

  

          ③
研

修
室

使
用

料
 

利
用

区
分

 
使

用
料

 
（１

回
に

つ
き

） 
４

時
間

以
内

 
４

，５
０

０ 
４

時
か

を
超

え
８

時
間

以
内

 
７

，７
０

０ 
 

 
・研

修
室

の
利

用
時

間
は

、
午

前
９

時
か

ら
午

後
１

０
時

ま
で

と
し

ま
す

。
 

 
 

・８
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

を
増

す
ご

と
に

１
，

１
０

０
円

を
加

算
し

ま
す

。
 

・冷
暖

房
の

期
間

中
は

、
使

用
料

の
５

割
増

し
と

し
ま

す
。

 
④

自
転

車
使

用
料

 
利

用
区

分
 

使
用

料
（１

台
に

つ
き

） 
一

般
 

３
０

０ 
中

学
生

 
２

０
０ 

小
学

生
 

１
０

０ 
 

 
・自

転
車

の
利

用
時

間
は

、午
前

９
時

か
ら

午
後

５
時

ま
で

と
し

ま
す

。 
 

 
・１

回
の

使
用

時
間

は
、４

時
間

以
内

と
し

ま
す

。
 

 
 

・４
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

を
増

す
ご

と
に

５
０

円
を

加
算

し
ま

す
。 

  

【関
係

条
例

】 
 

 
立

久
恵

峡
ユ

ー
ス

・ホ
ス

テ
ル

条
例

 
 

 
 

 
立

久
恵

峡
わ

か
あ

ゆ
の

里
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 
   

出
雲

市
サ

イ
ク

リ
ン

グ
タ

ー
ミ

ナ
ル

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

第8回協議会資料-83-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

平
田

市
 

【一
式

飾
り

常
設

館
】 

平
田

市
平

田
町

２
２

７
３－

８ 
１

．
施

設
概

要
 

 
 

 
２

．
管

理
運

営
 

 
 

 
３

．
使

用
料

（入
館

料
） 

  
 

無
料

 
４

．
そ

の
他

 
  

 
土

地
は

、
借

地
で

あ
る

。 
    

【一
式

飾
り

展
示

館
】 

平
田

市
平

田
町

５
０

４－
５

 
１．

施
設

概
要

 
 

 
 

２．
管

理
運

営
 

 
 

財
団

法
人

平
田

市
都

市
公

社
に

業
務

委
託

 
  

 
委

託
料

 ４
８

０千
円

（平
成

１
４

年
度

） 
３．

使
用

料
（入

館
料

） 
  

 
無

料
 

４．
そ

の
他

  
 

 
  

 
土

地
建

物
は

、
借

地
、

借
家

で
あ

る
。

 

【関
係

条
例

】 
 

平
田

市
立

一
式

飾
常

設
館

等
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

【町
有

温
泉

源
】 

１
．

泉
源

  
 

斐
川

町
湯

の
川

温
泉

 
２

．
給

湯
区

域
  

 
斐

川
町

大
字

学
頭

地
内

 
３

．
料

金
 

（給
湯

料
） 

区
  

分
 

基
 

準
 

量
 

料
  

金
 

摘
  

要
 

使
用

湯
量

 
月

当
り

15
0

立
方

米
ま

で
 

１
５，

０
０

０円
 

 

超
過

湯
量

 
１

立
方

米
当

り
 

１
０

０円
 

月
15

0
立

方
米

超
過

分
 

  
・徴

収
す

る
料

金
は

、
上

表
に

定
め

る
額

の
合

計
額

に
10

0
分

の
５

を
乗

じ
て

得
た

額
（1

0
円

未
満

の
端

数
は

切
捨

て
る

。
）を

加
算

す
る

。
 

  
 

 
（温

泉
ス

タ
ン

ド
） 

区
  

分
 

基
 

準
 

量
 

料
  

金
 

摘
  

要
 

温
泉

ス
タ

ン
ド 

２
０

０ 
に

つ
き

 
１

０
０円

 
 

 

【道
の

駅
】 

 １
．名

称
 

 
道

の
駅

湯
の

川
 

２
．位

置
 

 
斐

川
町

大
字

学
頭

８
２

５番
地

２
他

 
３

．
施

設
 

 
ハ

ウ
ス

棟
、

花
卉

展
示

ハ
ウ

ス
、

花
卉

栽
培

・体
験

ハ
ウ

ス
、

イ
ベ

ン
ト広

場
、

駐
車

場
 

４
．利

用
料

金
 

 
 

 
 

 
 

道
の

駅
の

利
用

に
係

る
料

金
の

基
本

的
考

え
方

は
、

地
方

自
治

法
第

２
２

５条
に

定
め

る
使

用
料

に
相

応
す

る
金

額
と

し
、

実
例

価
格

及
び

実
費

を
考

慮
し

て
別

に
定

め
る

。 
５

．管
理

運
営

 
 

 
 

 
 

 
第

３
セ

ク
タ

ー
「株

式
会

社
 

道
の

駅
湯

の
川

」
に

管
理

委
託

 

【出
雲

い
り

す
の

丘
公

園
】 

１
．

名
称

 
 

 
 

 
斐

川
町

出
雲

い
り

す
の

丘
公

園
 

２
．

位
置

 
 

 
 

 
斐

川
町

大
字

学
頭

 
３

．
管

理
運

営
 

 
「株

式
会

社
 

湯
の

川
フ

ァ
ー

ム
」（

管
理

受
託

者
）に

管
理

委
託

 
４

．
入

場
料

  
  

入
場

料
は

、
別

表
に

掲
げ

る
基

準
額

に
0.

7
を

乗
じ

て
得

た
額

か
ら

当
該

基
準

額
に

1.
3

を
乗

じ
て

得
た

額
ま

で
の

範
囲

内
の

額
で

、
管

理
受

託
者

が
町

長
の

承
認

を
受

け
て

定
め

る
額

と
す

る
。 

（別
表

） 
１

 
公

園
施

設
の

み
に

入
場

す
る

場
合

 

区
  

  
  

分
 

入
場

料
の

額
（1

人
1

回
に

つ
き

） 
利

  
用

  
期

  
間

 

６
０

０円
 

３
月

１
日

か
ら

１
１月

３
０日

ま
で

 
一

  
  

 
般

  
（中

学
生

以
上

） 
３

０
０円

 
１

２月
１

日
か

ら
２

月
２

８日
ま

で
 

３
０

０円
 

３
月

１
日

か
ら

１
１月

３
０日

ま
で

 
４

  
  

歳
  

  
以

  
  

上
 

無
  

料
 

１
２月

１
日

か
ら

２
月

２
８日

ま
で

 

４
  

  
歳

  
  

未
  

  
満

 
無

  
料

 
 

７
０歳

以
上

（斐
川

町
居

住
者

に
限

る
） 

無
  

料
 

 

 
備

考
１

 
団

体
（１

５
人

以
上

の
場

合
を

い
う

。
）の

場
合

、
及

び
そ

の
他

割
引

制
度

に
つ

い
て

は
、

町
長

の
承

認
を

受
け

て
管

理
受

託
者

が
別

に
定

め
る

。
 

２
 

温
泉

施
設

の
み

に
入

場
す

る
場

合
 

区
  

  
  

分
 

入
場

料
の

額
（1

人
1

回
に

つ
き

） 
回

  
数

  
券

 
（１

１枚
綴

） 

６
０ 

  
 

歳
  

  
以

  
  

上
 

４
０

０円
 

４
，

０
０

０円
 

一
  

  
 

般
  

（中
学

生
以

上
） 

５
０

０円
 

５
，

０
０

０円
 

４
  

  
歳

  
  

以
  

  
上

 
３

０
０円

 
３

，
０

０
０円

 

４
  

  
歳

  
  

未
  

  
満

 
無

  
料

 
 

３
 

温
泉

施
設

と
公

園
施

設
に

同
日

中
に

入
場

す
る

場
合

 

区
  

  
  

分
 

入
場

料
の

額
（1

人
1

回
に

つ
き

） 
利

  
用

  
期

  
間

 

９
０

０円
 

３
月

１
日

か
ら

１
１

月
３

０
日

ま
で

 
６

０ 
  

 
歳

  
  

以
  

  
上

 
６

０
０円

 
１

２月
１

日
か

ら
２

月
２

８
日

ま
で

 

１
，

０
０

０円
 

３
月

１
日

か
ら

１
１

月
３

０
日

ま
で

 
一

  
  

 
般

  
（中

学
生

以
上

） 
７

０
０円

 
１

２月
１

日
か

ら
２

月
２

８
日

ま
で

 

５
０

０円
 

３
月

１
日

か
ら

１
１

月
３

０
日

ま
で

 
４

  
  

歳
  

  
以

  
  

上
 

３
０

０円
 

１
２月

１
日

か
ら

２
月

２
８

日
ま

で
 

４
  

  
歳

  
  

未
  

  
満

 
無

  
料

 
 

 
備

考
１

 
団

体
（１

５人
以

上
の

場
合

を
い

う
。

）の
場

合
、

及
び

そ
の

他
割

引
制

度
に

つ
い

て
は

、
町

長
の

承
認

を
受

け
て

管
理

受
託

者
が

別
に

定
め

る
。

 

【関
係

条
例

】 
 

斐
川

町
湯

の
川

温
泉

給
湯

条
例

 
  

道
の

駅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 
 斐

川
町

い
り

す
の

丘
公

園
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

佐
田

町
 

【八
雲

風
穴

公
園

】 
１

．
名

称
  

 
八

雲
風

穴
公

園
 

２
．

位
置

  
 

佐
田

町
大

字
朝

原
 

３
．

管
理

運
営

 
 

 
地

元
連

合
自

治
会

「風
太

郎
」

（管
理

受
託

者
）に

管
理

委
託

 
４

．
利

用
料

 
入

場
料

は
、

別
表

に
掲

げ
る

料
金

の
範

囲
内

の
額

で
、

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。
 

（別
表

） 

区
 

分
 

利
用

料
金

の
範

囲
 

備
  

 
考

 

入 場 料
 

１
人

 
１

０
０円

以
上

３
０

０円
以

下
 

小
学

生
未

満
は

無
料

と
す

る
。

 
公

益
上

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
場

合
は

、
入

場
料

の
全

部
又

は
一

部
を

免
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  【淀
公

園
】 

管
理

運
営

  
  

地
元

連
合

自
治

会
に

管
理

委
託

 
  【伊

秩
や

す
ら

ぎ
の

水
辺

】 
管

理
運

営
  

  
地

元
連

合
自

治
会

に
管

理
委

託
 

  【須
佐

川
】 

管
理

運
営

  
  

地
元

連
合

自
治

会
に

管
理

委
託

 
    

【す
さ

の
お

の
郷

】 
１

．
名

称
 

 
 

 
 

す
さ

の
お

の
郷

 
２

．
位

置
 

 
 

 
 

佐
田

町
大

字
原

田
 

３
．

管
理

運
営

 
 

第
三

セ
ク

タ
ー

「株
式

会
社

 
す

ば
る

企
画

」（
管

理
受

託
者

）に
管

理
委

託
 

４
．

利
用

料
 

 
 

利
用

料
は

、
別

表
に

掲
げ

る
範

囲
内

の
額

で
、

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。 
（別

表
） 

利
  

 
用

  
 

区
  

 
分

 
単

  
 

位
 

利
用

料
金

の
範

囲
 

一
般

（中
学

生
以

上
） 

１
人

 
１

回
 

３
０

０円
以

上
１

，
０

０
０

円
以

下
 

小
人

（３
歳

以
上

） 
〃

 
２

０
０円

以
上

５
０

０
円

以
下

 
入

湯
料

 
幼

児
（３

歳
未

満
） 

〃
 

無
料

 

大
広

間
 

２
時

間
に

つ
き

 
６

，
０

０
０円

以
上

１
０，

０
０

０
円

以
下

 

中
広

間
 

〃
 

３
，

０
０

０円
以

上
５

，
０

０
０

円
以

下
 

研
修

室
料

 
和

室
 

〃
 

１
，

０
０

０円
以

上
３

，
０

０
０

円
以

下
 

大
人

（中
学

生
以

上
） 

１
泊

に
つ

き
 

３
，

０
０

０円
以

上
７

，
０

０
０

円
以

下
 

小
人

（３
歳

以
上

） 
〃

 
２

，
０

０
０円

以
上

５
，

０
０

０
円

以
下

 

ゆ
か

り
館

 

宿
泊

室
料

 
幼

児
（３

歳
未

満
） 

〃
 

無
料

 

研
修

室
料

 
中

広
間

 
２

時
間

に
つ

き
 

３
，

０
０

０円
以

上
５

，
０

０
０

円
以

下
 

大
人

（中
学

生
以

上
） 

１
泊

に
つ

き
 

３
，

０
０

０円
以

上
７

，
０

０
０

円
以

下
 

小
人

（３
歳

以
上

） 
〃

 
２

，
０

０
０円

以
上

５
，

０
０

０
円

以
下

 

ゆ
か

り
浪

漫
交

流
施

設
 

宿
泊

室
料

 
幼

児
（３

歳
未

満
） 

〃
 

無
料

 

ス
サ

ノ
オ

館
 

入
館

料
 

利
用

料
金

の
範

囲
と

し
て

１
０

０円
以

上
４

０
０円

以
下

と
す

る
。

 

◇
 

小
中

学
生

及
び

高
校

生
が

１
団

体
と

し
て

同
時

に
２

０
人

以
上

で
入

場
す

る
と

き
は

、
入

場
の

総
数

に
そ

れ
ぞ

れ
の

入
場

料
を

乗
じ

て
得

た
額

の
３

０
％

以
内

を
減

じ
て

得
た

額
で

入
場

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

備
考

 

 
１

 
研

修
の

使
用

１
回

の
時

間
は

２
時

間
ま

で
と

し
、

２
時

間
以

上
に

及
ぶ

と
き

は
、

超
過

し
た

時
間

数
に

応
じ

て
加

算
し

た
額

と
す

る
。

加
算

す
る

額
は

１
時

間
を

単
位

と
し

て
上

記
金

額
の

２
分

の
１

の
額

と
す

る
。

 
 

２
 

上
記

に
定

め
る

額
に

１
．０

５
を

乗
じ

て
得

た
額

と
し

て
、

１
０円

未
満

の
端

数
は

切
り

捨
て

る
も

の
と

す
る。

 
 

【目
田

森
林

公
園

】 
１

．
名

称
 

 
 

 
 

目
田

森
林

公
園

 
２

．
位

置
 

 
 

 
 

佐
田

町
大

字
反

辺
 

３
．

施
設

 
 

 
 

 
バ

ン
ガ

ロ
ー

、
テ

ン
ト

サ
イ

ト、
シ

ャ
ワ

ー
、

セ
ミ

ナ
ー

室
 

４
．

管
理

運
営

 
 

第
３

セ
ク

タ
ー

「株
式

会
社

 す
ば

る
企

画
」（

管
理

受
託

者
）に

委
託

 
５

．
使

用
料

 
 

 
入

場
料

は
、

別
表

に
掲

げ
る

料
金

の
範

囲
内

の
額

で
、

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。 
（別

表
） 

区
  

 
分

 
利

用
料

金
の

範
囲

 
備

 
 

 
 

 
考

 

入
園

料
 

１
人

１
０

０
円

以
上

３
０

０円
以

下
 

入
園

料
の

単
位

は
１

日
と

す
る

。
 

公
益

上
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

入
園

料
の

全
部

又
は

一
部

を
免

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

バ
ン

ガ
ロ

ー
 

（宿
泊

） 
１

棟
 

３
，

１
５

０
円

以
上

１
０，

５
０

０円
以

下
 

（休
憩

） 
１

棟
 

２
０

０
円

以
上

７
２

０円
以

下
 

宿
泊

は
午

後
５

時
か

ら
翌

日
午

前
９

時
ま

で
 

休
憩

は
１

時
間

当
た

り
 

テ
ン

ト 
１

張
 

１
，

０
５

０
円

以
上

１
，

２
５

０円
以

下
 

午
後

５
時

か
ら

翌
日

午
前

９
時

ま
で

と
し

、
テ

ン
ト

サ
イ

ト料
を

含
む

。
 

テ
ン

ト
サ

イ
ト 

３
０

０
円

以
上

４
１

０円
以

下
 

午
後

５
時

か
ら

翌
日

午
前

９
時

ま
で

と

し
、

１
面

テ
ン

ト持
込

み
の

と
き

。
 

シ
ャ

ワ
ー

 
１

０
０

円
以

上
１

５
０円

以
下

 
１

人
１

回
 

セ
ミ

ナ
ー

室
 

２
，

１
０

０
円

以
上

３
，

１
５

０円
以

下
 

使
用

１
回

の
時

間
は

、
４

時
間

ま
で

と
し

、
４

時
間

以
上

に
及

ぶ
と

き
は

超
過

し
た

時
間

数
に

応
じ

て
加

算
し

た
額

 

  
 

 

八
雲

風
穴

公
園

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

淀
公

園
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 
伊

秩
や

す
ら

ぎ
の

水
辺

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例

す
さ

の
お

の
郷

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

目
田

森
林

公
園

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

５
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

【道
の

駅
】 

 １
．

名
称

  
 

 
 

道
の

駅
キ

ラ
ラ

多
伎

 
２

．
位

置
  

 
 

 
多

伎
町

大
字

多
岐

１
３

５番
地

１
他

 
３

．
施

設
 

 
 

 
 

地
域

特
産

物
直

売
施

設
、

レ
ス

ト
ラ

ン
施

設
、

休
憩

・情
報

コ
ー

ナ
ー

、
広

場
、

駐
車

場
、

ビ
ー

チ
ハ

ウ
ス

施
設

、
農

林
水

産
物

直
売

施
設

、愛
と

幸
せ

の
鐘

施
設

 
４

．
管

理
運

営
 

 
第

３
セ

ク
タ

ー
「株

式
会

社
 

多
伎

振
興

」（
管

理
受

託
者

）に
管

理
委

託
 

５
．

使
用

料
 

 
 

管
理

受
託

者
は

、
別

表
の

規
定

に
基

づ
き

あ
ら

か
じ

め
町

長
の

承
認

を
得

て
定

め
る

。 
 （別

表
） 

区
 

 
 

 
 

分
 

使
  

  
用

  
  

料
 

地
域

食
材

提
供

コ
ー

ナ
ー

 
実

例
価

格
及

び
実

費
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
展

示
室

 
実

例
価

格
及

び
実

費
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
会

議
室

 
実

例
価

格
及

び
実

費
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
広

場
 

実
例

価
格

及
び

実
費

を
考

慮
し

て
定

め
る

額
 

シ
ャ

ワ
ー

室
 

実
例

価
格

及
び

実
費

を
考

慮
し

て
定

め
る

額
 

農
林

水
産

物
直

売
施

設
 

実
例

価
格

及
び

実
費

を
考

慮
し

て
定

め
る

額
 

愛
と

幸
せ

の
鐘

施
設

 
実

例
価

格
及

び
実

費
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
  

【多
伎

町
温

泉
利

用
施

設
】 

１
．

名
称

 
 

 
 

 
多

伎
い

ち
じ

く
温

泉
 

２
．

位
置

 
 

 
 

 
多

伎
町

大
字

久
村

６
５

４番
地

 
３

．
管

理
運

営
 

 
第

三
セ

ク
タ

ー
「株

式
会

社
 

多
伎

振
興

」（
管

理
受

託
者

）に
管

理
委

託
 

４
．

利
用

料
  

 
利

用
料

は
、

別
表

に
定

め
る

範
囲

内
で

町
長

又
は

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。
 

 （別
表

） 
区

  
  

  
分

 
単

 
 

 
 

 
位

 
利

 
 

用
 

 
料

 
６

５
歳

以
上

 
１

人
１

回
 

４
０

０円
以

下
 

一
般

（中
学

生
以

上
） 

〃
 

５
０

０円
以

下
 

４
 

 
歳

 
 

以
 

 
上

 
〃

 
３

０
０円

以
下

 
温

泉
利

用
施

設
 

４
 

 
歳

 
 

未
 

 
満

 
〃

 
無

  
  

料
 

全
  

  
  

  
面

 
１

時
間

当
た

り
 

３
，

０
０

０円
以

下
 

大
広

間
 

半
  

  
  

  
面

 
〃

 
１

，
５

０
０円

以
下

 
和

室
 

８
 

 
畳

 
 

１
 

 
間

 
〃

 
７

５
０円

以
下

 
簡

 
 

易
 

 
介

 
 

護
 

 
浴

 
 

室
 

〃
 

５
００

円
以

下
 

 
備

考
 

 
 

大
広

間
、

和
室

、
簡

易
介

護
浴

室
は

貸
切

り
の

場
合

の
料

金
 

 

【関
係

条
例

】 
 

多
伎

町
道

の
駅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

  
多

伎
町

温
泉

利
用

施
設

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

６
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 

多
伎

町
 

【見
晴

ら
し

の
丘

公
園

】 
 １

．
名

称
  

 
 見

晴
ら

し
の

丘
公

園
 

２
．

位
置

  
 

 多
伎

町
大

字
久

村
２

４
０

２番
地

５
外

 
３

．
施

設
  

 
 宿

泊
施

設
、休

憩
施

設
、

便
所

、駐
車

場
、

セ
ン

タ
ー

ハ
ウ

ス
、

交
流

促
進

施
設

、
オ

ー
ト

キ
ャ

ン
プ

場
 

４
．

管
理

運
営

 
第

３セ
ク

タ
ー

「株
式

会
社

 
多

伎
振

興
」（

管
理

受
託

者
）に

管
理

委
託

 
５

．
使

用
料

 
 

 
別

表
第

１
に

規
定

す
る

使
用

料
又

は
別

表
第

２
に

掲
げ

る
使

用
料

に
０

．
６

を
乗

じ
て

得
た

額
か

ら
１

．３
を

乗
じ

て
得

た
額

ま
で

の
範

囲
で

町
長

が
別

に
定

め
る

。
 

 （別
表

第
１

） 
区

 
 

 
 

 
分

 
使

  
  

用
  

  
料

 
物

品
販

売
、

募
金

、そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

行
為

 
実

例
価

格
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
業

と
し

て
行

う
写

真
又

は
映

画
の

撮
影

 
実

例
価

格
を

考
慮

し
て

定
め

る
額

 
興

行
 

実
例

価
格

を
考

慮
し

て
定

め
る

額
 

競
技

会
、

展
示

会
、

博
覧

会
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
催

し
 

実
例

価
格

を
考

慮
し

て
定

め
る

額
 

 （別
表

第
２

） 
宿

泊
施

設
の

名
称

 
区

  
 

分
 

使
  

  
  

  
 

用
  

  
  

  
 

料
 

宿
泊

 
午

後
４

時
か

ら
翌

日
午

前
１

０
時

ま
で

 

１
棟

に
つ

き
  

 
６

人
用

  
 

１
８，

０
０

０
円

 
  

  
  

  
  

４
人

用
  

 
１

３，
０

０
０円

 

 
上

記
所

定
人

数
を

超
え

る
人

数
で

使
用

す
る

場
合

は
、

当
該

所
定

人
数

を
超

過
す

る
者

１
人

に
つ

き
２

，０
０

０
円

を
加

算
す

る
。 

 
た

だ
し

、
４

歳
未

満
の

者
は

加
算

の
対

象
と

し
な

い
。

 

コ
テ

ー
ジ

 

休
憩

 

１
棟

（２
時

間
以

内
） 

  
６

人
用

  
 

３
，

０
０

０円
 

  
  

  
  

  
  

  
４

人
用

  
 

２
，

５
０

０
円

 
 

上
記

所
定

人
数

を
超

え
る

人
数

で
使

用
す

る
場

合
は

、
当

該
所

定
人

数
を

超
過

す
る

者
１

人
に

つ
き

５
０

０
円

を
加

算
す

る
。 

 
た

だ
し

、
４

歳
未

満
の

者
は

加
算

の
対

象
と

し
な

い
。

 
 

ま
た

、
使

用
時

間
が

２
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

ご
と

に
１

，
０

０
０

円
を

加
算

し
、１

時
間

未
満

の
端

数
時

間
は

１
時

間
と

す
る

。
 

ロ
グ

ハ
ウ

ス
 

 
宿

泊
 

午
後

４
時

か
ら

翌
日

午

前
１

０
時

ま
で

 

１
棟

に
つ

き
  

 
８

人
用

  
 

２
６，

０
０

０
円

 

６
人

用
  

 
２

１，
０

０
０円

 
４

人
用

  
 

１
６

，
０

０
０円

 
上

記
所

定
人

数
を

超
え

る
人

数
で

使
用

す
る

場
合

は
、

当
該

所
定

人
数

を
超

過
す

 
 

 
 

る
者

１
人

に
つ

き
２

，
０

０
０円

を
加

算
す

る
。

 
 

た
だ

し
、

４
歳

未
満

の
者

は
加

算
の

対
象

と
し

な
い

。 
 

休
憩

 

１
棟

（２
時

間
以

内
） 

  
 

８
人

用
  

 
４

，
０

０
０

円
 

６
人

用
  

 
３

，
５

０
０

円
 

４
人

用
  

 
３

，
０

０
０

円
 

 
上

記
所

定
人

数
を

超
え

る
人

数
で

使
用

す
る

場
合

は
、

当
該

所
定

人
数

を
超

過
す

る
者

１
人

に
つ

き
５

０
０

円
を

加
算

す
る

。
 

 
た

だ
し

、
４

歳
未

満
の

者
は

加
算

の
対

象
と

し
な

い
。 

 
ま

た
、

使
用

時
間

が
２

時
間

を
超

え
る

場
合

は
、

１
時

間
ご

と
に

１
，

０
０

０
円

を
加

算
し

、
１

時
間

未
満

の
端

数
時

間
は

１
時

間
と

す
る

。
 

宿
泊

 
午

後
４

時
か

ら
翌

日

午
前

１
０

時
ま

で
 

和
室

（定
員

１
０人

） 
  

１
部

屋
  

 
２

０，
０

０
０

円
 

 
上

記
所

定
人

数
を

超
え

る
人

数
で

使
用

す
る

場
合

は
、

当
該

所
定

人
数

を
超

過
す

る
者

１
人

に
つ

き
１

，
０

０
０

円
を

加
算

す
る

。
 

 
た

だ
し

、
４

歳
未

満
の

者
は

加
算

の
対

象
と

し
な

い
。 

休
憩

 

和
室

（定
員

１
０人

） 
  

１
部

屋
（２

時
間

以
内

） 
  

３
，

０
０

０円
 

 
上

記
所

定
人

数
を

超
え

る
人

数
で

使
用

す
る

場
合

は
、

当
該

所
定

人
数

を
超

過
す

る
者

１
人

に
つ

き
２

０
０

円
を

加
算

す
る

。
 

 
た

だ
し

、
４

歳
未

満
の

者
は

加
算

の
対

象
と

し
な

い
。 

 
ま

た
、

使
用

時
間

が
２

時
間

を
超

え
る

場
合

は
、

１
時

間
ご

と
に

１
部

屋
１

，
０

０
０円

を
加

算
し

、
１

時
間

未
満

の
端

数
時

間
は

１
時

間
と

す
る

。
 

フ
ィ

ン
ラ

ン
ド

サ
ロ

ン（
２

時
間

以
内

） 
 

３
，

０
０

０円
 

使
用

時
間

が
２

時
間

を
超

え
る

場
合

は
、

１
時

間
ご

と
に

１
，

０
０

０円
を

加
算

し
、

１
時

間
未

満
の

端
数

時
間

は
１

時
間

と
す

る
。

 

セ
ン

タ
ー

ハ
ウ

ス
 

貸
切

り
利

用
 

午
前

９
時

か
ら

午
後

１

０
時

ま
で

 
多

目
的

ホ
ー

ル
（２

時
間

以
内

） 
  

  
 

５
，

０
０

０
円

 
使

用
時

間
が

２
時

間
を

超
え

る
場

合
は

、
１

時
間

ご
と

に
２

，
０

０
０円

を
加

算
し

、
１

時
間

未
満

の
端

数
時

間
は

１
時

間
と

す
る

。
 

宿
泊

 

午
後

３
時

か
ら

翌
日

午
後

２
時

ま
で

 

１
区

画
  

  
  

 
３

，
５

０
０円

 
電

源
設

備
  

  
  

 
３

０
０円

 

オ
ー

ト
キ

ャ
ン

プ
場

 

休
憩

 
午

前
９

時
か

ら
午

後
４

時
ま

で
 

１
区

画
  

  
  

 
１

，
５

０
０円

 

電
源

設
備

  
  

  
 

１
０

０円
 

 

【関
係

条
例

】 
 

見
晴

ら
し

の
丘

公
園

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

７
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

湖
陵

町
 

【国
民

宿
舎

】 
１

．
名

称
  

  
  

湖
陵

町
国

民
宿

舎
「国

引
荘

」 
２

．
位

置
  

  
  

湖
陵

町
大

字
二

部
１

２
３

０番
地

 
３

．
管

理
運

営
 

 
 

第
三

セ
ク

タ
ー

「株
式

会
社

 
カ

リ
ス

湖
陵

」（
管

理
受

託
者

）に
管

理
委

託
 

４
．

利
用

料
  

  
利

用
料

は
、管

理
受

託
者

の
能

率
的

か
つ

合
理

的
な

管
理

運
営

に
お

け
る

適
切

な
原

価
と

し
、

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。
 

    

【湖
陵

町
健

康
入

浴
施

設
】 

１
．

名
称

  
  

  
湖

陵
町

健
康

入
浴

施
設

「ク
ア

ハ
ウ

ス
湖

陵
」 

２
．

位
置

  
  

  
湖

陵
町

大
字

二
部

１
２

３
０番

地
 

３
．

管
理

運
営

  
 

第
三

セ
ク

タ
ー

「株
式

会
社

 カ
リ

ス
湖

陵
」（

管
理

受
託

者
）に

管
理

委
託

 
４

．
利

用
料

 
 

 
 

利
用

料
は

、
管

理
受

託
者

の
能

率
的

か
つ

合
理

的
な

管
理

運
営

に
お

け
る

適
切

な
原

価
と

し
、

管
理

受
託

者
が

町
長

の
承

認
を

受
け

て
定

め
る

額
と

す
る

。 
 

【町
有

温
泉

源
】 

（１
号

泉
源

） 
１．

位
置

  
 

湖
陵

町
大

字
三

部
１

２
３

０－
１

 
２．

給
湯

先
 

 
温

泉
ス

タ
ン

ド
 

 （２
号

泉
源

） 
１．

位
置

  
 

湖
陵

町
大

字
二

部
１

２
３

０ 
２．

給
湯

先
 

 
無

し
（休

止
中

） 
 

（３
号

泉
源

） 
１．

位
置

  
 

湖
陵

町
大

字
三

部
１

２
３

１－
２

 
２．

給
湯

先
 

 
国

引
荘

、ク
ア

ハ
ウ

ス
湖

陵
、湖

陵
荘

、
福

祉
セ

ン
タ

ー
 

  
 

使
用

料
無

し
 

 
 

３
号

泉
源

に
係

る
電

気
量

の
み

給
湯

先
の

４
施

設
よ

り
徴

収
 

【関
係

条
例

等
】 

 
湖

陵
町

国
民

宿
舎

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

  
 

湖
陵

町
健

康
入

浴
施

設
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

２
－

８
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
使

用
料

及
び

管
理

運
営

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

利
用

促
進

策
や

効
率

的
運

営
に

つ
い

て
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

【道
の

駅
】 

１
．

名
称

  
 

大
社

町
ご

縁
広

場
 

２
．

位
置

  
 

大
社

町
大

字
修

理
免

７
３

５番
地

５
 

３
．

施
設

  
 

吉
兆

館
、

神
話

の
広

場
、ス

ポ
ー

ツ
広

場
、

催
し

広
場

、駐
車

場
 

４
．

管
理

運
営

（管
理

受
託

者
） 

 
 

①
吉

兆
館

  
 

町
直

営
 

 
 

②
広

場
等

 
 

 
（財

）大
社

町
開

発
公

社
 

５
．

使
用

料
 

 
 

①
吉

兆
館

 区
 

 
分

 
単

 
 

位
 

使
用

料
 

研
修

室
 

町
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
 

１時
間

 
５

０
０円

 

町
民

ホ
ー

ル
 

１時
間

 
１

，０
０

０円
 

 
 

・研
修

室
、

町
民

ギ
ャ

ラ
リ

ー
の

使
用

料
は

、
９

時
～

１
７

時
ま

で
と

し
、そ

の
他

の
時

間
の

使
用

は
、

５
０％

相
当

額
を

加
算

す
る

。
 

 
 

・ホ
ー

ル
の

使
用

料
は

、１
７

時
か

ら
２

２
時

ま
で

と
す

る
。 

 
 

・時
間

外
使

用
は

、５
０

％
相

当
額

を
割

増
し

と
す

る
。

 
 

 
・冷

暖
房

使
用

の
場

合
は

、
使

用
料

の
３

０
％

相
当

額
を

加
算

す
る

。 
 

 
・営

利
を

目
的

と
す

る
使

用
に

つ
い

て
は

、
使

用
料

の
１

０
０％

相
当

額
を

加
算

す
る

。
 

 
 

②
広

場
等

（営
利

を
目

的
と

し
て

広
場

等
を

使
用

す
る

と
き

） 
区

 
 

分
 

単
 

 
位

 
使

用
料

 
ス

ポ
ー

ツ
広

場
 

１
時

間
 

２
，０

０
０円

 
催

し
広

場
 

１
時

間
 

２
，０

０
０円

 
駐

車
場

 
１

時
間

 
２

，０
０

０円
 

 
 

・広
場

の
一

部
を

使
用

す
る

場
合

は
、２

分
の

１
を

限
度

に
こ

の
表

に
定

め
る

使
用

料
の

２
分

の
１

相
当

額
と

す
る

。 
 

 
・許

可
使

用
時

間
を

超
過

し
た

と
き

は
、

１
時

間
単

位
で

こ
の

表
に

定
め

る
使

用
料

相
当

額
を

別
に

徴
収

す
る

。 
 

【野
外

劇
場

】 
１

．名
称

 
 

 
 

 
大

社
町

立
野

外
劇

場
 

２
．位

置
 

 
 

 
 

大
社

町
大

字
杵

築
東

字
乙

名
橋

３
２

６－
１

地
内

 
３

．管
理

 
 

 
 

 
大

社
町

役
場

観
光

商
工

課
 

４
．運

営
 

 
 

 
 

野
外

劇
場

運
営

委
員

会
 

５
．利

用
料

  
 

無
料

 
  【み

せ
ん

広
場

】 
１

．名
称

 
 

 
 

 
大

社
町

み
せ

ん
広

場
 

２
．位

置
 

 
 

 
 

大
社

町
大

字
修

理
免

１
４

２
５番

地
１

 
３

．管
理

委
託

 
 

（財
）大

社
町

開
発

公
社

 
４

．
利

用
料

 
 

 
 

営
利

を
目

的
と

し
て

使
用

す
る

と
き

は
、

別
表

に
定

め
る

額
に

１
．

０
５

を
乗

じ
て

得
た

額
 

（別
表

） 
区

  
 

分
 

単
 

位
 

使
用

料
 

多
目

的
広

場
 

１
時

間
 

２
，

０
０

０円
 

み
せ

ん
広

場
 

駐
 

車
 

場
 

〃
 

２
，

０
０

０円
 

 

【関
係

条
例

等
】 

 
大

社
町

ご
縁

広
場

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
 

【関
係

条
例

等
】 

大
社

町
立

野
外

劇
場

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 
大

社
町

み
せ

ん
広

場
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 

合
併

後
も

現
行

ど
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
利

用
促

進
策

や
効

率
的

運
営

に
つ

い
て

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 
た

だ
し

、
入

湯
税

の
課

税
免

除
に

伴
う

使
用

料
の

減
額

は
行

わ
な

い
よ

う
調

整
す

る
。

 
な

お
、

温
泉

施
設

の
維

持
管

理
な

ど
の

所
管

に
つ

い
て

は
、

公
衆

衛
生

的
な

視
点

か
ら

、
新

市
に

お
い

て
は

、
環

境
部

門
が

所
管

す
べ

き
で

あ
る

。
施

設
の

維
持

管
理

に
つ

い
て

は
、

一
定

の
時

期
に

委
託

先
の

統
一

を
図

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

３
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
清

掃
管

理
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

調
整

す
る

。
 現

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
平

成
１

４
年

度
予

算
額

 
施

設
等

 
の

名
称

 
交

付
先

 
補

助
 

金
額

 
目

的
・内

容
 

大
慶

寺
公

園
 

大
慶

寺
を

美
し

く
す

る
会

 
１

０
０ 

公
園

の
清

掃
 

鰐
淵

寺
ト

イ
レ

 
鰐

淵
寺

を
美

し
く

す
る

会
 

２
８

０ 
ト

イ
レ

の
清

掃
 

河
下

海
水

浴
場

 
河

下
海

水
浴

場
を

よ
く

す
る

会
 

１
６

０ 
海

水
浴

場
の

管
理

 

  

該
当

な
し

 
該

当
な

し
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
観

光
商

工
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（観

光
商

工
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
観

光
施

設
等

の
清

掃
管

理
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

 
施

設
等

 
の

名
称

 
交

付
先

 
補

助
金

額
 

目
的

・内
容

 

稲
佐

の
浜

海
水

浴
場

 
稲

浜
海

水
浴

振
興

協
会

 
５

～
２

０
万

円
 

海
水

浴
場

の
環

境
整

備
及

び
水

難
事

故
の

防
止

 
お

わ
し

浜
海

水
浴

場
 

お
わ

し
浜

観
光

協
同

組
合

 
５

～
２

０
万

円
 

海
水

浴
場

の
環

境
整

備
及

び
水

難
事

故
の

防
止

 
国

立
公

園
日

御
碕

 
日

御
碕

を
美

し
く

す
る

会
 

２，
７

３
０千

円
 

①
自

然
保

護
と

環
境

衛
生

思
想

の
普

及
宣

伝
 

②
ご

み
等

の
廃

棄
物

処
理

及
び

汚
物

処
理

 
③

そ
の

他
会

の
目

的
達

成
の

た
め

必
要

な
事

業
 

 

 
 

【関
係

条
例

等
】 

 
 

日
御

碕
を

美
し

く
す

る
会

補
助

金
交

付
要

綱
 

合
併

後
も

現
行

ど
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、新
市

に
お

い
て

調
整

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
者

の
選

考
方

法
（市

町
営

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
困

窮
度

合
に

応
じ

た
抽

選
倍

率
調

整

を
行

っ
た

う
え

、
公

開
抽

選
の

方
法

に
よ

る
。

た
だ

し
、

条

例
第

９
条

５
項

に
規

定
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

公
開

抽
選

の
方

法
に

よ
ら

ず
選

考
で

き
る

。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
事

前
申

し
込

み
者

（
年

間
を

通
し

て

随
時

受
付

登
録

）及
び

空
き

が
出

た
際

の
広

報
紙

等
で

の
公

募
に

よ
っ

て
申

し
込

み
を

し
た

者
に

つ
い

て
、

住
宅

困

窮
度

判
定

基
準

に
よ

っ
て

困
窮

度
を

判
定

し
、

窮
度

の
高

い
者

か
ら

入
居

者
を

決
定

す
る

。
 

（
３

）
住

宅
困

窮
度

の
判

定
基

準
は

、
入

居
者

選
考

委
員

会
の

意
見

を
聞

い
て

定
め

る
。

 

 （
公

募
の

例
外

に
つ

い
て

） 

 
以

下
の

事
由

に
係

る
者

は
公

募
を

行
わ

ず
、

入
居

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

①
災

害
に

よ
る

住
宅

の
滅

失
 

②
不

良
住

宅
の

撤
去

 

③
公

営
住

宅
の

借
上

げ
に

係
る

契
約

の
終

了
 

④
公

営
住

宅
建

替
事

業
に

よ
る

公
営

住
宅

の
除

却
 

⑤
都

市
計

画
法

第
5

9
条

の
規

定
に

基
づ

く
都

市
計

画
事

業
、

土
地

区
画

整
理

法
第

3
条

3
項

若
し

く
は

第
4

項
の

規
定

に
基

づ
く

土
地

区
画

整
理

事
業

又
は

都
市

再
開

発

法
に

基
づ

く
市

街
地

再
開

発
事

業
の

施
行

に
伴

う
住

宅

の
除

却
 

⑥
土

地
収

用
法

第
2

0
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

定
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共
用

地
の

取
得

に
関

す
る

特

別
措

置
法

第
2

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行

に
伴

う
住

宅
の

除
却

 

⑦
現

に
公

営
住

宅
に

入
居

し
て

い
る

者
の

同
居

者
の

人

数
に

増
減

が
あ

っ
た

こ
と

又
は

既
存

入
居

者
若

し
く

は
同

居
者

が
加

齢
、

病
気

等
に

よ
っ

て
日

常
生

活
に

身
体

の

機
能

上
の

制
限

を
受

け
る

者
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
市

長

が
入

居
者

を
募

集
し

よ
う

と
し

て
い

る
市

営
住

宅
に

当
該

既
存

入
居

者
が

入
居

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
と

 

⑧
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

相
互

に
入

れ
替

わ
る

こ
と

が

双
方

の
利

益
と

な
る

こ
と

 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て
い

る
。

 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て
い

る
。

 

 （
公

募
の

例
外

に
つ

い
て

）
 

 
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
由

に
係

る
者

は
、

公
募

を
行

わ
ず

、
入

居
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

①
災

害
に

よ
る

住
宅

の
滅

失
 

②
不

良
住

宅
の

撤
去

 

③
公

営
住

宅
の

借
上

げ
に

係
る

契
約

の
終

了
 

④
公

営
住

宅
建

替
事

業
に

よ
る

公
営

住
宅

の
除

却
 

⑤
都

市
計

画
法

第
5

9
条

の
規

定
に

基
づ

く
都

市
計

画
事

業
、

土
地

区
画

整
理

法
第

3
条

3
項

若
し

く
は

第
4

項
の

規
定

に
基

づ
く

土
地

区
画

整
理

事
業

又
は

都
市

再
開

発

法
に

基
づ

く
市

街
地

再
開

発
事

業
の

施
行

に
伴

う
住

宅
 

の
除

却
 

⑥
土

地
収

用
法

第
2

0
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

定
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共
用

地
の

取
得

に
関

す
る

特

別
措

置
法

第
2

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行

に
伴

う
住

宅
の

除
却

 

⑦
現

に
公

営
住

宅
に

入
居

し
て

い
る

者
の

同
居

者
の

人

数
に

増
減

が
あ

っ
た

こ
と

又
は

既
存

入
居

者
若

し
く

は
同

居
者

が
加

齢
、

病
気

等
に

よ
っ

て
日

常
生

活
に

身
体

の

機
能

上
の

制
限

を
受

け
る

者
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
市

長

が
入

居
者

を
募

集
し

よ
う

と
し

て
い

る
市

営
住

宅
に

当
該

既
存

入
居

者
が

入
居

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
と

 

⑧
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

相
互

に
入

れ
替

わ
る

こ
と

が

双
方

の
利

益
と

な
る

こ
と

 

【
関

係
条

例
】出

雲
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
9

条
 

平
田

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

４
条

、
第

８
条

、
第

９
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
者

の
選

考
方

法
（市

町
営

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て
い

る
。

 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
入

居
申

込
順

。
 

 （
公

募
の

例
外

に
つ

い
て

） 

 
 

次
の

各
号

に
掲

げ
る

事
由

に
係

る
者

は
、

公
募

を
行

わ
ず

、
入

居
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

①
災

害
に

よ
る

住
宅

の
滅

失
 

②
不

良
住

宅
の

撤
去

 

③
公

営
住

宅
の

借
上

げ
に

係
る

契
約

の
終

了
 

④
公

営
住

宅
建

替
事

業
に

よ
る

公
営

住
宅

の
除

却
 

⑤
都

市
計

画
法

第
5

9
条

の
規

定
に

基
づ

く
都

市
計

画
事

業
、

土
地

区
画

整
理

法
第

3
条

3
項

若
し

く
は

第
4

項
の

規
定

に
基

づ
く

土
地

区
画

整
理

事
業

又
は

都
市

再
開

発

法
に

基
づ

く
市

街
地

再
開

発
事

業
の

施
行

に
伴

う
住

宅

の
除

却
 

⑥
土

地
収

用
法

第
2

0
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

定
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共
用

地
の

取
得

に
関

す
る

特

別
措

置
法

第
2

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行

に
伴

う
住

宅
の

除
却

 

⑦
現

に
公

営
住

宅
に

入
居

し
て

い
る

者
の

同
居

者
の

人

数
に

増
減

が
あ

っ
た

こ
と

又
は

既
存

入
居

者
若

し
く

は
同

居
者

が
加

齢
、

病
気

等
に

よ
っ

て
日

常
生

活
に

身
体

の

機
能

上
の

制
限

を
受

け
る

者
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
市

長

が
入

居
者

を
募

集
し

よ
う

と
し

て
い

る
市

営
住

宅
に

当
該

既
存

入
居

者
が

入
居

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
と

 

⑧
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

相
互

に
入

れ
替

わ
る

こ
と

が

双
方

の
利

益
と

な
る

こ
と

 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

入
居

の
申

し
込

み
を

し
た

者
の

数
が

、
入

居
さ

せ
る

べ

き
公

営
住

宅
の

戸
数

を
越

え
る

場
合

の
選

考
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

者
の

う
ち

か
ら

行
う

。
 

（
１

）
新

築
・空

家
と

も
に

公
募

を
原

則
と

し
、

申
込

者
が

募

集
戸

数
を

上
回

っ
た

と
き

は
住

宅
困

窮
度

の
高

い
者

か
ら

入
居

者
を

決
定

す
る

。
 

（
２

）
住

宅
困

窮
順

位
の

定
め

難
い

者
に

つ
い

て
は

、
公

開

抽
選

に
よ

り
決

定
す

る
。

 

 （
公

募
の

例
外

） 

 
次

の
各

号
に

揚
げ

る
事

由
に

係
る

者
を

公
募

を
行

わ

ず
、

公
営

住
宅

に
入

居
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
①

災
害

に
よ

る
住

宅
の

滅
失

 

 
②

不
良

住
宅

の
撤

去
 

 
③

公
営

住
宅

の
借

上
げ

に
係

る
契

約
の

終
了

 

 
④

公
営

住
宅

建
替

え
事

業
に

よ
る

公
営

住
宅

の
除

却
 

⑤
土

地
収

用
法

第
2

0
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

可
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共
用

地
の

取
得

に
関

す
る

特

別
措

置
法

第
2

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行

に
伴

う
住

宅
の

除
却

 

⑥
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

相
互

に
入

れ
替

わ
る

こ
と

が

双
方

の
利

益
と

な
る

こ
と

。
 

【
関

係
条

例
】斐

川
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
８

条
、

第
９

条
 

佐
田

町
公

営
住

宅
管

理
条

例
、

佐
田

町
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
、

佐
田

町
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
管

理
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
者

の
選

考
方

法
（市

町
営

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

は
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
越

え
た

場
合

は
公

開
抽

選
に

よ
り

抽
出

し
て

い
る

。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

は
基

本
的

に
は

申
込

順
に

よ
る

が
住

宅
困

窮
度

の
著

し
く

高
い

者
に

つ
い

て
は

例
外

あ
り

。
 

 （
公

募
の

例
外

） 

 
次

の
各

号
に

揚
げ

る
事

由
に

係
る

者
を

公
募

を
行

わ

ず
、

公
営

住
宅

に
入

居
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

①
災

害
に

よ
る

住
宅

の
滅

失
 

②
不

良
住

宅
の

撤
去

 

③
公

営
住

宅
の

借
上

げ
に

係
る

契
約

の
終

了
 

④
公

営
住

宅
建

替
え

事
業

に
よ

る
公

営
住

宅
の

除
却

 

⑤
土

地
収

用
法

第
2

0
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

可
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共
用

地
の

取
得

に
関

す
る

特

別
措

置
法

第
2

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行

に
伴

う
住

宅
の

除
却

 

⑥
現

に
公

営
住

宅
に

入
居

し
て

い
る

者
の

同
居

者
の

人

数
に

増
減

が
あ

っ
た

こ
と

又
は

既
存

入
居

者
若

し
く

は
同

居
者

が
加

齢
、

病
気

等
に

よ
っ

て
日

常
生

活
に

身
体

の

機
能

上
の

制
限

を
受

け
る

者
と

な
っ

た
こ

と
に

よ
り

、
町

長

が
入

居
者

を
募

集
し

よ
う

と
し

て
い

る
公

営
住

宅
に

当
該

既
存

入
居

者
が

入
居

す
る

こ
と

が
適

切
で

あ
る

こ
と

。
 

⑦
公

営
住

宅
の

入
居

者
が

相
互

に
入

れ
替

わ
る

こ
と

が

双
方

の
利

益
と

な
る

こ
と

。
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て
い

る
。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
基

本
的

に
は

、
入

居
申

込
順

。
た

だ

し
、

困
窮

度
の

高
い

者
に

つ
い

て
は

、
優

先
入

居
 

 

【
関

係
条

例
】多

伎
町

公
営

住
宅

設
置

及
び

管
理

条
例

第
9

条
、

5
条

 
湖

陵
町

公
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

9
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
者

の
選

考
方

法
（市

町
営

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
・

空
家

と
も

に
公

募
を

原
則

と
し

、
申

込
者

が
募

集
戸

数
を

上
回

っ
た

と
き

は
住

宅
困

窮
度

の
高

い
者

か
ら

入
居

者
を

決
定

す
る

。
 

（
２

）
住

宅
困

窮
順

位
の

定
め

難
い

者
に

つ
い

て
は

、
公

開
抽

選
に

よ
り

決
定

す
る

。
 

（
３

）
抽

選
落

選
者

に
つ

い
て

は
、

１
年

間
登

録
し

空
家

が
生

じ
た

と
き

に
優

先
的

に
入

居
さ

せ
る

。
 

 （
公

募
の

例
外

） 

次
の

各
号

の
事

由
に

該
当

す
る

者
は

、
公

募
を

行
わ

ず
に

町
営

住
宅

に
入

居
さ

せ
る

こ

と
が

で
き

る
。

 

①
災

害
に

よ
る

住
宅

の
滅

失
 

②
不

良
住

宅
の

撤
去

 

③
公

営
住

宅
の

借
上

げ
に

係
る

契
約

の
終

了
 

④
公

営
住

宅
建

替
事

業
に

よ
る

公
営

住
宅

の
除

去
 

⑤
都

市
計

画
法

第
５

９
条

の
規

定
に

基
づ

く
都

市
計

画
事

業
、

土
地

区
画

整
理

法
第

３
条

第
３

項
若

し
く

は
第

４
条

の
規

定
に

基
づ

く
土

地
区

画
整

理
事

業
、

大
都

市
地

域
に

お
け

る

住
宅

及
び

住
宅

地
の

供
給

の
促

進
に

関
す

る
特

別
措

置
法

に
基

づ
く

住
宅

街
区

整
備

事

業
又

は
都

市
開

発
法

に
基

づ
く

市
街

地
開

発
事

業
の

施
行

に
伴

う
住

宅
の

除
去

 

⑥
土

地
収

用
法

第
２

０
条

の
規

定
に

よ
る

事
業

の
認

可
を

受
け

て
い

る
事

業
又

は
公

共

用
地

の
取

得
に

関
す

る
特

別
措

置
法

第
２

条
に

規
定

す
る

特
定

公
共

事
業

の
執

行
に

伴
う

住
宅

の
除

却
 

【
関

係
条

例
】大

社
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
４

条
・

第
８

条
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、

抽
選

に
よ

り
選

考
し

て
い

る
が

、
空

家
の

場
合

は
、

出
雲

市
が

困
窮

度
順

に
よ

り
選

考
し

、
３

町
が

申
込

み
順

に
よ

る
登

録
制

に
よ

る
選

考
、

そ
の

他
の

３
市

町
が

抽
選

に
よ

る
選

考
に

分
か

れ
て

い
る

。
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、

現
行

の
と

お
り

抽
選

に
よ

り
選

考
す

る
が

、
空

家
の

場
合

は
､合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）

に
よ

る
選

考
に

統
一

す
る

。
 

 

※
合

併
に

伴
い

空
家

の
増

加
が

見
込

ま
れ

、
空

家
が

発

生
す

る
度

毎
に

抽
選

に
よ

る
選

考
す

る
方

法
は

、
限

ら
れ

た
募

集
戸

数
に

対
し

て
抽

選
か

ら
外

れ
た

多
く

の
入

居
待

機
組

及
び

新
た

な
入

居
希

望
者

へ
毎

回
入

居
申

込
み

を

求
め

る
こ

と
に

な
る

が
、

登
録

制
(申

込
み

順
)に

よ
る

選
考

は
、

最
初

申
込

み
し

て
登

録
す

れ
ば

辞
退

し
な

い
限

り
は

有
効

と
な

る
利

点
が

あ
る

｡ま
た

住
宅

の
困

窮
度

に
よ

る

選
考

は
、

困
窮

度
合

の
判

定
に

難
し

い
面

が
あ

る
こ

と
な

ど
が

あ
げ

ら
れ

る
。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

市
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

（公
営

住
宅

法
施

行
令

第
3

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）
以

下
で

公
営

住
宅

法
施

行
令

第
2

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

が
家

賃
と

な
る

。
 

 
な

お
、

そ
の

算
出

の
際

に
必

要
な

各
係

数
の

う
ち

、
各

事
業

主
体

が
定

め
る

こ
と

の
で

き
る

利
便

性
係

数
に

つ
い

て
は

、

立
地

や
設

備
等

の
条

件
に

よ
り

0．
7

か
ら

1
．

0
の

範
囲

で
設

定
し

て
い

る
。

 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
 

別
表

１
の

家
族

が
市

営
住

宅
に

入
居

申
込

み
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
記

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

 
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
）

 
 

1
2

 

 
 

35
0

万
円

（
①

＋
②

）
－

11
4

万
円

（
控

除
額

3
8

万
円

 
3

人
）

＝
23

6
万

円
（

控
除

後
総

所
得

金
額

）
 

 
 

23
6

万
円

 
1

2
月

＝
19

6
,6

67
円

（≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

） 

 
 

こ
の

家
族

が
市

営
住

宅
に

申
込

み
し

た
場

合
に

は
、

下
記

の
家

賃
と

な
る

。
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
2 

簡
耐

火
2

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

55
.4

㎡
 

21
,2

00
円

 

②
Ｓ

6
0 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

60
.5

㎡
 

27
,7

00
円

 

③
Ｈ

1
1 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

79
.7

㎡
  

  
43

,4
00

円
 

 

◎
収

入
超

過
者

、
高

額
所

得
者

の
家

賃
算

定
に

つ
い

て
 

 
公

営
住

宅
法

第
2

8
条

第
1

項
及

び
施

行
令

第
8

条
第

1
項

に
規

定
す

る
収

入
超

過
者

に
対

し
て

は
、

施
行

令
第

8

条
第

2
項

に
規

定
す

る
家

賃
算

定
を

し
て

い
る

。
 

 
ま

た
、

公
営

住
宅

法
第

2
9

条
第

1
項

及
び

施
行

令
第

9
条

第
1

項
に

規
定

す
る

高
額

所
得

者
に

対
し

て
は

、
公

営
住

宅
法

第
2

9
条

第
5

項
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

と
し

て
い

る
。

 

（
建

替
移

転
入

居
者

に
対

す
る

家
賃

算
定

に
つ

い
て

） 

 
建

替
移

転
入

居
者

に
対

し
て

、
新

た
に

入
居

す
る

住
宅

の
家

賃
が

建
替

前
の

最
終

家
賃

を
超

え
る

こ
と

に
な

る
と

き

は
、

公
営

住
宅

法
第

4
3

条
第

1
項

に
基

づ
き

、
建

替
負

担
調

整
措

置
を

と
っ

て
い

る
。

そ
の

家
賃

算
定

に
つ

い
て

は
、

公

営
住

宅
法

施
行

令
第

1
1

条
に

規
定

す
る

方
法

を
と

る
。

 

【
関

係
条

例
】出

雲
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

4
条

、
第

1
6

条
、

第
3

1
条

及
び

第
3

3
条

、
出

雲
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

第
9

条
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

平
田

市
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

市
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

（公
営

住
宅

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）
以

下
で

公
営

住
宅

法
施

行
令

第
２

条
に

規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
が

家
賃

と
な

る
。

 

  
  

な
お

、
そ

の
算

出
の

際
に

必
要

な
各

係
数

の
う

ち
、

各
事

業
主

体
が

定
め

る
こ

と
の

で
き

る
利

便
性

係
数

に
つ

い
て

は
、

立
地

や
設

備
等

の
条

件
に

よ
り

設
定

し
て

い
る

。
 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
 

別
表

１
の

家
族

が
市

営
住

宅
に

入
居

申
込

み
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
記

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
） 

1
2

 

 
 

35
0

万
円

（
①

＋
②

）
－

11
4

万
円

（
控

除
額

3
8

万
円

 
3

人
）

＝
23

6
万

円
（

控
除

後
総

所
得

金
額

）
 

 
 

23
6

万
円

 
1

2
月

＝
19

6,
66

7
円

（≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

） 

 
 

こ
の

家
族

が
市

営
住

宅
に

申
込

み
し

た
場

合
に

は
、

下
記

の
家

賃
と

な
る

。
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
4 

  
Ｐ

Ｃ
造

2
階

建
  

3Ｄ
Ｋ

 
58

.8
㎡

  
  

 
25

,6
00

円
 

②
Ｓ

6
1 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

63
.1

㎡
 

 
 

31
,2

00
円

 

③
Ｈ

8 
Ｒ

Ｃ
造

3
階

建
 

2Ｄ
Ｋ

 
71

.3
㎡

  
  

40
,3

00
円

 
 

◎
収

入
超

過
者

の
家

賃
算

定
に

つ
い

て
 

 
 

公
営

住
宅

法
第

2
8

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

収
入

超
過

者
（

収
入

基
準

額
が

一
般

世
帯

で
20

0
千

円
を

超
え

た
者

及
び

高
齢

者
・

障
害

者
世

帯
等

で
26

8
千

円
を

超
え

た
者

）
に

対
し

て
は

、
施

行
令

第
8

条
第

2
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

家
賃

算
定

を
し

て
い

る
。

 

 ◎
高

額
所

得
者

の
家

賃
算

定
に

つ
い

て
 

 
 

公
営

住
宅

法
第

2
9

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

高
額

所
得

者
（収

入
基

準
額

が
39

7
千

円
を

超
え

た
者

）に
対

し
て

は
、

公
営

住
宅

法
第

2
9

条
第

5
項

に
基

づ
き

、
近

傍
同

種
の

住
宅

の
家

賃
と

し
て

い
る

。
 

【
関

係
条

例
】平

田
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

3
条

、
第

1
4

条
、

第
2

8
条

、
第

3
0

条
、

第
3

2
条

、
平

田
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

第
9

条
、

第
1

0
条
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

町
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

（公
営

住
宅

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）
以

下
で

公
営

住
宅

法
施

行
令

第
２

条
に

規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
が

家
賃

と
な

る
。

 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
 

別
表

１
の

家
族

が
町

営
住

宅
に

入
居

申
込

み
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
記

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
） 

1
2

 

 
 

35
0

万
円

（
①

＋
②

）
－

11
4

万
円

（
控

除
額

3
8

万
円

 
3

人
）

＝
23

6
万

円
（

控
除

後
総

所
得

金
額

）
 

 
 

23
6

万
円

 
1

2
月

＝
19

6,
66

7
円

（≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

） 

  
 

こ
の

家
族

が
町

営
住

宅
に

込
み

し
た

場
合

に
は

、
下

記
の

家
賃

と
な

る
。

 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
9 

Ｐ
Ｃ

造
2

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

69
.2

㎡
 

33
,3

00
円

 

②
Ｓ

6
2 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

72
.2

㎡
 

36
,7

00
円

 

③
Ｈ

1
1 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
2

Ｌ
Ｄ

Ｋ
  

 
74

.4
㎡

  
  

44
,0

00
円

 
 

 

【
関

係
条

例
】斐

川
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

4
条

、
第

1
7

条
及

び
第

1
8

条
、

平
田

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
第

9
条
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

佐
田

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

公
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

（公
営

住
宅

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）
以

下
で

公
営

住
宅

法
施

行
令

第
２

条
に

規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
が

家
賃

と
な

る
。

 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
 

別
表

１
の

家
族

が
公

営
住

宅
に

入
居

申
込

み
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
記

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
） 

1
2

 

 
 

35
0

万
円

（
①

＋
②

）
－

11
4

万
円

（
控

除
額

3
8

万
円

 
3

人
）

＝
23

6
万

円
（

控
除

後
総

所
得

金
額

）
 

 
 

23
6

万
円

 
1

2
月

＝
19

6,
66

7
円

（≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

） 

 
 

 

 
 

こ
の

家
族

が
公

営
住

宅
に

申
込

み
し

た
場

合
に

は
、

下
記

の
家

賃
と

な
る

。
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

6
2 

木
造

2
階

建
 

3Ｄ
Ｋ

 
6

9
㎡

  
  

 
23

,3
00

円
 

②
Ｈ

6
 

木
造

平
屋

建
 

3Ｄ
Ｋ

 
6

8
㎡

 
29

,4
00

円
 

 
③

Ｈ
1

3 
木

造
2

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

7
9

㎡
  

  3
3,

70
0

円
 

 

 

【
関

係
条

例
】佐

田
町

公
営

住
宅

管
理

条
例

、
佐

田
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

、
佐

田
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

５
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

公
営

住
宅

法
で

定
め

る
算

定
方

法
に

よ
る

。
 

 
利

便
性

係
数

を
立

地
や

設
備

等
の

条
件

か
ら

別
紙

の
と

お
り

定
め

て
い

る
。

 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
別

表
１

の
家

族
が

町
営

住
宅

に
入

居
申

込
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
表

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
） 

１
２

 

 
35

0
万

円
（①

＋
②

）
－

11
4

万
円

（
控

除
額

3
8

万
円

 
３

人
）

＝
23

6
万

円
（控

除
後

総
所

得
金

額
）

 

 
23

6
万

円
 

１
２

月
＝

19
6,

66
7

円
（

≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

）
 

 
 

 
こ

の
家

族
が

町
営

住
宅

に
申

込
し

た
場

合
に

は
、

下
表

の
家

賃
と

な
る

。
 

 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
5 

Ｐ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

66
.4

㎡
  

  
 

27
,0

00
円

 

②
Ｓ

6
3 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

72
.8

㎡
 

33
,3

00
円

 

③
Ｈ

1
0 

木
造

造
2

階
建

 
3

Ｌ
Ｄ

Ｋ
 

79
.5

㎡
  

  
42

,2
00

円
 

 

 

【
関

係
条

例
】多

伎
町

公
営

住
宅

設
置

及
び

管
理

条
例

第
1

4
条
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

６
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

湖
陵

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

町
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

（公
営

住
宅

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）
以

下
で

公
営

住
宅

法
施

 

行
令

第
２

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

が
家

賃
と

な
る

。
 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
別

表
１

の
家

族
が

町
営

住
宅

に
入

居
申

込
み

を
し

た
と

仮
定

し
た

場
合

、
認

定
月

額
は

、
下

記
の

計
算

に
よ

り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（

入
居

家
族

全
員

の
年

間
所

得
金

額
－

控
除

額
） 

1
2

 

 
 

35
0

万
円

（
①

＋
②

)－
11

4
万

円
（

控
除

額
3

8
万

円
 

3
人

)＝
23

6
万

円
 

（
控

除
後

総
所

得
金

額
） 

 
23

6
万

円
 

12
月

＝
19

6,
66

7
円

（
≦

2
0

0
千

円
、

入
居

可
）

 

 
 

 

 
 

こ
の

家
族

が
町

営
住

宅
に

申
込

み
し

た
場

合
に

は
、

下
記

の
家

賃
と

な
る

。
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
6 

Ｐ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

66
.4

㎡
  

  
 

18
,6

00
円

 

②
Ｓ

6
2 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

  
71

.3
㎡

 
 

 
22

,1
00

円
 

③
Ｈ

1
0 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
2

Ｌ
Ｄ

Ｋ
  

 
88

.5
㎡

  
  

33
,3

00
円

 
 

な
お

、
家

賃
算

定
の

利
便

性
係

数
は

、
常

楽
寺

団
地

0.
7

、
夕

日
ヶ

丘
団

地
0.

75
 

を
採

用
し

て
い

る
。

 

「公
営

住
宅

法
」

及
び

「
湖

陵
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

」
に

よ
り

毎
年

度
調

整
。

 

 

【
関

係
条

例
】湖

陵
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

4
条

、
2

2
条

、
第

3
3

条
、

第
6

1
条

、
同

条
例

施
行

規
則

第
2

6
条
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併
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建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

７
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
況

 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
 

町
営

住
宅

の
毎

月
の

家
賃

は
、

毎
年

度
、

収
入

の
申

告
に

よ
り

認
定

さ
れ

た
収

入
に

基

づ
き

、
近

傍
同

種
の

住
宅

の
家

賃
（

公
営

住
宅

法
施

行
令

第
３

条
に

規
定

す
る

方
法

に
よ

り
算

出
し

た
額

）以
下

で
公

営
住

宅
法

施
行

令
第

２
条

に
規

定
す

る
方

法
に

よ
り

算
出

し
た

額
が

家
賃

と
な

る
。

月
々

発
行

す
る

納
入

通
知

に
よ

り
金

融
期

間
で

納
入

す
る

。
 

 ◎
現

状
家

賃
に

つ
い

て
 

 
 

別
表

１
の

家
族

が
町

営
住

宅
に

入
居

申
込

み
を

し
た

と
仮

定
し

た
場

合
、

認
定

月
額

は
、

下
記

の
計

算
に

よ
り

19
6,

66
7

円
と

な
る

。
 

認
定

月
額

＝
（入

居
家

族
全

員
の

年
間

所
得

金
額

－
控

除
額

）
 

1
2 

 
 

 
35

0
万

円
（

①
＋

②
）

－
11

4
万

円
（

控
除

額
3

8
万

円
 

3
人

）
＝

23
6

万
円

（
控

除
後

総
所

得
金

額
）

 

 
 

 
23

6
万

円
 

1
2

月
＝

19
6,

66
7

円
（

≦
2

0
0

千
円

、
入

居
可

）
 

 
 

こ
の

家
族

が
町

営
住

宅
に

申
込

み
し

た
場

合
に

は
、

下
記

の
家

賃
と

な
る

。
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

①
Ｓ

5
1 

簡
易

耐
火

2
階

建
 

3Ｄ
Ｋ

 
55

.4
7

㎡
  

 
18

,1
00

円
 

②
Ｈ

元
 

木
造

2
階

建
 

3Ｄ
Ｋ

 
71

.2
1 

㎡
 

28
,2

00
円

 

③
Ｈ

1
4 

Ｒ
Ｃ

造
2

階
建

 
3Ｄ

Ｋ
 

  
 

  
65

.3
0

㎡
  

 
3

8,
00

0
円

 
 

◎
収

入
超

過
者

・高
額

所
得

者
の

家
賃

算
定

に
つ

い
て

 

 
公

営
住

宅
法

第
2

8
条

第
1

項
及

び
施

行
令

第
8

条
第

1
項

に
規

定
す

る
収

入
超

過

者
に

対
し

て
は

、
施

行
令

第
8

条
第

2
項

に
規

定
す

る
家

賃
算

定
を

し
て

い
る

。
ま

た
、

公
営

住
宅

法
第

2
9

条
第

1
項

及
び

施
行

令
第

9
条

第
1

項
に

規
定

す
る

高
額

所
得

者
に

対
し

て
は

、
公

営
住

宅
法

第
2

9
条

第
5

項
に

基
づ

き
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家

賃
と

し
て

い
る

。
 

 ◎
建

替
移

転
入

居
者

に
対

す
る

家
賃

算
定

に
つ

い
て

 

 
建

替
移

転
入

居
者

に
対

し
て

、
新

た
に

入
居

す
る

住
宅

の
家

賃
が

建
替

前
の

最
終

家

賃
を

超
え

る
こ

と
に

な
る

と
き

は
、

公
営

住
宅

法
第

4
3

条
第

1
項

に
基

づ
き

、
建

替
負

担

調
整

措
置

を
と

っ
て

い
る

。
そ

の
家

賃
算

定
に

つ
い

て
は

、
公

営
住

宅
法

施
行

令
第

1
1

条
に

規
定

す
る

方
法

を
と

る
。

 

【
関

係
条

例
】大

社
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

3
条

、
1

5
条

及
1

6
条

大
社

町
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
第

1
1

条
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､平

成
1

8
年

4
月

1
日

か
ら

新
た

に
家

賃
算

定
基

準
を

統
一

し
､家

賃
の

調
整

を
行

う
。

 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を

行
い

、
当

家
賃

が
低

く
抑

え
て

あ
る

町
に

つ
い

て
は

、
家

賃

上
昇

へ
の

影
響

が
で

き
る

限
り

少
な

く
な

る
方

策
と

し
て

利

便
性

係
数

最
大

０
．

３
（

３
０

％
）

の
な

か
で

、
設

備
的

条
件

に
よ

る
係

数
は

０
．

０
６

に
抑

え
な

が
ら

、
残

り
の

立
地

的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配
分

し
、

 

案
１

 
０

．
０

０
～

０
．

１
２

と
す

る
。

 

案
２

 
０

．
０

０
～

０
．

１
６

と
す

る
。

 

案
３

 
０

．
０

０
～

０
．

２
４

と
す

る
。

 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担

調
整

期
間

を
設

け
る

。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

２
－

８
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
新

た
に

家
賃

算
定

基
準

を
統

一
し

､家
賃

の
調

整
を

行
う

。
 

家
賃

の
調

整
に

当
た

っ
て

は
、

利
便

性
係

数
の

統
一

を
行

い
、

利
便

性
係

数
最

大
０

．
３

（
３

０
％

）
の

な
か

で
、

設
備

的
条

件
に

よ
る

係
数

は
０

．
０

６
に

抑
え

な
が

ら
、

残
り

の
立

地
的

条
件

に
よ

る
係

数
を

多
く

配

分
し

、
案

１
 

０
．

０
０

～
０

．
１

２
と

す
る

。
案

２
 

０
．

０
０

～
０

．
１

６
と

す
る

。
案

３
 

０
．

０
０

～
０

．
２

４
と

す
る

。
 

こ
れ

に
伴

い
家

賃
が

上
昇

す
る

入
居

者
に

つ
い

て
は

､平
成

1
8

年
4

月
1

日
か

ら
最

長
５

年
を

限
度

と
し

た
負

担
調

整
期

間
を

設
け

る
。

 

現
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

◎
別

表
１

 

構
 

 
成

 
父

（
4

0
才

）
 

母
（

3
8

才
）

 
長

男
（1

0
才

）
長

女
（

8
才

）
 

年
間

所
得

 
20

0
万

円
 

15
0

万
円

 
 

 
 

 

 
 

①
 

②
 

 
 

 
 

 

※
公

営
住

宅
の

家
賃

は
、

入
居

者
の

収
入

、
公

営
住

宅

の
立

地
条

件
、

規
模

、
建

設
時

か
ら

の
経

過
年

数
及

び

公
営

住
宅

の
有

す
る

利
便

性
の

要
素

を
勘

案
し

、
か

つ
、

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

以
下

で
定

め
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
こ

の
な

か
で

利
便

性
の

要
素

だ
け

は
、

事
業

主
体

が
公

営
住

宅
の

存
す

る
区

域
及

び
そ

の
周

辺
の

地
域

の

状
況

、
公

営
住

宅
の

設
備

そ
の

他
当

該
公

営
住

宅
の

有

す
る

利
便

性
の

要
素

と
な

る
事

項
を

勘
案

し
て

、
０

．
７

以

上
１

．
０

以
下

で
定

め
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
こ

の
た

め
、

入
居

者
の

収
入

、
公

営
住

宅
の

立
地

条
件

、
規

模
、

経
過

年
数

が
同

じ
で

あ
っ

て
も

利
便

性
係

数
の

設
定

に
よ

り
事

業
主

体
間

の
家

賃
が

最
大

３
０

％
の

差
が

生
じ

る
こ

と
に

な
り

、
各

市
町

間
の

家
賃

に
も

相
当

差
が

み
ら

れ
る

。
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利便性係数統一に伴う新市市営住宅家賃の試算 

【平 成１５年４月 分の 家 賃 調 定 額（実 績 額）を基 準にした 、利 便 性 係 数の 変 動に伴 う調 定 額の変 動】 

試 算．１ 

差 額 換 算を４,０００円 単 位にした場 合（マイナス分 係 数０～０．１２） 

（円） 

市 町 名 出 雲 市 平 田 市 斐 川 町 佐 田 町 多 伎 町  湖 陵 町 大 社 町 合 計 

調 定 額(１カ

月 分)  
△ 234,877 △ 337,810 △ 214,943 45,093 △ 75,832 366,214  99,861 △ 352,294 

家 賃（月・

戸 当り平

均 ） 

△ 395 △1 ,351 △ 1 ,524 3 , 006 △570 3 , 895 1 , 203 △ 268 

（年 額）平 成１５年 ４月 分 をベ ー スにした 年 間の 家 賃 調 定 見 込み額  

△ ３５２，２９４円  １２ヶ月 ＝△ ４，２２７，５２８円  

 ※  平 成 １４年 度 の２市 ５町 の 調 定 額（年 ）＝３１１，６５０，０００円  

4,227 ,528 円／ 311,650,000 円 ＝  約１．４％  

 

試 算．２ 

差 額 換 算：３,０００円 単 位にした 場 合（マイナス分 係 数０～０．１６） 

（円） 

市 町 名 出 雲 市 平 田 市 斐 川 町 佐 田 町 多 伎 町  湖 陵 町 大 社 町 合 計 

調 定 額(１カ

月 分)  
△ 419,532 △ 487,775 △ 295,114 27,125 △178,996 287,976  64,434 △ 1,001 ,882 

家 賃（月・

戸 当り平

均 ） 

△ 706 △1 ,951 △ 2 ,093 1 , 808 △ 1 ,345 3 , 063 776 △ 764 

（年 額）平 成１５年 ４月 分 をベ ー スにした 年 間の 家 賃 調 定 見 込み額  

△ １，００１，８８２円  １２ヶ月 ＝ △１２，０２２，５８４円  

※  12,022,584 円 ／311,650,000 円 ＝ 約 ３．９％  

 

試 算．３ 

差 額 換 算：２,０００円 単 位にした 場 合（マイナス分 係 数０～０．２４） 

（円） 

市 町 名 出 雲 市 平 田 市 斐 川 町 佐 田 町 多 伎 町  湖 陵 町 大 社 町 合 計 

調 定 額(１カ

月 分)  
△ 754,186 △ 791,207 △ 438,985 △ 4 ,318 △390,792 143,282  △ 6 ,015 △ 2,242 ,221 

家 賃（月・

戸 当り平

均 ） 

△ 1,269 △3 ,164 △ 3 ,113 △ 287 △ 2 ,938 1 , 524 △ 7 2 △ 1 ,711 

（年 額）平 成１５年 ４月 分 をベ ー スにした 年 間の 家 賃 調 定 見 込み額  

△ ２，２４２，２２１円  １２ヶ月 ＝ △２６，９０６，６５２円  

※  26,906,652 円 ／311,650,000 円 ＝ 約 ８．６％  
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公営住宅に係る家賃の算出方法 

家 賃 ＝a 家 賃 算 定 基 礎 額  b 市 町 村 立 地 係 数  c 規 模 係 数  d 経 過 年 数 係 数 利 便 性 係 数  

  ※1.a ～ d については 、政 令で規 定 

  ※2.a については 、収 入 分 位 （0～ 2 5％ ）に応じて 37,100 円 ～ 61,400 円 に決 まっている｡ 

  ※3.b については 、各 市 町とも 0.7 

   

利 便 性 係 数 に つ い て（公 営 住 宅 法 施 行 令 第２条 第 １項） 

 事 業 主 体が 公 営 住 宅の 存す る区 域 及び そ の 周 辺の 地 域の 状 況、公 営 住 宅の 設 備その 他 当 該 公 営 住 宅の 有す る利 便 性の 要 素となる事 項を勘 案して、

0.7 以 上 1.0 以 下 で定 め る数 値 

 

利 便 性 係 数 の 統 一（案 ） 

 

（１）設 備 的 条 件 による利 便 性 係 数の 統 一 案 

条 件 トイレの 水 洗 化の 有 無 ３点 給 湯 設 備の有 無  物 置の 有 無 合 計 

係 数（マイナス分） なし＝ ０．０３ なし＝０．０２ なし＝０．０１ ０．０６ 

 

（２）立 地 的 条 件 による利 便 性 係 数の 統 一 案 

   基 準 額と各 団 地の 固 定 資 産 税 評 価 相 当 額 との差 額に 応じた利 便 性 係 数 の設 定 

 

   ２市 ５町 管 内に お け る公 示 価 格 の 最 高 額を使 用す る。 

   平 成 1 4 年 度 地 価 公 示 価 格 

市 町 名 公 示 箇 所 公 示 額 

出 雲 市 小 山 町  ６０，４００円  

 塩 冶 町（有 原） ５８，３００円  

 大 津 町  ４４，１００円  

 白 枝 町  ４２，５００円  

 塩 冶 町（海 上） ６６，３００円  

平 田 市 平 田 町（蓮 田） ４１，８００円  

 灘 分  ２８，９００円  

 平 田 町（中 本 田） ３３，７００円  

斐 川 町 上 直 江  ３８，２００円  

 直 江 町  ２４，６００円  

湖 陵 町 三 部  １４，８００円  

 大 池  ８，９００円  

大 社 町 修 理 免  ２３，７００円  

 杵 築 東  １９，１００円  

平 均  ３６，０９２円  

 

上 記 の 中で、最 高 額である出 雲 市 塩 冶 町（海 上）の公 示 価 格 ６６，３００円 を固 定 資 産 税 評 価 額 に換 算 （７割 相 当 額 ）。 

   ６６，３００円  ０．７＝ ４６，４１０円 ・・・基 準 額とする 
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【試 算 1】 

差 額 を４，０００円 単 位とした場 合 の係 数 設 定 

          利 便 性 係 数 の マイナス分：０～ ０．１２ 

※差 額 金 額  利 便 性 係 数 マイナス分  

～ ０円  ０．００ 

１円 ～4,000 円  ０．０１ 

4 ,001 円 ～ 8,000 円  ０．０２ 

8 ,001 円～ 12,000 円  ０．０３ 

12,001 円 ～ 16,000 円  ０．０４ 

16,001 円 ～ 20,000 円  ０．０５ 

20,001 円 ～ 24,000 円  ０．０６ 

24,001 円 ～ 28,000 円  ０．０７ 

28,001 円 ～ 32,000 円  ０．０８ 

32,001 円 ～ 36,000 円  ０．０９ 

36,001 円 ～ 40,000 円  ０．１０ 

40,001 円 ～ 44,000 円  ０．１１ 

44,001 円～  ０．１２ 

※ 差 額 金 額 ＝基 準 額 46,410 円 － 各 団 地の 固 定 資 産 税 評 価 相 当 額 ○1 （１㎡ 当 ） 

 

【試 算２】 

差 額 を３，０００円 単 位とした場 合 の係 数 設 定 

           利 便 性 係 数 の マイナス分 ：０～ ０．１６ 

※差 額 金 額  利 便 性 係 数 マイナス分  

～ ０円  ０．００ 

１円 ～3,000 円  ０．０１ 

3 ,001 円 ～ 6,000 円  ０．０２ 

6 ,001 円 ～ 9,000 円  ０．０３ 

9 ,001 円～ 12,000 円  ０．０４ 

12,001 円 ～ 15,000 円  ０．０５ 

15,001 円 ～ 18,000 円  ０．０６ 

18,001 円 ～ 21,000 円  ０．０７ 

21,001 円 ～ 24,000 円  ０．０８ 

24,001 円 ～ 27,000 円  ０．０９ 

27,001 円 ～ 30,000 円  ０．１０ 

30,001 円 ～ 33,000 円  ０．１１ 

33,001 円 ～ 36,000 円  ０．１２ 

36,001 円 ～ 39,000 円  ０．１３ 

39,001 円 ～ 42,000 円  ０．１４ 

42,001 円 ～ 45,000 円  ０．１５ 

45,001 円～  ０．１６ 

※ 差 額 金 額 ＝基 準 額 46,410 円 － 各 団 地の 固 定 資 産 税 評 価 相 当 額 ○1 （１㎡ 当 ） 

 

第8回協議会資料-108-



【試 算３】 

差 額 を２，０００円 単 位とした場 合 の係 数 設 定 

            利 便 性 係 数 のマイナス分 ：０～０．２４ 

※差 額 金 額  利 便 性 係 数 マイナス分  

～ ０円  ０．００ 

１円 ～2,000 円  ０．０１ 

2 ,001 円 ～ 4,000 円  ０．０２ 

4 ,001 円 ～ 6,000 円  ０．０３ 

6 ,001 円 ～ 8,000 円  ０．０４ 

8 ,001 円～ 10,000 円  ０．０５ 

10,001 円 ～ 12,000 円  ０．０６ 

12,001 円 ～ 14,000 円  ０．０７ 

14,001 円 ～ 16,000 円  ０．０８ 

16,001 円 ～ 18,000 円  ０．０９ 

18,001 円 ～ 20,000 円  ０．１０ 

20,001 円 ～ 22,000 円  ０．１１ 

22,001 円 ～ 24,000 円  ０．１２ 

24,001 円 ～ 26,000 円  ０．１３ 

26,001 円 ～ 28,000 円  ０．１４ 

28,001 円 ～ 30,000 円  ０．１５ 

30,001 円 ～ 32,000 円  ０．１６ 

32,001 円 ～ 34,000 円  ０．１７ 

34,001 円 ～ 36,000 円  ０．１８ 

36,001 円 ～ 38,000 円  ０．１９ 

38,001 円 ～ 40,000 円  ０．２０ 

40,001 円 ～ 42,000 円  ０．２１ 

42,001 円 ～ 44,000 円  ０．２２ 

44,001 円 ～ 46,000 円  ０．２３ 

46,001 円～  ０．２４ 

※ 差 額 金 額 ＝基 準 額 46,410 円 － 各 団 地の 固 定 資 産 税 評 価 相 当 額 ○1 （１㎡ 当 ） 
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の
3

ヵ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
 

延
滞

金
の

徴
収

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
家

賃
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
１

．
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
：

条
例

に
規

定
あ

り
。

 

 
 

減
免

額
、

基
準

等
の

具
体

の
取

扱
い

は
、

別
途

「
出

雲
市

営
住

宅
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
」

に
よ

る
。

 

 
２

．
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

：
条

例
に

規
定

す
る

。
 

 
 

た
だ

し
具

体
の

要
綱

等
は

な
く

、
災

害
等

の
場

合
に

限
っ

て
、

そ
の

都
度

決
裁

を
と

っ
て

対
応

し
て

い
る

。
 

◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

「
出

雲
市

営
住

宅
家

賃
滞

納
整

理
事

務
要

領
」

に
基

づ
き

対
応

し
て

い
る

。
 

 
な

お
、

出
雲

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
8

条
第

2
項

の
規

定
で

は
、

督
促

状
を

発
送

し
た

場

合
、

一
通

に
つ

き
8

0
円

の
手

数
料

を
徴

収
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
が

、
実

際
の

と
こ

ろ
徴

収
は

し
て

い
な

い
。

 

 
ま

た
家

賃
専

門
徴

収
員

（
嘱

託
）を

置
い

て
い

る
。

 

 （
平

成
１

４
年

度
家

賃
減

免
の

実
施

状
況

）
 

対
象

者
数

：
13

5
人

 

延
べ

月
数

：
1,

56
4

月
分

 

総
額

：2
,2

74
,5

00
円

 

調
定

額
：

13
9,

51
9,

21
5

円
 

【
関

係
条

例
】 

出
雲

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
7

条
、

第
1

8
条

、
出

雲
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

1
1

条
、

第
1

2
条

、
出

雲
市

営
住

宅
家

賃
滞

納
整

理
事

務
要

綱
 

第8回協議会資料-110-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

平
田

市
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
 

条
例

に
は

「家
賃

を
督

促
状

の
納

期
限

ま
で

に
納

付
し

な
い

者
は

、
納

付
す

べ
き

金
額

に
納

期
限

の
翌

日
か

ら
納

付

日
ま

で
の

日
数

に
応

じ
､年

14
.6

％
に

相
当

す
る

延
滞

金
額

を
加

算
し

て
納

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
」

と
規

定
さ

れ
て

い
る

が
、

延
滞

金
の

徴
収

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

（
１

）
市

民
税

非
課

税
世

帯
 

2
5

％
減

免
（

期
間

：
非

課
税

対
象

期
間

） 

（
２

）
生

活
保

護
世

帯
 

住
宅

扶
助

限
度

額
を

超
え

る
額

減
免

（期
間

：被
保

護
期

間
） 

 

（
３

）
災

害
に

よ
り

損
害

を
受

け
た

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

３
年

以
内

）
 

 

（
４

）
火

災
に

よ
る

類
焼

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

１
年

以
内

）
 

※
家

賃
減

免
取

扱
要

綱
を

定
め

て
い

る
。

 

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
（

期
間

：
６

か
月

以
内

）
 

（
１

）
生

計
維

持
者

（
入

居
者

又
は

同
居

者
）が

死
亡

し
た

と
き

 
 

（
２

）
入

居
者

又
は

同
居

者
の

疾
病

又
は

負
傷

に
よ

り
支

払
い

能
力

が
著

し
く

低
下

し
た

と
き

 
 

（
３

）
世

帯
の

支
払

い
能

力
が

著
し

く
低

下
し

た
と

き
 

 
 

※
家

賃
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
を

定
め

て
い

る
。

 

◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
 

条
例

に
規

定
は

あ
る

が
､取

扱
を

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。
 

◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（
１

）
滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（
２

）
３

ケ
月

分
滞

納
時

 
催

告
状

送
付

 
 

（
３

）
５

ケ
月

分
滞

納
時

 
呼

出
状

送
付

及
び

納
付

誓
約

書
受

理
 

 

（
４

）
８

ケ
月

分
滞

納
時

 
最

終
催

告
状

送
付

及
び

住
宅

の
明

渡
し

及
び

滞
納

家
賃

の
支

払
い

を
求

め
る

訴
訟

の
提

起
 

 
※

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

を
定

め
て

い
る

。
 

（
平

成
１

４
年

度
家

賃
減

免
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

）
 

①
対

象
者

数
：

4
3

人
 

 
 

 
 

 
 

 

②
延

べ
月

数
：

39
3

月
分

 
 

 
 

 
 

 

③
総

額
：1

,6
30

,8
53

円
 

 
 

 
 

 
 

④
調

定
額

：
65

,4
68

,0
87

円
 

【
関

係
条

例
】 

平
田

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
0

条
、

第
1

5
条

～
第

1
8

条
、

4
0

条
､同

施
行

規
則

第
1

1
条

、
住

宅
等

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

並
び

に
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
 

延
滞

金
の

徴
収

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

（
１

）
生

活
保

護
世

帯
 

住
宅

扶
助

限
度

額
を

超
え

る
額

減
免

（期
間

：被
保

護
期

間
） 

 

（
２

）
年

度
の

中
途

に
入

居
者

又
は

同
居

者
の

転
出

、
失

業
、

病
気

等
に

よ
り

収
入

月
収

が
著

し
く

低
額

と
な

っ
た

世
帯

（
期

間
：

３
ヶ

月
以

内
） 

（
３

）
災

害
に

よ
り

損
害

を
受

け
た

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

３
年

以
内

）
 

 

（
４

）
そ

の
他

前
各

号
に

準
ず

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
世

帯
（

期
間

：
町

長
の

定
め

る
期

間
） 

※
家

賃
減

免
取

扱
要

綱
を

定
め

て
い

る
。

 

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
（

期
間

：
６

か
月

以
内

）
 

（
１

）
家

賃
減

免
の

（
１

）
か

ら
（４

）
に

該
当

す
る

も
の

で
、

家
賃

徴
猶

予
と

な
っ

た
も

の
。

 
 

 
※

家
賃

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

を
定

め
て

い
る

。
 

◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
 

条
例

に
規

定
は

あ
る

が
､取

扱
を

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。
 

◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（
１

）
滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（
２

）
３

ケ
月

分
滞

納
時

 
催

告
状

送
付

 
 

（
３

）
６

ケ
月

分
滞

納
時

 
呼

出
状

送
付

及
び

納
付

誓
約

書
受

理
 

 

（
４

）
１

２
ケ

月
分

滞
納

時
 

最
終

催
告

状
送

付
及

び
住

宅
の

明
渡

し
及

び
滞

納
家

賃
の

支
払

い
を

求
め

る
訴

訟
の

提
起

 

 
 

※
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
を

定
め

て
い

る
。

 

（
平

成
１

４
年

度
家

賃
減

免
の

実
施

状
況

）
 

対
象

者
数

：
1

人
 

延
べ

月
数

：
1

1
月

分
 

総
額

：3
87

,2
00

円
 

調
定

額
：

31
,8

53
,6

38
円

 

【
関

係
条

例
】 

斐
川

町
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
0

条
、

第
1

6
条

～
第

1
9

条
、

斐
川

町
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
第

1
0

条
、

住
宅

等
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
並

び
に

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

佐
田

町
 

◎
家

賃
の

収
納

方
法

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

延
滞

金
の

徴
収

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

 

◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

（
１

）
生

活
保

護
世

帯
 

住
宅

扶
助

限
度

額
を

超
え

る
額

減
免

（期
間

：被
保

護
期

間
） 

 

（
２

）
年

度
の

中
途

に
入

居
者

又
は

同
居

者
の

転
出

、
失

業
、

病
気

等
に

よ
り

収
入

月
収

が
著

し
く

低
額

と
な

っ
た

世
帯

（
期

間
：

当
該

年
度

末
ま

で
）

 

（
３

）
災

害
に

よ
り

損
害

を
受

け
た

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

３
年

以
内

）
 

 

（
４

）
そ

の
他

前
各

号
に

準
ず

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
世

帯
（

期
間

：
町

長
の

定
め

る
期

間
） 

 

  

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
（

期
間

：
６

か
月

以
内

）
 

家
賃

減
免

の
（

１
）か

ら
（

４
）

に
該

当
す

る
も

の
で

、
家

賃
徴

猶
予

と
な

っ
た

も
の

。
 

 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

条
例

に
規

定
は

あ
る

が
､取

扱
を

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。
 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（１
）未

納
者

に
つ

い
て

は
翌

月
１

０
日

に
納

付
書

送
付

 

（
２

）
３

ヶ
月

以
上

滞
納

者
に

つ
い

て
は

原
課

で
滞

納
整

理
を

行
う

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

５
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

◎
家

賃
納

入
に

つ
い

て
 

 
入

居
者

の
選

択
に

よ
り

、
毎

月
末

、
口

座
振

替
又

は
納

付
書

で
個

人
納

付
（

Ｈ
１

５
．

４
開

始
）

 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
入

居
時

の
家

賃
の

三
ヶ

月
分

に
相

当
す

る
金

額
を

入
居

手
続

き
と

同
時

に
納

入
す

る
。

 

 ◎
延

滞
近

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
条

例
に

は
「

指
定

さ
れ

た
期

限
ま

で
に

そ
の

納
付

す
べ

き
金

額
を

納
付

し
な

い
と

き
は

、
納

付
す

べ
き

金
額

に
、

そ
の

指

定
納

付
期

限
の

翌
日

か
ら

納
付

の
日

ま
で

の
期

間
の

日
数

に
応

じ
、

年
１

４
．

６
％

（
指

定
納

期
限

の
翌

日
か

ら
１

月
を

経
過

す
る

日
ま

で
の

期
間

に
つ

い
て

は
年

７
．

３
％

）
の

割
合

を
乗

じ
て

計
算

し
た

金
額

に
相

当
す

る
延

滞
金

額
を

加
算

 

し
て

納
付

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」と

記
載

し
て

あ
る

。
 

 ◎
家

賃
の

減
額

に
つ

い
て

 

 
条

例
に

は
 

 
①

入
居

者
又

は
同

居
者

が
著

し
く

低
額

で
あ

る
と

き
。

 

 
②

入
居

者
又

は
同

居
者

が
病

気
に

か
か

っ
た

と
き

。
 

 
③

入
居

者
ま

た
は

同
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

④
そ

の
他

前
３

号
に

準
ず

る
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

き
。

 

と
定

め
て

あ
る

。
減

免
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
そ

の
都

度
決

裁
に

よ
り

対
応

し
て

い
る

。
 

 ◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
 

 
家

賃
減

額
と

同
様

の
取

り
扱

い
を

し
て

い
る

。
 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
家

賃
減

額
及

び
徴

収
猶

予
と

同
様

の
取

り
扱

い
を

し
て

い
る

。
 

 

【
関

係
条

例
】 

多
伎

町
公

営
住

宅
設

置
及

び
管

理
条

例
第

1
6

条
、

第
1

7
条

、
第

1
8

条
、

第
1

9
条

、
第

2
0

条
 

第8回協議会資料-114-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

６
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

湖
陵

町
 

◎
家

賃
納

入
方

法
 

（
１

）
直

接
納

付
･･

･金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

（
２

）
口

座
振

替
･･

･金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
3

ヵ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
 

延
滞

金
の

規
定

は
、

条
例

上
存

在
す

る
が

、
過

去
実

際
に

徴
収

し
た

こ
と

は
な

い
。

 

 ◎
家

賃
の

減
額

に
つ

い
て

 

 
条

例
第

1
6

条
に

、
 

 
①

入
居

者
又

は
同

居
者

が
著

し
く

低
額

で
あ

る
と

き
。

 

 
②

入
居

者
又

は
同

居
者

が
病

気
に

か
か

っ
た

と
き

。
 

 
③

入
居

者
ま

た
は

同
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

 
④

そ
の

他
前

３
号

に
準

ず
る

特
別

の
事

由
が

あ
る

と
き

。
 

減
免

す
る

こ
と

が
で

き
る

旨
規

定
し

て
あ

り
、

別
途

定
め

る
要

綱
等

に
よ

り
減

免
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
要

綱
等

を
作

成

し
て

い
な

い
た

め
に

、
減

免
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
そ

の
都

度
、

対
応

す
る

こ
と

と
な

る
。

 

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
 

 
 

減
免

と
同

じ
 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
 

家
賃

の
減

免
及

び
徴

収
猶

予
と

同
様

の
基

準
で

。
条

例
に

規
定

は
あ

る
が

､行
っ

た
こ

と
は

な
い

。
 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

 
滞

納
発

生
に

よ
り

、
督

促
状

を
送

付
す

る
こ

と
と

な
る

。
【

条
例

第
1

8
条

】
 

 

 
３

ヶ
月

滞
納

に
よ

り
、

明
渡

し
請

求
す

る
こ

と
と

な
る

。
【

条
例

第
4

2
条

】 

家
賃

滞
納

整
理

に
関

す
る

要
綱

等
は

定
め

て
い

な
い

た
め

、
督

促
状

は
出

す
も

の
の

、
明

渡
し

請
求

は
1

2
ヶ

月
分

以

上
の

滞
納

者
に

対
し

て
し

か
行

っ
て

い
な

い
。

 

 （
平

成
１

４
年

度
家

賃
減

免
の

実
施

状
況

）
 

対
象

者
数

：
5

人
 

延
べ

月
数

：
3

6
月

分
 

総
額

：1
33

,1
00

円
 

調
定

額
：

19
,9

50
,2

30
円

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

３
－

７
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

に
統

一
す

る
。
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

は
家

賃
減

免
率

1
0

％
等

を
定

め
た

出
雲

市
営

住
宅

家
賃

減
免

及
び

徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
に

基
づ

き
施

行
す

る
。

な
お

、
減

免
率

が
引

き
下

げ
と

な
る

平
田

市
に

お
い

て
は

、
平

成
１

８
年

４
月

１
日

か
ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
家

賃
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
て

直
接

納
付

。
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
延

滞
金

の
徴

収
に

つ
い

て
 

 
 

延
滞

金
の

徴
収

は
行

っ
て

い
な

い
。

 

 ◎
家

賃
の

減
額

に
つ

い
て

 

 
 

条
例

に
は

 

 
 

 
①

入
居

者
又

は
同

居
者

が
著

し
く

低
額

で
あ

る
と

き
。

 

 
 

 
②

入
居

者
又

は
同

居
者

が
病

気
に

か
か

っ
た

と
き

。
 

 
 

 
③

入
居

者
ま

た
は

同
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

 
 

 
④

そ
の

他
前

３
号

に
準

ず
る

特
別

の
事

情
が

あ
る

と
き

。
 

 
 

と
定

め
て

あ
る

が
、

要
綱

等
を

作
成

し
て

い
な

い
た

め
に

、
減

免
の

申
請

が
あ

っ
た

場
合

は
そ

の
都

度
、

対
応

し
て

い
る

。
 

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
 

 
 

同
上

 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

猶
予

に
つ

い
て

 

 
 

家
賃

の
減

免
及

び
徴

収
猶

予
と

同
様

の
基

準
で

。
 

 
 

条
例

に
規

定
は

あ
る

が
､

行
っ

た
こ

と
は

な
い

。
 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（１
）滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（２
）３

ケ
月

分
滞

納
時

 
催

告
状

送
付

 
 

（３
）６

ケ
月

分
滞

納
時

 
呼

出
状

送
付

及
び

納
付

誓
約

書
受

理
 

（４
）１

２
ケ

月
分

滞
納

時
 

最
終

催
告

状
送

付
 

（５
）そ

の
後

、
契

約
の

解
除

・
住

宅
の

明
渡

請
求

・
滞

納
家

賃
の

支
払

い
を

求
め

る
訴

訟
。

 

【
関

係
条

例
】 

１
．

家
賃

納
入

方
法

に
つ

い
て

は
、

直
接

納
付

と
口

座
振

替
の

併
用

方
式

が
２

市
４

町
あ

り
、

直
接

納
付

方
式

だ
け

が
１

町
あ

る
た

め
、

合
併

時
に

､直
接

納
付

と
口

座
振

替

の
併

用
方

式
に

統
一

す
る

。
 

 ２
．

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日

か
ら

、
市

民
税

非
課

税
世

帯
は

家
賃

減
免

率
1

0％
等

を

定
め

た
出

雲
市

営
住

宅
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱

要
綱

に
基

づ
き

施
行

す
る

。
な

お
、

減
免

率
が

引
き

下
げ

と
な

る
平

田
市

に
お

い
て

は
、

平
成

１
８

年
４

月
１

日
か

ら

最
長

５
年

を
限

度
と

し
て

段
階

的
に

家
賃

減
免

率
を

引
き

下
げ

る
。

 

 ３
．

家
賃

滞
納

整
理

に
つ

い
て

は
、

2
市

1
町

が
要

綱
を

定

め
て

い
る

が
、

事
務

処
理

が
市

町
間

に
お

い
て

相
違

し
て

い
る

た
め

、
合

併
時

に
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基
づ

い
た

事
務

処
理

に
統

一
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 

№
３

－
８ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

◎
出

雲
市

営
住

宅
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
 

（
趣

旨
） 

第
１

条
 

出
雲

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
（

出
雲

市
条

例
第

６
１

１
号

）
第

１
１

条
に

規
定

す
る

家
賃

の
減

免

及
び

徴
収

猶
予

（以
下

「
減

免
等

」と
い

う
。

）に
つ

い
て

は
、

出
雲

市
営

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則

（
出

雲
市

規
則

第
２

１
３号

）の
定

め
に

よ
る

ほ
か

、
こ

の
要

綱
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
。

 

（
減

免
等

の
基

準
） 

第
２

条
 

家
賃

の
減

免
対

象
、

減
免

額
及

び
減

免
期

間
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

た
だ

し
、

２
つ

以
上

の
減

免
対

象
に

該
当

す

る
場

合
は

、
減

免
額

の
最

も
大

き
い

対
象

を
適

用
す

る
。

 

減
免

対
象

 
減

免
額

 
減

免
期

間
 

地
方

税
法

（昭
和

25
年

法
律

第
22

6
号

第

29
5

条
で

定
め

る
市

民
税

非
課

税
世

帯
 

家
賃

の
10

％

に
相

当
す

る
額

 

市
民

税
非

課
税

対
象

年
度

の
10

月
1

日
か

ら

翌
年

度
の

9
月

末
日

ま
で

と
し

、
更

新
を

認
め

る
 

災
害

対
策

基
本

法
（昭

和
36

年
法

律
第

22
3

号
）第

２
条

に
定

め
る

災
害

に
よ

り
損

害
を

受

け
た

世
帯

 

家
賃

の
25

％

に
相

当
す

る
額

 

当
該

災
害

を
終

了
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

か
ら

3
年

以
内

で
市

長
が

定
め

る
期

間
 

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

を
受

け
て

い
る

場
合

 

住
宅

扶
助

費
を

超
え

る
額

 

生
活

保
護

法
に

よ
る

保
護

を
受

け
て

い
る

期
間

 
そ

の
他

 

特
別

の
事

情
 

が
あ

る
場

合
 

建
替

後
の

住
宅

へ
再

入
居

す
る

世
帯

 

市
長

の
定

め
る

額
 

市
長

の
定

め
る

期
間

 

２
 

家
賃

の
猶

予
は

、
次

の
各

号
に

該
当

す
る

場
合

に
行

う
も

の
と

し
、

承
認

の
あ

っ
た

日
の

属
す

る
月

の
翌

月
か

ら
、

6
月

を

限
度

と
し

て
行

い
、

更
新

は
認

め
な

い
。

 

生
計

維
持

者
で

あ
る

入
居

者
又

は
同

居
者

が
死

亡
し

た
と

き
 

入
居

者
又

は
同

居
者

の
疾

病
又

は
負

傷
に

よ
り

、
世

帯
の

支
払

能
力

が
著

し
く

低
下

し
た

と
き

 

そ
の

他
世

帯
の

支
払

能
力

が
著

し
く

低
下

し
た

と
き

 

 

 （
手

続
） 

第
３

条
 

家
賃

の
減

免
の

適
用

を
受

け
よ

う
と

す
る

入
居

者
は

、
出

雲
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規

則
第

５
条

に
定

め
る

様
式

の
市

営
住

宅
家

賃
減

免
申

請
書

に
、

徴
収

猶
予

の
適

用
を

受
け

よ
う

と
す

る
入

居
者

は
、

市
営

住

宅
家

賃
徴

収
猶

予
申

請
書

に
、

次
に

掲
げ

る
書

類
を

添
付

し
て

、
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
あ

っ
て

は
、

市
長

の
発

行
す

る
市

民
税

非
課

税
証

明
書

 

生
活

保
護

世
帯

に
あ

っ
て

は
、

福
祉

事
務

所
長

の
発

行
す

る
保

護
証

明
書

 

災
害

に
よ

り
損

害
を

受
け

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
市

長
の

発
行

す
る

罹
災

証
明

書
 

徴
収

猶
予

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

猶
予

を
受

け
よ

う
と

す
る

事
由

に
よ

り
、

住
民

票
、

謄
本

、
医

師
の

診
断

書
、

そ
の

他

支
払

能
力

が
著

し
く

低
下

し
た

と
認

め
ら

れ
る

書
面

 

２
 

市
長

は
、

前
項

の
申

請
書

の
提

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
内

容
を

審
査

し
、

家
賃

の
減

免
等

を
す

る
者

に
対

し
て

、
市

営
住

宅

家
賃

減
免

決
定

通
知

書
又

は
市

営
住

宅
家

賃
徴

収
猶

予
承

認
通

知
書

に
よ

り
、

減
免

等
が

で
き

な
い

者
に

対
し

て
は

、
市

営

住
宅

家
賃

減
免

（
徴

収
猶

予
）

不
承

認
通

知
書

に
よ

り
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
減

免
等

の
辞

退
及

び
取

消
） 

第
４

条
 

家
賃

の
減

免
等

の
適

用
を

受
け

て
い

る
者

が
、

減
免

等
の

基
準

に
該

当
し

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
直

ち
に

市
営

住
宅

家

賃
減

免
（

徴
収

猶
予

）
辞

退
届

を
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

２
 

前
項

の
届

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
そ

の
翌

月
か

ら
減

免
等

を
解

除
す

る
も

の
と

す
る

。
 

３
 

申
請

書
に

虚
偽

が
あ

る
こ

と
が

わ
か

っ
た

と
き

、
減

免
等

に
該

当
し

な
く

な
っ

た
と

き
、

又
は

２
月

以
上

家
賃

を
滞

納
し

た
と

き
は

、
減

免
等

を
取

消
す

も
の

と
市

営
住

宅
家

賃
減

免
（

徴
収

猶
予

）
取

消
通

知
書

に
よ

り
通

知
す

る
。

 

（
適

用
除

外
）

 

第
５

条
 

家
賃

を
滞

納
し

て
い

る
者

又
は

市
長

の
要

求
し

た
住

宅
の

交
換

若
し

く
は

移
転

に
対

し
相

当
な

理
由

な
く

従
わ

な
い

者
に

対
し

て
は

、
家

賃
の

減
免

等
は

行
わ

な
い

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 

№
３

－
９ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

（
そ

の
他

） 

第
６

条
 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

そ
の

つ
ど

市
長

が
定

め
る

。
 

 
 

 
附

 
則

 

（
施

行
期

日
）

 

１
．

こ
の

要
綱

は
、

平
成

５
年

１
０

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

◎
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

 

（
目

的
） 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
､平

田
市

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
昭

和
37

年
平

田
市

 
条

例
第

36
号

。
以

下
「

市

営
住

宅
条

例
」と

い
う

。
）第

１
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

設
置

す
る

市
営

住
宅

及
び

平
田

市
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

（
平

成
５

年
平

田
市

条
例

第
41

号
。

以
下

「特
定

優
良

賃
貸

住
宅

条
例

」と
い

う
。

）第
２

条
の

規
定

に
よ

り
設

置
す

る
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
（

以
下

「市
営

住
宅

等
」と

い
う

。
）に

入
居

し
て

い
る

者
及

び
市

営
住

宅
等

を
退

去
し

て
い

る

者
の

う
ち

、
市

営
住

宅
等

の
家

賃
を

市
営

住
宅

条
例

第
16

条
第

２
項

又
は

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

条
例

第
16

条
第

２
項

に
定

め
る

期
限

（
以

下
「納

期
限

」
と

い
う

。
）

ま
で

に
納

入
し

な
い

者
（以

下
「

滞
納

者
」と

い
う

。
）に

対
し

、
滞

納
整

理
事

務
を

適
切

に
処

理
す

る
た

め
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

（
督

促
及

び
催

告
）

 

第
２

条
 

市
長

は
､市

営
住

宅
等

の
入

居
者

又
は

退
去

者
が

納
期

限
ま

で
に

家
賃

を
納

入
し

な
い

場
合

は
､速

や
か

に
督

促
状

（
様

式
第

１
号

）を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

市
長

は
、

滞
納

者
が

前
項

の
規

定
に

よ
り

督
促

を
受

け
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

家
賃

を
納

入
し

な
い

で
３

か
月

分
以

上
滞

納
し

た
と

き
は

、
当

該
滞

納
者

に
対

し
､催

告
状

（様
式

第
２

号
）を

送
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
納

付
指

導
）

 

第
３

条
 

市
長

は
､滞

納
者

に
対

し
､必

要
に

応
じ

て
訪

問
又

は
電

話
に

よ
り

納
付

指
導

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
保

証
人

に
対

す
る

納
付

指
導

依
頼

） 

第
４

条
 

市
長

は
､滞

納
者

が
家

賃
を

３
か

月
分

以
上

滞
納

し
た

と
き

は
、

当
該

滞
納

者
の

保
証

人
又

は
連

帯
保

証
人

（以
下

「
保

証
人

」と
い

う
。

）に
対

し
､家

賃
納

付
指

導
依

頼
書

（様
式

第
３

号
）に

よ
り

滞
納

者
に

対
す

る
家

賃
納

付
の

指
導

を
依

頼

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
納

付
指

導
の

強
化

）
 

第
５

条
 

市
長

は
､滞

納
者

が
家

賃
を

５
か

月
分

以
上

滞
納

し
た

と
き

は
、

当
該

滞
納

者
に

呼
出

状
（様

式
第

４
号

）を
送

付
し

、

呼
出

し
に

よ
る

個
別

指
導

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

３
 

市
長

は
、

前
２

項
の

呼
出

し
に

よ
る

個
別

指
導

を
行

っ
た

と
き

は
、

当
該

滞
納

者
の

保
証

人
に

対
し

、
速

や
か

に
そ

の
状

況
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 №
３－

１
０ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（市
町

営
住

宅
） 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

を
通

知
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

保
証

人
に

対
す

る
保

証
債

務
履

行
請

求
） 

第
６

条
 

市
長

は
、

滞
納

者
が

家
賃

を
７

か
月

分
以

上
滞

納
し

た
と

き
は

、
当

該
滞

納
者

の
保

証
人

に
対

し
、

保
証

債
務

履
行

請
求

書
（

様
式

第
６

号
）

を
送

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 
（

生
活

保
護

受
給

者
に

対
す

る
催

告
及

び
納

付
指

導
）

 

第
７

条
 

市
長

は
､生

活
保

護
受

給
者

が
家

賃
を

滞
納

し
た

場
合

は
、

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
催

告
並

び
に

第
３

条
、

第
４

条
及

び
第

５
条

に
規

定
す

る
納

付
指

導
の

ほ
か

、
次

に
掲

げ
る

催
告

及
び

納
付

指
導

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
(1

) 
滞

納
が

発
生

し
た

と
き

は
、

住
宅

扶
助

料
支

給
日

の
直

近
の

時
期

に
当

該
滞

納
者

宅
を

訪
問

し
、

催
告

及
び

納
付

指

導
を

行
う

も
の

と
す

る
。

 

(2
) 

家
賃

を
２

か
月

分
以

上
滞

納
し

た
と

き
は

、
担

当
の

ケ
ー

ス
ワ

ー
カ

ー
に

対
し

、
納

付
指

導
の

依
頼

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

 
（

最
終

催
告

）
 

第
８

条
 

市
長

は
､滞

納
者

が
家

賃
を

８
か

月
分

以
上

滞
納

し
た

と
き

は
、

当
該

滞
納

者
に

対
し

､最
終

催
告

書
（

様
式

第
７

号
）

を
配

達
証

明
付

内
容

証
明

郵
便

（以
下

「内
容

証
明

郵
便

」
と

い
う

。
）

に
よ

り
送

達
す

る
も

の
と

す
る

。
 

２
 

市
長

は
､前

項
の

最
終

催
告

書
を

送
達

し
た

と
き

は
､当

該
滞

納
者

の
保

証
人

に
対

し
、

直
ち

に
そ

の
旨

を
通

知
す

る
も

の

と
す

る
。

 

（
支

払
督

促
の

申
立

て
） 

第
９

条
 

市
長

は
､前

条
に

基
づ

く
最

終
催

告
書

の
催

告
期

限
ま

で
に

滞
納

家
賃

を
完

納
し

な
か

っ
た

者
の

う
ち

、
特

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

滞
納

者
に

つ
い

て
は

、
相

手
方

居
住

地
管

轄
の

簡
易

裁
判

所
に

対
し

、
民

事
訴

訟
法

（平
成

８
年

法
律

第

10
9

号
）第

38
3

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

支
払

督
促

の
申

立
て

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

（
条

件
付

使
用

許
可

取
消

等
） 

第
１

０
条

 
市

長
は

､第
８

条
に

基
づ

く
最

終
催

告
書

の
催

告
期

限
ま

で
に

滞
納

家
賃

を
完

納
し

な
か

っ
た

者
の

う
ち

、
支

払
督

促
の

申
立

て
を

行
わ

な
い

滞
納

者
に

対
し

、
条

件
付

使
用

許
可

取
消

及
び

明
渡

請
求

書
（様

式
第

８
号

）を
内

容
証

明
郵

便
に

よ
り

送
達

す
る

も
の

と
す

る
。

 

（
明

渡
訴

訟
等

） 

第
１

１
条

 
市

長
は

、
前

条
の

条
件

付
使

用
許

可
取

消
及

び
明

渡
請

求
書

を
送

達
し

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
滞

納
家

賃
を

完
納

し
な

か
っ

た
者

に
つ

い
て

は
、

市
営

住
宅

等
の

明
渡

し
及

び
滞

納
家

賃
の

支
払

を
求

め
る

訴
訟

（即
決

和
解

を
含

む
。

）
を

裁

判
所

（即
決

和
解

は
、

相
手

方
居

住
地

管
轄

の
簡

易
裁

判
所

）へ
提

起
す

る
も

の
と

す
る

。
 

（
強

制
執

行
の

申
立

て
） 

第
１

２
条

 
市

長
は

、
前

条
の

訴
訟

に
対

す
る

判
決

が
確

定
（即

決
和

解
を

含
む

。
）

し
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

市
営

住
宅

等
の

明
渡

し
を

し
な

い
者

又
は

滞
納

家
賃

を
完

納
し

な
い

者
に

つ
い

て
は

、
裁

判
所

に
対

し
、

明
渡

執
行

、
動

産
執

行
又

は
債

権
執

行
を

申
し

立
て

る
も

の
と

す
る

。
 

（
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

審
査

会
の

設
置

） 

第
１

３
条

 
第

８
条

に
規

定
す

る
最

終
催

告
の

適
否

を
審

査
す

る
た

め
、

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
審

査
会

（以
下

「
審

査

会
」と

い
う

。
）

を
置

く
。

 

２
 

審
査

会
は

、
会

長
及

び
委

員
を

も
っ

て
構

成
し

、
会

長
に

は
助

役
を

、
委

員
に

は
総

務
民

生
部

長
､建

設
経

済
部

長
、

総
務

課
長

、
企

画
財

政
課

長
、

税
務

課
長

、
住

民
福

祉
課

長
及

び
技

術
管

理
課

長
の

職
に

あ
る

者
を

も
っ

て
充

て
る

。
 

３
 

審
査

会
の

庶
務

は
、

建
設

経
済

部
技

術
管

理
課

に
お

い
て

処
理

す
る

。
 

 
（

そ
の

他
） 

第
１

４
条

 
こ

の
要

綱
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

  
 

 
附

 
則

 
 

こ
の

告
示

は
、

平
成

１
５

年
２

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

４
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
申

込
者

の
選

考
方

法
（特

優
賃

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
該

当
な

し
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て

い
る

。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て

い
る

。
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て

い
る

。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
入

居
申

込
順

。
 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
・空

家
と

も
、

入
居

申
込

者
数

が
募

集
戸

数
を

超
え

た
場

合
は

、
公

開
抽

選
に

よ
り

入
居

者
を

決
定

し

て
い

る
。

 

【
関

係
条

例
】 

平
田

市
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す

る
条

例
第

７
条

 

斐
川

町
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す

る
条

例
第

７
条

 

佐
田

町
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
管

理
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

４
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
入

居
申

込
者

の
選

考
方

法
（特

優
賃

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、
現

行
の

と
お

り
抽

選
に

よ
り

選
考

す
る

が
、

空
家

の
場

合
は

､
合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）に

よ
る

選
考

に
統

一
す

る
。
 

現
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
入

居
者

の
選

定
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

が
募

集
戸

数
を

越
え

た

場
合

は
抽

選
そ

の
他

公
正

な
方

法
に

よ
り

選
定

す
る

。
 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
基

本
的

に
は

申
し

込
み

順
と

し
て

い

る
が

、
特

別
な

理
由

が
あ

る
場

合
に

は
特

例
が

あ
る

。

（
同

居
親

族
が

多
い

者
そ

の
他

特
に

居
住

の
安

定
を

図
る

必
要

が
あ

る
者

） 

◎
入

居
者

の
選

考
方

法
に

つ
い

て
 

（
１

）
新

築
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

公
開

抽
選

に
よ

り
入

居
者

を
決

定
し

て
い

る
。

 

（
２

）
空

家
の

場
合

 
入

居
申

込
者

数
が

募
集

戸
数

を
超

え
た

場
合

は
、

順
番

制
と

し
て

い
る

。
 

（
３

）
同

居
親

族
が

多
い

者
そ

の
他

特
に

居
住

の
安

定
を

図
る

必
要

が
あ

る
者

に
つ

い
て

は
例

外
あ

り
。

【
条

例
第

9

条
・

施
行

規
則

第
5

条
】 

①
1

8
歳

未
満

の
同

居
す

る
児

童
が

3
人

以
上

い
る

場
合

 

②
配

偶
者

の
な

い
女

子
で

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
者

 

③
入

居
者

又
は

同
居

親
族

に
6

0
歳

以
上

の
者

が
あ

る
者

 

④
入

居
者

又
は

同
居

親
族

に
心

身
障

害
者

が
あ

る
者

 

⑤
公

営
住

宅
の

収
入

超
過

者
で

あ
る

者
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】多

伎
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例

第
8

条
、

第
9

条
 

湖
陵

町
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

 

に
関

す
る

条
例

第
8

条
、

第
9

条
 

 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、

抽
選

に
よ

り
選

考
し

て
い

る
が

、
空

家
の

場
合

は
、

３
町

が

登
録

制
（

申
込

み
順

）
に

よ
る

選
考

、
２

市
町

が
抽

選
に

よ

る
選

考
に

分
か

れ
て

い
る

。
 

入
居

者
の

選
考

方
法

に
つ

い
て

は
、

新
築

の
場

合
は

、

現
行

の
と

お
り

抽
選

に
よ

り
選

考
す

る
が

、
空

家
の

場
合

は
､合

併
時

に
登

録
制

（
申

込
み

順
）

に
よ

る
選

考
に

統
一

す
る

。
 

 

※
合

併
に

伴
い

空
家

の
増

加
が

見
込

ま
れ

、
空

家
が

発

生
す

る
度

毎
に

抽
選

に
よ

る
選

考
す

る
方

法
は

、
限

ら
れ

た
募

集
戸

数
に

対
し

て
抽

選
か

ら
外

れ
た

多
く

の
入

居
待

機
組

及
び

新
た

な
入

居
希

望
者

へ
毎

回
入

居
申

込
み

を

求
め

る
こ

と
に

な
る

が
、

登
録

制
(申

込
み

順
)に

よ
る

選
考

は
、

最
初

申
込

み
し

て
登

録
す

れ
ば

辞
退

し
な

い
限

り
は

有
効

と
な

る
利

点
が

あ
る

こ
と

が
あ

げ
ら

れ
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

５
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

家
賃

の
減

額
方

式
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

３
月

３
1

日
か

ら
廃

止
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
､廃

止
後

最
長

５
年

を
限

度
と

し
た

負
担

調
整

期
間

を
設

け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

◎
該

当
な

し
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

家
賃

の
額

は
、

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法
律

第
3

条
第

5
号

に
よ

り

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

の
額

と
均

衡
を

失
し

な
い

よ
う

下
記

の
と

お
り

定
め

て
い

る
。

 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

竣
工

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

駅
南

 
Ｈ

5 
木

造
平

家
 

2
L

D
K

 
83

.4
1

㎡
 

65
,0

00
円

 
  

 
 

6
戸

 

駅
南

 
Ｈ

10
  

 
Ｒ

Ｃ
造

3
階

建
 

2
L

D
K

 
  

71
.3

6
㎡

 
58

,0
00

円
 

6
戸

 

駅
南

 
Ｈ

10
  

 
Ｒ

Ｃ
造

3
階

建
 

2
L

D
K

 
74

.4
8

㎡
 

  
60

,0
00

円
 

 
 

6
戸

 

菅
沢

 
Ｈ

1
2 

 
木

造
2

階
 

2
D

K
  

 
 

  
 

  
53

.9
0

㎡
  

39
,0

00
円

 
4

戸
 

合
 計

  
  

  
22

戸
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

【
関

係
条

例
】 

平
田

市
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

0
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

５
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

家
賃

の
減

額
方

式
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

３
月

３
1

日
か

ら
廃

止
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
､廃

止
後

最
長

５
年

を
限

度
と

し
た

負
担

調
整

期
間

を
設

け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

・
直

江
杉

沢
団

地
 

  
 

限
度

額
家

賃
、

民
間

相
場

等
に

よ
り

家
賃

設
定

を
し

て
い

る
。

 

・
ア

ク
テ

ィ
ー

コ
ー

ポ
ラ

ス
ひ

か
わ

 

 
 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

ア
ク

テ
ィ

ー
コ

ー
ポ

ラ
ス

ひ
か

わ
（１

号
棟

～
３

号
棟

）
が

あ
り

、
建

築
年

度
、

規
模

、

設
備

、
が

同
じ

で
あ

り
均

衡
を

図
る

た
め

と
、

定
住

対
策

の
た

め
同

じ
家

賃
に

調
整

。
 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

竣
工

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

ｱ
ｸ

ﾃ
ｨｰ

 
Ｈ

6
 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
 

 
1

L
D

K
  

 
43

.8
0

㎡
  

36
,0

00
円

 
1

2
戸

 

ｱ
ｸ

ﾃ
ｨｰ

 
Ｈ

6
 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
1

L
D

K
 

43
.8

0
㎡

 
36

,0
00

円
 

1
6

戸
 

杉
沢

 
 

Ｈ
1

3 
Ｒ

Ｃ
造

3
階

建
 

3
L

D
K

 
79

.1
5

㎡
  

64
,0

00
円

 
1

2
戸

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
 計

  
  

  
40

戸
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

公
営

住
宅

の
家

賃
と

均
衡

を
失

し
な

い
よ

う
家

賃
を

定
め

て
い

る
。

 

 
 

現
行

家
賃

額
 

月
額

３
５

，
０

０
０

円
 

 ◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

 
口

座
振

替
又

は
納

付
書

に
よ

る
個

人
納

付
 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

竣
工

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

反
辺

町
 

Ｈ
８

 
木

造
2

階
建

 
2

L
D

K
 

92
.0

㎡
 

 
 

35
,0

00
円

 
４

戸
 

反
辺

町
 

Ｈ
９

 
木

造
2

階
建

 
2

L
D

K
 

92
.0

㎡
 

35
,0

00
円

 
４

戸
 

合
計

 
 

８
戸

 

【
関

係
条

例
】斐

川
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例

 
佐

田
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

５
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

家
賃

の
減

額
方

式
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

３
月

３
1

日
か

ら
廃

止
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
､廃

止
後

最
長

５
年

を
限

度
と

し
た

負
担

調
整

期
間

を
設

け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

多
伎

町
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
管

理
条

例
第

1
2

条
に

よ
る

。
 

 
家

賃
額

 
月

額
５

５
，

０
０

０
円

 

 ◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

 
入

居
者

の
選

択
に

よ
り

、
毎

月
末

、
口

座
振

替
又

は
納

付
書

に
よ

り
個

人
納

付
す

る
。

（
Ｈ

１
５

．
４

開
始

） 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

竣
工

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

鶴
見

 
Ｈ

8
 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3

Ｌ
D

K
 

  
 1

00
.7

㎡
 

55
,0

00
円

 
1

2
戸

 

合
 

計
 

 
 

 
 

 
 

1
2

戸
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

近
傍

同
種

の
民

間
の

賃
貸

住
宅

の
家

賃
と

均
衡

を
失

し
な

い
よ

う
家

賃
を

定
め

て
い

る
。

 

 
 

現
行

家
賃

額
 

月
額

６
５

，
０

０
０

円
 

 ◎
家

賃
の

減
額

・
・入

居
者

負
担

額
に

つ
い

て
 

 
入

居
者

の
所

得
に

応
じ

て
、

家
賃

を
減

額
し

、
入

居
者

負
担

額
を

徴
収

す
る

事
が

で
き

る
。

 

（
入

居
時

） 
 

 
 

所
得

階
層

  
  

 
 

 
入

居
者

負
担

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
0,

00
0

～
23

8,
00

0 
  

  
  

48
,9

00
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

23
8,

00
1

～
26

8,
00

0 
  

  
  

56
,2

00
円

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

26
8,

00
1

～
60

1,
00

0 
  

  
  

家
賃

(6
5,

00
0

円
) 

（
入

居
後

） 
 

 
 

 
 0

～
17

7,
99

9 
  

  
  

36
,7

00
円

 

  
  

  
  

 
 

17
8,

00
0

～
19

9,
99

9 
  

  
  

42
,4

0
0

円
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

 
口

座
振

替
又

は
納

付
書

に
よ

る
個

人
納

付
 

◎
概

要
 

団
地

名
 

竣
工

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

住
戸

専
用

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

夕
日

ヶ
丘

 
Ｈ

8 
Ｒ

Ｃ
造

3
階

建
 

3
D

K
 

  
 9

2.
15

㎡
 

65
,0

00
円

 
1

2
戸

 

夕
日

ヶ
丘

 
Ｈ

1
2 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
3

D
K

 
  

 9
2.

15
㎡

  
65

,0
00

円
 

1
2

戸
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
 

計
  

  
  

 2
4

戸
 

【
関

係
条

例
】多

伎
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例

第
1

2
条

 
湖

陵
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
4

条
、

第
1

8
条

、
湖

陵
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
、

施
行

規
則

第
1

7
条

～
2

4
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

５
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､

家
賃

の
減

額
方

式
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

３
月

３
1

日
か

ら
廃

止
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
､廃

止
後

最
長

５
年

を
限

度
と

し
た

負
担

調
整

期
間

を
設

け

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
家

賃
に

つ
い

て
は

､1
市

4
町

共
、

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
供

給
の

促
進

に
関

す
る

法

律
第

3
条

第
5

号
に

よ
り

近
傍

同
種

の
住

宅
の

家
賃

と
均

衡
を

失
し

な
い

よ
う

別
紙

の
と

お
り

定
め

て
い

る
。

た
だ

し
、

町
の

な
か

に
入

居
者

の
所

得
に

応
じ

て
家

賃
を

減
額

す
る

方
式

を
導

入
し

て
い

る
町

が
1

町
（

湖
陵

町
）

あ
る

。
 

家
賃

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

が
､家

賃
の

減
額

方
式

に
つ

い
て

は
、

平
成

1
8

年
３

月
３

1

日
か

ら
廃

止
す

る
。

な
お

、
こ

の
場

合
､廃

止
後

最
長

５
年

を
限

度
と

し
た

負
担

調
整

期
間

を
設

け
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

６
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､入

居
者

が
中

堅
所

得
者

を
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

に
基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

◎
該

当
な

し
 

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

６
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､入

居
者

が
中

堅
所

得
者

を
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

に
基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

平
田

市
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

（
１

）
市

民
税

非
課

税
世

帯
 

2
5

％
減

免
（

期
間

：
非

課
税

対
象

期
間

） 

（
２

）
生

活
保

護
世

帯
 

住
宅

扶
助

限
度

額
を

超
え

る
額

減
免

（期
間

：被
保

護
期

間
） 

 

（
３

）
災

害
に

よ
り

損
害

を
受

け
た

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

３
年

以
内

）
 

 

（
４

）
火

災
に

よ
る

類
焼

世
帯

 
5

0
％

減
免

（
期

間
：

１
年

以
内

）
 

 

 

◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
（

期
間

：
６

か
月

以
内

）
 

（
１

）
生

計
維

持
者

（
入

居
者

又
は

同
居

者
）が

死
亡

し
た

と
き

 
 

（
２

）
入

居
者

又
は

同
居

者
の

疾
病

又
は

負
傷

に
よ

り
支

払
い

能
力

が
著

し
く

低
下

し
た

と
き

 
 

（
３

）
世

帯
の

支
払

い
能

力
が

著
し

く
低

下
し

た
と

き
 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（
１

）
滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（
２

）
３

ケ
月

分
滞

納
時

 
催

告
状

送
付

 
 

（
３

）
５

ケ
月

分
滞

納
時

 
呼

出
状

送
付

及
び

納
付

誓
約

書
受

理
 

 

（
４

）
８

ケ
月

分
滞

納
時

 
最

終
催

告
状

送
付

及
び

住
宅

の
明

渡
し

及
び

滞
納

家
賃

の
支

払
い

を
求

め
る

訴
訟

の
提

起
 

 
※

別
添

の
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
を

定
め

て
い

る
。

 

【
関

係
条

例
】平

田
市

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
1

条
、

第
1

6
条

～
第

1
9

条
、

平
田

市
特

定
優

良
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

施
行

規
則

第
1

1
条

、
 

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
並

び
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

６
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､入

居
者

が
中

堅
所

得
者

を
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

に
基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

斐
川

町
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

（
１

）
 入

居
者

（同
居

親
族

を
含

む
。

）
の

所
得

が
著

し
く

減
少

し
た

と
き

。
 

（
２

）
 入

居
者

が
疾

病
に

か
か

り
著

し
く

出
費

を
要

し
た

と
き

。
 

（
３

）
 入

居
者

が
災

害
に

よ
り

著
し

く
損

害
を

う
け

た
と

き
。

 

 ◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
（期

間
：

６
か

月
以

内
） 

（
１

）
家

賃
減

免
の

（
１

）
か

ら
（４

）に
該

当
す

る
も

の
で

、
家

賃
徴

収
猶

予
と

な
っ

た
者

 

◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（
１

）
滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（
２

）
３

ケ
月

分
滞

納
時

 
催

告
状

送
付

 
 

（
３

）
６

ケ
月

分
滞

納
時

 
呼

出
状

送
付

及
び

納
付

誓
約

書
受

理
 

 

（
４

）
1

2
ケ

月
分

滞
納

時
 

最
終

催
告

状
送

付
及

び
住

宅
の

明
渡

し
及

び
 

 
 

滞
納

家
賃

の
支

払
い

を
求

め
る

訴
訟

の
提

起
 

 

【
関

係
条

例
】 

斐
川

町
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

第
1

1
条

、
斐

川
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
施

行
規

則
第

1
1

条
、

 

斐
川

町
営

住
宅

等
家

賃
減

免
及

び
徴

収
猶

予
取

扱
要

綱
並

び
に

斐
川

町
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

６
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､入

居
者

が
中

堅
所

得
者

を
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

に
基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

◎
家

賃
の

納
入

方
法

に
つ

い
て

 

（
１

）
直

接
納

付
…

金
融

機
関

窓
口

で
納

付
書

に
よ

り
、

直
接

納
付

す
る

。
 

（
２

）
口

座
振

替
…

金
融

機
関

又
は

郵
便

局
の

預
（

貯
）

金
口

座
か

ら
毎

月
末

日
に

自
動

払
込

に
よ

り
納

付
す

る
。

 
 

 ◎
敷

金
納

入
に

つ
い

て
 

 
 

入
居

時
の

家
賃

の
３

ケ
月

分
に

相
当

す
る

金
額

を
入

居
手

続
き

と
同

時
に

納
入

す
る

。
 

 ◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

 
①

入
居

者
（

同
居

親
族

含
む

。
以

下
同

じ
）の

所
得

が
著

し
く

減
少

し
た

と
き

。
 

 
②

入
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

 
③

そ
の

他
町

長
が

認
め

た
特

別
の

事
情

が
あ

る
と

き
。

 

 ◎
家

賃
徴

収
猶

予
に

つ
い

て
 

 
家

賃
減

額
と

同
様

の
取

り
扱

い
。

 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
に

つ
い

て
 

（
１

）
滞

納
発

生
 

督
促

状
送

付
 

 

（
２

）
３

ケ
月

分
滞

納
時

 
明

渡
し

請
求

 
 

◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

 
①

入
居

者
の

所
得

が
著

し
く

低
額

で
あ

る
と

き
。

 

 
②

入
居

者
が

疾
病

し
た

と
き

。
 

 
③

入
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

 
④

そ
の

他
前

３
号

に
準

じ
る

特
別

な
事

情
が

あ
る

と
き

。
 

 ◎
家

賃
徴

収
の

猶
予

に
つ

い
て

 

 
家

賃
減

額
と

同
様

の
取

り
扱

い
。

 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

の
猶

予
に

つ
い

て
 

 
家

賃
減

額
及

び
徴

収
の

猶
予

と
同

様
の

取
り

扱
い

。
 

【
関

係
条

例
】佐

田
町

特
定

賃
貸

住
宅

管
理

条
例

 
多

伎
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

管
理

条
例

第
1

4
条

、
第

1
5

条
、

第
1

6
条

、
第

1
7

条
、

第
1

8
条

、
第

1
9

条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

６
－

５
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
収

納
事

務
等

（特
優

賃
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､入

居
者

が
中

堅
所

得
者

を
対

象
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
平

田
市

営
住

宅
等

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

要
綱

に
基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
家

賃
減

免
に

つ
い

て
 

 
①

入
居

者
の

所
得

が
著

し
く

低
額

で
あ

る
と

き
。

 

 
②

入
居

者
が

疾
病

に
か

か
っ

た
と

き
。

 

 
③

入
居

者
が

災
害

に
よ

り
著

し
い

損
害

を
受

け
た

と
き

。
 

 
④

そ
の

他
前

３
号

に
準

じ
る

特
別

な
事

情
が

あ
る

と
き

。
 

 ◎
家

賃
徴

収
の

猶
予

に
つ

い
て

 

 
家

賃
減

免
と

同
様

の
取

り
扱

い
。

 

 ◎
敷

金
の

減
免

及
び

徴
収

の
猶

予
に

つ
い

て
 

 
減

免
及

び
猶

予
は

行
な

わ
な

い
。

 

 ◎
家

賃
滞

納
整

理
 

 
公

営
住

宅
と

同
じ

。
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】湖

陵
町

特
定

公
共

賃
貸

住
宅

の
設

置
及

び
管

理
に

関
す

る
条

例
第

1
4

条
～

第
2

0
条

 
 

１
．

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

 

家
賃

減
免

及
び

徴
収

猶
予

取
扱

要
綱

に
つ

い
て

は
､

入
居

者
が

中
堅

所
得

者
を

対
象

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

合

併
時

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

た
だ

し
、

市
民

税
非

課
税

世
帯

に
対

す
る

減
免

に
つ

い
て

は
、

合
併

の
前

日
に

現
に

減
免

を
受

け
て

い
る

入
居

者
が

、
合

併
後

引
き

続
き

市
民

税
非

課
税

世
帯

と
な

っ
て

い
る

期
間

に
限

り
、

合
併

後
最

長
５

年
間

減
免

に
係

る
廃

止
の

適
用

は
除

外
す

る
。

 

 ２
．

家
賃

滞
納

整
理

 

家
賃

滞
納

整
理

事
務

処
理

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
営

住
宅

等
家

賃
滞

納
整

理
事

務
処

理
要

綱
に

基

づ
い

た
事

務
処

理
に

統
一

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

７
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（若
者

向
け

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

の
家

賃
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

◎
該

当
な

し
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
若

者
定

住
向

け
公

社
賃

貸
住

宅
の

建
設

事
業

に
関

す
る

協
定

書
第

６
条

に
よ

り
住

宅
金

融
公

庫
が

定
め

る
家

賃
算

定
基

準
に

よ
り

算
出

し
た

範
囲

内
に

お
い

て
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

と
平

田
市

が
協

議
の

う
え

、
同

公
社

が
下

記
の

と

お
り

定
め

て
い

る
。

 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

家
 

 
賃

 
戸

数
 

お
お

く
ら

 
Ｈ

6 
軽

量
鉄

骨
造

2
階

建
 

1
D

K
 

35
,0

00
円

 
  

 
 8

戸
 

ふ
る

か
わ

 
Ｈ

7 
軽

量
鉄

骨
2

階
建

 
2

D
K

 
40

,0
00

円
 

4
戸

 

ま
き

ど
 

Ｈ
7 

軽
量

鉄
骨

2
階

建
 

2
D

K
 

  
40

,0
00

円
 

 
 

4
戸

 

き
た

は
ま

 
Ｈ

8 
Ｒ

Ｃ
造

2
階

建
 

2
L

D
K

 
39

,0
00

円
 

4
戸

 

合
 

計
  

  
  

2
0

戸
 

  
※

公
社

賃
貸

住
宅

の
管

理
及

び
家

賃
等

並
び

に
譲

渡
に

関
す

る
契

約
第

７
条

に
よ

り
、

空
家

が
生

じ
た

場
合

、
空

家

期
間

の
空

家
分

に
係

る
家

賃
及

び
そ

の
他

入
居

者
負

担
に

つ
い

て
貸

倒
れ

が
生

じ
た

場
合

の
損

害
分

は
、

平
田

市
が

公
社

に
負

担
す

る
。

 

【
関

係
条

例
】 

協
定

書
（

平
田

市
対

島
根

県
住

宅
供

給
公

社
）

第
６

条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

７
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（若
者

向
け

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

の
家

賃
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

況
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
若

者
定

住
向

け
公

社
賃

貸
住

宅
の

建
設

事
業

に
関

す
る

協
定

書
第

６
条

に
よ

り
住

宅
金

融
公

庫
が

定
め

る
家

賃
算

定
基

準
に

よ
り

算
出

し
た

範
囲

内
に

お
い

て
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

と
斐

川
町

が
協

議
の

う
え

、
同

公
社

が
下

記
の

と

お
り

定
め

て
い

る
。

 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

家
 

 
賃

 
戸

数
 

ｱ
ｸ

ﾃ
ｨｰ

 
Ｈ

5
 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
1

L
D

K
 

3
6,

00
0

円
 

  
 

1
2

戸
 

ｱ
ｸ

ﾃ
ｨｰ

 
Ｈ

6
 

Ｒ
Ｃ

造
3

階
建

 
1

L
D

K
 

3
6,

00
0

円
 

1
6

戸
 

合
 

計
  

  
  

2
8

戸
 

  
※

公
社

賃
貸

住
宅

の
管

理
及

び
家

賃
等

並
び

に
譲

渡
に

関
す

る
契

約
第

７
条

に
よ

り
、

空
家

が
生

じ
た

場
合

、
空

家

期
間

の
空

家
分

に
係

る
家

賃
及

び
そ

の
他

入
居

者
負

担
に

つ
い

て
貸

倒
れ

が
生

じ
た

場
合

の
損

害
分

は
、

斐
川

町

が
公

社
に

負
担

す
る

。
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】協

定
書

（
斐

川
町

対
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

）
第

６
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

７
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
家

賃
調

整
等

（若
者

向
け

住
宅

） 

調
整

の
方

針
 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

の
家

賃
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
該

当
な

し
 

◎
家

賃
決

定
方

法
に

つ
い

て
 

 
若

者
定

住
向

け
公

社
賃

貸
住

宅
の

建
設

事
業

に
係

る
基

本
協

定
書

第
６

条
に

よ
り

住
宅

金
融

公
庫

が
定

め
る

家
賃

算
定

基
準

に
よ

り
算

出
し

た
範

囲
内

に
お

い
て

島
根

県
住

宅
供

給
公

社
と

大
社

町
が

協
議

の
う

え
、

同
公

社
が

下
記

の
と

お
り

定
め

て
い

る
。

 

 ◎
概

要
 団

地
名

 
建

設
年

度
 

構
 

 
造

 
間

取
り

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

エ
ス

ポ
ワ

ー
ル

小
松

 
Ｈ

5
 

Ｒ
Ｃ

造
2

階
建

 
1

L
D

K
 

4
0,

40
0

円
 

  
 

8
戸

 

 

※
若

者
定

住
向

け
公

社
賃

貸
住

宅
の

管
理

及
び

家
賃

等
並

び
に

譲
渡

に
関

す
る

契
約

第
７

条
に

よ
り

、
空

家
が

生

じ
た

場
合

、
空

家
期

間
の

空
家

分
に

係
る

家
賃

及
び

そ
の

他
入

居
者

負
担

に
つ

い
て

貸
倒

れ
が

生
じ

た
場

合
の

損

害
分

は
、

大
社

町
が

公
社

に
負

担
す

る
。

 

【
関

係
条

例
】 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

建
設

事
業

に
係

る
基

本
協

定
若

者
定

住
向

け
公

社
賃

貸
住

宅
の

管
理

及
び

家
賃

等

並
び

に
譲

渡
に

関
す

る
契

約
 

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

の
家

賃
に

つ
い

て

は
、

若
者

定
住

向
け

公
社

賃
貸

住
宅

の
建

設
事

業
に

関

す
る

協
定

書
に

よ
り

、
住

宅
金

融
公

庫
が

定
め

る
家

賃
算

定
基

準
に

よ
り

算
出

し
た

範
囲

内
に

お
い

て
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

と
事

業
主

体
が

協
議

の
う

え
、

同
公

社
が

家
賃

を
定

め
て

い
る

た
め

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

 ※
若

者
定

住
向

け
賃

貸
住

宅
建

設
事

業
の

目
的

 

 
県

外
か

ら
Ｕ

タ
ー

ン
し

て
く

る
若

者
や

就
職

等
の

際
に

親

世
帯

か
ら

独
立

す
る

若
者

向
け

に
広

く
て

設
備

が
整

っ
て

お
り

、
家

賃
の

安
い

賃
貸

住
宅

を
供

給
し

､地
域

に
お

け
る

若
者

定
住

の
促

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
､県

､市
町

村
、

県
住

宅
公

社
が

協
力

し
て

賃
貸

住
宅

を
供

給
す

る
事

業
で

あ
る

。
 

 

第8回協議会資料-133-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

８
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
維

持
管

理
、家

賃
調

整
等

（市
町

営
単

独
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

市
・

町
営

単
独

住
宅

の
維

持
管

理
及

び
家

賃
の

調
整

に
つ

い
て

は
、

入
居

者
に

対
す

る
住

宅
修

繕
費

の
負

担
及

び
住

宅
の

保
管

義
務

並
び

に
公

営
住

宅
の

家
賃

と
の

均
衡

を
保

持
す

る
な

ど
公

営
住

宅
に

準

じ
た

取
り

扱
い

と
な

っ
て

お
り

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

８
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
維

持
管

理
、家

賃
調

整
等

（市
町

営
単

独
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

市
・

町
営

単
独

住
宅

の
維

持
管

理
及

び
家

賃
の

調
整

に
つ

い
て

は
、

入
居

者
に

対
す

る
住

宅
修

繕
費

の
負

担
及

び
住

宅
の

保
管

義
務

並
び

に
公

営
住

宅
の

家
賃

と
の

均
衡

を
保

持
す

る
な

ど
公

営
住

宅
に

準

じ
た

取
り

扱
い

と
な

っ
て

お
り

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

◎
市

・
町

営
単

独
住

宅
 

町
公

営
住

宅
及

び
特

定
公

共
賃

貸
住

宅
管

理
に

準
じ

て
行

っ
て

い
る

。
 

・
医

師
住

宅
、

教
員

住
宅

と
し

て
整

備
さ

れ
た

住
宅

。
現

在
は

一
般

住
宅

と
し

て
管

理
し

て
い

る
。

（
単

身
入

居
可

） 

・
維

持
管

理
、

家
賃

の
調

整
等

に
つ

い
て

も
公

営
住

宅
と

同
様

の
取

り
扱

い
を

す
る

。
 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

宮
内

下
 

Ｓ
3

9
 

 
木

造
平

屋
 

3
K

 
45

.0
㎡

 
6,

50
0

円
 

  
 

 2
戸

 

町
 

Ｓ
5

4
 

木
造

平
屋

 
2

K
 

39
.0

㎡
 

13
,0

00
円

 
4

戸
 

町
 

Ｓ
5

4
 

木
造

平
屋

 
2

K
 

 
69

.0
㎡

 
14

,0
00

円
 

 
 

１
戸

 

合
計

 
 

 
 

 
 7

戸
 

◎
市

・
町

営
単

独
住

宅
 

多
伎

町
集

落
整

備
住

宅
 

６
戸

 

・集
落

整
備

住
宅

と
し

て
、

集
落

移
転

計
画

対
象

地
区

内
住

民
の

み
が

居
住

可
能

と
な

っ
て

い
る

。
 

・維
持

管
理

、
家

賃
の

調
整

等
に

つ
い

て
も

公
営

住
宅

と
同

様
の

取
り

扱
い

を
す

る
。

 

 ◎
概

要
 

団
地

名
 

建
設

年
度

 
構

 
 

造
 

間
取

り
 

面
積

 
家

 
 

賃
 

戸
数

 

高
木

 
Ｓ

4
7 

簡
易

耐
火

平
屋

 
3

K
 

5
0.

0
㎡

 
9,

90
0

円
 

  
 

 6
戸

 
 

【
関

係
条

例
】佐

田
町

営
住

宅
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 
多

伎
町

集
落

整
備

住
宅

管
理

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

８
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
維

持
管

理
、家

賃
調

整
等

（市
町

営
単

独
住

宅
） 

調
整

の
方

針
 

市
・

町
営

単
独

住
宅

の
維

持
管

理
及

び
家

賃
の

調
整

に
つ

い
て

は
、

入
居

者
に

対
す

る
住

宅
修

繕
費

の
負

担
及

び
住

宅
の

保
管

義
務

並
び

に
公

営
住

宅
の

家
賃

と
の

均
衡

を
保

持
す

る
な

ど
公

営
住

宅
に

準

じ
た

取
り

扱
い

と
な

っ
て

お
り

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

湖
陵

町
 

 
大

社
町

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 

 

市
・町

営
単

独
住

宅
に

つ
い

て
は

、
多

伎
町

、
佐

田
町

と
も

県
営

住
宅

を
譲

渡
さ

れ
た

も
の

を
、

引
き

続
き

町
単

独

住
宅

と
し

て
維

持
・

管
理

し
て

い
る

。
 

こ
の

住
宅

に
係

る
維

持
管

理
及

び
家

賃
の

調
整

に
つ

い
て

は
、

入
居

者
に

対
す

る
住

宅
修

繕
費

の
負

担
及

び

住
宅

の
保

管
義

務
並

び
に

公
営

住
宅

の
家

賃
と

の
均

衡

を
保

持
す

る
な

ど
公

営
住

宅
に

準
じ

た
取

り
扱

い
と

な
っ

て

お
り

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

 

第8回協議会資料-136-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

９
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

整
備

計
画

 

調
整

の
方

針
 

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

市
に

お
い

て
新

市
建

設
計

画
に

基
づ

き
、

速
や

か
に

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
出

雲
市

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
 

H
１

１
年

６
月

策
定

 

（
１

）
重

点
施

策
 

①
中

心
市

街
地

へ
の

定
住

促
進

 

②
中

山
間

地
へ

の
定

住
促

進
 

③
用

途
地

域
内

の
宅

地
化

促
進

 

④
公

営
住

宅
建

替
推

進
 

⑤
優

良
住

宅
・

宅
地

の
誘

導
 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

０
～

H
２

４
 

◎
H

１
５

年
度

に
お

い
て

、
新

た
に

策
定

予
定

 
◎

斐
川

町
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

Ｈ
１

０
年

３
月

策
定

済
 

（
１

）
基

本
目

標
 

①
定

住
人

口
の

拡
大

に
資

す
る

住
ま

い
づ

く
り
 

②
長

寿
社

会
に

対
応

す
る

住
宅

の
普

及
・

供
給

の
推

進
 

③
地

域
と

調
和

し
活

性
化

を
促

す
住

ま
い

づ
く

り
 

④
公

営
住

宅
の

良
好

な
住

環
境

づ
く

り
 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

０
～

Ｈ
１

９
 

◎
佐

田
町

定
住

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
 

Ｈ
１

５
年

３
月

策
定

済
み

 

（
１

）
基

本
施

策
 

①
高

齢
者

や
障

害
者

等
に

や
さ

し
い

住
ま

い
づ

く
り

の
推

進
 

②
快

適
・利

便
な

新
し

い
ま

ち
づ

く
り

の
推

進
 

③
新

規
定

住
者

を
支

援
す

る
環

境
づ

く
り

の
推

進
 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

５
～

Ｈ
２

４
 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

９
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

整
備

計
画

 

調
整

の
方

針
 

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

市
に

お
い

て
新

市
建

設
計

画
に

基
づ

き
、

速
や

か
に

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
多

伎
町

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
 

平
成

１
６

年
度

策
定

予
定

 

◎
未

策
定

 
◎

平
成

１
５

年
度

策
定

予
定

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
新

市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
速

や
か

に

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

 ※
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

（
目

的
）

 

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

体
系

的
・

総
合

的
な

住
宅

政
策

の
推

進

を
図

る
た

め
、

地
域

の
特

性
や

実
情

に
応

じ
た

住
宅

政
策

の
目

標
、

基

本
的

な
施

策
、

公
的

資
金

に
よ

る
住

宅
に

係
る

供
給

計
画

、
そ

の
他

住

宅
行

政
の

基
本

と
な

る
事

項
に

つ
い

て
定

め
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
内

容
）

 

 
①

公
共

住
宅

の
供

給
に

つ
い

て
 

 
②

民
間

住
宅

の
建

設
の

誘
導

に
つ

い
て

 

 
③

良
好

な
住

環
境

の
形

成
に

つ
い

て
 

 
④

高
齢

者
・

障
害

者
対

策
に

つ
い

て
 

 
⑤

地
域

の
政

策
課

題
へ

の
対

応
に

つ
い

て
 

 
⑥

住
宅

・宅
地

に
関

連
す

る
公

共
・

公
益

施
設

の
整

備
の

促
進

に
つ

い
て
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
０－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

調
整

の
方

針
 

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

活
用

計
画

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
活

用
計

画
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

平
成

１
５

年
度

策
定

予
定

 

（
１

）
目

的
 

 
建

替
、

個
別

改
善

、
全

面
改

善
等

に
つ

い
て

計
画

 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

５
～

Ｈ
２

４
 

 

◎
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

H
１

５
年

度
策

定
予

定
 

（
１

）
目

的
 

 
建

替
、

個
別

改
善

、
全

面
改

善
等

に
つ

い
て

計
画

 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

５
～

Ｈ
２

４
 

 

◎
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

Ｈ
１

５
年

３
月

策
定

済
 

（
１

）
目

的
 

建
替

、
個

別
改

善
、

全
面

改
善

等
に

つ
い

て
計

画
 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

５
～

Ｈ
２

４
 

◎
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

Ｈ
１

５
年

３
月

策
定

済
 

（
１

）
目

的
 

建
替

、
個

別
改

善
、

全
面

改
善

等
に

つ
い

て
計

画
 

（
２

）
計

画
期

間
 

Ｈ
１

５
～

Ｈ
２

４
 

 

※
「

佐
田

町
定

住
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

」
に

ス
ト

ッ
ク

計
画

を
含

む
 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
０－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

調
整

の
方

針
 

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

活
用

計
画

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
活

用
計

画
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

H
１

５
年

度
策

定
予

定
 

◎
未

策
定

 
◎

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

総
合

活
用

計
画

 

平
成

１
５

年
度

策
定

の
『

住
宅

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
』

の
中

で

検
討

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

活
用

計
画

に
つ

い
て

は
、

合
併

時

は
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

市
に

お
い

て
新

市
建

設
計

画
に

基
づ

き
、

速
や

か
に

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

活
用

計
画

を
策

定
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
０－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
総

合
活

用
計

画
 

調
整

の
方

針
 

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

活
用

計
画

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
公

営
住

宅
ス

ト
ッ

ク
活

用
計

画
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

◎
参

考
 

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

総
合

活
用

計
画

 

（
目

的
）

 

 
現

在
、

各
自

治
体

の
公

営
住

宅
に

つ
い

て
は

、
新

規
建

設
戸

数
に

比
し

て
膨

大
な

量
の

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

を
保

有
し

て

い
る

が
、

こ
れ

を
活

用
し

、
住

み
替

え
の

促
進

を
行

う
ほ

か
、

建
設

時
以

降
の

居
住

水
準

の
向

上
、

構
造

・
設

備
の

老
朽

化

へ
の

対
応

、
近

年
の

適
正

立
地

に
お

け
る

用
地

取
得

難
下

で
の

有
効

な
土

地
資

源
と

し
て

の
活

用
等

、
ス

ト
ッ

ク
の

活
用

が

重
要

な
施

策
と

な
っ

て
い

る
。

 

 
こ

う
し

た
状

況
下

で
、

地
方

公
共

団
体

に
お

け
る

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

の
的

確
な

整
備

と
管

理
を

図
る

た
め

、
「

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

総
合

活
用

計
画

」
を

定
め

、
こ

の
計

画
に

基
づ

き
公

営
住

宅
の

計
画

的
な

建
替

え
、

住
戸

改
善

等
を

実
施

し
て

い
く

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

（
内

容
）

 

 
地

方
公

共
団

体
で

今
後

1
0

年
間

に
行

う
、

建
替

え
、

住
戸

改
善

等
の

各
種

整
備

内
容

、
計

画
修

繕
を

含
む

適
切

な
維

持

管
理

等
に

つ
い

て
の

計
画

を
定

め
る

。
 

（
計

画
の

位
置

づ
け

） 

 
住

宅
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
位

置
づ

け
る

。
 

 
ま

た
、

公
営

住
宅

ス
ト

ッ
ク

総
合

改
善

事
業

（既
設

公
営

住
宅

改
善

事
業

の
組

み
替

え
）

の
整

備
事

業
と

し
て

位
置

づ
け

る
。

 

（
計

画
の

対
象

） 

 
地

方
公

共
団

体
管

理
下

の
公

営
住

宅
等

 

 

 （計
画

の
期

間
）

 

 
計

画
期

間
は

1
0

年
と

し
、

前
期

、
後

期
各

5
年

ご
と

に
区

分
す

る
。

計
画

内
容

は
最

低
5

年
ご

と
に

定
期

見
直

し
を

行
う

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

宅
地

開
発

補
助

制
度

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

市
に

お
い

て
出

雲
市

と
平

田
市

の
制

度
を

基
本

に
新

た
な

宅
地

開
発

補
助

制
度

に
再

編
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

◎
用

途
地

域
内

民
間

住
宅

地
開

発
奨

励
金

 

・
交

付
の

条
件

 

 
（

１
）用

途
地

域
内

に
お

け
る

戸
建

て
住

宅
地

分
譲

の
開

発
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
開

発
道

路
又

は
道

路
位

置
指

定
並

び
に

既
設

市
道

の
拡

幅
を

含
む

こ
と

。
 

 

 
（

２
）開

発
面

積
が

1
，

50
0

㎡
以

上
あ

る
こ

と
。

 

 
（

３
）分

譲
区

画
が

4
区

画
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

 
（

４
）一

区
画

あ
た

り
の

面
積

が
、

20
0

㎡
以

上
で

あ
る

こ
と

。
 

 
（

５
）道

路
に

面
す

る
部

分
に

つ
い

て
、

生
垣

の
設

置
等

緑
化

を
行

う
こ

と
。

 

 
（

６
）分

譲
地

内
に

ゴ
ミ

集
積

場
を

設
置

す
る

こ
と

。
 

・
奨

励
金

の
額

 

 
 

毎
年

度
、

予
算

の
範

囲
内

で
、

30
0

万
円

を
上

限
と

し
、

1
㎡

当
た

り
1,

00
0

円
を

交
付

す
る

。
 

・
交

付
状

況
に

つ
い

て
 

交
付

年
度

 
交

付
件

数
 

開
発

面
積

 
区

画
 

交
付

額
 

平
成

1
1

年
度

 
１

件
 

7,
14

1
㎡

 
2

2
区

画
 

3,
00

0
千

円
 

平
成

1
2

年
度

 
１

件
 

1,
72

4
㎡

 
6

区
画

 
1,

72
4

千
円

 

平
成

1
3

年
度

 
２

件
 

4,
04

0
㎡

 
1

3
区

画
 

4,
04

0
千

円
 

平
成

1
4

年
度

 
１

件
 

2,
46

5
㎡

 
7

区
画

 
2,

46
5

千
円

 

合
 

 
計

 
５

件
 

15
,3

70
㎡

 
4

8
区

画
 

11
,2

29
千

円
 

 

◎
宅

地
開

発
促

進
補

助
 

開
発

面
積

分
補

助
（

1,
50

0
円

/
㎡

） 

・
交

付
の

条
件

 

（
１

）
開

発
面

積
1,

00
0

㎡
以

上
 

 

（
２

）
３

区
画

以
上

（2
00

㎡
以

上
/区

画
） 

 

（
３

）
分

譲
住

宅
用

地
（専

用
住

宅
、

併
用

住
宅

又
は

賃
貸

住
宅

用
地

）等
 

・
交

付
状

況
に

つ
い

て
 

交
付

年
度

 
交

付
件

数
 

開
発

面
積

 
区

画
 

交
付

額
 

平
成

8
年

度
 

１
件

 
2,

56
2

㎡
 

7
区

画
 

2,
56

2
千

円
 

平
成

9
年

度
 

１
件

 
2,

97
5

㎡
 

8
区

画
 

2,
97

5
千

円
 

平
成

1
1

年
度

 
２

件
 

5,
95

4
㎡

 
1

5
区

画
 

5,
95

4
千

円
 

平
成

1
3

年
度

 
２

件
 

6,
02

5
㎡

 
1

6
区

画
 

6,
02

5
千

円
 

平
成

1
4

年
度

 
１

件
 

2,
34

9
㎡

 
6

区
画

 
1,

87
9

千
円

 

合
 

 
計

 
７

件
 

19
,8

65
㎡

 
5

2
区

画
 

19
,3

95
千

円
 

 

【
関

係
条

例
】用

途
地

域
内

民
間

住
宅

地
開

発
奨

励
金

交
付

要
綱

 
平

田
市

定
住

促
進

に
係

る
賃

貸
住

宅
建

設
及

び
宅

地
開

発
促

進
条

例
 

平
田

市
定

住
促

進
に

係
る

賃
貸

住
宅

建
設

及
び

宅
地

開
発

促
進

条
例

施
行

規
則
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

宅
地

開
発

補
助

制
度

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

市
に

お
い

て
出

雲
市

と
平

田
市

の
制

度
を

基
本

に
新

た
な

宅
地

開
発

補
助

制
度

に
再

編
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 

 
 

 
 

宅
地

開
発

補
助

制
度

に
つ

い
て

は
､現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

出
雲

市
と

平
田

市
の

制
度

を
基

本
に

新
た

な
宅

地

開
発

補
助

制
度

に
再

編
す

る
。

 

 ※
宅

地
開

発
促

進
補

助
の

目
的

 

 
定

住
促

進
に

資
す

る
た

め
、

民
間

に
よ

る
優

良
な

宅
地

の
開

発
を

支

援
し

、
も

っ
て

地
域

社
会

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

 ※
用

途
地

域
内

民
間

住
宅

地
開

発
補

助
の

目
的

 

 
用

途
地

域
内

に
お

け
る

良
好

な
住

環
境

整
備

の
促

進
及

び
人

口
の

定
住

化
を

図
る

た
め

、
一

定
の

要
件

を
満

た
す

民
間

の
戸

建
て

住
宅

地

分
譲

を
目

的
と

す
る

開
発

に
つ

い
て

助
成

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
優

良
な

住
宅

地
の

供
給

を
促

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

◎
用

途
地

域
内

民
間

住
宅

地
開

発
奨

励
金

交
付

要
綱

（
出

雲
市

）
 

（
趣

旨
）

 

第
１

条
 

こ
の

要
綱

は
、

市
内

の
用

途
地

域
内

に
お

け
る

優
良

な
住

宅
地

の
供

給
を

促
進

す
る

た
め

、
用

途
地

域
内

民

間
住

宅
地

開
発

奨
励

金
（

以
下

 
｢奨

励
金

｣ 
と

い
う

。
）

の
交

付
に

つ
い

て
、

出
雲

市
補

助
金

等
交

付
規

則
（

出
雲

市
規

則
第

６
２

４
号

）に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（

定
義

）
 

第
２

条
 

こ
の

要
綱

に
お

い
て

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
 

（
１

）
 

用
途

地
域

 
都

市
計

画
法

（
昭

和
４

３
年

法
律

第
10

0
号

）
第

８
条

第
１

項
に

規
定

す
る

地
域

を
い

う
。

 

（
２

）
 

開
発

者
 

住
宅

地
の

供
給

を
目

的
と

し
た

開
発

事
業

を
行

う
者

を
い

う
。

 

（
３

）
 

開
発

道
路

 
住

宅
地

の
開

発
に

伴
い

新
設

さ
れ

た
道

路
を

い
う

。
 

（
４

）
 

道
路

位
置

指
定

 
建

築
基

準
法

（昭
和

２
５

年
法

律
第

20
1

号
）

第
４

２
条

第
１

項
第

５
号

に
規

定
す

る
道

路
の

位

置
の

指
定

を
い

う
。

 

 
（

交
付

の
条

件
）

 

第
３

条
 

奨
励

金
の

交
付

の
対

象
と

な
る

開
発

は
、

次
の

各
号

に
該

当
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
１

）
 

用
途

地
域

内
に

お
け

る
戸

建
住

宅
地

分
譲

の
開

発
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、
開

発
道

路
又

は
道

路
位

置
指

定
並

び

に
既

設
市

道
の

拡
幅

を
含

む
こ

と
。

 

（
２

）
 

開
発

面
積

が
１

，
５

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

（
３

）
 

分
譲

区
画

が
４

区
画

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

（
４

）
 

１
区

画
当

た
り

の
面

積
が

、
２

０
０

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

で
あ

る
こ

と
。

 

（
５

）
 

道
路

に
面

す
る

部
分

に
つ

い
て

、
生

け
垣

の
設

置
等

の
緑

化
を

行
う

こ
と

。
 

（
６

）
 

分
譲

地
内

に
ゴ

ミ
集

積
場

を
設

置
す

る
こ

と
。

 

（
奨

励
金

の
額

） 

第
４

条
 

奨
励

金
は

、
毎

年
予

算
の

範
囲

内
で

、
３

０
０

万
円

を
上

限
と

し
、

１
平

方
メ

ー
ト

ル
当

た
り

１
，

０
０

０
円

を
交

付

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

１
平

方
メ

ー
ト

ル
に

満
た

な
い

端
数

が
あ

る
場

合
に

は
、

こ
れ

を
切

り
捨

て
る

。
 

（
交

付
の

申
請

） 

第
５

条
 

奨
励

金
の

交
付

の
申

請
を

し
よ

う
と

す
る

者
（以

下
「申

請
者

」
と

い
う

。
）

は
、

奨
励

金
交

付
申

請
書

（
様

式
第

１

号
）に

、
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
１

）
 

位
置

図
、

計
画

平
面

図
、

計
画

縦
横

段
図

、
丈

量
図

、
公

図
の

写
し

、
土

地
登

記
簿

謄
本

 

（
２

）
 

道
路

に
面

す
る

部
分

に
つ

い
て

、
生

け
垣

の
設

置
等

の
緑

化
を

行
う

旨
の

誓
約

書
 

（
３

）
 

道
路

位
置

指
定

を
必

要
と

す
る

場
合

は
、

そ
の

許
可

書
の

写
し

 

（
４

）
 

都
市

計
画

法
第

２
９

条
の

開
発

行
為

（
以

下
｢開

発
行

為
｣と

い
う

。
）

の
許

可
を

必
要

と
す

る
場

合
は

、
そ

の
許

可

書
の

写
し

 

（
５

）
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

（
実

績
報

告
） 

第
６

条
 

奨
励

金
の

交
付

決
定

を
受

け
た

者
は

、
事

業
が

完
了

し
た

と
き

は
、

そ
の

日
か

ら
１

月
以

内
又

は
当

該
年

度
の

３
月

１
０

日
の

い
ず

れ
か

早
い

日
ま

で
に

、
実

績
報

告
書

（
様

式
第

２
号

）
に

次
の

書
類

を
添

付
し

て
市

長
に

提
出

し
な

け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

確
定

測
量

図
、

公
図

の
写

し
、

土
地

登
記

簿
謄

本
 

全
景

写
真

 

道
路

位
置

指
定

を
必

要
と

し
た

場
合

は
、

そ
の

検
査

済
証

の
写

し
 

開
発

行
為

の
許

可
を

必
要

と
し

た
場

合
は

、
そ

の
検

査
済

証
の

写
し

 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

（
奨

励
金

の
交

付
）

 

市
長

は
、

奨
励

金
の

交
付

に
あ

た
っ

て
は

、
前

条
の

実
績

報
告

書
を

審
査

し
、

奨
励

金
交

付
の

条
件

に
適

合
す

る
と

認

め
た

と
き

は
、

奨
励

金
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 
（そ

の
他

） 

こ
の

要
綱

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

市
長

が
別

に
定

め
る

。
 

附
 

則
 

 
こ

の
要

綱
は

、
平

成
１

１
年

８
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

第8回協議会資料-144-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

◎
平

田
市

定
住

促
進

に
係

る
賃

貸
住

宅
建

設
及

び
宅

地
開

発
促

進
条

例
 

(目
的

) 

第
1

条
 

こ
の

条
例

は
、

平
田

市
の

定
住

促
進

に
資

す
る

た
め

、
民

間
に

よ
る

優
良

な
賃

貸
住

宅
の

建
設

及
び

宅
地

の

開
発

を
支

援
し

、
も

っ
て

地
域

社
会

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

  
 (

支
援

措
置

) 

第
2

条
 

市
長

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

市
内

に
お

い
て

、
賃

貸
住

宅
を

建
設

す
る

者
に

対
し

賃
貸

住
宅

建

設
促

進
補

助
金

(以
下

「
建

設
補

助
金

」
と

い
う

。
)を

、
宅

地
を

開
発

す
る

者
に

対
し

宅
地

開
発

促
進

補
助

金
(以

下

「開
発

補
助

金
」と

い
う

。
)を

予
算

の
範

囲
内

で
交

付
す

る
も

の
と

す
る

。
 

2
 

前
項

に
規

定
す

る
補

助
金

の
交

付
要

件
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

  
 (

1)
 

建
設

補
助

金
 

1
の

事
業

の
賃

貸
住

宅
の

戸
数

が
4

戸
以

上
あ

り
、

規
則

で
定

め
る

要
件

を
満

た
す

も
の

 

  
 (

2)
 

開
発

補
助

金
 

1
の

事
業

の
宅

地
の

開
発

面
積

が
1,

00
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

あ
り

、
規

則
で

定
め

る
要

件
を

満

た
す

も
の

 

  
 (

補
助

金
の

額
) 

第
3

条
 

前
条

に
規

定
す

る
補

助
金

の
額

は
、

次
に

定
め

る
額

を
限

度
と

す
る

。
 

  
 (

1)
 

建
設

補
助

金
の

限
度

額
は

、
1

の
事

業
の

賃
貸

住
宅

の
戸

数
に

、
1

戸
当

た
り

4
0

万
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す

る
。

 

  
 (

2)
 

開
発

補
助

金
の

限
度

額
は

、
1

の
事

業
の

宅
地

の
開

発
面

積
に

、
1

平
方

メ
ー

ト
ル

当
た

り
1,

50
0

円
を

乗
じ

て

得
た

額
(そ

の
額

に
1,

00
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
額

)と
す

る
。

 

  
 (

補
助

金
の

申
請

) 

第
4

条
 

こ
の

条
例

に
基

づ
き

、
補

助
金

の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

(以
下

「
申

請
者

」
と

い
う

。
)は

、
市

長
に

申
請

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
 (

補
助

金
の

交
付

決
定

) 

第
5

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

内
容

を
審

査
の

上
、

補
助

金
の

交
付

の
適

否
を

決
定

し
、

申
請

者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

 

   
 (

実
績

報
告

) 

第
6

条
 

補
助

金
の

交
付

決
定

を
受

け
た

者
(以

下
「事

業
者

」
と

い
う

。
)は

、
事

業
完

了
後

速
や

か
に

、
実

績
を

市
長

に

報
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  
 (

補
助

金
の

交
付

) 

第
7

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

当
該

事
業

の
完

了
を

確
認

し
、

補
助

金
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
 (

事
業

者
の

責
務

) 

第
8

条
 

事
業

者
は

、
こ

の
条

例
の

目
的

に
適

合
す

る
優

良
な

賃
貸

住
宅

の
建

設
又

は
宅

地
の

開
発

に
努

め
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

。
 

  
 (

適
用

除
外

) 

第
9

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
は

、
国

又
は

他
の

地
方

公
共

団
体

か
ら

補
助

金
又

は
そ

れ
に

類
す

る
も

の
の

交
付

を
受

け

る
事

業
に

つ
い

て
は

、
適

用
し

な
い

。
 

  
 (

委
任

) 

第
1

0
条

 
こ

の
条

例
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

規
則

で
定

め
る

。
 

附
 

則
 

  
 (

施
行

期
日

) 

1
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

1
5

年
4

月
1

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

附
則

第
5

項
及

び
第

6
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
 (

条
例

の
適

用
) 

2
 

こ
の

条
例

の
規

定
(附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
を

除
く

。
)は

、
平

成
1

5
年

4
月

1
日

以
降

に
工

事
に

着
工

し
た

事
業

(平
成

1
5

年
3

月
3

1
日

以
前

に
建

築
基

準
法

(昭
和

2
5

年
法

律
第

20
1

号
)第

6
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
済

証
の

交
付

を
受

け
た

賃
貸

住
宅

の
建

設
事

業
及

び
平

成
1

5
年

3
月

3
1

日
以

前
に

農
地

法
(昭

和
2

7
年

法
律

第
22

9

号
)第

4
条

又
は

第
5

条
の

規
定

に
よ

る
転

用
許

可
を

受
け

た
宅

地
の

開
発

事
業

を
除

く
。

)に
つ

い
て

適
用

す
る

。
 

 

第8回協議会資料-145-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

５
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

  
 (

条
例

の
失

効
) 

3
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

1
7

年
3

月
3

1
日

(以
下

「
失

効
日

」と
い

う
。

)限
り

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
 

  
 (

経
過

措
置

) 

4
 

失
効

日
以

前
に

こ
の

条
例

に
基

づ
き

既
に

交
付

決
定

さ
れ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

3
月

3
1

日
ま

で
に

、

事
業

を
完

了
し

、
実

績
報

告
及

び
補

助
金

の
請

求
の

あ
っ

た
も

の
に

限
り

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

  
 (

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
の

一
部

改
正

) 

5
 

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
(平

成
3

年
平

田
市

条
例

第
3

1
号

)の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正

す
る

。
 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

  
 (

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
の

一
部

改
正

) 

6
 

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
(平

成
5

年
平

田
市

条
例

第
3

号
)の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

◎
平

田
市

定
住

促
進

に
係

る
賃

貸
住

宅
建

設
及

び
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
 

 (
趣

旨
) 

第
1

条
 

こ
の

規
則

は
、

平
田

市
定

住
促

進
に

係
る

賃
貸

住
宅

建
設

及
び

宅
地

開
発

促
進

条
例

(平
成

1
4

年
平

田
市

条
例

第
4

0
号

。
以

下
「条

例
」と

い
う

。
)の

施
行

に
つ

い
て

、
平

田
市

補
助

金
等

交
付

規
則

(昭
和

3
7

年
平

田
市

規
則

第
1

5
号

。
以

下
「補

助
金

等
交

付
規

則
」

と
い

う
。

)に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
 

  
 (

補
助

金
の

交
付

要
件

) 

第
2

条
 

条
例

第
2

条
第

1
項

の
宅

地
を

開
発

す
る

者
は

、
宅

地
建

物
取

引
業

法
(昭

和
2

7
年

法
律

第
17

6
号

)第
3

条
第

1
項

の
免

許
を

受
け

て
宅

地
建

物
取

引
業

を
営

む
者

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

2
 

条
例

第
2

条
第

2
項

各
号

の
規

則
で

定
め

る
要

件
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

  
 (

宅
地

開
発

面
積

) 

第
3

条
 

条
例

第
3

条
第

2
号

の
開

発
補

助
金

の
算

定
に

用
い

る
事

業
の

宅
地

の
開

発
面

積
は

、
宅

地
に

、
当

該
宅

地

開
発

の
た

め
に

新
設

又
は

改
良

を
行

う
道

路
及

び
水

路
並

び
に

当
該

宅
地

居
住

者
の

た
め

の
共

用
施

設
用

地
を

含
め

た
面

積
と

す
る

。
 

  
 (

補
助

金
の

申
請

) 

第
4

条
 

条
例

第
4

条
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
補

助
金

等
交

付
規

則
第

4
条

第
1

項
に

規
定

す
る

補
助

金
等

交
付

申
請

書
に

、
次

に
掲

げ
る

書
類

を
添

付
し

、
市

長
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  
 (

1
) 

賃
貸

住
宅

建
設

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
賃

貸
住

宅
建

設
促

進
補

助
金

事
業

計
画

書
(様

式
第

1
号

) 

  
  

 
イ

 
付

近
見

取
図

、
配

置
図

及
び

平
面

図
 

  
  

 
ウ

 
建

築
基

準
法

(昭
和

2
5

年
法

律
第

20
1

号
)第

6
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
済

証
(以

下
「

建
築

確
認

済
証

」と
い

う
。

)の
写

し
又

は
同

法
第

1
5

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

工
事

届
(受

付
済

み
)の

写
し

 

  
  

 
エ

 
農

地
法

(昭
和

2
7

年
法

律
第

22
9

号
)第

4
条

又
は

第
5

条
の

規
定

に
よ

る
転

用
許

可
(以

下
「

転
用

許
可

」

と
い

う
。

)が
必

要
な

場
合

は
、

そ
の

許
可

書
の

写
し

 

  
  

 
オ

 
賃

貸
住

宅
を

共
同

で
建

設
す

る
場

合
は

、
そ

の
代

表
者

選
任

届
(様

式
第

2
号

) 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

６
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

カ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類

 

(2
) 

宅
地

開
発

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
宅

地
開

発
促

進
補

助
金

事
業

計
画

書
(様

式
第

3
号

) 

  
  

 
イ

 
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

3
条

第
1

項
の

免
許

の
写

し
 

  
  

 
ウ

 
位

置
図

、
計

画
平

面
図

、
計

画
縦

横
断

図
、

座
標

管
理

に
基

づ
く

開
発

区
域

求
積

図
、

公
図

の
写

し
及

び
土

地
登

記
簿

謄
本

の
写

し
 

  
  

 
エ

 
新

た
に

土
地

を
取

得
す

る
た

め
、

国
土

利
用

計
画

法
(昭

和
4

9
年

法
律

第
9

2
号

)第
2

3
条

の
規

定
に

よ
る

届
出

が
必

要
な

場
合

は
、

そ
の

不
勧

告
通

知
書

の
写

し
 

  
  

 
オ

 
都

市
計

画
法

(昭
和

4
3

年
法

律
第

10
0

号
)第

2
9

条
の

開
発

行
為

の
許

可
を

必
要

と
す

る
場

合
は

、
そ

の
許

可
書

の
写

し
 

  
  

 
カ

 
転

用
許

可
が

必
要

な
場

合
は

、
そ

の
許

可
書

の
写

し
 

  
  

 
キ

 
宅

地
を

共
同

で
開

発
す

る
場

合
は

、
そ

の
代

表
者

選
任

届
 

  
  

 
ク

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

2
 

賃
貸

住
宅

を
共

同
で

建
設

す
る

場
合

又
は

宅
地

を
共

同
で

開
発

す
る

場
合

は
、

そ
の

代
表

者
を

申
請

者
と

す
る

。
 

  
 (

審
査

会
) 

第
5

条
 

市
長

は
、

条
例

第
5

条
の

規
定

に
よ

る
決

定
を

す
る

に
当

た
り

適
正

を
期

す
た

め
、

平
田

市
定

住
促

進
事

業
認

定
審

査
会

(以
下

「
審

査
会

」
と

い
う

。
)を

設
置

す
る

。
 

2
 

審
査

会
は

、
市

長
の

求
め

に
応

じ
、

申
請

内
容

に
つ

い
て

審
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

3
 

審
査

会
は

、
会

長
及

び
委

員
で

構
成

し
、

会
長

に
は

建
設

経
済

部
長

、
委

員
に

は
総

務
課

長
、

企
画

財
政

課
長

、
都

市
開

発
課

長
、

建
設

課
長

、
農

山
村

整
備

課
長

及
び

技
術

管
理

課
長

の
職

に
あ

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

4
 

審
査

会
は

、
会

長
が

代
表

し
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

5
 

審
査

会
に

事
務

局
を

置
き

、
建

設
経

済
部

都
市

開
発

課
が

担
当

す
る

。
 

6
 

事
務

局
は

、
条

例
第

4
条

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

書
類

及
び

現
地

の
確

認
に

よ
り

申
請

内
容

の
調

査
を

行
い

、
審

査
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

 

(実
績

報
告

) 

第
6

条
 

条
例

第
6

条
の

規
定

に
よ

る
実

績
の

報
告

は
、

補
助

金
等

交
付

規
則

第
1

1
条

に
規

定
す

る
補

助
事

業
等

実

績
報

告
書

に
、

次
に

掲
げ

る
書

類
を

添
付

し
、

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
 (

1)
 

賃
貸

住
宅

建
設

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
建

物
の

登
記

簿
謄

本
の

写
し

 

  
  

 
イ

 
建

物
の

完
成

写
真

 

  
  

 
ウ

 
建

築
基

準
法

第
7

条
第

5
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

済
証

の
写

し
 

  
  

 
エ

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

  
 (

2)
 

宅
地

開
発

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
宅

地
開

発
促

進
補

助
金

事
業

完
了

報
告

書
(様

式
第

4
号

) 

  
  

 
イ

 
画

地
測

量
図

、
座

標
管

理
に

基
づ

く
開

発
区

域
求

積
図

、
公

図
の

写
し

及
び

土
地

登
記

簿
謄

本
の

写
し

 

  
  

 
ウ

 
関

係
個

別
法

に
係

る
完

了
を

証
す

る
書

面
の

写
し

 

  
  

 
エ

 
全

景
写

真
 

  
  

 
オ

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

  
 (

補
助

金
の

取
消

し
及

び
返

還
) 

第
7

条
 

市
長

は
、

補
助

金
の

交
付

決
定

を
受

け
た

者
が

、
事

業
完

了
後

5
年

以
内

に
、

補
助

金
等

交
付

規
則

に
よ

る

も
の

の
ほ

か
、

条
例

又
は

こ
の

規
則

に
定

め
る

要
件

を
満

た
さ

な
く

な
っ

た
と

き
は

、
こ

の
補

助
金

の
全

部
又

は
一

部
を

取
り

消
し

、
補

助
金

の
返

還
を

命
ず

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

  
 (

そ
の

他
) 

第
8

条
 

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
市

長
が

別
に

定
め

る
。

 

  
  

  
  

附
 

則
 

  
 (

施
行

期
日

) 

1
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

1
5

年
4

月
1

日
か

ら
施

行
す

る
。

た
だ

し
、

附
則

第
5

項
及

び
第

6
項

の
規

定
は

、
公

布
の

日

か
ら

施
行

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
１－

７
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
宅

地
開

発
補

助
事

業
 

(規
則

の
適

用
) 

2
 

こ
の

規
則

の
規

定
(附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
を

除
く

。
)は

、
平

成
1

5
年

4
月

1
日

以
降

に
工

事
に

着
工

し
た

事
業

(平
成

1
5

年
3

月
3

1
日

以
前

に
建

築
確

認
済

証
の

交
付

を
受

け
た

賃
貸

住
宅

の
建

設
事

業
及

び
平

成
1

5
年

3
月

3
1

日
以

前
に

転
用

許
可

を
受

け
た

宅
地

の
開

発
事

業
を

除
く

。
) 

に
つ

い
て

適
用

す
る

。
 

  
 (

規
則

の
失

効
) 

3
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

1
7

年
3

月
3

1
日

(以
下

「
失

効
日

」と
い

う
。

)限
り

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
 

  
 (

経
過

措
置

) 

4
 

失
効

日
以

前
に

条
例

に
基

づ
き

既
に

交
付

決
定

さ
れ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
平

成
1

8
年

3
月

3
1

日
ま

で
に

、
事

業

を
完

了
し

、
実

績
報

告
及

び
補

助
金

の
請

求
の

あ
っ

た
も

の
に

限
り

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

  
 (

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
施

行
規

則
の

一
部

改
正

) 

5
 

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
施

行
規

則
(平

成
1

2
年

平
田

市
規

則
第

5
3

号
)の

一
部

を
次

の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

  
 (

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
の

一
部

改
正

)6
 

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
(平

成
5

年

平
田

市
規

則
第

6
号

)の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

 

  
 

別
表

(第
2

条
関

係
) 

区
分

 
要

件
 

賃
貸

住
宅

 
(1

) 
各

戸
の

床
面

積
が

4
5

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

12
5

平
方

メ
ー

ト
ル

以
下

で
あ

る
住

宅
(地

下
室

、
駐

車
施

設
、

バ
ル

コ
ニ

ー
、

廊
下

、
階

段
、

広
間

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

部
分

の
床

面
積

は
、

除
く

。
)

で
あ

る
こ

と
。

 

(2
) 

各
戸

に
専

用
の

炊
事

室
、

便
所

及
び

浴
室

を
備

え
た

住
宅

で
あ

る
こ

と
。

 

(3
) 

建
築

基
準

法
第

7
条

第
5

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
済

証
の

交
付

の
日

又
は

申
請

す
る

住
宅

の

使
用

が
可

能
と

な
っ

た
日

の
う

ち
、

い
ず

れ
か

早
く

到
来

す
る

日
か

ら
起

算
し

て
1

年
を

経
過

し
な

い
住

宅
で

あ
る

こ
と

。
 

(4
) 

申
請

者
の

社
宅

に
供

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

。
 

(5
) 

市
内

で
の

建
替

え
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

宅
地

 
(1

) 
専

用
住

宅
若

し
く

は
併

用
住

宅
建

設
の

た
め

の
分

譲
を

目
的

と
し

た
土

地
又

は
賃

貸
住

宅
建

設

の
た

め
の

土
地

で
あ

る
こ

と
。

 

(2
) 

1
の

事
業

に
お

い
て

、
20

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

区
画

が
3

区
画

以
上

あ
る

こ
と

。
 

(3
) 

造
成

完
了

後
、

1
年

を
経

過
し

な
い

宅
地

で
あ

る
こ

と
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
２－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

事
業

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
の

例
を

参
考

に
新

た
な

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

制
度

に
再

編
す

る
。
 

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

家
賃

対
策

補
助

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
該

当
な

し
 

◎
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
 

建
設

戸
数

分
補

助
（

4
0

万
円

/
戸

）
 

・
補

助
要

件
 

①
４

戸
以

上
/団

地
 

 

②
各

戸
の

住
宅

の
床

面
積

4
5～

12
5

㎡
 

※
各

戸
の

床
面

積
と

は
､地

下
室

、
駐

車
施

設
、

バ
ル

コ

ニ
ー

、
廊

下
､階

段
、

広
間

､そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

部

分
の

床
面

積
は

除
く

。
 

 ・
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
の

実
施

状
況

 

交
付

年
度

 
事

業
者

数
 

戸
数

 
補

助
金

額
 

Ｈ
8

年
度

 
2

名
 

1
6

戸
 

4,
00

0
千

円
 

Ｈ
9

年
度

 
2

名
 

1
4

戸
 

3,
50

0
千

円
 

Ｈ
1

0
年

度
 

2
名

 
1

4
戸

 
3,

50
0

千
円

 

Ｈ
1

1
年

度
 

1
名

 
6

戸
 

1,
50

0
千

円
 

Ｈ
1

2
年

度
 

2
名

 
1

4
戸

 
5,

60
0

千
円

 

Ｈ
1

4
年

度
 

1
名

 
6

戸
 

1,
92

0
千

円
 

合
 

計
 

1
0

名
 

7
0

戸
 

20
,0

20
千

円
 

 

◎
公

社
特

優
賃

住
宅

家
賃

対
策

補
助

 

 
 

1,
52

5
千

円
(1

4
年

度
）

 

 
 

3,
82

4
千

円
(1

5
年

度
予

定
) 

・
補

助
要

件
 

公
社

と
町

が
家

賃
決

定
協

議
の

際
、

家
賃

軽
減

を
目

的
に

双
方

が
合

意
し

た
事

項
の

た
め

、
公

社
は

、
固

定
資

産
税

（建
物

）
を

納
付

し
町

は
相

当
額

を
毎

年
公

社
へ

補

助
す

る
。

 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 

平
田

市
定

住
促

進
に

係
る

賃
貸

住
宅

建
設

及
び

宅
地

開

発
促

進
条

例
、

同
施

行
規

則
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 
№

１
２－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

調
整

の
方

針
 

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

事
業

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
の

例
を

参
考

に
新

た
な

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

制
度

に
再

編
す

る
。
 

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

家
賃

対
策

補
助

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

◎
該

当
な

し
 

【
関

係
条

例
】 

 
 

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

事
業

に
つ

い
て

は
、

平
田

市
及

び
斐

川
町

が

民
間

事
業

者
又

は
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

が
行

う
賃

貸
住

宅
建

設
に

対
し

て
、

補
助

を
行

っ
て

い
る

。
 

賃
貸

住
宅

建
設

補
助

事
業

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

平
田

市
の

例

を
参

考
に

新
た

な
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
制

度
に

再
編

す
る

。
 

 
 

 
 

 
 

特
定

優
良

賃
貸

住
宅

家
賃

対
策

補
助

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。
 

 ※
賃

貸
住

宅
建

設
促

進
補

助
の

目
的

 

 
定

住
促

進
に

資
す

る
た

め
、

民
間

に
よ

る
優

良
な

賃
貸

住
宅

の
建

設

を
支

援
し

、
も

っ
て

地
域

社
会

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。
 

 ※
島

根
県

住
宅

供
給

公
社

住
宅

家
賃

対
策

補
助

の
目

的
 

 
定

住
化

対
策

及
び

良
質

で
比

較
的

低
廉

な
賃

貸
住

宅
の

供
給

を
目

的
と

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 №
１

２－
３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

◎
平

田
市

定
住

促
進

に
係

る
賃

貸
住

宅
建

設
及

び
宅

地
開

発
促

進
条

例
 

(目
的

) 

第
1

条
 

こ
の

条
例

は
、

平
田

市
の

定
住

促
進

に
資

す
る

た
め

、
民

間
に

よ
る

優
良

な
賃

貸
住

宅
の

建
設

及
び

宅
地

の
開

発

を
支

援
し

、
も

っ
て

地
域

社
会

の
活

性
化

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

 

  
 (

支
援

措
置

) 

第
2

条
 

市
長

は
、

前
条

の
目

的
を

達
成

す
る

た
め

市
内

に
お

い
て

、
賃

貸
住

宅
を

建
設

す
る

者
に

対
し

賃
貸

住
宅

建
設

促
進

補
助

金
(以

下
「建

設
補

助
金

」と
い

う
。

)を
、

宅
地

を
開

発
す

る
者

に
対

し
宅

地
開

発
促

進
補

助
金

(以
下

「
開

発
補

助

金
」

と
い

う
。

)を
予

算
の

範
囲

内
で

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

2
 

前
項

に
規

定
す

る
補

助
金

の
交

付
要

件
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

 

  
 (

1)
 

建
設

補
助

金
 

1
の

事
業

の
賃

貸
住

宅
の

戸
数

が
4

戸
以

上
あ

り
、

規
則

で
定

め
る

要
件

を
満

た
す

も
の

 

  
 (

2)
 

開
発

補
助

金
 

1
の

事
業

の
宅

地
の

開
発

面
積

が
1,

00
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

あ
り

、
規

則
で

定
め

る
要

件
を

満
た

す

も
の

 

  
 (

補
助

金
の

額
) 

第
3

条
 

前
条

に
規

定
す

る
補

助
金

の
額

は
、

次
に

定
め

る
額

を
限

度
と

す
る

。
 

  
 (

1)
 

建
設

補
助

金
の

限
度

額
は

、
1

の
事

業
の

賃
貸

住
宅

の
戸

数
に

、
1

戸
当

た
り

40
万

円
を

乗
じ

て
得

た
額

と
す

る
。

 

  
 (

2)
 

開
発

補
助

金
の

限
度

額
は

、
1

の
事

業
の

宅
地

の
開

発
面

積
に

、
1

平
方

メ
ー

ト
ル

当
た

り
1,

50
0

円
を

乗
じ

て
得

た

額
(そ

の
額

に
1,

00
0

円
未

満
の

端
数

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
端

数
金

額
を

切
り

捨
て

た
額

)と
す

る
。

 

  
 (

補
助

金
の

申
請

) 

第
4

条
 

こ
の

条
例

に
基

づ
き

、
補

助
金

の
交

付
を

受
け

よ
う

と
す

る
者

(以
下

「申
請

者
」と

い
う

。
)は

、
市

長
に

申
請

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

(補
助

金
の

交
付

決
定

) 

第
5

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

そ
の

内
容

を
審

査
の

上
、

補
助

金
の

交
付

の
適

否
を

決
定

し
、

申
請

者
に

通
知

す
る

も
の

と
す

る
。

 

(実
績

報
告

) 

第
6

条
 

補
助

金
の

交
付

決
定

を
受

け
た

者
(以

下
「

事
業

者
」と

い
う

。
)は

、
事

業
完

了
後

速
や

か
に

、
実

績
を

市
長

に
報

告
 

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

  
 (

補
助

金
の

交
付

) 

第
7

条
 

市
長

は
、

前
条

の
規

定
に

よ
る

報
告

が
あ

っ
た

と
き

は
、

速
や

か
に

当
該

事
業

の
完

了
を

確
認

し
、

補
助

金
を

交
付

す
る

も
の

と
す

る
。

 

  
 (

事
業

者
の

責
務

) 

第
8

条
 

事
業

者
は

、
こ

の
条

例
の

目
的

に
適

合
す

る
優

良
な

賃
貸

住
宅

の
建

設
又

は
宅

地
の

開
発

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
 

  
 (

適
用

除
外

) 

第
9

条
 

こ
の

条
例

の
規

定
は

、
国

又
は

他
の

地
方

公
共

団
体

か
ら

補
助

金
又

は
そ

れ
に

類
す

る
も

の
の

交
付

を
受

け
る

事

業
に

つ
い

て
は

、
適

用
し

な
い

。
 

  
 (

委
任

) 

第
10

条
 

こ
の

条
例

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
規

則
で

定
め

る
。

 

附
 

則
 

  
 (

施
行

期
日

) 

1
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

15
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
の

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  
 (

条
例

の
適

用
) 

2
 

こ
の

条
例

の
規

定
(附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
を

除
く

。
)は

、
平

成
15

年
4

月
1

日
以

降
に

工
事

に
着

工
し

た
事

業
(平

成

15
年

3
月

3
1

日
以

前
に

建
築

基
準

法
(昭

和
25

年
法

律
第

20
1

号
)第

6
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

る
確

認
済

証
の

交
付

を

受
け

た
賃

貸
住

宅
の

建
設

事
業

及
び

平
成

15
年

3
月

31
日

以
前

に
農

地
法

(昭
和

27
年

法
律

第
22

9
号

)第
4

条
又

は
第

5
条

の
規

定
に

よ
る

転
用

許
可

を
受

け
た

宅
地

の
開

発
事

業
を

除
く

。
)に

つ
い

て
適

用
す

る
。

 

  
 (

条
例

の
失

効
) 

3
 

こ
の

条
例

は
、

平
成

17
年

3
月

31
日

(以
下

「
失

効
日

」と
い

う
。

)限
り

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 №
１

２－
４ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

  
 (

経
過

措
置

) 

4
 

失
効

日
以

前
に

こ
の

条
例

に
基

づ
き

既
に

交
付

決
定

さ
れ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
平

成
18

年
3

月
31

日
ま

で
に

、
事

業
を

完
了

し
、

実
績

報
告

及
び

補
助

金
の

請
求

の
あ

っ
た

も
の

に
限

り
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
。

 

  
 (

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
の

一
部

改
正

) 

5
 

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
(平

成
3

年
平

田
市

条
例

第
31

号
)の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

  
 (

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
の

一
部

改
正

) 

6
 

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
(平

成
5

年
平

田
市

条
例

第
3

号
)の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

◎
平

田
市

定
住

促
進

に
係

る
賃

貸
住

宅
建

設
及

び
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
 

 (
趣

旨
) 

第
1

条
 

こ
の

規
則

は
、

平
田

市
定

住
促

進
に

係
る

賃
貸

住
宅

建
設

及
び

宅
地

開
発

促
進

条
例

(平
成

14
年

平
田

市
条

例
第

40
号

。
以

下
「条

例
」

と
い

う
。

)の
施

行
に

つ
い

て
、

平
田

市
補

助
金

等
交

付
規

則
(昭

和
37

年
平

田
市

規
則

第
15

号
。

以
下

「補
助

金
等

交
付

規
則

」
と

い
う

。
)に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

 

  
 (

補
助

金
の

交
付

要
件

) 

第
2

条
 

条
例

第
2

条
第

1
項

の
宅

地
を

開
発

す
る

者
は

、
宅

地
建

物
取

引
業

法
(昭

和
27

年
法

律
第

17
6

号
)第

3
条

第
1

項
の

免
許

を
受

け
て

宅
地

建
物

取
引

業
を

営
む

者
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

2
 

条
例

第
2

条
第

2
項

各
号

の
規

則
で

定
め

る
要

件
は

、
別

表
の

と
お

り
と

す
る

。
 

  
 (

宅
地

開
発

面
積

) 

第
3

条
 

条
例

第
3

条
第

2
号

の
開

発
補

助
金

の
算

定
に

用
い

る
事

業
の

宅
地

の
開

発
面

積
は

、
宅

地
に

、
当

該
宅

地
開

発

の
た

め
に

新
設

又
は

改
良

を
行

う
道

路
及

び
水

路
並

び
に

当
該

宅
地

居
住

者
の

た
め

の
共

用
施

設
用

地
を

含
め

た
面

積
と

す
る

。
 

  
 (

補
助

金
の

申
請

) 

第
4

条
 

条
例

第
4

条
の

規
定

に
よ

る
申

請
は

、
補

助
金

等
交

付
規

則
第

4
条

第
1

項
に

規
定

す
る

補
助

金
等

交
付

申
請

書

に
、

次
に

掲
げ

る
書

類
を

添
付

し
、

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
 (

1)
 

賃
貸

住
宅

建
設

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
賃

貸
住

宅
建

設
促

進
補

助
金

事
業

計
画

書
(様

式
第

1
号

) 

  
  

 
イ

 
付

近
見

取
図

、
配

置
図

及
び

平
面

図
 

  
  

 
ウ

 
建

築
基

準
法

(昭
和

25
年

法
律

第
20

1
号

)第
6

条
第

1
項

の
規

定
に

よ
る

確
認

済
証

(以
下

「
建

築
確

認
済

証
」

と
い

う
。

)の
写

し
又

は
同

法
第

15
条

第
1

項
の

規
定

に
よ

る
建

築
工

事
届

(受
付

済
み

)の
写

し
 

  
  

 
エ

 
農

地
法

(昭
和

27
年

法
律

第
22

9
号

)第
4

条
又

は
第

5
条

の
規

定
に

よ
る

転
用

許
可

(以
下

「転
用

許
可

」と
い

う
。

)が
必

要
な

場
合

は
、

そ
の

許
可

書
の

写
し

 

オ
 

賃
貸

住
宅

を
共

同
で

建
設

す
る

場
合

は
、

そ
の

代
表

者
選

任
届

(様
式

第
2

号
) 

カ
 

そ
の

他
市

長
が

必
要

と
認

め
る

書
類
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 №
１

２－
５ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

(2
) 

宅
地

開
発

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
宅

地
開

発
促

進
補

助
金

事
業

計
画

書
(様

式
第

3
号

) 

  
  

 
イ

 
宅

地
建

物
取

引
業

法
第

3
条

第
1

項
の

免
許

の
写

し
 

  
  

 
ウ

 
位

置
図

、
計

画
平

面
図

、
計

画
縦

横
断

図
、

座
標

管
理

に
基

づ
く

開
発

区
域

求
積

図
、

公
図

の
写

し
及

び
土

地
登

記
簿

謄
本

の
写

し
 

  
  

 
エ

 
新

た
に

土
地

を
取

得
す

る
た

め
、

国
土

利
用

計
画

法
(昭

和
49

年
法

律
第

92
号

)第
23

条
の

規
定

に
よ

る
届

出
が

必
要

な
場

合
は

、
そ

の
不

勧
告

通
知

書
の

写
し

 

  
  

 
オ

 
都

市
計

画
法

(昭
和

43
年

法
律

第
10

0
号

)第
29

条
の

開
発

行
為

の
許

可
を

必
要

と
す

る
場

合
は

、
そ

の
許

可
書

の
写

し
 

  
  

 
カ

 
転

用
許

可
が

必
要

な
場

合
は

、
そ

の
許

可
書

の
写

し
 

  
  

 
キ

 
宅

地
を

共
同

で
開

発
す

る
場

合
は

、
そ

の
代

表
者

選
任

届
 

  
  

 
ク

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

2
 

賃
貸

住
宅

を
共

同
で

建
設

す
る

場
合

又
は

宅
地

を
共

同
で

開
発

す
る

場
合

は
、

そ
の

代
表

者
を

申
請

者
と

す
る

。
 

  
 (

審
査

会
) 

第
5

条
 

市
長

は
、

条
例

第
5

条
の

規
定

に
よ

る
決

定
を

す
る

に
当

た
り

適
正

を
期

す
た

め
、

平
田

市
定

住
促

進
事

業
認

定
審

査
会

(以
下

「
審

査
会

」と
い

う
。

)を
設

置
す

る
。

 

2
 

審
査

会
は

、
市

長
の

求
め

に
応

じ
、

申
請

内
容

に
つ

い
て

審
査

を
行

う
も

の
と

す
る

。
 

3
 

審
査

会
は

、
会

長
及

び
委

員
で

構
成

し
、

会
長

に
は

建
設

経
済

部
長

、
委

員
に

は
総

務
課

長
、

企
画

財
政

課
長

、
都

市
開

発
課

長
、

建
設

課
長

、
農

山
村

整
備

課
長

及
び

技
術

管
理

課
長

の
職

に
あ

る
者

を
も

っ
て

充
て

る
。

 

4
 

審
査

会
は

、
会

長
が

代
表

し
、

会
務

を
総

理
す

る
。

 

5
 

審
査

会
に

事
務

局
を

置
き

、
建

設
経

済
部

都
市

開
発

課
が

担
当

す
る

。
 

6
 

事
務

局
は

、
条

例
第

4
条

の
規

定
に

よ
る

申
請

が
あ

っ
た

と
き

は
、

書
類

及
び

現
地

の
確

認
に

よ
り

申
請

内
容

の
調

査
を

行
い

、
審

査
会

に
報

告
す

る
も

の
と

す
る

。
 

  
 (

実
績

報
告

) 

第
6

条
 

条
例

第
6

条
の

規
定

に
よ

る
実

績
の

報
告

は
、

補
助

金
等

交
付

規
則

第
11

条
に

規
定

す
る

補
助

事
業

等
実

績
報

 

告
書

に
、

次
に

掲
げ

る
書

類
を

添
付

し
、

市
長

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

  
 (

1)
 

賃
貸

住
宅

建
設

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
建

物
の

登
記

簿
謄

本
の

写
し

 

  
  

 
イ

 
建

物
の

完
成

写
真

 

  
 

  
ウ

 
建

築
基

準
法

第
7

条
第

5
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

済
証

の
写

し
 

  
  

 
エ

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

  
 (

2)
 

宅
地

開
発

促
進

補
助

金
 

  
  

 
ア

 
宅

地
開

発
促

進
補

助
金

事
業

完
了

報
告

書
(様

式
第

4
号

) 

  
  

 
イ

 
画

地
測

量
図

、
座

標
管

理
に

基
づ

く
開

発
区

域
求

積
図

、
公

図
の

写
し

及
び

土
地

登
記

簿
謄

本
の

写
し

 

  
  

 
ウ

 
関

係
個

別
法

に
係

る
完

了
を

証
す

る
書

面
の

写
し

 

  
  

 
エ

 
全

景
写

真
 

  
  

 
オ

 
そ

の
他

市
長

が
必

要
と

認
め

る
書

類
 

  
 (

補
助

金
の

取
消

し
及

び
返

還
) 

第
7

条
 

市
長

は
、

補
助

金
の

交
付

決
定

を
受

け
た

者
が

、
事

業
完

了
後

5
年

以
内

に
、

補
助

金
等

交
付

規
則

に
よ

る
も

の
の

ほ
か

、
条

例
又

は
こ

の
規

則
に

定
め

る
要

件
を

満
た

さ
な

く
な

っ
た

と
き

は
、

こ
の

補
助

金
の

全
部

又
は

一
部

を
取

り
消

し
、

補
助

金
の

返
還

を
命

ず
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

  
 (

そ
の

他
) 

第
8

条
 

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
市

長
が

別
に

定
め

る
。

 

  
  

  
  

附
 

則
 

  
 (

施
行

期
日

) 

1
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

15
年

4
月

1
日

か
ら

施
行

す
る

。
た

だ
し

、
附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
の

規
定

は
、

公
布

の
日

か
ら

施
行

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
都

市
･建

築
分

科
会

 №
１２

－
６ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（公

営
住

宅
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
賃

貸
住

宅
建

設
補

助
事

業
 

  
 (

規
則

の
適

用
) 

2
 

こ
の

規
則

の
規

定
(附

則
第

5
項

及
び

第
6

項
を

除
く

。
)は

、
平

成
15

年
4

月
1

日
以

降
に

工
事

に
着

工
し

た
事

業
(平

成

15
年

3
月

31
日

以
前

に
建

築
確

認
済

証
の

交
付

を
受

け
た

賃
貸

住
宅

の
建

設
事

業
及

び
平

成
15

年
3

月
31

日
以

前
に

転
用

許
可

を
受

け
た

宅
地

の
開

発
事

業
を

除
く

。
) 

に
つ

い
て

適
用

す
る

。
 

  
 (

規
則

の
失

効
) 

3
 

こ
の

規
則

は
、

平
成

17
年

3
月

31
日

(以
下

「
失

効
日

」と
い

う
。

)限
り

、
そ

の
効

力
を

失
う

。
 

  
 (

経
過

措
置

) 

4
 

失
効

日
以

前
に

条
例

に
基

づ
き

既
に

交
付

決
定

さ
れ

た
事

業
に

つ
い

て
は

、
平

成
18

年
3

月
31

日
ま

で
に

、
事

業
を

完

了
し

、
実

績
報

告
及

び
補

助
金

の
請

求
の

あ
っ

た
も

の
に

限
り

、
な

お
従

前
の

例
に

よ
る

。
 

  
 (

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
施

行
規

則
の

一
部

改
正

) 

5
 

平
田

市
定

住
促

進
に

か
か

る
住

宅
建

設
促

進
条

例
施

行
規

則
(平

成
12

年
平

田
市

規
則

第
53

号
)の

一
部

を
次

の
よ

う

に
改

正
す

る
。

 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

  
 (

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
の

一
部

改
正

)6
 

平
田

市
宅

地
開

発
促

進
条

例
施

行
規

則
(平

成
5

年
平

田
市

規
則

第
6

号
)の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
  

  
  

  
〔

次
の

よ
う

〕略
 

 

 別
表

(第
2

条
関

係
) 

区
分

 
要

件
 

賃
貸

住
宅

 
(1

) 
各

戸
の

床
面

積
が

45
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
12

5
平

方
メ

ー
ト

ル
以

下
で

あ
る

住
宅

(地
下

室
、

駐
車

施

設
、

バ
ル

コ
ニ

ー
、

廊
下

、
階

段
、

広
間

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

部
分

の
床

面
積

は
、

除
く

。
)で

あ
る

こ
と

。
 

(2
) 

各
戸

に
専

用
の

炊
事

室
、

便
所

及
び

浴
室

を
備

え
た

住
宅

で
あ

る
こ

と
。

 

(3
) 

建
築

基
準

法
第

7
条

第
5

項
の

規
定

に
よ

る
検

査
済

証
の

交
付

の
日

又
は

申
請

す
る

住
宅

の
使

用
が

可
能

と
な

っ
た

日
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
早

く
到

来
す

る
日

か
ら

起
算

し
て

1
年

を
経

過
し

な
い

住
宅

で
あ

る
こ

と
。

 

(4
) 

申
請

者
の

社
宅

に
供

す
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

。
 

(5
) 

市
内

で
の

建
替

え
と

み
な

さ
れ

な
い

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

宅
地

 
(1

) 
専

用
住

宅
若

し
く

は
併

用
住

宅
建

設
の

た
め

の
分

譲
を

目
的

と
し

た
土

地
又

は
賃

貸
住

宅
建

設
の

た
め

の
土

地
で

あ
る

こ
と

。
 

(2
) 

1
の

事
業

に
お

い
て

、
20

0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

区
画

が
3

区
画

以
上

あ
る

こ
と

。
 

(3
) 

造
成

完
了

後
、

1
年

を
経

過
し

な
い

宅
地

で
あ

る
こ

と
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
計

画
（斐

伊
川

水
道

含
む

） 

調
整

の
方

針
 

上
水

道
計

画
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

上
水

道
と

簡
易

水
道

と
の

統
合

は
行

わ
な

い
よ

う
調

整
す

る
。

合
併

に
伴

う
法

人
格

変
更

等
に

係
る

事
業

認
可

取
得

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
、

2
市

1
町

で
実

施
又

は
計

画
し

て
い

る
上

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。

 

斐
伊

川
水

道
建

設
事

業
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
ま

た
、

建
設

等
の

負
担

金
に

つ
い

て
も

同
様

に
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

出
雲

市
水

道
事

業
第

5
次

拡
張

事
業

計
画

 
 

 
 

 
 

 
 

【
事

業
期

間
】平

成
9

年
度

～
平

成
2

7
年

度
 

【
主

要
事

業
】来

原
浄

水
場

整
備

事
業

 

【
事

業
費

】
9,

38
0,

00
0

千
円

 

【
給

水
区

域
】 

乙
立

町
を

除
く

全
域

（た
だ

し
、

山
間

部
の

一
部

を
除

く
） 

【
計

画
給

水
人

口
】

99
,2

00
人

 

【
計

画
1

日
最

大
給

水
量

】
55

,5
00

m
3/

日
 

 
 

 
 

【
計

画
1

人
1

日
最

大
給

水
量

】5
5

9
㍑

 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

平
田

市
水

道
事

業
第

５
次

拡
張

事
業

計
画

 

【
事

業
期

間
】平

成
1

2
年

度
～

平
成

2
6

年
度

 

【
主

要
事

業
】灘

分
浄

水
場

施
設

改
良

事
業

 

【
給

水
区

域
】平

田
町

、
西

平
田

町
、

灘
分

町
、

美
談

町
、

西
代

町
国

富
町

、
口

宇
賀

町
、

西
郷

町
、

万
田

町
の

一
部

、
奥

宇
賀

町
の

一
部

、

本
庄

町
の

一
部

、
東

郷
町

、
東

福
町

、
久

多
見

町
の

一
部

、
野

石
谷

町
の

一
部

、
上

岡
田

町
の

一
部

、
岡

田
町

、
多

久
谷

町
の

一
部

、
多

久
町

の
一

部
、

園
町

の
一

部
、

鹿
園

寺
町

の
一

部
、

小
境

町
の

一

部
、

美
野

町
、

野
郷

町
の

一
部

 

【
計

画
給

水
人

口
】

 
24

,7
00

人
 

【
計

画
1

日
最

大
給

水
量

】
10

,0
00

m
3/

日
 

【
計

画
1

人
1

日
最

大
給

水
量

】4
0

5
m

3
/

日
 

 ◎
斐

伊
川

水
道

 

【
貯

水
施

設
】尾

原
ダ

ム
 

【
受

水
団

体
】松

江
市

、
平

田
市

、
東

出
雲

町
、

八
束

町
、

鹿
島

町
、

美

保
関

町
、

八
雲

村
、

玉
湯

町
、

宍
道

町
、

加
茂

町
 

【
平

田
市

受
水

量
】

3,
60

0 
m

3/
日

 

【
受

水
開

始
予

定
】

平
成

2
3

年
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

斐
川

町
宍

道
町

水
道

事
業

計
画

書
「

Ｆ
Ｒ

Ｅ
Ｓ

Ｈ
２

１
計

画
] 

【
事

業
期

間
】

平
成

1
2

年
度

～
平

成
2

1
年

度
 

【
主

要
事

業
】

石
綿

管
更

新
・

第
8

配
水

池
築

造
・

配
水

管
布

設
 

【
事

業
費

】
約

2
1

億
円

 

【
給

水
区

域
】

 

【
計

画
給

水
人

口
】

36
,0

00
人

 

【
計

画
1

日
最

大
給

水
量

】2
2,

00
0m

3/
日

 

【
計

画
1

人
1

日
最

大
給

水
量

】
58

0
㍑

 

上
水

道
事

業
な

し
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
計

画
（斐

伊
川

水
道

含
む

） 

調
整

の
方

針
 

上
水

道
計

画
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

上
水

道
と

簡
易

水
道

と
の

統
合

は
行

わ
な

い
よ

う
調

整
す

る
。

合
併

に
伴

う
法

人
格

変
更

等
に

係
る

事
業

認
可

取
得

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
、

2
市

1
町

で
実

施
又

は
計

画
し

て
い

る
上

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。

 

斐
伊

川
水

道
建

設
事

業
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
ま

た
、

建
設

等
の

負
担

金
に

つ
い

て
も

同
様

に
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

上
水

道
事

業
な

し
 

上
水

道
事

業
な

し
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

 
 

称
】

上
水

道
普

及
推

進
事

業
 

【
事

業
期

間
】

平
成

1
5

年
度

～
平

成
1

6
年

度
 

【
主

要
事

業
】

未
普

及
区

域
に

配
水

管
を

布
設

 

【
事

 
業

 
費

】
7,

00
0

千
円

 

【
給

水
区

域
】

小
土

地
地

区
の

一
部

・
川

方
地

区
の

一
部

 

【
計

画
給

水
人

口
】

 

【
計

画
1

日
最

大
給

水
量

】
 

【
計

画
1

人
1

日
最

大
給

水
量

】 

１
．

水
道

計
画

 

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な

い
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

に
伴

う
法

人
格

変
更

等
に

係
る

事
業

認
可

取
得

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
、

2
市

1
町

で
実

施
又

は

計
画

し
て

い
る

上
水

道
事

業
計

画
を

盛
り

込
ん

だ
新

市
事

業
計

画
を

策
定

す
る

。
（

水
道

法
の

規
定

に
よ

り
、

合
併

時

に
新

市
で

の
事

業
認

可
が

必
要

で
あ

る
）

 

 ２
．

斐
伊

川
水

道
建

設
事

業
 

斐
伊

川
水

道
建

設
事

業
は

、
送

水
管

布
設

が
９

０
％

強

完
成

し
て

お
り

、
現

行
の

と
お

り
、

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

建

設
等

の
負

担
金

に
つ

い
て

も
同

様
に

新
市

に
引

き
継

ぐ
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
計

画
（斐

伊
川

水
道

含
む

） 

調
整

の
方

針
 

上
水

道
計

画
に

つ
い

て
は

、
原

則
と

し
て

上
水

道
と

簡
易

水
道

と
の

統
合

は
行

わ
な

い
よ

う
調

整
す

る
。

合
併

に
伴

う
法

人
格

変
更

等
に

係
る

事
業

認
可

取
得

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
、

2
市

1
町

で
実

施
又

は
計

画
し

て
い

る
上

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。

 

斐
伊

川
水

道
建

設
事

業
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
ま

た
、

建
設

等
の

負
担

金
に

つ
い

て
も

同
様

に
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

（
平

成
1

4
年

４
月

１
日

現
在

の
業

務
概

要
） 

斐
川

町
宍

道
町

水
道

企
業

団
 

佐
田

町
 

 
出

雲
市

 
平

田
市

 

 
斐

川
町

 
宍

道
町

 
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

行
政

区
域

内
人

口
 

87
,6

16
人

 
29

,5
52

人
 

37
,5

21
人

 
27

,9
07

人
 

9,
61

4
人

 
16

,4
68

人
 

給
水

区
域

内
人

口
 

86
,6

97
人

 
23

,5
46

人
 

35
,1

03
人

 
27

,1
14

人
 

 
7,

98
9

人
 

15
,1

17
人

 

給
水

人
口

 
86

,0
02

人
 

23
,2

35
人

 
34

,9
15

人
 

26
,9

30
人

 
 

7,
98

5
人

 
11

,8
88

人
 

給
水

戸
数

 
28

,4
63

戸
 

6,
34

7
戸

 
9,

65
7

戸
 

 
7,

36
3

戸
 

 
2,

29
6

戸
 

3,
53

6
戸

 

行
政

区
域

内
普

及
率

 
98

.2
％

 
78

.6
％

 
93

.1
％

 
72

.1
9

％
 

給
水

区
域

内
普

及
率

 
99

.2
％

 
98

.7
％

 
99

.5
％

 
78

.6
4

％
 

年
間

総
配

水
量

 
12

,9
98

,0
00

m
3

 
2,

84
9,

27
4m

3
 

 
95

7,
04

5
ｍ

3 

１
日

平
均

配
水

量
 

35
,6

12
m

3
 

7,
80

6
m

3 
 

 
2,

62
2

ｍ
3 

１
日

最
大

配
水

量
 

43
,0

75
m

3
 

9,
80

7m
3

 
 

3,
04

5
ｍ

3 

年
間

総
有

収
水

量
 

12
,2

25
,0

00
m

3
 

2,
49

7,
00

1m
3

 
 

88
6,

89
3

ｍ
3 

有
収

率
 

94
.1

％
 

87
.6

％
 

 
92

.6
7

％
 

配
水

能
力

 
51

,6
00

m
3/

日
 

10
,0

00
m

3/
日

 
22

,0
00

m
3/

日
 

7,
42

5
ｍ

3
/日

 

導
送

配
水

管
延

長
 

71
5,

21
6

ｍ
 

19
1,

39
2

ｍ
 

 
10

0,
97

6
ｍ

 

公
営

企
業

法
適

用
の

有
無

及
び

範
囲

 

有
（

全
部

適
用

） 
有

（全
部

適
用

）
 

有
（全

部
適

用
）

 

 

上
水

道
事

業
 

な
し

 

上
水

道
事

業
 

な
し

 

上
水

道
事

業
 

な
し

 

有
（全

部
適

用
）
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
斐

川
町

・宍
道

町
水

道
企

業
団

（出
資

金
含

む
） 

調
整

の
方

針
 

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

現
行

の
と

お
り

、
企

業
団

に
お

け
る

斐
川

町
の

地
位

を
新

市
が

引
き

継
ぐ

と
と

も
に

、
企

業
団

の
経

営
・

組
織

体
制

に
つ

い
て

、
新

市
の

水
道

局
と

密
接

な
連

携
が

図
れ

る
よ

う
調

整
し

、
新

市
の

水
道

事
業

と
水

道
企

業
団

と
の

間
で

、
水

道
料

金
を

は
じ

め
各

種
制

度
に

つ
い

て
差

異
が

生
じ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 

◎
斐

川
町

・宍
道

町
水

道
企

業
団

 

・
斐

川
町

と
出

雲
地

区
合

併
協

議
会

に
属

さ
な

い
宍

道
町

で
構

成
さ

れ
て

い
る

。
 

【
事

務
所

の
位

置
】

 

・
斐

川
町

大
字

上
庄

原
17

49
-

1 
 

 

・
宍

道
支

所
 

（
宍

道
町

役
場

内
）

 

【
組

織
】

 

・
管

理
者

設
置

の
有

無
 

無
 

・
企

業
長

（
斐

川
町

長
）

、
副

企
業

長
(宍

道
町

長
) 

・
職

員
定

数
 

１
４

名
 

 （
局

長
）

 
 

１
名

 
、

（
次

長
）

 
 

１
名

 
、

（
補

佐
）

 
 

１
名

 
 

（
係

長
）

 
 

２
名

 
庶

務
係

長
、

工
務

係
長

 

（
係

員
）

 
 

８
名

 
庶

務
係

２
名

、
工

務
係

６
名

 
 

 
 

計
１

３
名

 

【
議

会
】

 

・
水

道
議

会
議

員
 

１
２

名
（

斐
川

町
８

名
、

宍
道

町
４

名
）

 

（
斐

川
町

の
１

名
は

助
役

、
他

の
１

１
名

は
各

町
か

ら
の

議
会

議
員

）
 

・
監

査
委

員
 

 
 

 
２

名
 

【
発

足
】

 

昭
和

３
４

年
 

斐
川

村
宍

道
町

水
道

組
合

発
足

(計
画

給
水

人
口

2
8

，
00

0
人

１
日

最
大

給
水

量
4

，
62

0
ｍ

3
）

 

昭
和

３
7

年
 

供
用

開
始

 

 

【
事

業
の

経
過

】
 

新
た

に
宍

道
町

小
松

、
浜

の
２

地
区

を
給

水
区

域
に

編
入

。
 

昭
和

４
１

年
 

玉
湯

町
（

月
6,

00
0

ｍ
3

）
、

昭
和

４
２

年
 

平
田

市
（1

日
最

大
給

水
量

７
５

ｍ
3）

へ
分

水
開

始
。

 

昭
和

４
５

年
 

第
２

期
拡

張
（1

日
最

大
給

水
量

1
1

，
30

0
ｍ

3
） 

昭
和

５
２

年
 

第
３

期
拡

張
（計

画
給

水
人

口
3

6，
00

0
人

 
1

日
最

大
給

水
量

2
2，

00
0

ｍ
3）

。
新

た
に

宍
道

町
佐

々
布

・

白
石

・来
待

で
9

地
区

を
給

水
区

域
に

編
入

。
 

昭
和

５
５

年
 

玉
湯

町
へ

の
分

水
量

は
1

日
2,

00
0

ｍ
3

、
平

田
市

へ
の

分
水

は
20

0
ｍ

3
と

な
る

。
水

道
局

庁
舎

新
築

（
敷

地
79

5
㎡

、
3

階
建

て
41

6.
13

㎡
（延

べ
86

6.
44

㎡
）

） 

平
成

２
年

～
平

成
１

１
年

度
第

１
期

施
設

増
補

改
良

（
石

綿
管

布
設

替
・

取
水

井
更

新
・

第
７

配
水

池
築

造
･緊

急
遮

断
弁

設
置

等
）

 

平
成

１
２

年
～

第
2

期
施

設
増

補
改

良
 

平
成

１
５

年
度

～
第

８
配

水
池

築
造

工
事

 

【
出

資
金

】
 

出
雲

信
用

組
合

 
11

0,
00

0
円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
斐

川
町

・宍
道

町
水

道
企

業
団

（出
資

金
含

む
） 

調
整

の
方

針
 

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

現
行

の
と

お
り

、
企

業
団

に
お

け
る

斐
川

町
の

地
位

を
新

市
が

引
き

継
ぐ

と
と

も
に

、
企

業
団

の
経

営
・

組
織

体
制

に
つ

い
て

、
新

市
の

水
道

局
と

密
接

な
連

携
が

図
れ

る
よ

う
調

整
し

、
新

市
の

水
道

事
業

と
水

道
企

業
団

と
の

間
で

、
水

道
料

金
を

は
じ

め
各

種
制

度
に

つ
い

て
差

異
が

生
じ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 

◎
斐

川
町

工
業

用
水

道
事

業
 

【
発

足
】

 

 
 

 
斐

川
町

の
誘

致
企

業
等

に
工

業
用

水
の

供
給

を
行

う
こ

と
を

目
的

に
昭

和
5

9
年

1
2

月
2

4
日

、
斐

川
町

宍
道

町

水
道

企
業

団
工

業
用

水
道

事
業

を
創

設
。

昭
和

6
3

年
9

月
3

0
日

付
け

で
通

商
産

業
大

臣
に

工
業

用
水

道
の

届
出

を
し

た
。

 

【
事

業
の

経
過

】 

 
・

給
水

区
域

･･
･斐

川
町

大
字

出
西

、
求

院
、

神
永

、
上

直
江

、
直

江
町

、
上

庄
原

、
三

絡
 

 
・

全
体

計
画

･･
･3

期
に

分
け

て
実

施
の

予
定

。
 

 
 

 
1

日
最

大
取

水
量

20
,0

00
ｍ

3
、

1
日

最
大

給
水

量
18

,6
00

ｍ
3、

取
水

施
設

6
井

・
導

水
管

57
8

ｍ
、

 

配
水

施
設

１
池

（
10

00
ｍ

3
）、

配
水

管
89

90
ｍ

、
水

源
地

管
理

室
～

鉄
骨

平
屋

建
て

42
5

㎡
 

 

 
 

 
事

業
費

～
1,

14
4,

34
8

千
円

 
 

 

・
第

1
期

事
業

･･
･平

成
元

年
2

月
4

日
～

2
年

5
月

3
1

日
 

 
 

 
1

日
最

大
取

水
量

6,
50

0
ｍ

3
、

1
日

最
大

給
水

量
6,

04
5

ｍ
3、

取
水

施
設

2
井

・
導

水
管

13
5

ｍ
、

 

配
水

施
設

１
池

（
10

00
ｍ

3
）、

配
水

管
42

40
ｍ

、
水

源
地

管
理

室
～

鉄
骨

平
屋

建
て

42
5

㎡
 

 
 

 
 

 
事

業
費

～
80

1,
50

2
千

円
 

 
 

※
平

成
2

年
6

月
1

日
か

ら
㈱

出
雲

村
田

製
作

所
に

供
給

を
開

始
。

そ
の

後
、

㈱
出

雲
村

田
製

作
所

の
使

用
量

増

大
と

㈱
島

根
富

士
通

に
も

供
給

す
る

必
要

が
生

じ
た

た
め

、
1

3
年

度
か

ら
第

2
期

事
業

に
着

手
。

 

・
第

2
期

事
業

･･
･平

成
1

3
年

5
月

9
日

～
平

成
1

6
年

度
（4

ヵ
年

計
画

） 

 
 

 
1

日
最

大
取

水
量

14
,0

00
ｍ

3
、

1
日

最
大

給
水

量
13

,0
20

ｍ
3、

取
水

施
設

1
井

・
導

水
管

44
3

ｍ
、

 

配
水

施
設

～
配

水
管

20
50

ｍ
 

 

 
 

 
事

業
費

～
19

9,
00

0
千

円
 

◎
上

水
道

事
業

会
計

（
法

適
用

）
 

【
総

配
水

量
】

4,
99

0,
00

0
ｍ

3
 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
13

,6
71

ｍ
3 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
 

【
給

水
戸

数
】

11
,5

00
件

 

【
給

水
人

口
】

人
 

【
受

託
工

事
件

数
】

2
2

件
 

【
収

益
的

収
入

】
92

2,
14

9
千

円
 

【
収

益
的

支
出

】
87

1,
01

6
千

円
 

【
資

本
的

収
入

】
17

7,
82

5
千

円
 

【
資

本
的

支
出

】
49

1,
20

3
千

円
 

【
継

続
費

】0
千

円
 

【
企

業
債

】起
債

限
度

額
 

10
0,

00
0

千
円

 

【
一

時
借

入
金

】
限

度
額

 
15

0,
00

0
千

円
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
経

費
】

 

 
(１

)職
員

給
与

費
 

 1
37

,9
67

千
円

 
 

(２
)交

際
費

 
 

 
 

 
10

0
千

円
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

13
7.

68
円

 

【
給

水
原

価
】

14
2.

7
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

68
,0

79
千

円
 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】▲
23

4,
16

7
千

円
 

【
補

て
ん

財
源

の
充

当
後

の
残

高
】

1,
18

4,
87

7
千

円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
斐

川
町

・宍
道

町
水

道
企

業
団

（出
資

金
含

む
） 

調
整

の
方

針
 

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

現
行

の
と

お
り

、
企

業
団

に
お

け
る

斐
川

町
の

地
位

を
新

市
が

引
き

継
ぐ

と
と

も
に

、
企

業
団

の
経

営
・

組
織

体
制

に
つ

い
て

、
新

市
の

水
道

局
と

密
接

な
連

携
が

図
れ

る
よ

う
調

整
し

、
新

市
の

水
道

事
業

と
水

道
企

業
団

と
の

間
で

、
水

道
料

金
を

は
じ

め
各

種
制

度
に

つ
い

て
差

異
が

生
じ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 
調

整
の

具
体

的
内

容
 

◎
工

業
用

水
道

事
業

会
計

（
法

適
用

）
 

【
総

配
水

量
】1

,2
20

,0
00

ｍ
3

 

【
１

日
平

均
配

水
量

】3
,3

42
ｍ

3 

【
１

日
最

大
配

水
量

】 

【
給

水
戸

数
】1

件
 

【
給

水
人

口
】人

 

【
受

託
工

事
件

数
】

0
件

 

【
収

益
的

収
入

】
76

,2
81

千
円

 

【
収

益
的

支
出

】
87

,0
75

千
円

 

【
資

本
的

収
入

】
72

,5
62

千
円

 

【
資

本
的

支
出

】
10

1,
0

6
8

千
円

 

【
継

続
費

】
0

千
円

 

【
企

業
債

】
起

債
限

度
額

 
30

0,
00

0
千

円
 

【
一

時
借

入
金

】
限

度
額

 
0

千
円

 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
経

費
】

 

 
(１

)職
員

給
与

費
 

 
千

円
 

 
(２

)交
際

費
 

 
 

千
円

 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】4

5.
0

円
 

【
給

水
原

価
】7

0.
9

円
 

 

【収
益

的
収

支
の

純
利

益
又

は
純

損
失

】
▲

11
,1

30
千

円
 

【資
本

的
収

支
の

差
額

又
は

不
足

額
】

▲
23

,0
26

千
円

 

【補
て

ん
財

源
の

充
当

後
の

残
高

】
▲

98
,2

35
千

円
 

◎
資

産
 

上
水

道
事

業
 

 
 

 
 

 
 

 

【固
定

資
産

】
 

7,
29

2,
91

7
千

円
 

【流
動

資
産

】
 

1,
28

7,
08

2
千

円
 

工
業

用
水

道
事

業
 

 
 

 
 

 

【固
定

資
産

】
 

58
2,

47
4

千
円

 

【流
動

資
産

】
 

10
9,

93
2

千
円

 

◎
そ

の
他

 

【名
称

】
水

源
地

祭
委

託
料

 

【目
的

】
水

源
地

の
水

守
護

神
の

祭
礼

 

【補
助

対
象

者
】

水
源

地
祭

実
行

委
員

会
 

【補
助

率
】 

【補
助

金
額

】
1,

00
0

千
円

 

【そ
の

他
】

 

Ｈ
1

3
年

度
ま

で
直

営
 

Ｈ
1

4
年

度
か

ら
実

行
委

員
会

へ
委

託
 

 
 

祭
礼

の
後

実
行

委
員

会
に

よ
る

イ
ベ

ン
ト

有
 

【
関

係
条

例
】 

水
道

企
業

団
設

置
条

例
第

３
条

、
水

道
企

業
団

規
約

第
４

条
・第

５
条

･
第

６
条

・第
９

条
・

第
１

１
条

 

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

に
つ

い
て

は
、

合
併

時

に
現

行
の

と
お

り
、

企
業

団
に

お
け

る
斐

川
町

の
地

位
を

新
市

が
引

き
継

ぐ
と

と
も

に
、

企
業

団
の

経
営

・
組

織
体

制

に
つ

い
て

、
新

市
の

水
道

局
と

密
接

な
連

携
が

図
れ

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

企
業

団
が

継
続

し
、

新
市

の
水

道
事

業
と

水
道

企
業

団
と

の
間

で
、

水
道

料
金

を
は

じ
め

各
種

制
度

に
つ

い
て

差
異

が
生

じ
な

い
よ

う
調

整
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
、

資
産

 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
 

上
水

道
会

計
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
新

市
事

業
計

画
に

基
づ

き
統

合
す

る
。

ま
た

、
平

田
市

の
簡

易
水

道
会

計
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
企

業
会

計
か

ら
切

り
離

す
よ

う
調

整
す

る
。

 

資
産

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

２
市

１
町

の
上

水
道

事
業

資
産

（
固

定
・

流
動

）は
、

全
て

新
市

に
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

斐
川

町
・宍

道
町

水
道

企
業

団
に

よ
る

 

佐
田

町
 

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】1

3,
22

1,
42

4m
3

 

【
１

日
平

均
配

水
量

】3
6,

22
3m

3
 

【
１

日
最

大
配

水
量

】4
3,

92
8m

3
 

【
給

水
戸

数
】2

9,
70

0
戸

 

【
給

水
人

口
】8

7,
90

0
人

 

【
受

託
工

事
件

数
】

1,
81

7
件

 

【
収

益
的

収
入

】
2,

03
7,

96
2

千
円

 

【
収

益
的

支
出

】
1,

73
7,

74
6

千
円

 

【
資

本
的

収
入

】
1,

31
3,

09
6

千
円

 

【
資

本
的

支
出

】
2,

41
1,

26
8

千
円

 

【
継

続
費

】
8,

95
0,

00
0

千
円

 

【
企

業
債

】
53

9,
40

0
千

円
 

【
一

時
借

入
金

】
限

度
額

 
10

0,
00

0
千

円
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い
経

費
】

 

 
(１

)職
員

給
与

費
 

30
5,

35
7

千
円

 

 
(２

)交
際

費
 

 
 

 
 

21
0

千
円

 

 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】1

33
.9

3
円

 

【
給

水
原

価
】1

11
.4

1
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】 

38
9,

19
7

千
円

 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】
 

▲
63

4,
02

1
千

円
 

【
補

て
ん

財
源

の
充

当
後

の
残

高
】

 

1,
56

7,
46

5
千

円
 

 ◎
資

産
 

【
固

定
資

産
】1

4,
83

8,
09

0
千

円
 

【
流

動
資

産
】 

2,
61

1
,3

50
千

円
 

 

◎
会

計
 

【総
配

水
量

】
2,

51
5,

00
0m

3
 

【１
日

平
均

配
水

量
】

6,
89

0m
3

 

【１
日

最
大

配
水

量
】

10
,0

00
m

3
 

【給
水

戸
数

】
7,

50
0

戸
 

【給
水

人
口

】
23

,3
00

人
 

【受
託

工
事

件
数

】3
17

件
 

【収
益

的
収

入
】

49
1,

05
2

千
円

 

【収
益

的
支

出
】

41
3,

85
8

千
円

 

【資
本

的
収

入
】

33
6,

43
6

千
円

 

【資
本

的
支

出
】

43
8,

30
0

千
円

 

【継
続

費
】1

,3
54

,0
00

千
円

 

【企
業

債
】

起
債

限
度

額
 

24
7,

50
0

千
円

 

【一
時

借
入

金
】

限
度

額
 

50
,0

00
千

円
（

簡
水

分

含
む

）
 

【議
会

の
議

決
を

経
な

け
れ

ば
流

用
す

る
こ

と
の

で

き
な

い
経

費
】

 

 
(１

)職
員

給
与

費
 

 6
9,

12
9

千
円

（簡
水

分
含

む
）

 

 
(２

)交
際

費
 

 
 

 
 

12
6

千
円

（
簡

水
分

含
む

）
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
） 

【
供

給
単

価
】

13
9.

85
円

/
m

3
 

【
給

水
原

価
】

11
1.

47
円

/
m

3
 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】 

44
,1

13
千

円
（簡

水
分

含
む

）
 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】
 

▲
98

,3
45

千
円

（簡
水

分
含

む
）

 

【
補

て
ん

財
源

の
充

当
後

の
残

高
】 

69
9,

87
4

千
円

（
簡

水
分

含
む

） 

・
上

水
道

事
業

・簡
易

水
道

事
業

を
一

つ
の

会
計

で
経

理
 

 ◎
資

産
 

【
固

定
資

産
】

 
2,

88
1,

44
3

千
円

（
簡

水
分

含
む

） 

【
流

動
資

産
】

 
 

90
8,

65
8

千
円

（
簡

水
分

含
む

）
 

 

上
水

道
事

業
な

し
 

 

【
関

係
条

例
】出

雲
市

水
道

事
業

財
務

規
程
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
、

資
産

 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
 

上
水

道
会

計
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
新

市
事

業
計

画
に

基
づ

き
統

合
す

る
。

ま
た

、
平

田
市

の
簡

易
水

道
会

計
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
企

業
会

計
か

ら
切

り
離

す
よ

う
調

整
す

る
。

 

資
産

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

２
市

１
町

の
上

水
道

事
業

資
産

（
固

定
・

流
動

）は
、

全
て

新
市

に
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

上
水

道
事

業
な

し
 

湖
陵

町
 

上
水

道
事

業
な

し
 

◎
会

計
 

【
総

 
配

 
水

 
量

】
96

2,
00

0
ｍ

3
 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
 

2,
63

6
ｍ

3
 

【
１

日
最

大
配

水
量

  
  

3,
28

5
ｍ

3（
Ｈ

14
.7

.3
1

） 

【
給

 
水

 
戸

 
数

】
  

3,
65

0
戸

 

【
給

 
水

 
人

 
口

】
 

【
受

託
工

事
件

数
】

 
 

【
収

益
的

収
入

】
28

3,
36

2
千

円
 

【
収

益
的

支
出

】
28

1,
34

2
千

円
 

【
資

本
的

収
入

】
 4

8,
29

3
千

円
 

【
資

本
的

支
出

】
10

2,
53

9
千

円
 

【
継

続
費

】 

【
企

業
債

】2
3,

80
0

千
円

 

【
一

時
借

入
金

】
な

し
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い

経
費

】 

(１
)職

員
給

与
費

 
23

,8
18

千
円

 

(２
)交

際
費

 
 

 
 

 
3

7
千

円
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

23
2.

62
円

 

【
給

水
原

価
】

29
4.

79
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

12
,6

64
千

円
 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】▲
51

,6
6

7
千

円
 

【
補

て
ん

財
源

の
充

当
後

の
残

高
】

22
,6

02
千

円
 

 ◎
資

産
 

【
固

定
資

産
】

1,
16

6,
63

6
千

円
 

【
流

動
資

産
】

 
30

7,
83

7
千

円
 

 

【
関

係
条

例
】 

大
社

町
上

水
道

事
業

会
計

規
則

 

１
．

会
計

 

平
田

市
は

、
上

水
道

及
び

簡
易

水
道

を
企

業
会

計
で

行
っ

て
い

る
。

他
は

、
上

水
道

は
公

営
企

業
会

計
、

簡
易

水
道

は
普

通
会

計
（

特
別

会
計

）
で

行
っ

て
い

る
。

 

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な

い
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

時
に

、
新

市
事

業
計

画
に

基
づ

き
上

水
道

会
計

を
統

合
す

る
。

 

平
田

市
の

簡
易

水
道

会
計

は
、

企
業

会
計

か
ら

切
り

離
す

よ
う

調
整

す
る

。
 

 ２
．

資
産

 

合
併

時
に

、
２

市
１

町
の

上
水

道
事

業
資

産
（

固
定

・
流

動
）は

全
て

新
市

に
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

４
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

上
下

水
道

関
係

）の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

水
道

料
金

、
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

料
金

体
系

（口
径

別
に

よ
る

料
金

体
系

を
含

む
。

）
を

検
討

し
、

新
統

一
料

金
を

設
定

す
る

。
 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
新

し
い

水
道

料
金

に
含

め
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

水
道

料
金

と
同

様
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審
議

会
に

諮
り

、
決

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

） 基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
水

量
 

料
金

（
円

）
 

使
用

水
量

 
料

金
（1

ｍ
3

に

つ
き

（円
）
） 

～
1
6ｍ

3
 

１
０

６
 

～
2
5ｍ

3
 

１
１

６
 

家
事

用
 

8
ｍ

3
ま

で
 

８
０

５
 

2
6ｍ

3
～

 
１

２
８

 

～
2
0ｍ

3
 

１
３

７
 

～
5
0ｍ

3
 

１
４

８
 

～
10

0
ｍ

3 
１

６
１

 

事
業

用
 

1
0ｍ

3
ま

で
 

１
，

３
２

０
 

10
1
ｍ

3
～

 
１

７
４

 

湯
屋

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
５

８
 

分
水

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
13

4.
55

 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

  
 
平

成
1
2

年
6

月
検

針
分

か
ら

改
定

（
平

成
4

年
6

月
改

定
以

来
8

年
ぶ

り
 

 
の

改
定

）
 

 
改

定
の

主
な

理
由

 

 
・
将

来
的

に
給

水
原

価
が

供
給

単
価

を
上

回
る

見
込

み
 

 
・
建

設
改

良
と

資
金

管
理

に
お

い
て

、
平

成
1
4

年
度

か
ら

資
金

不
足

が
 

 
 

予
測

さ
れ

る
 

【
審

議
会

の
意

見
】 

 
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

用
途

区
分

、
水

量
区

分
は

そ
の

ま
ま

と
し

、
現

行

料
金

を
平

均
1
5％

引
き

上
げ

る
。

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し

 

◎
水

道
料

金
（
税

抜
き

）
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

）
 

使
用

水
量

 
料

金
（1

ｍ
3

に

つ
き

（
円

）
） 

～
3
0ｍ

3 
１

３
５

 

～
10

0
ｍ

3
 

 
 

１
４

０
 

一
般

用
 

7
ｍ

3
ま

で
 

８
０

０
 

10
1
ｍ

3
～

 
１

４
５

 

特
殊

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
２

０
５

 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
昭

和
5
9

年
度

（
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
る

改
定

分

を
除

く
）
 

【
審

議
会

の
意

見
】
な

し
 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
(税

抜
き

) 

口
径

等
 

使
用

料
（
円

）
 

１
３

m
m

 
６

０
 

２
０

m
m

 
１

１
０

 

２
５

m
m

 
１

４
０

 

３
０

m
m

 
１

７
０

 

４
０

m
m

 
２

２
０

 

５
０

m
m

 
１

，
１

０
０

 

７
５

m
m

 
１

，
４

５
０

 

１
０

０
m

m
 

１
，

８
０

０
 

 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

）
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
水

量
 

料
金

（
円

）
 

使
用

水
量

 
料

金
（
1
ｍ

3
に

 

つ
き

（円
）
） 

～
3
0ｍ

3
 

１
２

６
 

家
事

用
 

8
ｍ

3
ま

で
 

９
４

０
 

3
1ｍ

3
～

 
 

 
１

５
７

 

事
業

用
 

1
0ｍ

3
ま

で
 

１
，

２
１

０
 

1ｍ
3

に
つ

き
 

１
８

１
 

官
公

署
用

 
1
0ｍ

3
ま

で
 

１
，

２
１

０
 

1ｍ
3

に
つ

き
 

１
５

７
 

学
校

用
 

5
０

ｍ
3

ま

で
 

６
，

０
４

０
 

1ｍ
3

に
つ

き
 

１
５

７
 

工
場

用
 

5
0０

ｍ
3

ま

で
 

６
０

，
４

０
０

 
1ｍ

3
に

つ
き

 
１

８
１

 

集
会

所
等

 
4
ｍ

3
ま

で
 

４
８

０
 

1ｍ
3

に
つ

き
 

１
５

７
 

プ
ー

ル
用

 
1
ｍ

3
ま

で
 

１
０

２
 

臨
時

用
 

1
ｍ

3
ま

で
 

４
８

３
 

玉
湯

町
 

９
７

 

宍
道

町
 

１
１

７
 

分
水

用
 

平
田

市
 

１
２

６
 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

【
審

議
会

の
意

見
】 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し

 

上
水

道
事

業
な

し
 

【
関

係
条

例
】

出
雲

市
水

道
条

例
 

出
雲

市
水

道
条

例
施

行
規

程
 

平
田

市
水

道
事

業
給

水
条

例
第

２
４

条
 

 
水

道
企

業
団

給
水

条
例

第
２

２
条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

４
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（

上
下

水
道

関
係

）の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

水
道

料
金

、
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

料
金

体
系

（口
径

別
に

よ
る

料
金

体
系

を
含

む
。

）
を

検
討

し
、

新
統

一
料

金
を

設
定

す
る

。
 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
新

し
い

水
道

料
金

に
含

め
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

水
道

料
金

と
同

様
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審
議

会
に

諮
り

、
決

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

上
水

道
事

業
な

し
 

上
水

道
事

業
な

し
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

） 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（円
） 

使
用

 

水
量

 

料
金

（
1ｍ

3

に
つ

き
（
円

）
） 

～
1
6ｍ

3 
１

９
０

 
家

事
用

 
8
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

６
１

０
 

1
6ｍ

3
～

 
２

０
０

 

～
3
0ｍ

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
２

０
 

3
0ｍ

3
～

 
２

３
０

 

事
業

用
 

官
公

署
 

学
校

用
 

1
0ｍ

3 

ま
で

 

２
，

２
５

０
 

3
0ｍ

3
～

 
２

３
０

 

～
5
0ｍ

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
２

０
 

2
０

ｍ
3 

ま
で

 

４
，

５
０

０
 

5
0ｍ

3
～

 
２

３
０

 

～
20

0
ｍ

3
 

２
２

０
 

工
場

用
 

10
0
ｍ

3
 

ま
で

 

２
１

，
６

０
０

 

20
0ｍ

3
～

 
２

３
０

 

特
殊

用
 

船
舶

用
 

工
事

そ
の

他

臨
時

用
特

に

認
め

た
も

の
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
２

９
０

 

～
1
6
ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
９

０
 

供
用

栓
 

８
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

６
１

０
 

1
6ｍ

3
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
０

０
 

 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

新
料

金
適

用
：平

成
１

２
年

１
２

月
使

用
分

か
ら

 

旧
料

金
適

用
：昭

和
５

６
年

４
月

（
事

業
開

始
の

当
初

）
 

変
更

理
由

：財
政

健
全

化
の

た
め

 

改
定

率
：
1
8
.4

1％
 

【
審

議
会

の
意

見
】 

メ
ー

タ
ー

使
用

料
：
据

え
置

き
 

加
入

金
：
据

え
置

き
 

改
定

後
の

料
金

は
平

成
１

４
年

度
ま

で
適

用
し

、
平

成
１

５
年

度
で

見

直
し

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
(税

抜
き

) 

口
径

等
 

使
用

料
（円

） 

１
３

m
m

 
９

０
 

２
０

m
m

 
１

５
０

 

２
５

m
m

 
１

７
０

 

３
０

m
m

 
２

５
０

 

４
０

m
m

 
５

０
０

 

５
０

m
m

 
１

，
２

０
０

 
 

【
関

係
条

例
】

 
 

大
社

町
上

水
道

給
水

条
例

 

 

１
．

水
道

料
金

 

用
途

区
分

、
水

量
区

分
、

料
金

単
価

等
も

そ
れ

ぞ
れ

異
な

っ
て

い
る

が
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
料

金
体

系
（

口
径

別
に

よ
る

料
金

体
系

を
含

む
。

）を
検

討
し

、
新

統
一

料
金

を
設

定
す

る
。

そ
し

て
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審
議

会
に

諮
り

、
決

定
す

る
。

 

 

※
な

お
、

一
部

分
科

会
員

か
ら

、
料

金
設

定
の

基
本

的
な

考

え
方

を
示

す
べ

き
で

は
な

い
か

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
 

 ２
．

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

平
田

市
と

大
社

町
に

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

が
あ

る
が

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
、

新
し

い
水

道
料

金
に

含
め

る
よ

う
調

整
す

る
。
 

水
道

料
金

と
同

様
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審

議
会

に
諮

り
、

決
定

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

５
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
加

入
金

・分
担

金
 

調
整

の
方

針
 

加
入

金
・

分
担

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
見

直
し

、
新

加
入

金
・

分
担

金
を

設
定

す
る

。
 

水
道

料
金

と
同

様
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審
議

会
に

諮
り

決
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
加

入
金

（税
抜

き
）

 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
４

７
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
９

９
，

０
０

０
円

 

２
５

m
m

 
２

１
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
６

５
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
１

２
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
３

，
３

０
０

，
０

０
０

円
 

１
０

０
m

m
 

６
，

５
０

０
，

０
０

０
円

 

１
５

０
m

m
以

上
 

管
理

者
が

別
に

定
め

る
 

  【
改

定
の

経
緯

】昭
和

5
9

年
6

月
か

ら
 

 【
審

議
会

の
意

見
】

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

０
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

３
０

，
０

０
０

円
 

２
５

m
m

 
２

３
０

，
０

０
０

円
 

３
０

m
m

 
３

３
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
７

１
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
２

３
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
３

，
３

４
０

，
０

０
０

円
 

１
０

０
m

m
 

６
，

８
２

０
，

０
０

０
円

 

１
０

１
m

m
以

上
 

市
長

が
別

に
定

め
る

 

 【
改

定
の

経
緯

】
昭

和
5

2
年

度
（

消
費

税
及

び
地

方
消

費

税
に

係
わ

る
も

の
を

除
く

） 

【
審

議
会

の
意

見
】

な
し

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

８
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

１
９

，
０

０
０

円
 

２
５

m
m

 
２

０
８

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
６

７
４

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
１

７
７

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
３

，
０

１
３

，
０

０
０

円
 

１
０

０
m

m
 

５
，

７
１

１
，

０
０

０
円

 

１
５

０
m

m
 

１
４

，
４

２
６

，
０

０
０

円
 

  【
改

定
の

経
緯

】 

 【
審

議
会

の
意

見
】

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

上
水

道
事

業
な

し
 

【
関

係
条

例
】出

雲
市

水
道

条
例

 
平

田
市

給
水

条
例

第
3

1
条

 
水

道
企

業
団

負
担

金
等

徴
収

規
程

第
１

条
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

５
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
加

入
金

・分
担

金
 

調
整

の
方

針
 

加
入

金
・

分
担

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
見

直
し

、
新

加
入

金
・

分
担

金
を

設
定

す
る

。
 

水
道

料
金

と
同

様
、

合
併

後
の

新
し

い
水

道
料

金
等

審
議

会
に

諮
り

決
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

上
水

道
事

業
な

し
 

上
水

道
事

業
な

し
 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

０
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
９

０
，

０
０

０
円

 

２
５

m
m

 
１

６
０

，
０

０
０

円
 

３
０

m
m

 
２

７
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
４

６
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
８

０
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
１

，
５

０
０

，
０

０
０

円
 

 【
改

定
の

経
緯

】
な

し
 

【
審

議
会

の
意

見
】

水
道

使
用

料
改

定
の

際
の

意
見

と
同

様
 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

【
1

4
年

度
最

終
予

算
】

 
5,

33
4

千
円

 

 

【
関

係
条

例
】 

 
大

社
町

上
水

道
給

水
条

例
 

い
ず

れ
も

口
径

別
に

金
額

を
設

定
し

て
い

る
が

、
口

径

区
分

の
設

定
、

同
口

径
で

あ
っ

て
も

金
額

が
違

う
な

ど
の

相
違

が
あ

る
。

ま
た

、
納

付
の

対
象

が
、

給
水

装
置

の
場

所
か

個
人

か
の

相
違

が
あ

る
。
 

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

見
直

し
、

新
加

入
金

・分
担

金
を

設
定

す
る

。
そ

し
て

、
水

道
料

金
と

同
様

、
合

併
後

の
新

し
い

水
道

料
金

等
審

議

会
に

諮
り

決
定

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

 
建

設
･上

下
水

道
専

門
部

会
 

上
下

水
道

分
科

会
 

№
６

－
１

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
他

会
計

繰
入

金
等

 

調
整

の
方

針
 

他
会

計
繰

入
金

等
に

つ
い

て
は

、
繰

出
基

準
に

よ
る

繰
入

金
並

び
に

繰
出

基
準

以
外

の
繰

入
金

等
も

含
め

、
合

併
時

に
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【
収

益
的

収
支

】
54

,7
48

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

【
資

本
的

収
支

】
1,

99
9

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

入
金

】
（収

）2
,4

38
千

円
（

資
）1

,9
99

千
円

 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】

（収
）

52
,3

10
千

円
 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
事

由
に

係
る

上
乗

せ
繰

入
金

】
な

し
 

【
繰

出
基

準
の

事
由

以
外

の
繰

入
金

】
（収

）
52

,3
10

千
円

 

（
説

明
）

 

 
・

収
益

的
収

支
・

繰
出

基
準

に
基

づ
く

繰
入

金
は

、
消

火
栓

設
置

替

負
担

金
 

 
・

収
益

的
収

支
・

繰
出

基
準

の
事

由
以

外
の

繰
入

金
は

、
簡

易
水

道
分

 

 
・

人
件

費
・

下
水

道
等

使
用

料
徴

収
業

務
負

担
金

 

 
・

資
本

的
収

支
・

繰
出

基
準

に
基

づ
く

繰
入

金
は

、
消

火
栓

設
置

負

担
金

 

 
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【収
益

的
収

支
】

1,
53

0
千

円
（

Ｈ
1

3
年

度
）

 

【資
本

的
収

支
】

 
 

0
千

円
（

Ｈ
1

3
年

度
）

 

【繰
出

基
準

に
基

づ
く

繰
入

金
】 

消
火

栓
及

び
防

火
水

槽
維

持
管

理
費

 

【繰
出

基
準

以
外

の
繰

入
金

】
な

し
（

Ｈ
1

3
年

度
）

 

【繰
出

基
準

に
基

づ
く

事
由

に
係

る
上

乗
せ

繰
入

金
】 

な
し

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【繰
出

基
準

の
事

由
以

外
の

繰
入

金
】

な
し

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

（説
明

）
 

  

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【
収

益
的

収
支

】 
56

,7
28

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

【
資

本
的

収
支

】 
52

,6
66

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

入
金

】2
,7

97
千

円
 

消
火

栓
設

置
費

 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】1

09
,3

9
4

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
事

由
に

係
る

上
乗

せ
繰

入
金

】
な

し
 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】1

09
,3

94
千

円
 

 
昭

和
4

9
年

～
5

1
年

来
待

バ
イ

パ
ス

事
業

（
起

債
額

26
4,

00
0

千
円

）
 

 
昭

和
5

1
年

～
5

2
年

倉
敷

受
水

槽
設

置
事

業
（

起
債

額
17

6,
00

0
千

円
）

 

 
昭

和
5

2
年

～
5

5
年

第
3

期
拡

張
事

業
（

起
債

額
1,

76
0,

00
0

千
円

）
 

の
３

事
業

に
つ

い
て

、
効

果
割

合
に

応
じ

て
３

町
か

ら
起

債
償

還
負

担
金

と

し
て

負
担

頂
く

負
担

金
。

負
担

割
合

は
、

下
記

の
と

お
り

。
 

単
位

（
％

） 

 
来

待
バ

イ
パ

ス
 

倉
敷

受
水

槽
 

３
期

拡
張

 

斐
川

町
 

０
 

０
 

１
９

．
２

７
 

宍
道

町
 

３
８

 
５

７
 

２
５

．
１

４
 

玉
湯

町
 

５
２

 
０

 
８

．
３

８
 

企
業

団
 

１
０

 
４

３
 

４
７

．
２

１
 

 
１

３
年

度
実

績
 

 
斐

川
町

 ・
・

・
 

 
29

,6
16

千
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
宍

道
町

 
・

・
・ 

 
55

,7
06

千
円

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
玉

湯
町

 
・

・
・ 

 2
4,

07
2

千
円

 

上
水

道
事

業
な

し
 

 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

６
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
他

会
計

繰
入

金
等

 

調
整

の
方

針
 

他
会

計
繰

入
金

等
に

つ
い

て
は

、
繰

出
基

準
に

よ
る

繰
入

金
並

び
に

繰
出

基
準

以
外

の
繰

入
金

等
も

含
め

、
合

併
時

に
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

上
水

道
事

業
な

し
 

 

上
水

道
事

業
な

し
 

 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【
収

益
的

収
支

】 

 
 

消
火

栓
維

持
管

理
費

 ：
 3

,5
40

千
円

：
平

成
1

4
年

度
 

 
 

高
料

金
対

策
費

 
 

 
  

:5
1,

71
2

千
円

：
平

成
1

4
年

度
 

【
資

本
的

収
支

】 

 
 

消
火

栓
新

設
負

担
金

 ：
 1

,7
45

千
円

：
平

成
1

4
年

度
 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

入
金

】
 

 
 

消
火

栓
新

設
負

担
金

：3
,5

40
千

円
：

平
成

1
4

年
度

 

 
 

消
火

栓
維

持
管

理
費

：1
,7

45
千

円
：

平
成

1
4

年
度

 

 
 

高
料

金
対

策
費

 
 

  
: 

34
,0

51
千

円
：

平
成

1
4

年
度

 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】

該
当

な
し

 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
事

由
に

係
る

上
乗

せ
繰

入
金

】
 

 
 

高
料

金
対

策
費

：
上

乗
せ

額
：1

7,
66

1
千

円
：

平
成

1
4

年
度

 
 

【
繰

出
基

準
の

事
由

以
外

の
繰

入
金

】
該

当
な

し
 

（
説

明
）

 

 

【関
係

条
例

】 
 

   
 

繰
出

基
準

に
よ

る
繰

入
金

並
び

に
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
等

も
含

め
、

合
併

時
に

新
市

に
引

き
継

ぐ
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
（
簡

水
）水

道
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
道

計
画

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
ま

た
、

大
田

市
へ

の
分

水
は

、
合

併
後

も
継

続
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

時
に

、
２

市
５

町
で

実
施

又
は

計
画

し
て

い
る

簡
易

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

 

【
事

業
期

間
】 

【
主

要
事

業
】 

【
事

業
費

】
 

【
給

水
区

域
】乙

立
町

の
一

部
 

【
計

画
給

水
人

口
】

90
0

人
 

【
計

画
1

日
最

大
給

水
量

】
36

6.
4m

3/
日

 

【
計

画
1

人
1

日
最

大
給

水
量

】4
07

㍑
 

◎
水

道
計

画
 

【名
称

】多
久

谷
畑

飲
料

水
供

給
施

設
 

【事
業

期
間

】
 

平
成

2
3

年
度

（
1

0
年

）
＜

計
画

目
標

年
度

＞
 

【主
要

事
業

】
新

設
 

【事
業

費
】

76
,2

00
千

円
 

【給
水

区
域

】
多

久
谷

町
畑

 

【計
画

給
水

人
口

】2
6

人
 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】6

.5
m

3/
日

 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

25
0

㍑
 

該
当

な
し
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

佐
田

町
過

疎
地

域
自

立
促

進
計

画
 

・
計

画
１

 

【
主

要
事

業
】 

簡
易

水
道

再
編

推
進

事
業

（ク
リ

プ
ト

対
策

施
設

）
 

【
事

業
期

間
】

Ｈ
1

6-
Ｈ

1
8

 
 

【
事

業
費

】
78

6,
00

0
千

円
 

【
簡

易
水

道
名

】
窪

田
簡

易
水

道
 

【
給

水
区

域
】 

窪
田

、
佐

津
目

、
毛

津
簡

易
水

道
給

水
区

域
 

【
計

画
給

水
人

口
】

2,
40

0
人

 

【
1

日
最

大
給

水
量

】9
20

.0
ｍ

3 

 ・
計

画
２

 

【
主

要
事

業
】生

活
基

盤
近

代
化

事
業

（増
補

改
良

）
 

【
事

業
期

間
】

Ｈ
1

9-
Ｈ

2
0

 
 

【
事

業
費

】
50

0,
00

0
千

円
 

【
簡

易
水

道
名

】
須

佐
簡

易
水

道
 

【
主

要
事

業
】ク

リ
プ

ト
対

策
施

設
 

【
給

水
区

域
】

須
佐

簡
易

水
道

給
水

区
域

 

【
計

画
給

水
人

口
】2

,4
20

人
 

【
1

日
最

大
給

水
量

】
1,

08
9.

8
ｍ

3
 

 ・
計

画
３

 

【
主

要
事

業
】

町
単

起
債

事
業

（
老

朽
施

設
改

善
）

 

【
事

業
期

間
】

Ｈ
1

4-
Ｈ

2
0 

 

【
事

業
費

】1
05

,0
00

千
円

 

【
簡

易
水

道
名

】
須

佐
・

窪
田

簡
易

水
道

 

【
主

要
事

業
】

老
朽

管
路

、
ポ

ン
プ

等
更

新
 

【
関

係
条

例
】 

平
田

市
簡

易
水

道
事

業
の

設
置

及
び

管
理

に
関

す
る

条
例

 

 
佐

田
町

簡
易

水
道

給
水

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
（
簡

水
）水

道
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
道

計
画

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
ま

た
、

大
田

市
へ

の
分

水
は

、
合

併
後

も
継

続
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

時
に

、
２

市
５

町
で

実
施

又
は

計
画

し
て

い
る

簡
易

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
水

道
計

画
 

【
名

称
】

多
伎

町
簡

易
水

道
第

４
次

改
良

事
業

計
画

 

【
事

業
期

間
】 

平
成

１
５

年
度

（
１

４
年

度
繰

越
分

含
む

）
 

【
主

要
事

業
】膜

処
理

施
設

建
設

 

【
事

業
費

】
40

8,
60

0
千

円
 

【
給

水
区

域
】 

【
計

画
給

水
人

口
】

 

【
計

画
１

日
最

大
給

水
量

】
 

【
計

画
１

人
１

日
最

大
給

水
量

】
 

 【
名

称
】

多
伎

町
簡

易
水

道
区

域
拡

張
事

業
 

【
事

業
期

間
】平

成
1

5
年

～
平

成
1

6
年

 

【
主

要
事

業
】 

【
事

業
費

】
13

0,
00

0
千

円
 

【
給

水
区

域
】頭

名
・

宇
杉

地
区

 

【
計

画
給

水
人

口
】

5
0

人
 

【
計

画
１

日
最

大
給

水
量

】
 

【
計

画
１

人
１

日
最

大
給

水
量

】
 

 

該
当

な
し

 

 

◎
水

道
計

画
 

【名
 

称
】

鷺
浦

簡
易

水
道

 
送

水
ポ

ン
プ

改
修

 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
6

 

【主
要

事
業

】
送

水
ポ

ン
プ

増
設

 

【事
業

費
】

2,
60

0
千

円
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

鷺
浦

鵜
峠

 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】2

70
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

20
8

㍑
 

 【名
 

称
】

鷺
浦

簡
易

水
道

 
濾

過
施

設
改

修
 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
5

 

【主
要

事
業

】
濾

過
池

濾
材

の
入

れ
替

え
 

【事
業

費
】

9,
30

0
千

円
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

鷺
浦

鵜
峠

 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】2

70
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

20
8

㍑
 

 

【名
 

称
】

鷺
浦

簡
易

水
道

 
配

水
管

布
設

替
 

【事
業

期
間

】
Ｈ

１
５

～
Ｈ

１
８

 

【主
要

事
業

】
配

水
管

の
布

設
替

 
Ｌ

＝
1,

80
0

ｍ
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

鷺
浦

鵜
峠

 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】2

70
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

20
8

㍑
 

 【名
 

称
】

日
御

碕
簡

易
水

道
 

取
水

井
用

ポ
ン

プ
改

修
 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
６

 

【主
要

事
業

】
 

深
井

戸
揚

水
ポ

ン
プ

の
取

替
～

６
井

 

【事
業

費
】

8,
00

0
千

円
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

日
御

碕
宇

龍
 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】6

50
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

50
0

㍑
 

【事
業

費
】

45
,6

00
千

円
 

   

 

第8回協議会資料-170-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
（
簡

水
）水

道
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
道

計
画

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
ま

た
、

大
田

市
へ

の
分

水
は

、
合

併
後

も
継

続
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

時
に

、
２

市
５

町
で

実
施

又
は

計
画

し
て

い
る

簡
易

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

 
 

【名
 

称
】

日
御

碕
簡

易
水

道
 

送
水

ポ
ン

プ
改

修
 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
５

 

【主
要

事
業

】
送

水
ポ

ン
プ

増
設

 

【事
業

費
】

3,
20

0
千

円
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

日
御

碕
宇

龍
 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】6

50
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

50
0

㍑
 

 【名
 

称
】

日
御

碕
簡

易
水

道
 

滅
菌

装
置

改
修

 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
５

 

【主
要

事
業

】
滅

菌
装

置
の

改
修

 

【事
業

費
】

1,
00

0
千

円
 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

日
御

碕
宇

龍
 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】6

50
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

50
0

㍑
 

【名
 

称
】

日
御

碕
簡

易
水

道
 

配
水

管
布

設
替

 

【事
業

期
間

】
Ｈ

1
５

～
Ｈ

２
３

 

【主
要

事
業

】
配

水
管

の
布

設
替

 
Ｌ

＝
6,

00
0

ｍ
 

【事
業

費
】

15
0,

60
0

千
円

 

【給
水

区
域

】
大

社
町

大
字

日
御

碕
宇

龍
 

【計
画

給
水

人
口

】1
30

0
人

 

【計
画

1
日

最
大

給
水

量
】6

50
ｍ

３
 

【計
画

1
人

1
日

最
大

給
水

量
】

50
0

㍑
 

  

【
関

係
条

例
】 

多
伎

町
簡

易
水

道
設

置
条

例
 

 
  

 

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な

い
方

向
で

調
整

す
る

。
 

大
田

市
へ

の
分

水
は

、
合

併
後

も
継

続
す

る
方

向
で

調
整

す
る

。
 

合
併

に
伴

う
法

人
格

変
更

等
に

係
る

事
業

認
可

取
得

が
必

要
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
、

２
市

５
町

で
実

施
又

は

計
画

し
て

い
る

簡
易

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。

（
水

道
法

の
規

定
に

よ
り

、
合

併

時
に

新
市

で
の

事
業

認
可

が
必

要
で

あ
る

）
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
（
簡

水
）水

道
計

画
 

調
整

の
方

針
 

水
道

計
画

に
つ

い
て

は
、

原
則

と
し

て
上

水
道

と
簡

易
水

道
と

の
統

合
は

行
わ

な
い

よ
う

調
整

す
る

。
ま

た
、

大
田

市
へ

の
分

水
は

、
合

併
後

も
継

続
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

合
併

時
に

、
２

市
５

町
で

実
施

又
は

計
画

し
て

い
る

簡
易

水
道

事
業

計
画

を
盛

り
込

ん
だ

新
市

事
業

計
画

を
策

定
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 

（
平

成
１

４
年

４
月

１
日

現
在

の
業

務
概

要
）

 

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 
多

伎
町

 
湖

陵
町

 
大

社
町

 

行
政

区
域

内
人

口
 

85
4

人
 

29
,5

52
人

 
27

,7
96

人
 

4,
74

5
人

 
4,

25
1

人
 

5,
84

3
人

 
16

,4
68

人
 

給
水

区
域

内
人

口
 

85
4

人
 

5,
94

8
人

 
79

1
人

 
4,

62
8

人
 

4,
17

1
人

 
5,

71
8

人
 

1,
18

8
人

 

給
水

人
口

 
81

4
人

 
5,

89
8

人
 

75
9

人
 

4,
51

6
人

 
4,

15
5

人
 

5,
64

6
人

 
1,

18
8

人
 

給
水

戸
数

 
22

8
戸

 
1,

60
9

戸
 

17
6

戸
 

1,
24

5
戸

 
1,

27
1

戸
 

1,
70

8
戸

 
56

5
戸

 

行
政

区
域

内
普

及
率

 
95

.3
％

 
20

.0
％

 
2.

7
％

 
95

.2
％

 
97

.7
％

 
96

.6
％

 
7,

21
％

 

給
水

区
域

内
普

及
率

 
95

.3
％

 
99

.2
％

 
91

.0
％

 
97

.5
8

％
 

99
.6

％
 

97
.9

％
 

10
0

％
 

年
間

総
配

水
量

 
 

60
1,

06
4

m
3 

55
,1

93
m

3
 

43
5,

37
8m

3
 

71
3,

11
0m

3
 

57
9,

53
1 

m
3

 
13

6,
26

0
m

3
 

１
日

平
均

配
水

量
 

 
1,

64
7m

3
 

1
5

1
m

3
 

1,
17

8m
3

 
1,

95
4m

3
 

1,
58

7
 m

3
 

37
3

m
3

 

１
日

最
大

配
水

量
 

 
2,

03
2m

3
 

2
0

6
m

3
 

1,
56

0m
3

 
2,

68
1m

3
 

2
,0

6
5

 m
3

 
70

6
m

3
 

年
間

総
有

収
水

量
 

 
49

7,
43

8
m

3 
47

,7
53

m
3

 
37

0,
07

1m
3

 
53

4,
83

3m
3

 
51

5,
29

8 
m

3
 

10
4,

12
7m

3
 

有
収

率
 

 
82

.8
％

 
86

.5
％

 
85

.0
％

 
75

.0
％

 
88

.9
％

 
76

.4
2％

 

配
水

能
力

 
36

6.
4m

3/
日

 
2,

58
2m

3/
日

 
1

9
2

m
3

/
日

 
1,

76
6.

53
m

3/
日

 
2,

70
0m

3/
日

 
2,

16
0 

m
3/

日
 

9
2

0
m

3
/

日
 

導
送

配
水

管
延

長
 

19
,5

63
ｍ

 
72

,6
34

ｍ
 

18
,1

37
ｍ

 
17

7,
21

6
ｍ

 
66

,1
33

ｍ
 

56
,0

59
ｍ

 
11

,5
35

ｍ
 

公
営

企
業

法
適

用
の

有
無

及
び

範
囲

 

無
し

 
有

（
全

部
適

用
） 

無
し

 
無

し
 

無
し

 
無

し
 

無
し
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
公

営
企

業
法

非
適

用
で

、
新

市
特

別
会

計
と

し
て

統
合

す
る

。
 

具
体

的
な

業
務

の
執

行
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
出

雲
市

の
例

に
よ

り
、

新
市

水
道

局
が

受
託

業
務

と
し

て
行

う
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】7

6,
66

7
ｔ 

 
（平

成
1

4
年

度
実

績
） 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
 

2
1

0
t 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
  

3
6

6
t

 

【
給

水
戸

数
】2

28
 

【
給

水
人

口
】8

14
 

【
受

託
工

事
】 

【
収

益
的

収
入

】
5,

45
9,

65
1

円
 

【
収

益
的

支
出

】
 

【
資

本
的

収
入

】
 

【
資

本
的

支
出

】
 

【
継

続
費

】
 

【
企

業
債

】
 

【
一

時
借

入
金

】
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い

経
費

】 

  

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】

49
8,

30
0m

3
 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
1,

36
5m

3
 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
2,

58
2m

3
 

【
給

水
戸

数
】

2,
00

0
戸

 

【
給

水
人

口
】

人
 

【
受

託
工

事
件

数
】

6
0

件
 

【
収

益
的

収
入

】
 8

9,
83

6
千

円
 

【
収

益
的

支
出

】
14

2,
66

3
千

円
 

【
資

本
的

収
入

】
11

6,
31

5
千

円
 

【
資

本
的

支
出

】
15

3,
48

0
千

円
 

【
継

続
費

】3
07

,7
50

千
円

 

【
企

業
債

】起
債

限
度

額
 

24
,7

00
千

円
 

【
一

時
借

入
金

】
限

度
額

 
50

,0
00

千
円

（
上

水
分

含
む

）
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い

経
費

】 

 
(１

)職
員

給
与

費
 

 6
9,

12
9

千
円

（上
水

分
含

む
）

 

 
(２

)交
際

費
 

 
 

 
 

 
 

12
6

千
円

（
上

水
分

含
む

） 

 
 

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】

55
,1

93
m

3
 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
1

5
1

m
3

 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
2

0
6

m
3

 

【
給

水
戸

数
】

17
6

戸
 

【
給

水
人

口
】

75
9

人
 

【
受

託
工

事
】

30
,9

13
千

円
 

【
収

益
的

収
入

】
 6

3,
52

3
千

円
 

【
収

益
的

支
出

】
 5

4,
56

8
千

円
 

【
資

本
的

収
入

】
 

5,
23

2
千

円
 

【
資

本
的

支
出

】
 

5,
23

2
千

円
 

【
継

  
続

  
費

】
 

な
し

 

【
簡

易
水

道
債

】
 8

0,
07

9
千

円
 

【
一

時
借

入
金

】
 

な
し

 

   

◎
会

計
 

【
総

配
水

流
量

】
 

【
1

日
平

均
配

水
量

】
 

1,
19

3
ｍ

3
 

【
1

日
最

大
配

水
量

】
 

1,
56

0
ｍ

3
 

【
給

水
戸

数
】

 
1,

32
7

件
（

事
業

等
含

む
）

 

【
給

水
人

口
】

 
4,

51
6

人
 

【
受

託
工

事
】

 
25

,0
58

千
円

（
支

障
管

移
転

工
事

）
 

【
収

益
的

収
入

】
 

16
3,

48
9

千
円

 

【
収

益
的

支
出

】
 

13
0,

75
3

千
円

 

【
資

本
的

収
入

】
 

30
1,

17
0

千
円

 

【
資

本
的

支
出

】
 

32
8,

49
4

千
円

 

【
継

続
費

】 

【
簡

易
水

道
債

】
 

17
1,

10
0

千
円

 

【
一

時
借

入
金

】
 

な
し
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
公

営
企

業
法

非
適

用
で

、
新

市
特

別
会

計
と

し
て

統
合

す
る

。
 

具
体

的
な

業
務

の
執

行
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
出

雲
市

の
例

に
よ

り
、

新
市

水
道

局
が

受
託

業
務

と
し

て
行

う
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】 

【
給

水
原

価
】 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

13
9.

81
円

/
m

3
 

【
給

水
原

価
】

25
9.

47
円

/
m

3
 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

44
,1

13
千

円
 

（
上

水
分

含
む

） 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】 

▲
98

,3
45

千
円

（
上

水
分

含
む

） 

【
補

て
ん

財
源

の
充

当
後

の
残

高
】

 

69
9,

87
4

千
円

（
上

水
分

含
む

）
 

上
水

道
事

業
・簡

易
水

道
事

業
を

一
の

会
計

で
経

理
 

 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

13
6.

98
円

/
m

3
 

【
給

水
原

価
】

60
4.

93
円

/
m

3
 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

 8
,9

55
千

円
 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】 
 

 
 0

千
円

 

 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

20
1

円
 

【
給

水
原

価
】

40
8

円
 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

33
2,

73
6

千
円

 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】▲
25

,3
24

千
円

 

【
積

立
金

】 
4,

11
2

千
円

 

【
前

年
度

繰
越

金
】

 
8

2
千

円
 

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
公

営
企

業
法

非
適

用
で

、
新

市
特

別
会

計
と

し
て

統
合

す
る

。
 

具
体

的
な

業
務

の
執

行
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
出

雲
市

の
例

に
よ

り
、

新
市

水
道

局
が

受
託

業
務

と
し

て
行

う
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
会

計
 

【
総

配
水

流
量

】
71

3,
11

0
ｍ

3
 

【
1

日
平

均
配

水
量

】1
,9

53
ｍ

3 

【
1

日
最

大
配

水
量

】2
,6

81
ｍ

3 

【
給

水
戸

数
】 

【
給

水
人

口
】4

,1
55

人
 

【
受

託
工

事
】 

【
収

益
的

収
入

】
92

,3
93

千
円

 

【
収

益
的

支
出

】
90

,0
43

千
円

 

【
資

本
的

収
入

】
46

,4
50

千
円

 

【
資

本
的

支
出

】
46

,3
51

千
円

 

【
継

続
費

】
 

【
企

業
債

】
 

【
一

時
借

入
金

】
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
出

来
な

い
経

費
】

 

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】

57
9,

53
1

ｍ
3

 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
1，

58
7

ｍ
3 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
2,

16
0

ｍ
3

 

【
給

水
戸

数
】

1,
70

8
戸

 

【
給

水
人

口
】

5,
71

8
人

 

【
受

託
工

事
】

な
し

 

【
収

益
的

収
入

】
12

9,
56

3
千

円
 

【
収

益
的

支
出

】
13

1,
20

5
千

円
 

【
資

本
的

収
入

】
14

0,
39

6
千

円
 

【
資

本
的

支
出

】
14

1,
31

0
千

円
 

【
継

続
費

】な
し

 

【
簡

水
債

】4
1,

70
0

千
円

 

【
一

時
借

入
金

】
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い

経
費

】 

◎
会

計
 

【
総

配
水

量
】

13
6,

26
0

ｍ
3

 

【
１

日
平

均
配

水
量

】
37

3
ｍ

3 

【
１

日
最

大
配

水
量

】
70

6
ｍ

3 

【
給

水
戸

数
】

56
5

戸
 

【
給

水
人

口
】

1,
18

8
人

 

【
受

託
工

事
】

な
し

 

【
収

益
的

収
入

】
 

【
収

益
的

支
出

】
 

【
資

本
的

収
入

】
 

【
資

本
的

支
出

】
 

【
継

続
費

】 

【
企

業
債

】 

【
一

時
借

入
金

】
 

【
議

会
の

議
決

を
経

な
け

れ
ば

流
用

す
る

こ
と

の
で

き
な

い

経
費

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
会

計
 

調
整

の
方

針
 

会
計

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

、
公

営
企

業
法

非
適

用
で

、
新

市
特

別
会

計
と

し
て

統
合

す
る

。
 

具
体

的
な

業
務

の
執

行
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
出

雲
市

の
例

に
よ

り
、

新
市

水
道

局
が

受
託

業
務

と
し

て
行

う
よ

う
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】1

57
円

 

【
給

水
原

価
】2

37
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】2

,3
50

千
円

 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】
9

9
千

円
 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

19
3.

23
円

 

【
給

水
原

価
】

24
7.

18
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

△
1,

64
2

千
円

 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】 
△

91
4

千
円

 

（
平

成
1

3
年

度
決

算
）

 

【
供

給
単

価
】

21
1.

34
円

 

【
給

水
原

価
】

17
9.

02
円

 

【
収

益
的

収
支

の
純

利
益

又
は

純
損

失
】

5,
88

7
千

円
 

【
資

本
的

収
支

の
差

額
又

は
不

足
額

】 
△

76
9

千
円

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

平
田

市
は

公
営

企
業

を
適

用
し

て
い

る
が

、
他

市
町

は

適
用

し
て

い
な

い
た

め
、

合
併

時
に

、
公

営
企

業
法

非
適

用
で

、
新

市
特

別
会

計
と

し
て

統
合

す
る

。
 

具
体

的
な

業
務

の
執

行
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に
、

出

雲
市

の
例

に
よ

り
、

新
市

水
道

局
が

受
託

業
務

と
し

て
行

う
よ

う
調

整
す

る
。

こ
れ

に
よ

り
、

業
務

の
効

率
化

と
住

民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
が

図
れ

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（
上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
料

金
、

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

上
水

道
と

同
一

金
額

に
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
し

い
水

道
料

金
に

含
め

る
よ

う
調

整
す

る
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

） 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本

水
量

 

料
金

（円
） 

使
用

水
量

 
料

金
 

（
１

ｍ
3

に
つ

き

（
円

）
）
 

～
1
6ｍ

3 
１

０
６

 

～
2
5ｍ

3 
１

１
６

 

家
事

用
 

8
ｍ

3
 

ま
で

 

８
０

５
 

2
6ｍ

3～
 

１
２

８
 

～
2
0ｍ

3 
１

３
７

 

～
5
0ｍ

3 
１

４
８

 

～
10

0
ｍ

3
 

１
６

１
 

事
業

用
 

1
0ｍ

3

ま
で

 

１
，

３
２

０
 

10
1
ｍ

3

～
 

１
７

４
 

湯
屋

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
５

８
 

分
水

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
13

4.
55

 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

【
審

議
会

の
意

見
】 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し

 

◎
水

道
料

金
（
税

抜
き

）
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本

水
量

 

料
金

（円
） 

使
用

水
量

 
料

金
 

（１
ｍ

3
に

つ
き

（
円

）
） 

～
3
0ｍ

3
 

１
３

５
 

～
10

0
ｍ

3 
 

 
１

４
０

 

一
般

用
 

7
ｍ

3

ま
で

 

８
０

０
 

10
1
ｍ

3～
 

１
４

５
 

特
殊

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
２

０
５

 

【料
金

改
定

の
経

緯
】 

昭
和

5
9

年
度

（消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

に
係

る
改

定
分

を
除

く
）
 

【審
議

会
の

意
見

】
な

し
 

【今
後

の
改

定
予

定
】な

し
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
(税

抜
き

) 

口
径

等
 

使
用

料
（
円

）
 

１
３

m
m

 
６

０
 

２
０

m
m

 
１

１
０

 

２
５

m
m

 
１

４
０

 

３
０

m
m

 
１

７
０

 

４
０

m
m

 
２

２
０

 

５
０

m
m

 
１

，
１

０
０

 

７
５

m
m

 
１

，
４

５
０

 

１
０

０
m

m
 

１
，

８
０

０
 

 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

）
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

）
 

使
用

水
量

 
料

金
 

（
１

ｍ
3

に

つ
き

（円
）
） 

～
3
0ｍ

3
 

１
２

６
 

家
事

用
 

8
ｍ

3
 

ま
で

 

９
４

０
 

3
1ｍ

～
 

１
５

７
 

事
業

用
 

1
0ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

２
１

０
 

1ｍ
3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
８

１
 

官
公

署
用

 
1
0ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

２
１

０
 

1ｍ
3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 

１
５

７
 

臨
時

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
４

８
３

 

そ
の

他
 

4
ｍ

3
 

ま
で

 

４
８

０
 

1ｍ
3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
５

７
 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

【
審

議
会

の
意

見
】 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し

 

◎
水

道
料

金
（
税

抜
き

） 基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

）
 

使
用

水
量

 

料
金

（１
ｍ

3

に
つ

き

（
円

）
） 

家
事

用
 

1
0ｍ

3 

ま
で

 

１
，

７
０

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

１
８

０
 

事
業

用
 

官
公

署
用

 

学
校

用
 

1
0ｍ

3 

ま
で

 

２
，

０
０

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

２
０

０
 

臨
時

用
 

そ
の

他
 

1
0ｍ

3 

ま
で

 

そ
の

都
度

町
長

が
認

め
る

額
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

２
０

０
 

共
同

栓
 

1
0ｍ

3 

ま
で

 

１
，

７
０

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

１
８

０
 

【料
金

改
定

の
経

緯
】 

【審
議

会
の

意
見

】
 

【今
後

の
改

定
予

定
】 

 ◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し
 

【
関

係
条

例
】

 
給

水
条

例
第

２
４

、
２

９
条

 
斐

川
町

簡
易

水
道

給
水

条
例

 
佐

田
町

簡
易

水
道

給
水

条
例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（
上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
料

金
、

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

上
水

道
と

同
一

金
額

に
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
し

い
水

道
料

金
に

含
め

る
よ

う
調

整
す

る
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

） 基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

）
 

使
用

 

水
量

 

料
金

 

（１
ｍ

3

に
つ

き

（
円

）
） 

家
事

用
 

8
ｍ

3 

ま
で

 

８
１

０
 

1
ｍ

3

に
つ

き
 

１
２

５
 

町
有

施

設
用

 

1
0
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

１
９

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
５

０
 

団
体

用
 

8
ｍ

3 

ま
で

 

１
，

３
４

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

１
９

０
 

営
業

用
 

1
0
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

８
１

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
１

５
 

工
場

用
 

5
0
ｍ

3
 

ま
で

 

９
，

８
０

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
４

５
 

公
衆

用
 

1
ｍ

3
に

つ
き

 
１

５
０

 

農
業

用
 

1
0
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

８
１

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
１

５
 

臨
時

用
 

1
0
ｍ

3
 

ま
で

 

２
，

５
０

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３
２

０
 

ゴ
ル

フ

場
用

 

1
,0

0
0
ｍ

3

ま
で

 

1
9
2
,0

0
0
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３
０

０
 

分
水

用
 

1
ｍ

3 

ま
で

 

１
７

０
 

1
ｍ

3
 

に
つ

き
 

 
 
 
 
 
 
 
 

２
５

５
 

 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

）
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（円
） 

使
用

水
量

 
料

金

（１
ｍ

3

に
つ き

（
円

）
）
 

～
2
0ｍ

3
 

１
３

０
 

1ｍ
3 

未
満

 

６
０

０
 

～
3
0ｍ

3
 

１
５

５
 

家
事

用
 

8ｍ
3 

ま
で

 

１
，

０
２

０
 

3
0ｍ

3～
 

２
１

０
 

～
3
0ｍ

3
 

１
６

５
 

1ｍ
3 

未
満

 

７
７

０
 

～
5
0ｍ

3
 

１
７

５
 

官
公

署

用
 

1
0ｍ

3

ま
で

 

１
，

５
４

０
 

5
0ｍ

3～
 

１
８

５
 

～
50

0
ｍ

3 
１

８
０

 
1ｍ

3 

未
満

 

４
，

９
５

０
 

～
2
,0

0
0
ｍ

3
 

１
８

５
 

官
公

署

用
 

1
0ｍ

3

ま
で

 

７
，

７
０

０
 

2
,0

0
0ｍ

3
～

 
１

９
０

 

～
5
0ｍ

3
 

１
８

５
 

～
10

0
ｍ

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
０

０
 

1ｍ
3 

未
満

 

２
，

２
０

０
 

～
30

0
ｍ

3 
２

１
５

 

～
80

0
ｍ

3 
２

２
５

 

～
1
,5

0
0
ｍ

3
 

２
４

０
 

事
業

用
 

～
2
0ｍ

3
 

３
，

３
０

０
 

1
,5

0
0ｍ

3
～

 
２

５
０

 
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

）
 

日
御

碕
簡

易
水

道
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

）
 

使
用

 

水
量

 

料
金

 

（
１

ｍ
3

に

つ
き

（
円

）
） 

～
1
6
ｍ

3
 

１
６

８
 

家
事

用
 

8
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

１
７

０
 

1
6ｍ

3
～

 
１

８
０

 

～
5
0
ｍ

3
 

２
７

０
 

営
業

用
 

1
5ｍ

3
 

ま
で

 

２
，

８
８

０
 

5
0ｍ

3
～

 
２

８
２

 

～
3
0
ｍ

3
 

１
９

８
 

官
公

署
 

 

学
校

用
 

事
業

所
 

工
場

用
 

1
0ｍ

3

ま
で

 

１
，

８
０

０
 

3
0ｍ

3
～

 
２

１
０

 

～
5
0
ｍ

3
 

１
９

８
 

工
場

用
 

2
0ｍ

3

ま
で

 

３
，

６
０

０
 

5
0ｍ

3
～

 
２

１
０

 

船
舶

用
 

1
ｍ

3
ま

で
 

１
９

８
 

工
事

 

そ
の

他
 

臨
時

用
 

1
ｍ

3
ま

で
 

２
７

６
 

前
各

号

の
ほ

か

町
長

が

特
に

必

要
と

認
め

た
も

の
 

1
ｍ

3
ま

で
 

１
９

８
 

～
1
6
ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 １
６

８
 

共
用

栓
 

8
ｍ

3
 

ま
で

 

１
，

１
７

０
 

1
6ｍ

3
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 １
８

０
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（
上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
料

金
、

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

上
水

道
と

同
一

金
額

に
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
し

い
水

道
料

金
に

含
め

る
よ

う
調

整
す

る
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

 
 

◎
水

道
料

金
（税

抜
き

）
 

 
鷺

浦
簡

易
水

道
 

基
本

料
金

 
超

過
料

金
 

用
途

 

区
分

 
基

本
 

水
量

 

料
金

（
円

） 

使
用

 

水
量

 

料
金

 

（１
ｍ

3
に

つ
き

（
円

）
） 

～
1
6ｍ

3
 

１
１

４
 

家
事

用
 

8ｍ
3
 

ま
で

 

９
０

０
 

1
6ｍ

3
～

 
１

２
６

 

～
5
0ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 １
６

２
 

営
業

用
 

1
5ｍ

3 

ま
で

 

１
，

５
０

０
 

5
0ｍ

3
～

 
１

７
４

 

～
3
0ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 １
３

２
 

官
公

署
 

 

学
校

用
 

事
業

所
 

工
場

用
 

1
0ｍ

3

ま
で

 

１
，

３
２

０
 

3
0ｍ

3
～

 
１

４
４

 

～
5
0ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 １
６

２
 

工
場

用
 

2
0ｍ

3

ま
で

 

２
，

３
４

０
 

5
0ｍ

3
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 １
７

４
 

船
舶

用
 

1ｍ
3

ま
で

 
１

６
２

 

工
事

そ

の
他

 

臨
時

用
 

1ｍ
3

ま
で

 
２

３
４

 

前
各

号

の
ほ

か

町
長

が

特
に

必

要
と

認

め
た

も

の
 

1ｍ
3

ま
で

 
１

６
２

 

～
1
6ｍ

3
 

 
 
 
 
 
 
 
 １
１

４
 

共
用

栓
 

8ｍ
3
 

ま
で

 

９
０

０
 

1
6ｍ

3
～

 
 
 
 
 
 
 
 
 １
２

６
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

４
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（
上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
料

金
、

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

調
整

の
方

針
 

水
道

料
金

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

上
水

道
と

同
一

金
額

に
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
し

い
水

道
料

金
に

含
め

る
よ

う
調

整
す

る
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
(税

抜
き

) 

口
径

等
 

使
用

料
（
円

）
 

１
３

m
m

 
６

０
 

２
０

m
m

 
１

２
０

 

２
５

m
m

 
１

５
０

 

３
０

m
m

 
２

０
０

 

４
０

m
m

 
３

０
０

 

５
０

m
m

 
別

算
定

 
 

◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
 

な
し

 

◎
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
(税

抜
き

) 

口
径

等
 

使
用

料
（
円

）
 

１
３

m
m

 
９

０
 

２
０

m
m

 
１

５
０

 

２
５

m
m

 
１

７
０

 

３
０

m
m

 
２

５
０

 

４
０

m
m

 
５

０
０

 

５
０

m
m

 
１

，
２

０
０

 
 

【
関

係
条

例
】

 

多
伎

町
簡

易
水

道
給

水
条

例
第

２
１

条
 

 湖
陵

町
簡

易
水

道
等

給
水

条
例

 

 大
社

町
簡

易
水

道
給

水
条

例
 

１
．

水
道

料
金

 

用
途

区
分

、
水

量
区

分
及

び
料

金
単

価
等

も
そ

れ
ぞ

れ

異
な

る
が

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
上

水
道

と
同

一
金

額
に

す
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

  
※

な
お

、
一

部
の

分
科

会
員

か
ら

、
料

金
設

定
の

基
本

的

な
考

え
方

を
示

す
べ

き
で

は
な

い
か

と
の

意
見

が
あ

っ
た

。
 

 ２
．

メ
ー

タ
ー

器
使

用
料

 

平
田

市
、

多
伎

町
、

大
社

町
に

は
メ

ー
タ

ー
器

使
用

料
が

あ
る

が
、

他
市

町
に

は
な

い
。
 

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

と
し

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新

し
い

水
道

料
金

に
含

め
る

よ
う

調
整

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

４
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
加

入
金

・分
担

金
 

調
整

の
方

針
 

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
上

水
道

と
同

一
金

額
に

す
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

佐
田

町
の

分
担

金
、

湖
陵

町
の

施
設

分
担

金
、

大
社

町
の

特
別

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
加

入
金

（税
抜

き
）

 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
４

７
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
９

９
，

０
０

０
円

 

２
５

m
m

 
２

１
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
６

５
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
１

２
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
３

，
３

０
０

，
０

０
０

円
 

１
０

０
m

m
 

６
，

５
０

０
，

０
０

０
円

 

１
５

０
m

m
以

上
 

管
理

者
が

別
に

定
め

る
 

【
改

定
の

経
緯

】 

 
平

成
９

年
４

月
改

定
 

【
審

議
会

の
意

見
】

無
し

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
無

し
 

 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

０
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

３
０

，
０

０
０

円
 

２
５

m
m

 
２

３
０

，
０

０
０

円
 

３
０

m
m

 
３

３
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
７

１
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
２

３
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
３

，
３

４
０

，
０

０
０

円
 

１
０

０
m

m
 

６
，

８
２

０
，

０
０

０
円

 

１
０

１
m

m
以

上
 

市
長

が
別

に
定

め
る

 

【
改

定
の

経
緯

】 

昭
和

5
2

年
度

（
消

費
税

及
び

地
方

消
費

税
に

係
わ

る
も

の
を

除
く

） 

【
審

議
会

の
意

見
】

な
し

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
４

８
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
９

５
，

０
０

０
円

 

２
５

m
m

 
１

７
５

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
５

２
４

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
９

５
２

，
０

０
０

円
 

７
０

m
m

 
２

，
５

７
０

，
０

０
０

円
 

【
改

定
の

経
緯

】 

平
成

8
年

規
則

制
定

時
か

ら
変

更
な

し
 

【
審

議
会

の
意

見
】

な
し

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
な

し
 

 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

２
，

５
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

２
６

，
０

０
０

円
 

２
５

m
m

 
１

９
４

，
２

５
０

円
 

３
０

m
m

 
２

７
８

，
２

５
０

円
 

４
０

m
m

 
４

９
８

，
７

５
０

円
 

５
０

m
m

 
７

７
７

，
０

０
０

円
 

【
改

定
の

経
緯

】 

【
審

議
会

の
意

見
】

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

 ◎
分

担
金

（
税

抜
き

）
 

 
 

13
m

m
口

径
 

18
0,

00
0

円
/件

 

 
（分

担
金

に
つ

い
て

は
、

そ
の

都
度

町
長

が
決

定
す

る
。

）
 

 

【
関

係
条

例
】 

 

平
田

市
給

水
条

例
第

３
１

条
 

斐
川

町
簡

易
水

道
事

業
負

担
金

等
徴

収
規

則
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
条

例
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

４
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
加

入
金

・分
担

金
 

調
整

の
方

針
 

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
上

水
道

と
同

一
金

額
に

す
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

佐
田

町
の

分
担

金
、

湖
陵

町
の

施
設

分
担

金
、

大
社

町
の

特
別

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
加

入
金

（税
抜

き
）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
６

６
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

６
５

，
０

０
０

円
 

３
０

m
m

 
３

８
５

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
８

８
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
４

３
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

以
上

 
町

長
が

別
に

定
め

る
 

【
料

金
改

定
の

経
緯

】
 

【
審

議
会

の
意

見
】

 

無
 

【
今

後
改

定
予

定
】

 

無
 

  

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
６

３
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
１

３
６

，
５

０
０

円
 

２
５

m
m

 
２

６
２

，
５

０
０

円
 

４
０

m
m

 
７

３
５

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
１

，
０

５
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

以
上

 
別

に
定

め
る

 
 

◎
加

入
金

（
税

抜
き

）
 

口
 

 
径

 
金

 
 

額
 

１
３

m
m

 
５

０
，

０
０

０
円

 

２
０

m
m

 
９

０
，

０
０

０
円

 

２
５

m
m

 
１

６
０

，
０

０
０

円
 

３
０

m
m

 
２

７
０

，
０

０
０

円
 

４
０

m
m

 
４

６
０

，
０

０
０

円
 

５
０

m
m

 
８

０
０

，
０

０
０

円
 

７
５

m
m

 
１

，
５

０
０

，
０

０
０

円
 

【
改

定
の

経
緯

】 

【
審

議
会

の
意

見
】

 

【
今

後
の

改
定

予
定

】
 

 ◎
特

別
加

入
金

 

日
御

碕
は

、
別

途
特

別
加

入
金

と
し

て
14

0,
00

0
円

加
算
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

４
－

３
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
加

入
金

・分
担

金
 

調
整

の
方

針
 

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
上

水
道

と
同

一
金

額
に

す
る

よ
う

調
整

す
る

。
 

佐
田

町
の

分
担

金
、

湖
陵

町
の

施
設

分
担

金
、

大
社

町
の

特
別

加
入

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。
 

現
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

 
◎

施
設

分
担

金
 

３
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
1

4
）

迄
 

 

姉
谷

・
後

谷
 

 
 

 
44

0
円

/
月

 
 

蛇
島

 
 

 
 

 
  

 
 

9
0

円
/

月
 

大
池

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6

0
円

/
月

 

４
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
1

5
）

迄
 

 
常

楽
寺

・
畑

下
 

1,
43

0
円

/
月

 

５
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
2

4
）

迄
 

 
畑

下
 

 
 

 
 

 
1,

46
0

円
/

月
 

６
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
3

0
）

迄
 

 
二

部
（

石
谷

南
）1

,4
60

円
/

月
 

７
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
3

１
）

迄
 

 
中

畑
 

 
 

 
 

 
6,

28
0

円
/

月
 

８
次

分
・

起
債

完
済

時
（

H
3

7
）

迄
で

当
初

の
一

括
納

付
者

を
除

く
 

 
差

海
 

 
 

 
 

 
1,

87
0

円
/

月
 

 

【
関

係
条

例
】 

多
伎

町
簡

易
水

道
給

水
条

例
第

３
０

条
 

 湖
陵

町
簡

易
水

道
等

給
水

条
例

 

 大
社

町
簡

易
水

道
給

水
条

例
 

１
．

加
入

金
 

い
ず

れ
も

口
径

別
に

金
額

を
設

定
し

て
い

る
が

、
口

径

区
分

の
設

定
、

同
口

径
で

あ
っ

て
も

金
額

が
違

う
な

ど
の

相
違

が
あ

る
が

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

合
併

後

２
年

を
目

途
に

上
水

道
と

同
一

金
額

に
す

る
よ

う
調

整
す

る
。

 

 ２
．

分
担

金
等

 

佐
田

町
に

は
分

担
金

、
湖

陵
町

に
は

施
設

分
担

金
、

大
社

町
に

は
特

別
加

入
金

が
あ

る
が

、
他

市
町

に
は

な

い
。

分
担

金
、

施
設

分
担

金
、

特
別

加
入

金
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
合

併
後

２
年

を
目

途
に

廃
止

の
方

向
で

調
整

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

５
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
他

会
計

繰
入

金
等

 

調
整

の
方

針
 

他
会

計
繰

入
金

に
つ

い
て

は
、

繰
出

基
準

に
よ

る
繰

入
金

並
び

に
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
等

も
含

め
、

合
併

時
に

、
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

66
,7

20
千

円
（

Ｈ
１

３
）

 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【
収

益
的

収
支

】
10

,7
89

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【
資

本
的

収
支

】
30

,8
58

千
円

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

入
金

】
 

 
 

消
火

栓
及

び
防

火
水

槽
維

持
管

理
費

 

 
 

企
業

債
支

払
利

息
 

１
/２

分
 

 
 

企
業

債
償

還
元

金
 

１
/２

分
 

 
 

建
設

改
良

費
の

１
０

%
 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】

 

 
 

辺
地

債
相

当
額

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

 
 

し
ま

ね
市

町
村

総
合

交
付

金
相

当
額

（
Ｈ

1
3

年
度

） 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
事

由
に

係
る

上
乗

せ
繰

入
金

】
 

 
 

な
し

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

【
繰

出
基

準
の

事
由

以
外

の
繰

入
金

】 

 
 

な
し

（
Ｈ

1
3

年
度

）
 

（
説

明
）

 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

平
成

1
3

年
度

実
績

12
,8

17
千

円
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

繰
り

入
れ

基
準

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
 

・
元

利
償

還
金

の
1/

2
 

・
高

料
金

対
策

交
付

金
 

・
建

設
改

良
費

（
特

定
財

源
除

く
）の

1
0

％
 

Ｈ
1

3
年

度
繰

入
金

 
85

,6
68

千
円

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

５
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
他

会
計

繰
入

金
等

 

調
整

の
方

針
 

他
会

計
繰

入
金

に
つ

い
て

は
、

繰
出

基
準

に
よ

る
繰

入
金

並
び

に
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
等

も
含

め
、

合
併

時
に

、
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
 

現
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

起
債

元
利

償
還

金
1/

2
に

つ
い

て
一

般
会

計
繰

入
 

 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

一
般

会
計

か
ら

の
繰

入
 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
繰

入
金

】
 

 
 

企
業

債
支

払
利

息
 

１
/２

分
 

 
 

企
業

債
償

還
元

金
 

１
/２

分
 

 
 

 
 

平
成

1
4

年
度

最
終

予
算

額
：

1,
06

6
千

円
 

【
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
】

 

 
 

消
火

栓
維

持
管

理
費

 

 
 

平
成

1
4

年
度

最
終

予
算

額
：

46
8

千
円

 

【
繰

出
基

準
に

基
づ

く
事

由
に

係
る

上
乗

せ
繰

入
金

】
 

な
し

 

【
繰

出
基

準
の

事
由

以
外

の
繰

入
金

】 

な
し

 

（
説

明
）

 

【
関

係
条

例
】 

 
  

 

繰
出

基
準

に
よ

る
繰

入
金

並
び

に
繰

出
基

準
以

外
の

繰
入

金
等

も
含

め
、

合
併

時
に

、
新

市
に

引
き

継
ぐ

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
工

業
用

水
道

事
業

 

調
整

の
方

針
 

工
業

用
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
新

市
の

誘
致

企
業

政
策

と
の

調
整

を
図

っ
た

上
で

、
合

併
時

に
、

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

か
ら

分
離

し
て

、
新

市
に

お
い

て
引

き
継

ぎ
、

事
業

の
実

施
に

あ
た

っ
て

は
、

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

に
委

託
す

る
方

向
で

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

工
業

用
水

事
業

は
斐

川
町

の
み

で
あ

る
。

 

◎
水

道
計

画
 

【
目

的
等

】
 

 
 

斐
川

町
の

誘
致

企
業

等
に

工
業

用
水

の
供

給
を

行
う

こ
と

を
目

的
に

昭
和

5
9

年
1

2
月

2
4

日
、

斐
川

町
宍

道
町

水
道

企
業

団
工

業
用

水
道

事
業

を
創

設
。

昭
和

6
3

年
9

月
3

0

日
付

け
で

通
商

産
業

大
臣

に
工

業
用

水
道

の
届

出
を

し
た

。
 

【
事

業
計

画
】 

 
・

給
水

区
域

･･
･斐

川
町

大
字

出
西

、
求

院
、

神
永

、
上

直
江

、
直

江
町

、
上

庄
原

、
三

絡
 

 
・

全
体

計
画

･･
･3

期
に

分
け

て
実

施
の

予
定

。
 

 
 

 
1

日
最

大
取

水
量

20
,0

00
ｍ

3
、

1
日

最
大

給
水

量
18

,6
00

ｍ
3 

 
 

 
取

水
施

設
6

井
・

導
水

管
57

8
ｍ

、
配

水
施

設
１

池
（

10
00

ｍ
3

） 

 
 

 
配

水
管

89
90

ｍ
、

水
源

地
管

理
室

～
鉄

骨
平

屋
建

て
42

5
㎡

 

 
 

 
事

業
費

～
1,

14
4,

34
8

千
円

 

 
・

第
1

期
事

業
･･

･
平

成
元

年
2

月
4

日
～

2
年

5
月

3
1

日
 

 
 

 
1

日
最

大
取

水
量

6,
50

0
ｍ

3
、

1
日

最
大

給
水

量
6,

04
5

ｍ
3 

 
 

 
取

水
施

設
2

井
・

導
水

管
13

5
ｍ

、
配

水
施

設
１

池
（

10
00

ｍ
3

） 

 
 

 
配

水
管

42
40

ｍ
、

水
源

地
管

理
室

～
鉄

骨
平

屋
建

て
42

5
㎡

 

 
 

 
事

業
費

～
80

1,
50

2
千

円
 

 
 
 

※
平

成
2

年
6

月
1

日
か

ら
㈱

出
雲

村
田

製
作

所
に

供
給

を
開

始
。

そ
の

後
、

㈱
出

雲
村

田
製

作
所

の
使

用
量

増
大

と
㈱

島
根

富
士

通
に

も
供

給
す

る
必

要
が

生
じ

た
た

め
、

1
3

年
度

か
ら

第
2

期
事

業
に

着
手

。
 

 ・
第

2
期

事
業

･･
･平

成
1

3
年

5
月

9
日

～
平

成
1

6
年

度
（4

ヵ
年

計
画

） 

１
日

最
大

取
水

量
14

,0
00

ｍ
3

、
1

日
最

大
給

水
量

13
,0

20
ｍ

3
 

取
水

施
設

1
井

・
導

水
管

44
3

ｍ
、

配
水

施
設

～
配

水
管

20
50

ｍ
 

事
業

費
～

19
9,

00
0

千
円

 

 （
平

成
1

4
年

４
月

１
日

現
在

の
業

務
概

要
） 

【
給

水
区

域
】同

上
 

【
給

水
件

数
】１

件
 

㈱
出

雲
村

田
製

作
所

 
 

【
年

間
総

配
水

量
】

1,
13

3,
27

3m
3 

 

【
１

日
平

均
配

水
量

】3
,0

67
m

3 
  

 
 

【
１

日
最

大
配

水
量

】4
,6

62
m

3 
 

8/
8

 

【
年

間
総

有
収

水
量

】1
,1

33
,0

03
m

3
 

【
有

収
率

】
99

.9
％

 

【
配

水
能

力
】6

,5
00

m
3/

日
 

 

【
関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
工

業
用

水
道

事
業

 

調
整

の
方

針
 

工
業

用
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
新

市
の

誘
致

企
業

政
策

と
の

調
整

を
図

っ
た

上
で

、
合

併
時

に
、

斐
川

町
・

宍
道

町
水

道
企

業
団

か
ら

分
離

し
て

、
新

市
に

お
い

て
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

◎
料

金
 

給
水

の
対

象
…

1
0

0
ｍ

3
以

上
/

事
業

所
 

基
本

料
金

…
…

4
5

円
/

ｍ
3

 

特
定

料
金

…
…

4
5

円
/

ｍ
3

 

超
過

料
金

…
…

5
0

円
/

ｍ
3

 

（
平

成
2

年
5

月
2

2
日

～
）

 

 ◎
加

入
金

・分
担

金
 

な
し

 

  ◎
手

数
料

 
 

区
 

 
 

 
分

 
手

 
数

 
料

 

設
計

・
審

査
手

数
料

 
２

，
０

０
０

円
 

工
事

検
査

手
数

料
 

２
，

０
０

０
円

 

メ
ー

タ
ー

検
査

手
数

料
 

２
，

０
０

０
円

 

◎
他

会
計

繰
入

金
等

 

【収
益

的
収

支
】

17
,4

39
千

円
・

・斐
川

町
よ

り
 

【資
本

的
収

支
】

42
,5

61
千

円
・

・斐
川

町
よ

り
 

【繰
出

基
準

に
基

づ
く

繰
入

金
】 

【繰
出

基
準

以
外

の
繰

入
金

】
 

【繰
出

基
準

に
基

づ
く

事
由

に
係

る
上

乗
せ

繰
入

金
】 

【繰
出

基
準

の
事

由
以

外
の

繰
入

金
】

 

（説
明

）
 

 
企

業
債

償
還

負
担

金
と

し
て

斐
川

町
よ

り
年

額
30

,0
00

千
円

 

 
（平

成
1

4
年

度
利

息
分

17
,4

39
千

円
、

元
金

分
と

し
て

12
,5

61
千

円
） 

  
ま

た
、

平
成

1
4

年
度

は
、

増
補

改
良

事
業

を
実

施
す

る
た

め
斐

川
町

よ
り

30
,0

00
千

円
の

出
資

を
受

け
た

。
 

【
関

係
条

例
】 

工
業

用
水

道
事

業
供

給
規

程
第

２
３

条
 

企
業

団
が

、
斐

川
町

よ
り

事
業

を
受

託
し

経
営

し
て

い

る
が

、
企

業
誘

致
の

政
策

上
、

料
金

は
安

価
に

設
定

さ

れ
、

経
営

に
必

要
な

資
金

は
全

て
、

斐
川

町
か

ら
支

払
わ

れ
て

い
る

。
 

工
業

用
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
新

市
の

誘
致

企
業

政
策

と
の

調
整

を
図

っ
た

上
で

、
合

併
時

に
、

斐
川

町
・

宍

道
町

水
道

企
業

団
か

ら
分

離
し

て
、

新
市

に
お

い
て

引
き

継
ぎ

、
事

業
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
斐

川
町

・
宍

道
町

水
道

企
業

団
に

委
託

す
る

方
向

で
調

整
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
事

業
費

補
助

金
等

 

調
整

の
方

針
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
装

置
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

2
年

を
目

途
に

廃
止

の
方

向
で

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
名

称
】

簡
易

水
道

に
新

規
加

入
す

る
場

合
の

給
水

装
置

に
係

る
補

助
 

【
内

容
】

 

補
助

基
準

 

 
 

本
管

か
ら

量
水

器
ま

で
の

設
置

経
費

-1
00

千
円

） 
 

1/
2

 

補
助

限
度

額
 

 
50

0
千

円
 

一
般

会
計

よ
り

補
助

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
装

置
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

１
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
事

業
費

補
助

金
等
 

調
整

の
方

針
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
装

置
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

2
年

を
目

途
に

廃
止

の
方

向
で

調
整

す
る

。
 

現
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
装

置
事

業
費

補
助

金
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
と

し
、

2
年

を
目

途
に

廃

止
の

方
向

で
調

整
す

る
。

 

 

第8回協議会資料-190-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

飲
料

水
安

定
確

保
対

策
事

業
に

つ
い

て
は

、
県

単
独

の
補

助
事

業
で

あ
り

適
用

期
間

は
平

成
１

７
年

度
ま

で
の

た
め

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【
名

称
】

 

出
雲

市
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

補
助

金
 

【
目

的
】

 

市
内

の
水

道
施

設
整

備
の

困
難

な
水

道
未

普
及

地
域

に
お

い
て

、
良

質
で

安
定

し
た

飲
料

水
の

確
保

を
図

る
た

め
。

 

【
補

助
対

象
者

】
 

飲
料

水
確

保
の

た
め

の
施

設
を

設
置

す
る

個
人

又
は

1
0

人
未

満
の

共
同

体
の

代
表

者
 

【
補

助
率

】
 

交
付

対
象

経
費

の
２

/
３

 

【
補

助
金

額
】 

１
戸

あ
た

り
の

交
付

額
の

限
度

は
10

0
万

円
 

【
そ

の
他

】
 

  
1

4
年

度
 

1
件

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
名

称
】

 

佐
田

町
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

事
業

補
助

金
 

【
目

的
】

 

現
在

町
内

簡
易

水
道

施
設

の
普

及
が

困
難

な
場

所
に

つ

い
て

整
備

を
行

っ
て

い
る

。
 

【
補

助
対

象
者

】
 

【
補

助
率

】 

【
補

助
金

額
】 

事
業

費
の

限
度

額
：2

,0
00

千
円

（た
だ

し
、

町
長

が
必

要

と
認

め
る

場
合

に
は

、
そ

の
額

と
し

て
い

る
。

） 

事
業

費
-

18
9,

00
0

円
 

【
そ

の
他

】
 

Ｈ
1

4
実

績
 

6
件

 
事

業
費

 
約

12
,5

00
千

円
 

 

【
関

係
条

例
】 

出
雲

市
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

補
助

金
交

付
要

綱
 

 
 

佐
田

町
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

２
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

飲
料

水
安

定
確

保
対

策
事

業
に

つ
い

て
は

、
県

単
独

の
補

助
事

業
で

あ
り

適
用

期
間

は
平

成
１

７
年

度
ま

で
の

た
め

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

[名
称

] 

多
伎

町
飲

料
水

安
定

確
保

対
策

事
業

 

[目
的

] 

町
内

の
水

道
施

設
整

備
の

困
難

な
未

普
及

地
域

に
お

い
て

生
活

環
境

の
改

善
を

図
る

も
の

 

[補
助

対
象

者
] 

飲
料

水
の

確
保

に
必

要
な

施
設

を
個

人
又

は
共

同
利

用
に

よ
り

設
置

す
る

代
表

者
 

[補
助

率
] 

補
助

対
象

経
費

か
ら

水
道

加
入

分
担

金
６

９
，

３
０

０
円

を
控

除
し

た
額

と
す

る
。

 

[補
助

金
額

] 

１
戸

当
た

り
の

補
助

金
限

度
額

は
１

５
０

万
円

－

69
,3

00
円

と
す

る
。

 

[そ
の

他
] 

平
成

1
5

年
度

か
ら

の
事

業
で

あ
る

。
平

成
1

5
年

度
に

つ
い

て
は

3
戸

を
予

定
し

て
い

る
。

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
関

係
条

例
】多

伎
町

飲
料

水
安

定
確

保
対

策
事

業
補

助
金

交
付

要
綱

 

 
 

出
雲

市
・

佐
田

町
・多

伎
町

に
該

当
事

業
が

あ
る

が
、

補
助

金
額

に
大

き
な

差
が

あ
る

。
 

こ
の

補
助

事
業

は
、

県
単

独
の

補
助

事
業

で
あ

り
適

用

期
間

は
平

成
１

７
年

度
ま

で
の

た
め

、
現

行
の

と
お

り
新

市

に
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

１
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
使

用
料

差
額

補
助

 

調
整

の
方

針
 

水
道

使
用

料
差

額
補

助
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【
名

称
】

 

【
目

的
】

 

出
雲

市
で

あ
り

な
が

ら
、

市
の

水
道

管
か

ら
給

水
で

き

ず
三

刀
屋

町
か

ら
給

水
し

て
い

る
３

世
帯

、
湖

陵
町

か
ら

給
水

し
て

い
る

２
世

帯
に

、
生

じ
た

料
金

の
差

額
を

交
付

す
る

た
め

 

【
補

助
対

象
者

】
 

稗
原

町
３

世
帯

 
 

 
 

神
西

沖
町

２
世

帯
 

【
補

助
率

】
 

出
雲

市
と

三
刀

屋
町

の
料

金
の

差
額

を
交

付
す

る
 

 
 

出
雲

市
と

湖
陵

町
の

料
金

の
差

額
を

交
付

す
る

 

【
補

助
金

額
】 

料
金

の
差

額
 

【
そ

の
他

】
 

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

佐
田

町
簡

易
水

道
給

水
装

置
事

業
費

補
助

金
交

付
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 
上

下
水

道
分

科
会

 
№

３
－

２
 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（上

下
水

道
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
水

道
使

用
料

差
額

補
助

 

調
整

の
方

針
 

水
道

使
用

料
差

額
補

助
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

よ
う

調
整

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

該
当

な
し

 

 

【
関

係
条

例
】 

 
 

出
雲

市
の

み
が

、
行

っ
て

い
る

制
度

で
あ

る
。

 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
よ

う
調

整
す

る
。
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